




のਫ਼ਆのൾֶݐ

ീઍੁނ　　　　૾ڳॿ立ऀ　　　　　　　　྆ઌ生のܚ　ੁނ　　　　



　࣍

2018

ീઍੁނ　　　　૾ڳ助ཱऀ　　　　　　　　྆ઌ生のܚ　ੁނ　　　　

学のਫ਼ਆのൾݐ

　本学の創立構想は、昭和３５、６年ころ、学園の創立者の一人である
故菅野八千代先生の発想にはじまります。
　これからの時代は、短期大学による専門教育、教養教育の時代であ
ることを看取され、短大設立を念願とされました。昭和３９年に至り、
初代理事長・学長となられた故菅野慶助先生が決断され、創立の準備
に入り、同先生の多大の苦心と努力のもとに、昭和４１年４月開学に至っ
たものです。
　なお、この胸像は昭和５１年に「菅野両先生の顕彰会」の手によって
本学校内東側庭園の一角に建立されました。

　本学の開学に当って、創立者故菅野慶助、故菅野八千
代両先生が掲げられた理想は、「真心をもって行動し、
社会に貢献できる人材の育成」にありました。
　そして、この真心こそは、人間の行いの全てを貫くべ
きものであり、また、すべての徳の中でも根本に位する
もので、この二つの意味をこめて、「真心こそすべての
すべて」と表現されたのです。
　このことばは、昭和５５年に当時の本校舎正面玄関前の
池の中の島に、本県名産の鮫川石の自然石に刻み込んで、
建学の精神の碑として建立されました。（現在は本館東
側の庭園に移設されています。）
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学のਫ਼ਆݐ

　本学は学則第１条に、『教育基本法、学校教育法に則り、学院創立者の信念である「真
心こそすべてのすべて」という建学の精神に基づきSJODFSJUZ（真心）と)PsQJUBMJUZ（思
いやり）を教育のࠜ本におき、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、
知的、道ಙ的および応用的能力を展開させ、地域社会に積極的かつ実践的に貢献すること
を目的とする』とうたっています。
　「真心」を身につけた学生を育成することが、本学の創立者ੁ野ܚ助先生の建学の理想
だったのです。

⑴　ਅ　৺

　真心とはいうまでもなく、とか至とか呼ばれるものと相通じ、一般的な考え方を示
すものとして、広ࣙԓでは、「の心。いつわりのない真実の心」と記しています。また、

「」の項では、「真」、「実」などの文字とともに、「真実の通りであること。うそでない
こと」また、「人に対して親切にして欺かぬこと」と記しています。
　このように、真心はまず、自己に対していつわりのないこと、すなわち「自らの良心の
声に聞いてஏじないこと」を意味しています。
　また、他人に対しては、自己に対するいつわりのない心で接し、その人の身になって考
える思いやりがあり、他人を決して欺かないことを意味しています。

⑵　すてのすて

　以上のような意味の「真心」こそは、人間の行為のすべてを؏くものでなければならな
いのであって、ੁ野ܚ助先生が「一にも真心、二にも真心」と述べているのはこのことを
指しています。
　さらに、真心はすべてのಙの中でもࠜ本に位するものとして、これらをとらえることが
できます。この二つの意味を込めて「すべてのすべて」と言っているのです。

⑶　৴೦のこと

　真心を以上のように、至と解するとき、それは先ず、ठ学における重要な֓念とし
て、ठ学者の諸説があり、また、国学においても「真心」について説くところがあります。
さらに、その他のྙ理・学者においても説きかたは様々です。
　しかし、本学における言葉並びにその精神は、創立者ੁ野ܚ助先生の日常の実践の中に
おいて体得されたものであり、また、これを体現すべく努めに努めた体験の中から生まれ
てきた信念であって、思弁的な産物ではありません。
　したがって、この言葉の真の意味は、創立者ੁ野ܚ助先生がこれまで歩んでこられた「足
あと」そのものの中から見出すことができるものと言っても過言ではありません。
　本学においては、真心とその実践を基൫とする国際平和の実現のための教育を、ひとつ
の特৭として打ち出しており、これもまた、ੁ野先生の信念から生み出されたものです。
　われわれは、建学当ॳの「真心こそすべてのすべて」の精神を基本として、人々の信頼
と福を求めるとともに、ੈ界平和の実現のための教育の重視へと発展してきたその経Ң
をたずね、さらに将来を展望し、建学の精神の高༲に努めなければなりません。

ݐ
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ཧ
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教ҭのཧ೦

　本学は、感と感動を与え、知的好ح心をש起する授業の実施を目指すとともに、自ら
の人生を創造的に生きようとする学生を受け入れ、支援します。
　本学が求め、そして育成しようとする人間૾については次の通りです。

⑴　ਅ৺を࣋って人にし、人のཱを͑ߟて行動できるひとを育てますɻ

　真心は人間社会を築く礎であり、人間関係の基本です。
　心のこもった応対や接۰を心掛け、相手や他人の立場を理解しようとするڏݠさを失う
ことなく行動ができる人間を育成します。

⑵　ເとϩマンをڳに、自らの人生を的に生きよ͏とするひとを育てますɻ

　ເをもって生きること、ロマンを求めて生きること、その実現に努力すること、それは
自らの੨य़を美しくຏくことです。

⑶　的֬なஅができ、自らのࣝとٕを生かしてࣾ会にݙߩできるひとを育てますɻ

　的確な判断は、現代社会に必要な知識と教養の֫得と、社会のいろいろな人との多様な
人間関係の࿉ຏの中から生まれてくるものです。
　自らの知識を深め、自らの技能を高めて、社会に貢献できる人材の育成に努めます。

⑷　国ࡍ的なࢹにཱͪ、ଟ༷ੑをཧղし、相互ཧղの৺を࣋つひとを育てますɻ

　情報は一ॠにしてੈ界をۦけ८ります。ੈ界は日本に、日本はまたੈ界へ影響を与えま
す。国際的な視野に立って相手のことを考えることのできる人間の育成に努めます。

ᾋ　ײとײ動をૉにදݱできるひとを育てますɻ

　感と感動ある人生ほど素らしいものはありません。
　一つひとつの発見やڻきが、人生にएさと新さを与えてくれます。そうした「ひとを
育てる教育」でありたいと思います。

　こうした学生を育成することを教育の理念として掲げ、本学はこれを建学の精神と合わ
せて学是としています。

Ⅰ Ⅱ
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福ౡ学Ӄେ学の教ҭのಛ৭

1．学生・ࣾ会ਓとしてのڭૅجҭ

⑴　ද্ྗݱ教育のॏࢹ
　明快適切な自己表現によって、よりよい人間関係を作りあげていくことは、社会生活に
おいて重要なことであり、本学の教育の基本としています。特に正しい文字言ޠと音声言
。力は最も必要なものと重視していますޠの修得を基本とした、豊かな国ޠ
　本学では、文ষ並びに会話による表現力の修得を目的とした「国ޠ表現」（4単位）を
必修科目として開設するとともに、演習授業の一環として、「国ޠ表現」౷一テストを実
施し、国ޠ力を集中的に身につけることに力を入れています。

「国ޠදݱ」ཤमํ法、౷Ұテストの内༰と実施

〈ཤमํ法〉
◦　正規時間割に組まれた「国ޠ表現」の授業を履修します。
◦　「国ޠ表現」౷一テスト（A：文字・成ޠテスト、B：小論文テスト、C：対話テスト）

を受験します。

〈୯Ґೝ定ํ法〉
◦　「文字・成ޠテスト」「小論文テスト」「対話テスト」の「国ޠ表現」౷一テストに

規定通り合格した者について「国ޠ表現」授業の成績ධ価基準に則り、単位を認定
します。

◦　成績ධ価が不合格（欠格を含む）の場合、ཌ年度再履修とします。

〈「国ޠදݱ」౷Ұテストの内༰と実施〉
文字・成ޠテスト

◦　「文字・成ޠテスト」の学習方法は、指定のテキストによる自学自習とします。
◦　テストの問題は、書き取り20〜25問、読み取り15〜20問、その他（類࢛、ޠ字熟ޠ

等）10〜15問の計50問を目安とし、指定のテキストの中から出題します。
◦　このテストは、前期3回、後期3回の年6回実施します。
◦　実習のため受験できなかった学生を対象に、前期１回、後期１回の追試験を実施し

ます。受験希望者は決められた期日までに教務課または駅前キャンパス事務室で所
定の手続きが必要となります。（受験料はかかりません）

◦　テストは、100点満点で80点以上を2回得点した学生は所定の点数が取得できます。
　（シラバスのධ価基準により10点（5点×2回）配点）

小論文テスト
◦　小論文テストは、指定された会場で、当日、出された題目について、60分で600〜

800字にまとめなければなりません。
◦　このテストは、前期2回、後期2回の年4回実施し、合格するまで受験しなければ

なりません。
◦　実習のため受験できなかった学生を対象に、前期１回、後期１回の追試験を実施し

ます。受験希望者は決められた期日までに教務課または駅前キャンパス事務室で所
定の手続きが必要となります。（受験料はかかりません）

◦　テストは、100点満点で80点以上を１回得点した学生は所定の点数が取得できます。
　（シラバスのධ価基準により5点配点）

対話テスト
◦　対話テストは、年代差のある人、あるいは面識のない人との対話能力を養うために

学生が自発的に話題を提供して、発展的に対話を継続できる能力を見ることを目的
としています。所要時間は１人30分を基準とします。

◦　原則として他学科教員と行い、そのධ価を受けるものとします。
◦　テストの合否は、担当教員がその場で通知します。「合」と認定された学生は所定

の点数が取得できます。（シラバスのධ価基準により5点配点）（否の場合は同年度
内に再テストを実施します）

　以上の各テストの実施日（予定）は、学科の学事・行事日程をご覧ください。正式な
日時や教室は教務課または駅前キャンパス事務室から事前に掲示によって周知します。

⑵　エチέット・マナーをॏࢹした教育
　入学時のオリエンテーション、クラスセミナー、教養教育科目「生活教養」の中で、学
生主任、クラスアドバイザー、授業担当者が相互に連携を図りながら、マナー指導を実施
していきます。
○「本学の教育」は、建学の精神と特৭ある教育の理解を通し、本学創立者が掲げた「真

心をもって行動し、社会に貢献できる人材」となることを目指しています。また、「学
生生活のマナー」及び「学生受講規程」に沿って大学における生活の基本を学びます。

○教養教育科目「生活教養」では、ビジネスマナーの基本（訪問、来٬応対、電話応対など）
の講義・演習に加え、社会に出てからஏずかしくない基本的なマナーを身につけます。

2．国ࡍཧղڭҭ

⑴　「国ࡍཧղ」による教育
　変化の激しい今日の国際社会の現状や歴࢙的なഎܠ等を随時、映૾（%V%・ビデオ等）
を利用し、また、学生の感想や意見の発表等を取り入れながら学修します。

⑵　「国ࡍཧղԋ習」による教育
　教養教育科目「国際理解演習」では、実際的な経験を通して国際理解を深めることがで
きます。
　履修登録後、事前研究や文献調査を行い、研修旅行に参加の上で報告レポートを提出し、
2単位が認定されます。

ҭڭ学ޠ．3

学教育の目ඪޠ　⑴
「話せて読めるޠ学力」の習得
　ੈ界はとても身近になっています。コミュニケーションスキルは欠かせない能力であり、
様々な国の人々と交流できるコミュニケーションツールとしてޠ学力の習得は非常に重要
です。
　本学では日常生活や社会に実践的に活用できるよう、会話能力を養成することとし、ซ
せて諸外国の生活・社会・文化に対する知識を身につけます。
　また、英ޠ教育では、リーディング能力向上を目指した「英ޠリーディング」（福祉心
理学科）、「英書リーディング」（こども学科）の科目を設置し、大学院進学を目指す学生
のޠ学力向上をサポートします。

学教育の内༰ޠ　⑵
①学生のڵຯやχーζに合わせたޠ学のબ

　英会話、中国ޠ会話等のޠ学科目を設置し、学生の興味やニーズ、目的に合わせた履
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修が可能です。
②গ人教育の実施

　教育効果を高めるために、それぞれの授業は原則としてগ人数のクラスฤ成としてい
ます。

ۀ等を活用するतࡐௌ覚教ࢹ③
　覚えやすい授業、わかりやすい授業を心がけ、視聴覚教材を充分に活用して授業を実
施します。

④学生がڵຯをもって学習にऔりめるテーマの設定
　言ޠだけではなく、その言ޠを国ޠとした国の文化にも関心を寄せられるような
テーマや他国の社会福祉を取り上げたテーマなどを設定し、学生が興味を持って積極的
にޠ学習得に臨めるようしています。

（ޓ୯Ґ）学生制度ߨେ学ಛ別ௌظ内େ学・ݝ．4

　平成11年度に、福島大学と本学短期大学部の間で始まった単位互換制度も、現在ではア
カデミア・コンソーシアムふくしまに加ໍする県内のほとんどの大学・短期大学・高等専
門学校との単位互換が可能となりました。取得した単位は、本学の卒業単位の一部として
認められます。他大学での特別聴講を希望する場合は、希望する大学のホームページで開
放科目等を確認のうえ期日に余裕をもって教務課まで申し込んでください。アカデミア・
コンソーシアムふくしまのホームページから希望する大学等のホームページにもリンクで
きます。

5．体ҭ

　本学では、大学体育の目的（「健康教育」と「生֔スポーツ」）を達成するために、体育
実技を必修としています。身体を動かすことのتびと楽しさを理解し、生֔にわたり健康
を保持・増進させていくための技術と習׳を体得することを目標としています。

〈体育講ٛ〉　　1୯Ґ　　1࣍։講　　こͲも学Պ　必म（期）
　現代社会における健康問題は、多様にして複ࡶな問題を抱えており、それだけに生֔的
な展望をもって健康的なライフスタイルの確立について考えていかなければなりません。
　体育講義では、特に運動やスポーツ活動を中心とした健康・体力づくりについて、科学
的つ実践的な知識の修得をテーマとし、
　①健康と運動および体力との関連
　②現代社会における健康問題の現状と課題
　ᶅ健康とからだのしくみの理解
　ᶆ健康で安全かつ効果的なスポーツ・運動の実践
といった内容についての授業を進めます。

〈体育実ٕ〉　　1୯Ґ　　1࣍։講　　必म（通）
　体育実技では、学生自ら積極的にその技術や知識を֫得し、健康・体力の維持向上を図
りながら、継続して運動やスポーツに親しむ習׳や態度を身につけることをねらいとして
います。
　学生ができるだけ自分にあった運動種目に取り組めるよう希望調査を実施し、種目を選
した上で授業を開始します。種目ごとに最低౸達目標を具体的に設定し、ධ価基準を明
示することで学生自らが目標を持ちながら積極的に学ぶ࢟勢を育てていきます。

ຊ学のӡӦߏػ

1．本学の設ஔओ体

　本学を設置しているのは学校法人福島学院で、その機構を示したのが次ทの「法人機構」
です。
　福島学院は、教育基本法及び学校教育法に基づき、「建学の精神」に沿って学校教育を
行うことを目的に、文部科学大ਉの認可を得た法人で、この目的達成のため、福島学院大
学、福島学院大学短期大学部を設置しています。
　また、学校教育に加えて、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進
に関する法律に基づく保育を行い、地域社会の子育て支援に貢献するため、福島学院大学
認定こども園を設置しています。
　法人機構のうち「理事会」は最高決議機関であり、「理事長」は法人を代表して法人全
体の総括・運営にあたります。

2．本学のӡӦ৫

　本学は、理事会の決議により理事長から任命された学長の౷督のもとに、次ทに示した
組織で運営されています。

（1）教त会

　学長のࢾ問に応じ、教育研究に関する事項を৹議し意見を述べるため、教授会があ
ります。

（2）学Պओ任会議

　福島学院大学福祉学部には福祉心理学科およびこども学科が設置されているほか、
大学院心理学研究科には臨床心理学専攻およびこども心理専攻が設置されています。
　また、短期大学部には、保育学科、食物栄養学科、情報ビジネス学科が設置され、
さらに専攻科保育専攻第二部が設置されています。
　それぞれに学科会議がありますが、全学科にわたる事項を৹議し、連絡調整を図る
ため、各学科の学科長・学科主任等で構成し、学長が主宰する「学科長主任会議」が
設置されています。

（3）事ہ৫

　本学の事務を円滑に運営するため、事務局があります。事務局には、学生の窓口と
なる教務課、学生課、キャリア支援室、福島駅前キャンパス事務室など12課室のほか、
図書館情報センターがあります。

3．ౡ学Ӄେ学ೝ定͜どԂとのؔ

　福島学院大学認定こども園は、本学こども学科及び保育学科学生の教育実習（基本実習）
の場となっています。

Ⅳ
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の
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福祉学部

大学院心理学研究科

福祉心理学科

教授会

学科長主任会議

福島学院大学認定こども園

福島学院大学

福島学院大学短期大学部

学長

学 院 長 室
臨 床 心 理 学 専 攻
　　心理臨床相談センター
こども心理専攻
学科会議

学科会議

子育て支援センター

総 務 課

理 事 室

学 長 室

人 事 課

経 理 課

補 助 金 課

入 試 広 報 課

教 務 課

企 画 室

学 生 課

キャリア支援室

業 務 課

学科会議

学科会議

学科会議

事 務 室

事務局

　

　 　

保 育 学 科

食物栄養学科

情報ビジネス学科

こども学科

図書館情報    
      センター

専攻科保育専攻第二部

福島駅前キャンパス
事務室

法人機構

理事長

学院長

理事会

評議員会

ຊ学のԊֵ

ত和41年　4月１日　　本学開学・保育科開設
ত和43年　4月１日　　服০美術科、食物栄養科開設
ত和46年　4月１日　　保育科第二部開設
ত和48年　4月１日　　専攻科（保育専攻）開設
ত和49年　4月１日　　福島女子短期大学ෟ属༮ஓ園開設
ত和60年　4月１日　　秘書科開設
平成元年　4月１日　　生活教養科開設（服০美術科・学科名変更）
平成12年　4月１日　　福島学院短期大学に名称変更（共学化）
　　　　　　　　　　　生活デザイン科開設（生活教養科・学科名変更）
　　　　　　　　　　　情報ビジネスコミュニケーション科開設（秘書科・学科名変更）
　　　　　　　　　　　福島学院短期大学ෟ属༮ஓ園に名称変更
平成13年　4月１日　　福祉心理科開設
　　　　　　　　　　　メンタルϔルスセンター開設
　　　　　　　　　　　専攻科福祉専攻第一部（介護福祉士養成施設）開設
平成14年　4月１日　　情報ビジネス科開設（情報ビジネスコミュニケーション科
　　　　　　　　　　　・学科名変更）
平成15年　4月１日　　福島学院大学開学
　　　　　　　　　　　福祉学部福祉心理学科開設
　　　　　　　　　　　メンタルϔルスセンターを短期大学から大学ෟ属に移設
　　　　　　　　　　　福島学院短期大学
　　　　　　　　　　　生活デザイン科、福祉心理科募集停止
平成16年　4月１日　　福島学院大学短期大学部に名称変更
　　　　　　　　　　　福島学院大学ෟ属༮ஓ園に名称変更
平成18年　4月１日　　福島駅前キャンパス開設

福祉学部3・4年次生科目を福島駅前キャンパスにて開講
平成19年　4月１日　　福島学院大学大学院臨床心理学研究科臨床心理学専攻（修士課程）開

設
大学院ෟ属心理臨床相談センター開設

平成24年　4月１日　　福島学院大学短期大学部に専攻科臨床栄養専攻及び専攻科情報ビジネ
ス専攻開設

平成24年　10月１日　　福島学院大学ෟ属༮ஓ園を༮ஓ園型認定こども園として運営開始
平成25年　4月１日　　福島学院大学大学院心理学研究科開設
　　　　　　　　　　　（臨床心理学研究科・研究科名変更）
　　　　　　　　　　　大学院心理学研究科にこども心理専攻（修士課程）開設
平成27年　4月１日　　福島学院大学福祉学部にこども学科開設

༮保連携型認定こども園として福島学院大学認定こども園開設
平成28年　4月１日　　福島学院大学短期大学部　保育科第二部募集停止
平成29年　3月31日　　福島学院大学短期大学部　専攻科福祉専攻第一部、専攻科臨床栄養専

攻及び専攻科情報ビジネス専攻廃止
平成29年　4月１日　　福島学院大学短期大学部　保育科第一部を保育学科、食物栄養科を食

物栄養学科、情報ビジネス科を情報ビジネス学科に学科名変更
平成30年　3月31日　　福島学院大学短期大学部　保育科第二部　廃止
　　　　　　　　　　　メンタルϔルスセンターを大学院ෟ属心理臨床相談センターに౷合

Ⅴ
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　平成15年4月。本学は長年にわたり短期大学教育でഓってきた教育基൫を活かし、短期
大学に加えて4年制大学「福島学院大学」を開学しました。

新校歌制定

　大学開学の記念すべき年、学生が親しみを持ってՎえる新しい校Վを制定しました。平
成15年4月、福島学院大学開学と同時に校Վ検౼委員会を発足。学友会役員、同窓会、教
職員など多くの方からの意見をい、従来の校Վの固定観念にとらわれない、新しいイメー
ジの校Վをつくることをコンセプトに検౼が進められました。
　検౼の݁果、校Վは2ۂ制定されることになりました。

作詞・作曲はシンガーソングライター水谷晃子さん
　
　校Վに制定された2ۂは、水୩ߊ子さんというシンガーソングライターが作ࢺ・作ۂを
担当しています。
　また、第一校Վは、「ເ見るあなたへ」という水୩さんの楽ۂをいただいて校Վにした
もので、Վࢺの一部は、本学のੁ野英前理事長が担当しています。

第一校歌「輝くあなたへ」
第二校歌「ここで手に入れたもの」

の校Վは、第一校Վ、第二校Վと位置付けることとし、それぞれ第一校Վ「ًくあۂ2　
なたへ」、第二校Վ「ここで手に入れたもの」というタイトルをつけました。
　Վࢺには、本学の学是にうたわれているʠまごころʡʠເʡそしてʠロマンʡというキー
ワードが散りばめられています。この特徴を活かして、大学生活のさまざまな場面で2ۂ
の校ՎをՎい分けながら、後輩へՎい継いでください。
※校ՎはC%になっており、入学者全員に配布しています。

Ⅵ

ߍ
　
Վ

がんばって夢かなえて！！

ロマン求めて　旅立つあなた
思い切り自分を生きたいと
自分を好きなら　わかってほしいと
あなたは　そう云っていたよね

さびしい気持も　もちろんするけれど
それを消すような
もっと　大きな何かをつかんでね

がんばって夢かなえて
苦しくて　つらいのは
夢に近づいてる　証拠だから
がんばって夢かなえて
あなたならできる
素敵な人だから　あなたは輝ける

がんばって夢かなえて
会えなくて　つらいのは
みんなもだと　思うから
がんばって夢かなえて
私がついてる
真心を込めて　あなたに伝えたい

夢に疲れて　戻ったあなたに
言いたい言葉も見つからない
自分はきっと　普通の人だと
誰もが云うような弱音だね

言われた人の　気持を考えて？
それを乗り越えて
もっと　大きな何かをみつけてね

がんばって夢かなえて
あなたの行く手に
幸（しあわせ）あれと　願うから
がんばって夢かなえて
信じているから　あなたならできる
もうすぐ輝ける

君の笑顔で僕がどんなに幸せになれるかわかるかな？
小さな声で言ってくれた　『がんばれ！』は宝物さ

ロマンを持って　生きてゆける人になりなさい、と
あの人は言っていた

夢を夢で終わらせない強さ　ここで手に入れた
悔しさを優しさに変えて　真心を手に入れた
そして僕は未来を恐れることなく
いつでも　輝きつづける

僕の力で君を幸せにできたらいいのにな
青く澄んだ空からこの場所を　見てみたいな

答えはいつも　すぐには出ない
だから　おもしろい
がんばれていることが　うれしい

夢を夢で終わらせない強さ　ここで手に入れた
苦しさを楽しさに変えて　真心を手に入れた
そして僕は今を大事にしながら
未来へ　輝きつづける

夢を夢で終わらせない強さ　ここで手に入れた
悔しさを優しさに変えて　真心を手に入れた
そして僕は未来を恐れることなく
いつでも　輝きつづける

第一校歌　輝くあなたへ� 作詞・作曲　水谷晃子

第二校歌　ここで手に入れたもの� 作詞・作曲　水谷晃子
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　⑸　学校が修学上適当と認めた見学または行事への参加
　⑹　傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
　⑺　保護者の旅行への随行
　なお、不正使用した場合は、学生全員の使用が禁止される場合がありますので、不正使
用は絶対しないでください。

○次の証明書を必要とするときは、証明書交付等申請書に必要事項を記入し証紙（自動発
売機で購入）を貼って教務課または事務室に申し込んでください。ただし、推薦書が必要
な場合は、キャリア支援室にご相談下さい。
　　　　　　在学証明書　…………………………………200円
　　　　　　成績証明書　…………………………………200円
　　　　　　卒業証明書　…………………………………400円
　　　　　　卒業見込証明書　……………………………200円
　　　　　　資格取得証明書　……………………………200円
　　　　　　資格取得見込証明書　………………………200円
　　　　　　推薦書　………………………………………400円
　　　　　　その他証明書　…………………………… 1,000円
　　　　　　英文証明書　……………………………… 1,000円

2．諸願・諸届について

　下記の諸願届は、窓口が教務課と学生課になります。願・届用紙はそれぞれの課にあり
ます。必要な場合は申し出てください。

ᾇ　教課·ͨ福ౡӺલΩϟϯύεࣄ͕ࣨ૭ޱʹͳΔॾئ・ಧग़

　　　　各種証明書交付願
　　　　（学生証・在学証明・成績証明・卒業証明・卒業見込証明・資格取得証明
　　　　　・資格取得見込証明・推薦書）
　　　　休　学　願　　　　　　　　　　　　　　　（学則第42条　　　）
　　　　復　学　願　　　　　　　　　　　　　　　（ 〃 第43条第4項）
　　　　退　学　願　　　　　　　　　　　　　　　（ 〃 第46条　　　）
　　　　履　修　届　　　　　　　　　　　　　（履修規程第2条　　　）
　　　　履修放棄届　　　　　　　　　　　　　（　 〃 　第5条　　　）
　　　　追試験願　　　　　　　　　　　　　　（　 〃 　第13条　　　）
　　　　再試験願　　　　　　　　　　　　　　（　 〃 　第14条　　　）
　　　　再履修願　　　　　　　　　　　　　　（　 〃 　第15条　　　）
　　　　保護者の変更届　　　　　　　　　（学生生活規程第4条　　　）
　　　　改姓名届　　　　　　　　　　　　（　　　　〃　　　　　　　）
　　　　住所の変更届　　　　　　　　　　（　　　　〃　　　　　　　）
　　　　欠　席　届　　　　　　　　　　　（　　　〃　　第9条　　　）
　　　　教室使用願（グラウンド等を含む）（　　　〃　　第16条第2項・第22条）
　　　　科目履修許可願　　　　　　　　　　　　　（学則第53条　　　）
　　　　学費延納願　　　　　　　　　（学費徴収猶予規程第5条　　　）

　なお、このうちの主なものについて説明を加えておきます。

学生生活の心得

　新入生のみなさんは、本学に入学して、これからは高校とは違った学生生活を送ること
になります。ここでは、学生生活を送るうえで必要と思われる事項を、学生生活規程に基
づいて説明しますので、よく読んで4年間を有意義に過ごしてください。

1．証明書類の発行について

　各種証明書は宮代キャンパスは教務課、福島駅前キャンパスは福島駅前キャンパス事務
室（以下「事務室」という）で扱います。交付をうける時は必ず期間に余裕をもって申し
込んで下さい。証明書によっては手数料（自動発売機で証紙を購入）が必要な場合があり
ます。
　なお、各種証明書を受け取る際は、必ず学生証を提示して下さい。

○学生証について（学生生活規程第6条）
　学生証とは、学生の身分を証明する大切なもので、携帯していなければ期末試験等の受
験ができなくなるほか、学外においても学生としての特典が受けられないなど、学生のみ
なさんにとっては大切なものです。取り扱いに充分注意してください。

　　⑴　学生は、学生証を常に携帯し、必要に応じ提示しなければなりません。
　　⑵　学生証を紛失、または破損したときは、証明書等交付申請書による再交付手続を経て、

再交付を受けてください。（1,000円の手数料が必要となります）
　　⑶　学生証は、卒業、退学、除籍の場合、及びその有効期限が経過したときは、直ちに教

務課もしくは事務室に返納してください。

○通学証明書（無料）
　JR、福島交通、阿武隈急行などを利用して通学する学生は、所定のコーナーに通学証
明書、通学定期乗車券申込書がありますので、必要事項を記入して申し込んでください。
　JRの場合、駅によっては、学生証の提示により定期乗車券が購入できる場合もありま
すが、なるべく通学証明書を利用して定期乗車券を購入してください。
　なお、通学定期乗車券は、住所の「最寄駅」から、大学の「最寄駅」の通学区間に通学
を目的として発行されるものです。（アルバイト目的等では発行いたしません）
　また、実習のための通学定期乗車券が必要な場合、実習用の通学証明書により期間限定
で購入することができます。詳しくは教務課もしくは事務室におたずねください。

○学割（無料）
　学割証交付願に必要事項を記入のうえ、発行希望日の3日前までに宮代キャンパスは教
務課、福島駅前キャンパスは事務室に申し込んでください。
　学割とは、学校に在籍する学生・生徒がJR各社の営業距離100キロメートルを超える区
間を乗車の際、運賃が割引になる制度です。
　学割証は、学生・生徒の自由な権利として使用できるものではなく、修学上の経済的負
担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的とした制度に基づき交付するもので、
以下に掲げる目的をもって旅行する必要がある場合に限り発行します。
　⑴　休暇、所用による帰省

　　　⑵　実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業、および試験など正課の教育
活動

　⑶　学校が認めた特別教育活動または体育・文化に関する正課外の教育活動
　⑷　就職または進学のための受験等
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　なお、このうち主なものについて説明を加えておきます。

◦学生団体活動の願（学生生活規程第13条・第14条・第21条）
　新しく学生団体を組織し、活動しようとする時は、団体規約及び3名以上の会員名簿
を添付し、願い出て承認を得なければなりません。その際必ず本学の専任教職員を顧問
としておかなければなりません。そして本学の教育の目的に沿ったものであることが必
要です。
　また、団体の規約又はその他届出事項を変更するとき、及び学生が学外団体に参加し
たり学外で活動するときも同様に願い出て承認を受けなければなりません。
　クラブ等、学生団体名簿は、学年末現在で更新します。その際必ず団体継続願等の提
出をしてください。提出のない団体は解散したものとみなします。

◦集会・催し物等の願（学生生活規程第16条）
　団体として集会及び催しなどを行う場合は学内外をとわず、開催日の7日前までに願
い出て承認を受けてください。

◦文書等掲示の願（学生生活規程第17条）
　学内外で、ポスター等の掲示をしようとする場合、願い出て承認印をうけて定められ
た場所に掲示してください。ただし簡易な内容のもので宮代キャンパスのぎく館１階の
掲示板及び福島駅前キャンパス地下１階の掲示板に掲示する場合は承認印は不要です。
　本学学友会内部に関するものは、所定の場所に掲示する限り許可を必要としません。
その場合、責任者の所属と氏名を明記してください。
　原則としてポスター類の大きさは80㎝×110㎝以内として、同一掲示板に同一目的の
ポスター類は、同時に2枚以上掲示することはできません。
　万一、掲示されたものに不適当と思われるものがあった場合、学生指導委員会及び学
生課・事務室が指導にあたります。
　掲示期間は原則として10日以内（ただし、特別の許可を得た場合はその期間内）とし、
期間終了後責任者は遅滞なくとり除いてください。

◦出版物、宣伝、及び販売等の願（学生生活規程第18条）
　ビラやパンフレット、書類、その他の印刷物を配布しようとする場合、物品を販売し
ようとする場合にはその印刷物、物品を添え願い出て承認を受けなければなりません。

◦寄付、募金の願（学生生活規程第18条）
　学生の団体が金や品物の寄付を受けようとする場合、募金活動をする場合には、その
目的を明らかにした願書を提出し承認を受けなければなりません。

◦拡声器使用の願（学生生活規程第19条）
　学内外においてスピーカーなどを使用する場合は拡声器使用願を事前に提出して許可
を受けてください。

◦学内での飲酒（学生生活規程第32条）
　学内での飲酒は原則として禁止となっていますが、各学科やクラスの懇親会や送別会
などを17：30以降下記の場所で開催する場合、「集会・催し願（第16条）」を提出し、許
可が得られれば、20歳以上の学生に限り、特別に飲酒を認めることがあります。
　ただし、節度ある飲酒を心がけ、飲酒の強要や飲酒後の自動車・バイク・自転車など
の運転は禁止されています。

〔福島駅前キャンパス〕
　学生ラウンジ兼イベント用オープンスタジオ

〔宮代キャンパス〕
　スペイン広場、FCメイツ

◦自家用自動車通学の願（学生生活規程第36条）
　福島駅前キャンパスに通う学生が通学時に自家用自動車を使用したい場合には、専用
の駐車場が設置されていないので、自己責任で貸駐車場を利用してください。
　なお、福島駅前キャンパス事務室にて、周辺貸駐車場の情報を提供します。
　宮代キャンパスに通う学生が通学時に自動車を使用したい場合は、自動車通学許可願

◦休学願（学則　第42条）
　病気、家庭の都合等の理由により長期にわたって欠席しなければならない場合には、
保護者、保証人連署のうえ医師の診断書、または休学の事情を説明する理由書を添付し
て休学願を提出し、学長の許可を得なければなりません。

◦退学願（学則　第46条）
　事情により退学しなければならなくなった場合には、保護者、保証人連署のうえ、退
学願を提出し、学長の許可を得なければなりません。

◦保護者の変更及びその住所変更届（学生生活規程第4条）
　保護者に関し変更があった場合や、その住所に変更があった時には、直ちに届け出て
ください。

◦住所変更届（学生生活規程第4条）
　住所を変更した場合には直ちに届け出てください。

◦欠席届（学生生活規程第9条）
　疾病又は事故により欠席するときは、欠席理由を明記した欠席届を提出してください。
１週間以上欠席するときは医師の診断書、又はそれを証明するものを添えなければなり
ません。

◦教室使用願（学生生活規程第16条）
　学内で集会をする場合の教室の使用については、集会の前にあらかじめ申し込んで許
可を得てください。教室使用に当たっては、使用時間を守り、机、椅子等を移動したと
きには元通りにし、きれいにかたづけて帰ってください。なお、体育館、のぎく館、カー
サ・フローラ等、別に定める規程等がある場合はそれに従ってください。

ᾈ　学ੜ課·ͨ福ౡӺલΩϟϯύεࣄ͕ࣨ૭ޱとͳΔॾಧ・ಧग़

　　　　学生団体設立願　　　　　　　　　（学生生活規程第13条１）
　　　　学生団体継続願　　　　　　　　　（　　　〃　　第13条3）
　　　　学生団体活動報告書　　　　　　　（　　　〃　　第13条3）
　　　　学生団体設立願記載事項の変更願　（　　　〃　　第13条5）
　　　　学生団体解散届　　　　　　　　　（　　　〃　　第13条6）
　　　　学生団体加入願　　　　　　　　　（　　　〃　　第14条　）
　　　　集会・催し許可願　　　　　　　　（　　　〃　　第16条１）
　　　　文書等掲示願　　　　　　　　　　（　　　〃　　第17条１）
　　　　出版物等配布願　　　　　　　　　（　　　〃　　第18条１）
　　　　販　売　願　　　　　　　　　　　（　　　〃　　第18条１）
　　　　寄付受領許可願　　　　　　　　　（　　　〃　　第18条2）
　　　　募　金　願　　　　　　　　　　　（　　　〃　　第18条2）
　　　　拡声器使用願　　　　　　　　　　（　　　〃　　第19条　）
　　　　出場許可願　　　　　　　　　　　（　　　〃　　第21条１）
　　　　学外活動願　　　　　　　　　　　（　　　〃　　第21条2）
　　　　物品借用願　　　　　　　　　　　（　　　〃　　第23条　）
　　　　自家用自動車通学許可願　　　　　（　　　〃　　第36条１）
　　　　合同活動願　　　　　　　　　　　（　　　〃　　第40条　）
　　　　学外者招聘願　　　　　　　　　　（　　　〃　　第41条　）
　　　　アルバイト届　　　　　　　　　　（　　　〃　　第42条１）
　　　　救急資金貸与願　　　　（学生生活救急資金貸付規程第5条）
　　　　バーベキューコーナー利用願
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7．学生のみなさんへの連絡についてなど（学生生活規程第39条）

　　⑴　学生のみなさんへの連絡は全て掲示板で行っていますので、掲示板に掲示されたこと
を毎日必ず注意して読んでください。また、電子メールで一斉送信を行う場合もありま
すので、学生課メールニュースへの登録を行ってください。

　　⑵　ご家族等の緊急事態の場合は学生課直通（024−553−5811）または教務課直通（024−
553−9657）、福島駅前キャンパスについては駅前キャンパス5F事務室（024−515−3221）
もしくは宮代キャンパス代表（024−553−3221）にご連絡ください。

8．学費について（学則　第58条−第64条）

　　⑴　授業料は分納することができます。納入期限は前期4月20日（新入生は前年度3月31
日まで）、後期9月30日迄とします。

　　⑵　納入期日を守ってください。督促によっても納入しない場合は退学処分になります。
　　⑶　支払猶予を望むときは、その理由書をもって届け出れば学長から許可される場合があ

ります。詳しくは、学費徴収猶予規程を参照してください。

9．校舎、校具、備品について

　　⑴　許可なく教室の机、椅子、その他の道具をもち出さないようにしてください。
　　⑵　校具、備品等の取扱いは慎重にし、汚損、破損のないように注意してください。もし

校具、備品等を破損した場合は速やかに届け出てください。事情を考慮のうえ、弁償す
べきかどうかを決めます。

　　⑶　黒板に画びょう類を使用しないでください。
　　⑷　校舎、机等に落書きをしたり、傷つけたりすることは固く禁止します。
　　⑸　実験実習器具の取り扱い、後始末は充分に行ってください。

を提出し、許可を受けなければなりません。許可願の受付は4月とし、駐車場に余裕の
ある場合は随時行います。この場合の許可は、任意保険（対人無制限、対物300万円以上、
人身傷害3,000万円以上）が付されているなどの条件を満たしていなければなりません。
　また、駐車場を指定しておりますので、それ以外には駐車をしないでください。駐車
場の使用料は年額15,000円からとなっており、使用有効期限までの金額を一括納入する
か、もしくは半期、あるいは１ヵ月ごとの分納もできます。詳細については自家用自動
車通学規程を読んでください。

◦学外からの招聘の願（学生生活規程第41条）
　コーチ、講演者などを招く場合は学外者招聘願を5日前までに提出して許可を受けな
ければなりません。

◦アルバイトの届（学生生活規程第42条）
　学生のみなさんの本分は学業です。アルバイトはそれをそこなうものであってはなり
ません。本学では休暇などを利用して行えるアルバイトを紹介しています。ただし風俗
営業や危険を伴うもの、夜間10時を超えるものは禁止しています。なお、詳しくはアル
バイト規程を読んでください。また、自分で探したり、頼まれたりしてアルバイトを行
う場合でもアルバイト届を提出してから行うようにしてください。
　経済的問題については「経済援助について」を参照してください。

3．健康診断について（学生生活規程第8条）

　年１回健康診断を行いますので必ず受診してください。日常の健康に関しては自己の管
理にゆだねられますから、常に健康に注意し節制につとめましょう。また「医務室」では、
健康調査票による学生全体の健康状況の把握や傷病時の措置、心身の悩み相談等を実施し
ています。体調不良の時や何か悩んでいるときは是非利用してください。

4．団体及びその行為について（学生生活規程第15条）

　学生もしくは学生団体及びその行為が、本学の機能を害し、又は学内の秩序を乱すおそ
れがあると認めたときは、学長がその行為を禁止、またはその団体を解散させることがあ
ります。

5．貸しロッカーの使用について（学生生活規程第24条）

　福島駅前キャンパスに通う学生は、各々専用のロッカーを使用するものとします。
　宮代キャンパスに通う学生のみなさんは在学期間中、貸しロッカーを使用できます。荷
物の安全を図るためコインを入れ施錠してください。コインは解除時に戻ります。
　貸しロッカーの使用は１日に限ります。原則として使用料は無料ですが、公平な利用を
図るため１日を超える使用分についてはコインを引き落とします。個人専用にならぬよう
心掛けてください。
　いずれのロッカーにおいても、鍵を紛失した場合は、鍵取替料を弁償することになりま
す。

6．喫煙の禁止について（学生生活規程第28条）

　学生の喫煙は原則禁止としますが、20歳以上の学生に限り認めますので喫煙に関する細
則を遵守してください。
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学生指導・支援

　大学は4年間でそれぞれ専門的な知識、技術を修得するとともに、社会人としての教養
を身につけるところです。
　そのためには、生活環境を整えると共に、日常の生活行動にも自律自戒し責任を持たな
ければなりません。
　学生の皆さんも、新聞やテレビなどの報道でよく耳にするかと思いますが、昨今のわが
国の経済情勢は大変厳しいものがあります。
　それに伴い人心の荒廃なども進んでいるようです。学生もその渦中で生活していること
から、これらの影響に無縁ではありません。
　金銭優先の風潮から起きる経済的な問題、学生を取りまくさまざまな誘惑、同性や異性
などとの交友関係のトラブル、予想もつかぬ事故や事件などが、将来の方針を狂わせるよ
うな立場に学生をたたせることもあります。
　このような現状から、それらの環境や生活の歪みを克服し、学生がすなおに心豊かに学
習し生活することのできるよう、指導・支援しています。

本学における学生指導・支援の意味

　　◦学生各自が、あるいは友人と協力し、自主的に成長を遂げるように支援し助言する教育
活動で、人間形成への援助を目的としています。

　　◦そのためには、学生が社会の一員とし、政治や産業や文化を望ましい方向に発展させる
ことのできる人間にまで成長出来るよう指導助言をします。

　　◦大学生活が円滑に送られると共に、日常生活の中でトラブルや悩みごとについて、適正
に処理できるよう相談に応じたり、助言をします。

　以上のことについて、学生との接触を密にし、自覚と責任のもてる人間の育成に努めて
います。

指導・支援の内容

　次にあげる諸項目は、各学科、学生課、その他それぞれの委員会・係などで、適宜分担
し全学が目的達成のためにあたっています。

1．オリエンテーション
　新入生に学則、施設の利用法、単位制、カリキュラムの内容、学生団体の活動状況、
大学の教育方針、修学内容など、学生生活の方向づけをし、新入生が一日も早く大学生
活になじめるようにアドバイスします。

2．課外活動、学友会活動の支援
　　◦学友会活動の健全な発展と運営を指導・支援します。
　　◦大学祭やクラブ勧誘会など、学内・学外の行事について適正に運営されるよう指導助

言します。

3．オフィスアワー
　　◦全教員によるオフィスアワーを設定しています。オフィスアワーとは各先生が学生の

みなさんの相談を受ける時間として設定するものです。各先生のオフィスアワーは別

学
生
指
導
・

支
援

途周知しますので、利用してください。

4．教員による定期的な個別相談
　　◦学生の人間関係または性格にかかわる、適応の問題について相談を行います。
　　◦学生に関する事件の収拾または解決のために助力します。
　　◦学生に非行があったり、人生の挫折につながる困難があったりしたとき、その内容と

要因を明らかにして、その指導・支援にあたります。

5．学生相談
　学生相談とは、学生の人間関係または性格にかかわる適応の問題や、事件事故の収拾
または解決に向けた支援のために行われるものです。また、学生に非行があったり、学
生生活の挫折につながる困難があったりしたとき、その内容と要因を明らかにして、そ
の指導・支援にあたります。
　本学ではクラスアドバイザーによる個別相談や、学生課や駅前キャンパス事務室を窓
口とする生活支援全般の相談の他に、下記のような専門家による相談窓口を設けていま
す。相談内容、秘密は厳守されますので、安心して利用してください。

心理臨床相談センター
人間関係、性格、学業、将来のこと等大学生活の中で悩んでいること、家庭・家族に
関すること、あるいは何もやる気がしない、不安でたまらない、夜眠れない等心の健
康に関することについて、臨床心理士という心のケアに関する専門のスタッフが対応
します。
◦相談場所…学生相談室（福島駅前キャンパス4階、宮代キャンパス学生課内）
◦相談時間…午前9時から午後5時
◦申し込み方法…完全予約制。直接電話か又は医務室の先生に申し込んでください。
　　　　　　　　電話の場合は「学生相談の予約で」とお伝えください。
　　　　　　　　TEL024−515−3511（心理臨床相談センター）

医務室
心身の健康上の問題に関する相談に対して、看護師資格を持ったスタッフが対応しま
す。
◦相談場所…医務室（福島駅前キャンパス4階、宮代キャンパス学生課内）
◦受付時間…福島駅前キャンパス
　　　　　　　月・水・金　午前10時から午後4時
　　　　　　宮代キャンパス
　　　　　　　月　　　　　午後１時30分から午後5時
　　　　　　　火・水・木　午前10時から午後5時
　　　　　　　金　　　　　午前10時から午後１時30分
◦申し込み方法…直接お越しください。

学生課（学生カウンセラー）
学生生活の中で生じる心の問題について、心の専門家が対応します。
◦相談場所…学生相談室（福島駅前キャンパス4階、宮代キャンパス学生課内）
◦申し込み方法…各キャンパス医務室にお申し込みください。日程を調整いたします。

Ⅱ
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課外活動

　本学においては、学是、各学科の教育目標にも掲げられているように、人格の完成を目
指し、創造性を養い、社会の良き形成者としてみなさんを養成していくよう努力しており
ます。
　これを達成するためには一般的教養が必要であり、これを身につけるには教室内での勉
学だけでなく、教室を離れたところでも自発的な活動を通して、様々な人間同士の関わり
の中から学ぶことが大切になります。学内におけるクラブ活動や学友会活動、また地域に
おけるサークルなどに積極的に参加することによって交友の輪が広がり、より多くの人か
らより多くのものを得ることができます。同時に、より多くの人により多くのものを与え、
相互によりよい影響を受け合うことが、自らを発見し、この自発的でしかも積極的な活動
を通して責任感、協調性、創造力、指導力を養い、社会にさらに貢献できる素地を養うこ
とになるでしょう。
　しかし、その反面インターカレッジサークルと呼ばれる他大学サークルへの参加等にお
いては、そこで生じる事故やけがなど注意が必要となる場合もあります。本学で認められ
たクラブの活動時における事故は、学生教育研究災害傷害保険に全学生加入していますの
で万一のけがに対する補償がありますが、上記学外サークル等における事故やけがの場合
は、この保険の対象外となりますので十分注意をしてください。

1．学友会

　本学では、学生の組織として学友会があります。学友会会員は福祉学部と短期大学部の
学生で組織され、自主的な活動を通して学生生活の充実を図っています。
　学友会は「本学の教育方針に則り、学生の自主的活動により教養を高め相互の親睦を深
め、もって学生生活の充実向上を図ること」を目的としています。大学祭など全学生の参
加によって行われる行事の企画運営も学友会の大切な役割です。またここでは学生一人ひ
とりの意見を正しく反映させ、本会の目的を達成させるために最高決議機関である委員総
会や、全学生の代表と各学科の代表とによって構成される役員会、学科単位あるいは学科
独自の意見や考えを反映させる学科学友会、クラブ活動あるいは広報活動など、様々な活
動を企画し運営していく文化、運動、広報、厚生美化の常置委員会、またクラス全員で考
えるクラス会などがあり、それぞれに合理的な組織運営がなされています。
　役員は、選挙によって選ばれ、任期は１年間となります。
　予算は、会員からの会費と家族会からの活動補助によって賄われ、学友会と各学科ごと
の学友会組織に所定の方法で配分され、年間の活動経費として執行されています。
　このように学友会は常に情報の交換、意見の交換を行い、本学をよりよく発展させてゆ
く場ともなっています。しかし、この状態を維持し、推進させてゆくためには外部からの
意図的影響に左右されず、学生活動本来の目的に沿い、また学是の精神に則って主体的に
運営されなければなりません。
　つまり学友会は、学生同士、教職員と学生との人間的交流が満ちあふれ、本学に平和と
秩序と美しい学習環境をもたらす組織として運営がなされているのです。

課
外
活
動

2．クラブ活動

　クラブ活動は、同好の学生の集まりであり、その積極的活動の中から豊かな教養を身に
つけることが期待できるものです。
　本学ではクラブ活動を積極的に行うことにより得られるプラスの効果を、より多くの学
生のみなさんに身につけて欲しいと願っています。そこでクラブ活動の振興に力を入れ、
活動するみなさんの負担を軽減できるよう、クラブの「学外活動補助」等の金銭的補助を
行っています。学生のみなさんには積極的に参加されるよう望みます。
　参考までに現在活躍中のクラブ名を次に示します。詳しくは入学時に配布された「新入
生のみなさんへ」をよく読んでください。

Ⅲ

クラブ一覧表
ク　ラ　ブ　名

文　化　系 運　動　系
１ 軽音楽クラブ １ アウトドアスポーツクラブ
2 赤十字奉仕団 2 ジャギークラブ
3 手打ちそばクラブ 3 ソフトボールクラブ
4 ハンドベルクワイア 4 卓球クラブ
5 文芸クラブ 5 バスケットボールクラブ
6 ボランティアクラブP's 6 バドミントンクラブ
7 ローターアクトクラブ〜国際社会奉仕団〜 7 バレーボールクラブ
8 地域貢献クラブ AMUZ 8 フットサルクラブ
9 写真クラブ 9 YOSAKOIクラブ 月下舞流
10 演劇クラブ 10 ストリートダンスクラブ ATTIVO
11 アイドル研究クラブ

（平成30年2月現在）

福祉心理学科学友会
こども学科学友会
保育学科学友会
食物栄養学科学友会
情報ビジネス学科学友会

ク　ラ　ブ

会 計 監 査
選挙管理委員会

文　化　系
運　動　系
学科会計監査
学科選挙管理委員会

学　
友　
会

学友会の組織図
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政治的活動、宗教的活動

　本学ではみなさんの政治的活動あるいは宗教的活動などについて次のように考えており
ます。
　学生の政治的活動あるいは宗教的活動その他の社会的活動については、もとより個人と
しての憲法上の自由が考慮されなければなりません。また、学生の政治的、宗教的教養の
涵養については、大学教育上、十分な関心と配慮が払われなければならないと考えます。
　しかしながら学生の皆さんは、本学において教育を受ける以上、本学がその教育目標を
達成するため、およびその教育に必要な秩序を形成するために定める教育計画、諸規則そ
の他の指示などに従うべきものであると考えます。本学では、修学に専念すべき学生の本
分と政治的に宗教的に中立であるべき大学教育の理念に立って考えています。
　このような考え方にたって、学生の皆さんの個人として、団体としての自由は、ときと
して必要とされる制限が加えられることがあります。（学生生活規程第10条、第11条）

セルフディフェンス

　社会における学生の立場は、学生であるが故に保護されている反面、十分な社会的知識
や経験が不足しているという観点から、みなさんをターゲットにした犯罪等が発生してい
ます。様々な外的要因から自分自身で身を守る「セルフディフェンス」の意識を持ち、特
に下記の項目に注意してください。
　なお、万一何かのトラブルに巻き込まれてしまった場合、一人で悩むだけでは問題解決
には至りません。本学には、健康問題や就学上の問題、学生生活上の問題等が生じた場合
の相談窓口として学生課・事務室や心理臨床相談センター（福島駅前キャンパス）があり
ます。また学科には学科独自の問題に対応できるよう、学生主任、クラスアドバイザーを
配置して、学生の皆さんの諸問題に対応しています。相談にあたる教職員は守秘義務があ
り、皆さんのプライバシーを外部に漏らすことは一切ありません。
　問題は一人で悩んで対応の時機を逸すると大きなトラブルに発展してしまう場合もあり
ます。早期解決のために、早期の相談を心がけてください。

1．悪徳商法

　近年、学生をめぐる契約のトラブルが年々増加傾向にあります。高価な商品がすぐに手
に入ったり、労せずして大金が入ったりと、うまい話には必ず落とし穴があると考えて、
安易な気持ちで手続きをしないように心がけてください。
　また、これらの勧誘を受けた時、曖昧な返事はつけ込まれるもとです。毅然とした態度
で断るようにしてください。
⑴　電話勧誘販売

　家に電話があり、資格取得講座や書籍、教材を強引に勧められます。
⑵　アポイントメントセールス

　電話やはがきで喫茶店等に誘い出され、しつこく契約を勧められます。
⑶　キャッチセールス

　路上でアンケートにご協力ください等の声をかけられ、しつこく勧誘されます。
⑷　マルチ・マルチまがい商法

　ネズミ講と商品販売を組み合わせた方法です。商品の購入だけでなく、販売員の勧誘
もされ、新規販売員を紹介すればマージンをもらえますよ等、儲かりそうな話をしてき
ます。

2．学外諸団体からの勧誘

　近年、宗教・政治団体に関するトラブルが東北地区でも発生し、それらに没入して学業
を放棄してしまう学生が増えているとの報告があります。「卒業後の就職に関するアンケー
ト調査に答えてください」等、巧みに声をかけてみなさんの現住所、電話番号を聞き出し、
しつこく勧誘してきます。
　勧誘を受けた団体の活動目的や趣旨等を明らかにしない場合には、相手の質問にはいっ
さい答えず、ましてや自分の身分を明らかにするような内容は決して話さないようにして
ください。相手は勧誘のプロです。ちょっとした言葉から誘導されて最終的には自分の身
元を話してしまわないとも限りませんので十分に注意してください。

Ⅴ
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3．差別とハラスメントについて（学生生活規程第43条）

　差別とは、下記の言動や活動のことをいいます。
⑴　性差による差別的言動
⑵　著しく合理性を欠く差別的言動
⑶　排他的なグループまたは団体活動
⑷　身体的な特徴に対する差別的言動

　ハラスメント（嫌がらせ）とは、下記の言動や活動のことをいいます。
⑴　相手に正当な理由なく不快感や嫌悪感を抱かせる言動
⑵　相手に正当な理由なく、誹謗中傷する言動やプライバシーを侵害する言動
⑶　周囲の者に不快感を与える身体的接触行為、儀礼的範囲や信頼関係の範囲を超え

る身体的接触
⑷　相手が明確に拒否する性的言動
⑸　相手を正当な理由なしに威圧する言動
⑹　一方のみに迎合し、他方を疎んじたり、故意に無視する言動
⑺　生活環境を悪化させる服装や言動
⑻　コンパ等で望まない他の者に飲酒等を強要する言動
⑼　ストーカー行為（電話・メール・尾行・執拗な追跡等の行為を含む）
⑽　体罰を与える行為、脅迫的な言動

　以上の他に、本学では「教職員の学生に対する禁止すべき行為及び差別と嫌がらせ的言
動に関する防止方針」を定めています。その主たる事項を列記します。

⑴　体罰を与える行為
⑵　不自然な、不快感を与える身体的接触行為
⑶　性差についての差別的な言動
⑷　能力面に関する差別的な言及
⑸　個人的相談を除いて、プライバシーを侵害しているととられる言動など。

　もし差別やハラスメントの被害にあったら、ひとりで悩まず、ご相談ください

◇差別やハラスメントで不愉快な思いをさせないために◇
　日頃からお互いの人格を尊重しあうよう心がけましょう。

4．防犯について

　本学近辺は女子学生が多いことから、男性による声かけや尾行・追跡、あるいは公然わ
いせつや侵入等の事例が報告されています。
　本学ではクラスセミナーの時間を利用して、現職の警察官の方を特別講師として招き「防
犯講習会」を実施しています。また万一の事態に備えて「防犯ブザー」の無料貸し出しを
行い、防犯意識の向上及び防犯対策を講じています。しかし防犯には何より本人の自覚と、
誘いかけをきっぱり断る勇気が必要です。特に女子学生はこのことに留意して学生生活を
有意義なものにして欲しいと思います。

5．インターネットのトラブルについて

　インターネットや携帯電話を利用した悪質なワンクリック詐欺が急増しています。
　もし、うっかりクリックしてしまい、架空請求された場合は脅迫を真に受けず、電話や
メール、SNS等で連絡を取るようなことは絶対にやめましょう。
　また、利用する前にその危険性があることを理解し、アクセスしないようにしましょう。

　もし、架空請求をされたとしても絶対にお金を払わないようにしましょう。
　困った場合は、学生課までご相談ください。

6．地震や災害について

【準　備】・普段から、貴重品（財布や携帯電話等）は手元におくようにしましょう。

【発生時】・落ち着いて行動し、身の安全を図ることを優先しましょう。
　　　　・教職員の指示をよくきいて迅速に行動しましょう。
　　　　・教室から外に出る余裕がない場合、机の下に身を隠すようにしましょう。
　　　　・落下物や窓ガラスの破損等に注意してください。
　　　　・避難場所は、宮代キャンパスはグラウンド、駅前キャンパスはSKパーキング
　　　　　または街なか広場になります。
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【本学がとる対策の概略】

１．まずは、一次的相談窓
口にご相談ください。

2．内容に応じて対策委員
会で対応を協議し、適
切な処置を講じます。

3．もちろんプライバシー
は厳守します。

相談・苦情申し立て
　　　　➡
一　次　的　窓　口
　　　　➡
差別とハラスメント対策委員会委員長
　　　　➡
差別とハラスメント対策委員会
　　　【調　査　委　員】
　　　　➡　　　　　　　　　➡

（教員・学生課）

　　　　→学科長

被害者に対する救済加害者に対する措置

˞インターωοτར༻のҙ
̍�ɽΒな͍ΞυϨε͔Βのϝーϧは։͔な͍
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̏�ɽར༻نはඞͣಡΉ

▼

ηンター׆ຽੜࠃ
IUUQ���XXX�LPLVTFO�HP�KQ�NBQ�
̨̩̤̥ʂՍۭٻ
IUUQ���XXX�TIPVIJTFJLBUV�NFUSP�UPLZP�KQ�UPSJIJLJ�UBJTBLV�

【出会い系サイト】【アダルト
サイト】【懸賞サイト】など
の事例や【フィッシング詐欺】
による個人情報詐取について
は、こちらから
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学生アルバイト

　学生アルバイトに関して、本学では下記のような方針で指導にあたっています。
　学生の本分は学業であり、それ以外の余暇を利用してアルバイトを行うこと自体はなん
ら問題となることはありません。また、社会人になる一歩手前の段階で社会組織の理解、
経済界の動向等、教科書では得られない様々な勉強や経験をする、すなわち学生の社会参
加という意味においてのアルバイトは、卒業後の社会生活を考えると学生にとって大きな
意味を持つものと言えます。
　しかしその反面、単に金銭を得るためだけに職種や時間帯を選ばずに行うことは、学生
生活にとって良いことではありません。特に深夜の酒類を提供する場や風俗店等でのアル
バイトは、報酬として得られる金銭が大きい反面、法律に触れるような行為に発展するな
ど非常に大きな危険があり、自分の人生をも変えてしまう恐れがあります。また、疲労に
よる健康の阻害、学習時間の短縮と成績不振による学業の放棄などの例もみられますので、
本学では「アルバイト規程」において時間や職種などの制限を行っています。
　下記に規程の抜粋を掲載いたしますので、アルバイトを行う際には必ず熟読の上、違反
しないようにしてください。規程に違反した場合には懲戒処分や、特に学生の本分に反す
ると思われる違法なアルバイトには退学処分もあります。
　学生課で受け付けているアルバイトは、宮代キャンパス学生課前の掲示板と福島駅前
キャンパス地下１Ｆの掲示板で紹介しています。

ʮΞϧόΠτن程（ൈਮ）ʯ

（職種制限）
第3条　次の職種に関してはアルバイトを行うことができない。

　１．危険を伴うもの
　　　高所・水中等で行う作業、その他危険を伴う業務等
　2．人体に有害なもの
　　　農薬・劇薬等の有害薬物の取り扱い、高（低）温度中の作業等
　3．法令に違反するもの

営利職業斡旋業者への仲介斡旋、マルチ商法、ねずみ講等商法に関するもの、そ
の他法令に違反するもの

　4．人命に関わるもの
　　　無資格の水泳指導員、その他人命に関わることが予想される業種
　5．教育的に好ましくないもの
　　　風俗営業等
　6．本学が好ましくないと判断したもの

（時間制限）
第4条　アルバイト時間については通算週20時間を超えてはならない。
　　　　ただし、学生休業中はその限りではない。
　2　アルバイト時間については、午後10時以降の深夜業務はこれを禁止する。
　3　外国人留学生については別に定める。

（違反処分）
第5条　本規程に違反しアルバイトを行った場合は順次つぎの措置をとる。
　　　　１．説諭
　　　　2．懲戒

学
生

ア
ル
バ
イ
ト

　　　2　懲戒の種類は、学則第53条に定める譴責、停学とする。
ただし、特に学生の本分に反すると思われる違法なアルバイトについては退学処分
を科すことがある。

　　　　　ΞϧόΠτΛ͢Δલʹ͓͖͍ͬͯͨ̓ͭのϙΠϯτ
　１．アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう！
　2．アルバイト代は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則！
　3．アルバイトでも、残業手当があります
　4．アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます
　5．アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます
　6．アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません
　7．困ったときは、総合労働相談コーナーに相談を
　
　※厚生労働省ポータルサイト「確かめよう　労働条件」
　　http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/parttime/

Ⅵ
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就　職

　本学では、学生の皆さんが卒業後それぞれの職業を通して豊かな自己実現と、より確か
な社会的自立が図られるよう、入学早々から就職指導に力を注いでいます。
　キャリア支援室では、就職先の開拓・紹介、情報の収集・提供など就職に関する全般的
な業務を担当しています。特に学生の皆さんの就職活動を支援するため、宮代キャンパス・
福島駅前キャンパスにおいて個別指導や各種事業を精力的に実施しています。次にそのい
くつかを紹介します。

1．啓発的な集団指導の実施

　近年、企業の採用活動が早期化・多様化しているため、キャリア支援室では、１年次よ
り各学科のクラスセミナーの時間を活用して、就職活動の進め方や求人情報提供など時期
に応じた就職活動指導を行っています。さらに様々な就職特別講座やガイダンス、公務員
試験対策講座、能力適性検査や公務員、保育士の模擬試験など、本番に備える実践的なト
レーニングも行っています。
　就職活動は学生自身が進めるものですが、ご家族の方々の協力なくしては困難です。
　そこで本学では、学生の就職活動の進め方や大学側の就職活動支援内容などをご家族の
方々にご理解・ご協力をいただくために「ご家族就職説明会」を実施しています。

2．就職のための個別指導

　キャリア支援室では、卒業後の進路について学生の皆さんから「進路希望調査カード」
を提出してもらい、これに沿ってキャリア支援室員が学生個人と面談し指導を実施してい
ます。就職活動ばかりでなく、どんなことでも随時、具体的な助言・指導を行っています
ので、積極的にこの個別相談を活用することが最も大切です。
　就職試験で採用担当者が最も重視しているのが「面接」です。本学では、3年次生を対
象に、2月下旬にその対策として面接室の入退出・質疑応答など面接の様子をビデオで撮
影し、再生しながら、身だしなみやマナー、質問に対する答え方や話し方、履歴書の書き
方など実践的に指導する「ビデオ活用による面接指導」を実施します。　さらに、福島新
卒応援ハローワークと連携し、「出張学生職業相談」も学内にて実施しており、学生のニー
ズに合った就職活動を支援しています。

3．就職情報の提供

　企業や社会福祉施設などの採用条件が分かる「求人票ファイル」や先輩が残してくれた
「受験報告書」、「受験参考書」、「就職情報誌」など各種資料を宮代キャンパスしらゆり館
のキャリア支援資料室、福島駅前キャンパス5Fのキャリアカウンセリングルームに取り
そろえ、学生の就職活動に役立つ情報を提供しています。また、インターネットを利用で
きるパソコンも設置しています。
　これらを上手に活用するとともにキャリア支援室員と気軽に相談することによって、効
率的な就職活動を進めることができます。
　以上、キャリア支援室の業務内容の一端を紹介しましたが、この他に、全学的な就職に
関する組織として「就職対策委員会」が設けられています。この委員会は、学科の就職担
当教員とキャリア支援室員によって構成され、互いに密接な連携をとりながら就職指導を

就
　
職

推進しています。

　就職活動に関しては、下記の3点が特に重要となります。
　　①　就職活動は「受け身」の姿勢ではなく、自分自身が積極的に進めるものと自覚するこ

と
　　②　キャリア支援室から配られた「就職ガイドブック」をよく読み、学内のガイダンスや

各種講座には必ず出席すること
　　③　宮代キャンパスと福島駅前キャンパスのキャリア支援室を活用し、不明なことはキャ

リア支援室員や教員とよく相談してアドバイスを受けること

※就職内定までの手順

Ⅶ

１　進路希望調査カード提出（キャリア支援室へ）
　　　　　　　▽
2　学生カード提出（学生課経由でキャリア支援室へ）
　　　　　　　▽
3　進路相談（キャリア支援室員・教員と随時）
　　　　　　　▽
4　企業（園）の情報収集

求人票・求人ファイル、資料の閲覧
キャリア支援室員との相談、インターネットの利用（※）

　
（※）一般企業希望者は、就職活動支援サイト等に登録

　　　　　　　▽
5　企業（園）との接触

企業（園）のホームページへのアクセス
合同企業説明会への参加
会社訪問・園の見学・先輩訪問
会社説明会等への参加

　　　　　　　▽
6　受験先決定
　　　　　　　▽
7　応募書類提出（キャリア支援室または直接受験先へ）

履歴書・成績証明書・卒業見込証明書・
資格取得見込証明書（専門職の場合）

　　　　　　　▽
8　採用試験受験（一般常識試験・論作文・実技・適性検査・面接試験）
　　　　　　　▽
9　受験報告書提出（キャリア支援室へ）
　　　　　　　▽
10　内定連絡受信（内定先へ内定礼状発送・キャリア支援室へ内定報告書提出）
　　　　　　　▽
11　入社（園）承諾書（誓約書）提出
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福
利
厚
生

福利厚生

1．経済援助について

奨学金制度
　学生のみなさんの中で人物、学業ともにすぐれ、かつ健康でありながら学資支弁の困難
な人に対して奨学金制度があります。
　この奨学金事業には日本学生支援機構、地方公共団体、民間育英事業団（あしなが育英
会、交通遺児育英会）等があります。この日本学生支援機構の奨学金制度には、進学前（高
校時代）に出願する予約採用（進学後に奨学生としての採用が予約される）と入学後に出
願する在学採用があります。後者の募集は4月に行われますので掲示を見て希望者は学生
課まで出願してください。手続き等については奨学金募集説明会で説明しますが、詳細は
直接学生課窓口（宮代キャンパス）または福島駅前キャンパス事務室（福島駅前キャンパ
ス）へ問い合わせてください。
　地方公共団体奨学金の場合は都道府県または市区町村で直接募集する方式がほとんどで
すので、直接都道府県または市区町村役場へ問い合わせてください。
　各奨学金とも、選考の基準は学力、家計、人物の3点となっています。

※なお、貸与月額は変更されることがありますので、詳しくは学生課または福島駅前キャ
ンパス事務室まで問い合わせてください。

資　　金　　名 貸　与　月　額

日本学生支援機構奨学金
◦第一種（無利子）

自　宅　20,000円〜54,000円
自宅外　20,000円〜64,000円

◦第二種（有利子） 20,000円〜120,000円の中から
希望の金額（１万円単位）

福 島 県 奨 学 資 金 40,000円
地方公共団体奨学資金 25,000円〜50,000円

日本学生支援機構奨学金　主な手続きの流れ

返還誓約書提出（新規採用者）

返還誓約書提出説明会
（新規採用者）

6月
奨学金採用決定・振込開始

（新規採用者）

奨学金申請書類締切（新規希望者）

4月 奨学金説明会（新規希望者）

2月

1月

奨学金継続手続き期限
（次年度在学生）

12月 奨学金継続説明会
（次年度在学生）

11月 奨学金返還説明会（卒業年次）

※採用月による

Ⅷ 2．厚生施設について

　本学には学生の福利厚生のための施設がいろいろあります。次にその主だったものを紹
介します。

ʲౡӺલΩϟンύεʳ
⑴　スポーツルーム

　学生のための福利厚生スペースとして、卓球、ビリヤード、サッカーゲームを配した
軽スポーツルームがあります。

⑵　学生ラウンジ兼イベント用オープンスタジオ
　テレビ局のスタジオセット風の学生ラウンジです。学生のみなさん以外に各種行事に
おいて地域の皆様にもご利用いただいています。

⑶　学生談話室兼喫茶室
　お弁当やパン等を持ち込んで自由に食事ができるスペースです。

ʲٶΩϟϯύεʳ
⑴　のぎく館

　大きな時計塔があるレンガ造りの建物がのぎく館です。
　本学教職員や学生、それに卒業生やご家族の方にも利用していただける多目的施設で
す。食事、懇談会、その他授業や教育相談にも利用できます。
　また、館内にはスポットライト付の小舞台、グランドピアノなどの設備があります。
　さらに、館内の一角には委託業者の東北スタミナフード株式会社が売店・学生食堂の
営業をしております。
　利用にあたっては「のぎく館利用規程」に従ってください。

⑵　バーベキューコーナー
　のぎく館の南側、バリ風庭園の中に赤レンガでかまどを築いたバーベキューコーナー
があります。
　バーベキューやイモ煮会などクラスやクラブあるいは友達同士で利用してくださ
い。バーベキューなどで使用する金網等は学生課に申し出てください。調理にはバーベ
キューコーナー備え付けのテーブルを利用してください。申し込みについては学生課ま
で。

⑶　サイクルハウス
　阿武隈急行線福島学院前駅より八千草門（正門）に至る、左側にある白い建物がサイ
クルハウスです。
　本学教職員や学生が使用するバイク、自転車を収容します。通学についての規程は学
生生活規程第34、35条及び宮代キャンパス自転車通学規程をよく読んでください。バイ
ク収容台数16台、自転車収容台数210台です。

⑷　FCメイツ
　カーサ・フローラの地下にある多目的ホールがFCメイツです。
　FCメイツには通信カラオケシステム、マルチオートスライドが完備され、表現系の
授業はもとよりクラスやクラブの懇談会等でも利用できます。また、週に2回程度、自
由開放日を設けておりますので、詳しくは学生課まで問い合わせてください。
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3．学内の飲食可能な指定場所について

ʲٶΩϟンύε ɹrɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ̡ ౡӺલΩϟンύεʳ

4．自転車・バイク通学について

ʲٶΩϟϯύε】
　自転車・バイクで通学する場合、特に書類を提出する必要はありません。駐輪場所に
ついては、サイクルハウスを利用するようにしてください。

【ౡӺલΩϟϯύε】
　専用の駐輪場が設置されていないので、各自の責任で公共の無料駐輪場を利用してく
ださい。なお、福島駅前キャンパス周辺の公共の無料駐輪場の情報を本学駅前キャンパ
ス事務室で提供いたします。

　キャンパス周辺の路上や商店、アパートなどへの無断駐輪は、近隣住民及び商店街な
どの迷惑となるので絶対にやめましょう。

5．自動車通学・駐車について

ʲٶΩϟϯύε 　r
　自動車で通学する場合は、学生課に「自家用自動車通学願」を提出し、許可を得るこ
とが必要です。

〔許可条件〕
　最低、下記金額以上の任意保険に加入している（運転者が適用となる）こと。特に、
年齢条件など運転者の限定条件を確認しましょう。

　申し込みは、毎年4月から先着順で受け付け、指定駐車スペースの駐車許可証を交付
します。
　駐車料は、学生課でお渡しする所定の申請用紙に証紙（※）を貼付して支払っていた
だきます。

　駐車は、学生用駐車場を使用してください。学生用駐車場に余裕がない場合は、各自
の責任で周辺の駐車場を契約してください。
　くれぐれも、本学周辺のスーパーをはじめとする各店舗の駐車場および路上等への無
断駐車は、しないようにしましょう。
　もし、無許可駐車その他違反した場合は、厳重注意処分や車輪ロックの措置をとるこ
とがあります。
　なお、宮代キャンパス学生用駐車場内において発生した事故について、本学は一切の
責任を負いません。当事者同士で話し合いの上、対処してください。
　※　証紙は、自動券売機でお求めください。

【ౡӺલΩϟϯύε】
　専用の駐車場がありませんので、自動車で通学する場合は、各自の責任で貸駐車場を
利用してください。なお、福島駅前キャンパス周辺の貸駐車場の情報を本学駅前キャン
パス事務室で提供いたします。

6．保険制度について

　本学では学生の授業中、通学中、実習中等の事故に対応するためにいろいろな保険に加
入または紹介を行っています。次にその主だったものを紹介します。

⑴　学生教育研究災害傷害保険（本学負担で全員加入）
　この保険は、学生が教育研究活動中、課外活動中、通学中に発生した、急激かつ偶然
な外来の事故により、身体に傷害を被った場合に適用される保険制度で、本学が保険料
を全額負担し、毎年全学生を対象に加入しています。
　通学中の事故に対する補償も条項に盛り込まれていますので、保険内容や事故発生後
の手続き等は、オリエンテーション期間中に学生のみなさんへ配布した「加入者のしお
り」を確認し、卒業まで大切に保管してください。
　なお、保険請求手続きは、学生課または福島駅前キャンパス5Ｆ事務室までお問い合
わせください。
　また、事故発生の場合には必ず上記窓口にご連絡くださいますようお願いします。

■　保険が支払われる事故の範囲
　　　①　正課中

　講義・実験実習、実技などの授業を受けている間、大学の学習施設において研究活
動を行っている間。また、教育実習・インターンシップ実習・他の大学の正課を履修（単
位互換特別聴講）している間も含む。ただし、学生の私的生活のかかる場所において、
これらに従事している間を除きます。

　　　②　学校行事中
　大学の主催する入学式、オリエンテーション、学位授与式など教育活動の一環とし
ての各種学校行事に参加している間。

福
利
厚
生

の ぎ く 館 １Ｆ・2Ｆ
のぎく館野外レストラン・バーベキューコーナー

カーサ・フローラ スペイン広場・アンダルシア
※１ＦＣメイツ

グ ラ ウ ン ド 脇 パーゴラ休憩所

ほっとぷれいす 食物栄養科の実習飲食時を
除く

グ リ ン デ ル コ ー ナ ー
本 館 １Ｆバリ風ラウンジ（飲物に限る）
カ ー サ 2 1 １Ｆロビー（飲物に限る）
し ら ゆ り 館 ※2第１演習室・第2演習
各教員の研究室 当該教員が許可した場合

※１　授業担当教員が許可した場合、行事（ク
ラス会・クラブ会含）などで許可された
場合

※2　授業担当教員が許可した場合、本学が許
可した場合（平成30年2月現在）

6Ｆ
学生談話室兼喫茶室（E604）
教室6（E605）
小談話室（E607）

教室6（E605）は
昼食休憩時のみ

5Ｆ セミナールームA、B
（E507、E508）

セ ミ ナ ー ル ー ム
A、B は、授業等
の担当教員が認め
た場合で飲物及び
菓子類に限る

3Ｆ 臨床心理学専攻院生研究室（E303）
臨床心理学専攻院生談話室（E304） 大学院生のみ

2Ｆ 学生談話室（E210）
教室１（E209）

教室１（E 209 ）
は昼食休憩時のみ

１Ｆ
※3学生ラウンジ兼イベント用

オープンスタジオ（ E102）
学生談話室（E101）

※3飲物に限る

地下
１Ｆ

喫 食 コ ー ナ ー
（地下掲示板前）

各教員の研究室（当該教員が許可した場合）
※3　学生の行事等で福島駅前キャンパス事務室

長が許可した場合は飲食を認める

対　　人 対　　物 人身傷害
金　　額 無制限 300万円 3,000万円

東第2駐車場 南第１駐車場
通　年 半　期 １カ月 通　年 半　期 １カ月

駐車料 20,000円 10,000円 2,000円 15,000円 7,500円 1,500円
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　　　③　①、②以外で学校施設にいる間
　大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設にいる間。ただし、
大学が禁じた時間もしくは場所にいる間、または大学が禁じた行為を行っている間を
除きます。

　　　④　課外活動中
　学内外を問わず、大学が認めている課外活動団体の管理下で行う文化活動または、
体育活動を行っている間。ただし、大学が禁じた時間もしくは、場所にいる間または
大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

　　　⑤　通学中
　大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路お
よび方法（大学が禁じた方法を除きます。）により、住居と学校施設等との間を往復
する間。

　　　⑥　学校施設等相互間の移動中
　大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路お
よび方法（大学が禁じた方法を除きます。）により、大学が教育研究のために所有、
使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所
の相互間を移動している間。

■　保険金額
①　死亡保険金（事故発生後18０日以内に亡くなった時）

（Ａ）「正課中」「学校行事中」2,000万円
（Ｂ）「本学施設内」「課外活動中」「通学中・施設間移動中」1,000万円

②　後遺障害保険金（事故発生後18０日以内に発生した時）
その程度に応じ

（Ａ）「正課中」「学校行事中」120〜3,000万円
（Ｂ）「本学施設内」「課外活動中」「通学・施設間移動中」60〜1,500万円

③　医療保険金（医師の治療を受けた時）

■　保険金請求手続き

　事故が発生したら、速やかに学生課に申し出て下さい。入院等で本人がこれない場合は、
代理人でもかまいません。学生課の指示を受けてください。

※入院加算金については１日から
対象となります。

平常の生活ができるよう
になるまでの治療日数 支払保険金 入院加算金

（180日を限度）
正課中・学校行事中

（平常の生活ができるようになる
までの治療日数が１日以上の場合
が対象となります。）

治療日数１日〜3日 3,000円

入院１日につき
4,000円

（注）入院加算金は、
医療保険金に関係な
く、入院１日目から
支払われます。

特約加入者の通学中・学校
施設等相互間の移動中

（平常の生活ができるようにな
るまでの治療日数が4日以上の
場合が対象となります。）

〃 4日〜6日 6,000円

〃 7日〜　13日 15,000円

上記以外の学校施設内・学
校施設内外での課外活動中

（クラブ活動中）
（平常の生活ができるようにな
るまでの治療日数が14日以上の
場合が対象となります。）

〃 14日〜　29日 30,000円
〃 30日〜　59日 50,000円
〃 60日〜　89日 80,000円
〃 90日〜119日 110,000円

    〃    120日〜149日 140,000円
    〃    150日〜179日 170,000円
    〃    180日〜269日 200,000円
    〃    270日〜 300,000円

（注１）上記の保険金は、生命保険、健康保険、その他の傷害保険、加害者からの賠償金と関係なく支払われます。
（注2）保険金は、上記金額に限定されているので2口以上の加入はできません。
（注3）「治療日数」とは傷害を被り治療を開始した日から「医師が必要であると認めた治療が完了した日」の間の実治

療日数（実際に入院または通院した日数）をいいます。治療期間の全日数が対象になるのではないことにご注意く
ださい。

（注4）「通学中・施設間移動中」の事故は治療日数4日以上の場合保険金が支払われます。治療日数が4日〜6日のとき
の支払保険金は6,000円となり、7日以上のときは、上記の表の通りとなります。

（注5）同日に複数の病院へ通院した場合でも治療日数は１日となります。１日のうちに2つの病院へ通院しても、治療
日数は2日とはなりませんので、ご注意ください。

（注6）通学中の事故に対する補償については、大学の正課、学校行事又は課外活動（クラブ活動）への参加目的をもって、
合理的な経路及び方法により住居と学校施設等との間を往復する間をいい、社会人入試を経て大学に入学した学生
が大学に通う場合は勤務先を含みます。

事故発生

治療期間

保険金支払い学生課から、保険会社に書類送付

●大学担当窓口へ事故報告
（学生課・福島駅前キャンパス５Ｆ事務室）
●専用のハガキで保険会社に事故報告（30日以内）

①学生課から保険金請求書類を受け取り、必要事項を記入する。
②学生課を通し、各種事故証明を受ける。
③医師の診断書（治療状況申告書）をもらう。

保険金請求（書類作成）
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⑵　全国保育士養成協議会実習総合補償制度

①　実習賠償責任保険（本学負担）
　実習生が実習中に、実習の対象児（者）または第三者にケガをさせたり、その財
物を壊したりして会員校もしくは実習生が法律上損害賠償責任を負った場合に、そ
の負担する損害賠償の実費が支払われる保険です。

　　　補償額

②　会員校賠償責任保険（本学負担）
　実習中のみならず、会員校の施設の欠陥や管理の不備、および指導上のミスによっ
て生じた事故にもとづき、会員校が学生や第三者に対して法律上の賠償責任を負っ
た場合に、会員校の負担する損害賠償の実費が支払われる保険です。

⑶　学生総合保険（学生個人負担〈任意〉）

　学研災付帯学生生活総合保険（任意加入保険）
　本学では、前述のとおり、大学管轄下の教育研究活動中の災害に備え、日本国際教育
支援協会の「学生教育研究災害傷害保険（略称：学研災）」に本学が保険料を負担して
入学と同時に加入しており、この学研災への保険加入を条件とした同協会の『学研災付
帯学生生活総合保険』を推奨しています。
　この日本国際教育支援協会が主宰する『学研災付帯学生生活総合保険』は、「学研災」
では補償されない学内外におけるケガや病気の治療費用実費（健康保険等の自己負担分、
新型インフルエンザを含む）を補償する他、加害事故時の賠償責任補償（アルバイト中・
部活動中を含む）等、学生生活を24時間総合的に補償する内容です。
　配布済みの保険案内により、取扱代理店もしくは学生課までお問い合わせください。
　また、この他にも万一の際の補償を行う保険制度が、各保険会社で設定されています。
必要と思われる方は、各保険会社へ直接お申し込みください。

7．アパート紹介について

　本学では新入生、学生へのアパート紹介を行っています。
　アパート紹介を希望する学生は、学生課にて一覧表を閲覧し、必要なアパートの資料を
参考にして、学生が直接家主または不動産会社と契約してください。

8．国民年金について（20歳以上の学生）

　国民年金は、高齢や不慮の事故などによって生活が損なわれないように、前もって保険
料を出し合って、経済的にお互いを支え合う制度です。
　本学では年金制度への加入年齢を迎える学生に対し、国民年金制度についての理解を深
め、保険料納付の意識を高めることを目的として、クラスセミナーを利用して「年金セミ
ナー」を実施しています。
　国民年金は日本に住んでいる20歳から60歳までの人はすべて加入することになっていま

す。学生の皆さんも20歳になったら必ず国民年金に加入し、保険料を納めることが義務づ
けられています。
　なお、収入のない学生のために「学生納付特例制度」があります。

「学生納付特例制度」とは
　収入のない学生については、届出（申請）をして承認を受ければ、在学期間中の保険料
が後払いできます。年度更新が必要です。

①　学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事故が起きた場合、満額の障害基
礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

②　学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件に算入されますが、年金額には
反映されません。
※満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料の追納をおすすめします。

　学生納付特例期間から10年以内（3年目以降は加算がつきます）であれば、保険料を追
納することができます。卒業後、忘れずに追納してください。

１　対象者
大学（大学院）、短大、その他の教育施設の一部に在学する学生等であり、学生本人
の前年の所得が118万円＋扶養親族等の数×38万円以下であるとき。

2　申請方法
【市区町村または年金事務所国民年金窓口に申請】
　　　　　　　↓

【年金事務所で承認を受ける】
※4月から年度末（3月）までの保険料納付が猶予されます。
※申請時点から2年１ヵ月前までの期間について、　さかのぼって学生納付特例が申
請できます。

（注意）承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となり、その間に万
が一の事故で障害が残っても障害基礎年金は、支給されないこともあります。

市区町村から「国民年金保険料納付案内書」が送られてきたら、忘れず納付
するか、「学生納付特例」手続きをしましょう！毎年手続きが必要です。

※上記内容は平成29年度の資料に基づいています。年金制度改革により、条件・手続きが
変更になる場合があります。詳しくは年金事務所（旧社会保険事務所）、各市町村の国
民年金窓口へお問い合わせください。

支　払　限　度　額

身体（対人）賠償 １名につき　　１億円
１事故につき　１億円

財物（対物）賠償 １事故につき　1,000万円
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1．　

⑴　服装はその人ฑを表すといわれています。きちんとした身だしなみをすることによっ
て、大学生としての自覚とތりが生まれ、実で品位のある人格が育ちます。本学の学
生にふさわしい装いを心がけましょう。

⑵　学校行事や学科行事の場合など、大学側から指示された際には、下記に示した服装を
着用するようにしてください。また、本学所定のمষも必ずつけてください。
ˎ男子学生…ࠠ・グレー・黒のスーツ（ワイシャツ・ネクタイ着用）、ۺは黒の革ۺ。
ˎ女子学生…ࠠ・グレー・黒のスーツ、ۺは黒のパンプス。

⑶　日常の通学服については、大学生の品位を落とさない範囲内で自由とします。
　　なお、授業によっては服装を指定される場合があります。特に、マナー教育や服装指

導を行っている授業においては、指定外の服装を着用している場合、学習態度の一環と
して減点の対象となりますので、担当教員の指示に従って、服装を整えて出席するよう
にしてください。

⑷　通学および授業における履物として、草履・ゴム草履・下ବは禁止します。
⑸　体育実技の授業では種目に応じ、指定された運動用の服装（決められた期間は必ず着

用）、およびシューズを着用します。指定外の服装等で出席した場合は欠席扱いになり
ます。（詳細については、体育実技の授業計画を参照してください）

⑹　実験・実習・実技の授業における服装については、「授業計画」の中に示してありますが、
授業担当教員の指示に従ってください。

　　なお、講義形式の授業においては、実験・実習着やスポーツウェアを着たままで、受
講しないように注意してください。

いݣ༿ݴ．2

⑴　ѫࡰは人間関係を円滑にしていくための第一歩です。キャンパス内でもѫࡰを習׳づ
けるようにしましょう。また、教職員やお٬様に対しても自分からѫࡰをするようにし
ましょう。

⑵　キャンパス内では友達同士であっても言葉ݣいに注意し、୭からも好感が持たれる話
し方ができるようにしましょう。

⑶　学生の皆さんにとって、ޠܟは಄の中で理解できても、上手く表現することはなかな
か難しいものです。しかし、社会人になると上下の関係、内外の関係等により、ޠܟを
使いこなすことが要求されます。これはすぐには身につきません。普段から܇࿅し、ܟ
。を身につけていきましょうޠ

　　特に教職員や先輩と話すときは、親しい間ฑでもޠܟを使いましょう。
⑷　学外実習や就職活動の際には、ஸೡな言葉ݣいを心がけましょう。
　　また、つい使ってしまうのが学生言葉です。その他、流行ޠや略ޠなどにも十分注意

してください。

3．Τνέット・Ϛφー

⑴　授業等の受講にあたり、次に記したことはマナーに反した行為です。「学生受講規程」
を遵守するようにしてください。
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生
生
活
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ᶟ
　①　授業の進行をげるような私ޠ
　②　授業担当者の意欲を疎外するような悪質な居眠り
　ᶅ　教室への無断入退室
　ᶆ　授業に関係のない物（バック・飲食物など）を机上に置くこと
⑵　教室や࿓下等で大きな声を出し、他人に迷惑をかけないようにしてください。
⑶　教室、研究室、事務室等に入室する際は、コート類（オーバー・コート等）はぎ、

小物類（マフラー・子等）はとってください。
　　ただし、ౙ場などで授業担当教員の許可を得た場合は、この限りではありません。
⑷　ゴミは放置しないで、分別表示に従って所定のゴミശにࣺててください。キャンパス

内を常にਗ਼ܿに保つように心がけてください。
⑸　キャンパス内の備品を故意に破損させたり、落書き等により汚損することのないよう

にしてください。また、机・椅子等を移動した場合は、元の位置に戻しておいてください。
⑹　授業はもちろんのこと、どんな場合でも時間を守って行動するようにしてください。

会合の時間に遅れたりするのは、集まっている方々に迷惑をかけ、あなたの信用を失う
ことにもなります。

⑺　宮代キャンパスの貸ロッカーやࡿ立ては、連続して独的に使用しないでください。
⑻　キャンパス内における飲食は指定された場所で行ってください。特に許可された場合

を除き、教室内での飲৯をࢭېします。また、宮代キャンパスのぎく館、カーサ・フロー
ラ（スペイン広場・アンダルシア）、福島駅前キャンパス学生談話室兼喫茶室等では、
昼食時の席とりはしないようにしてください。

　　なお、キャンパス内および周辺地域での歩きながらの飲食は禁止します。
⑼　キャンパス内での学生の喫煙は、20歳以上の学生に限り、指定の場所のみ認めます。

ただし、喫煙する際は「喫煙に関する細則」を遵守してください。また、火災予防のた
め֪ٵは完全にফ火し、所定のփࡼ以外にはげࣺてないようにしてください。

　　なお、宮代キャンパス周辺地域での路上喫煙は自ॗ、周辺地域外においては非喫煙者
の嫌煙権に配慮し、喫煙マナーを守るようにしましょう。

　　福島駅前キャンパス在籍学生については、本学の方針に基づき、中心市街地の路上全
域において、路上喫煙を禁止します。

　
　̡ Ωϟンύεٶ ɹrɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ̡ ౡӺલΩϟンύεʳ

　　本学を卒業し、社会で活躍することを考え、主に専門職に就職を希望する学生には、
禁煙を推奨します。また、健康を考え、専門職以外に就職を希望する学生にも、禁煙を
推奨します。

⑽　キャンパス内では、原則として飲酒は禁止します。
　　ただし、宮代キャンパスに限りクラスやクラブの懇親会等で飲酒を行う場合は、20歳

以上の学生に限り、認めることもありますので、担当する教職員（クラスアドバイザー
やクラブ顧問等）の指示に従い、許可をもらうようにしてください。

　　なお、キャンパス内・外での懇親会やコンパ等において、他の学生等に飲酒を強要す
ることは禁止します。

　　また、飲酒の際は、自動車・バイク・自転車を運転しての帰宅は違反行為となるので
注意しましょう。

ᾑ　携帯電話・スマートフΥン等は、授業中や会合の時は電ݯを切るかマナーモードに設
定し、交信を行わないようにしてください。

　　なお、ܞ帯電話等のॆ電のために本学の施設を使用することはࢭېします。
ᾒ　宮代キャンパスへ自動車で通学する学生は、学生課で所定の手続きを取って許可をも

喫　煙　場　所 利　用　時　間
外レストラン

喫煙指定席
前期 8：30 〜18：00
後期 8：30 〜17：00

カーサ21  ݰ関南側ベンチ 　　 8：30 〜19：00

喫　煙　場　所 利　用　時　間

喫煙室6Ｆ
平日 9：00 〜20：00
༵日 9：00 〜12：30

（ୠし、༵日午後の授業が
行われる場合は15：00 まで）
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らい、指定された駐車場を利用するようにしてください。無許可のまま通学し、キャン
パス周辺地域での路上駐車や他施設への無断駐車をしないようにしてください。

4．地Ҭࣾ会におけるϚφー

　　本学では、「学生生活規程」にも掲げているとおり、積極的な地域貢献を推進してい
ます。地域貢献の前段として、地域にѪされる大学、地域から信頼される大学を目指し
ています。

　　そのためには、まず、地域住民の一員でもある学生の皆さん一人ひとりの良識ある行
動が求められます。自分では気にならない「普通」のことが、社会的には常識から外れ
た行動として迷惑行為にܨがる場合もあります。

　　また、྆キャンパス周辺の商店街で万一、万引き等を行った場合、大学にすぐに通報
が来ることになっています。その後、学則に基づき懲戒処分となります。一時の過ちが
人生を大きく狂わせることになります。絶対にしないように心しましょう。

　　なお、アパート等で一人らしをしている方は、生活૽音等で近隣の方に迷惑をかけ
たり、禁止されている事項（ペットをࣂう等）には、十分注意をしてください。さらに、
ゴミ出しのルールも守るようにしましょう。

　　また、無断で自転車を駐輪する、自動車を駐車する、ゴミをげࣺてる、大声で話を
する、路上にはみ出して歩くなど迷惑になることはしないようにしましょう。

　　日頃から「社会生活のルール」を守り、学生の皆さん一人ひとりが気を引きకめて快
適な学生生活を送っていきましょう。

ɹ̡ ੜ૽׆ԻのΑくあΔΫϨーϜʳ

ɹ̡ ΰϛग़͠のΑくあΔΫϨーϜʳ

5．ιーγϟルメσΟアͰのϚφー

　　「TXJUUFS」や「FBDFCPPL」、「LINE」などのソーシャルメディアは、人的ネットワー
クや情報交換に非常に有効なツールとしてਁಁしています。

　　しかしながら、度々ニュースで社会問題として૽がれたように、軽率な発言や写真、
位置情報のߘにより、大きなトラブルへ発展するケースも見られています。

　　ソーシャルメディアの情報の拡散スピードは非常に早く、場合によっては

　
　といった多大な影響や損害の発生につながる可能性もありますので、利用の際は十分に

注意するようにしましょう。
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福ౡ学Ӄେ学ਤॻؗใセンλʔ利༻Ҋ

　図書館情報センターは、宮代キャンパス本館と福島駅前キャンパス図書室の2ϲ所から
なっており、福祉学部と短期大学部が共用する施設です。
　資料の受け入れやデータベースの積、利用者データの管理、貸し出し・返٫手続きの
処理、学術情報の検ࡧなどが電子化され、྆キャンパス図書館（室）間はネットワークで
つながっています。ଂ書等資料データを共有していますので、どちらのキャンパスからで
も貸し出し・返٫ができ、キャンパス間を毎日往復する定期ศがデリバリーサービスを提
供しています。
　図書館情報センターは、地域にࠜざした開かれた大学として、一般市民・県民のみなさ
んにも開放しています。学生の皆さんや地域のみなさんによき学習環境を提供するため、
図書館職員一同日々努力し、ご利用をお待ちしております。

Ωϟンパス本ؗٶ．1

５階

４階

３階

２階

１階

地下 書庫 スタジオ

制作室書庫 行事等映像資料視聴コーナー

カウンター・雑誌棚
寛ぎの場
映像視聴・論文・
レポート作成コーナー
新聞・視聴覚資料
新着図書コーナー

入試広報課分室菅野記念館

大視聴覚室（１２０人収容）

大閲覧室（８0席）/ インターネット利用コーナー（PC4台）

小閲覧室（１６席）

自由学習ルーム（16席）

館
長
室

　宮代キャンパス図書館はত和63年8月にॡ10、月に利用を開始しました。
　本館から離れた独立౩で、地上5階・地下１階のమےコンクリート構造です。
　館内施設として、大小閲覧室、書ݿ、インターネットコーナー、視聴覚資料利用コーナー、
自由学習ルーム、論文・レポート作成コーナー、大視聴覚室、スタジオなどがあり、書ݿ
は１階と地下１階の2となっています。
　書ݿには9万のଂ書が収容できますが、現在は約6万を所ଂし、出入り自由の開架
式となっています。
　１階には映૾を制作する入試広報課の制作室があり、制作された映૾資料（実習、大学
祭、ւ外研修旅行等の記録映૾）はいつでも自由に視聴でき、̙̫̙映૾ӷথモニターは
１階ロビーに設置されています。
　地下１階には、書ݿのほか、行事などが行われる「スタジオ」があり、また3階には、
120人収容、̧̫̩、̙̫̙などの映૾を大画面スクリーンでؑ賞できる「大視聴覚室」
や16席の自由学習ルームが設置されています。
　4階・5階は閲覧室です。個人用閲覧席16席の5階は੩かに勉強するところで、4階は
グループ学習ができる80席の大閲覧室です。大閲覧室にはֆ本や児ಐ向け図書が整備され
ているほか、学科別書架を設置しており、インターネット利用コーナーも一角に設置され
ています。

ᶠ
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ςϨϏ・ラδΦ・%7%・̘̙̖̫ثػɺָثɺચ୕ػ・আػిԽɺ
シϟϫーτイϨのഉ水ɺυΞの։ดなͲのੜ૽׆Ի
ಉࣨऀ・དྷࣨऀͱの͠ɺେ͖なでのిなͲ

◦Ո༑ਓなͲͱのਓؒؔのτラϒϧ
◦ब৬׆ಈへのѱӨڹ
◦େֶΞϧόイτઌなͲۀاళฮへのۀ

定されたΰϛεςーシϣンҎ֎へのࣺ͛ͯࢦ
Ҏ֎のࣺ͛ͯؒ࣌定されたճऩ・ճऩࢦ
ΰϛのผ͕ෆపఈʢ֤࣏ࣗମのࢦ定にҧʣ
定されたΰϛାҎ֎でのࣺ͛ͯࢦ
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　2階は図書館の中心部であり、貸出ʗ返٫・レファレンスなどのサービスカウンターや
映૾視聴・論文・レポート作成コーナー、新聞閲覧コーナーなどが利用しやすいように配
置されています。また、図書館基本業務を担当する業務課のほか、映૾の制作や学内行事
の記録撮影を担当する入試広報課分室、本学の歴࢙にちなんだ収ଂ品や本学にゆかりの深
い美術家の作品などの保管・展示を行うੁ野記念館があります。

2．ౡӺલΩϟンパスਤ書ࣨ

【駅前図書室の平面図】
　図書室は、福島駅前キャンパスの6階にあり、約200平ถのフロアに、およそ14,000
のଂ書を収ଂしています。
　学術ࡶ誌39種を閲覧できるほか、電子ジャーナルやデータベースの検ࡧ利用もできます。
また、ノート̥Ｃを使える席やインターネット検ࡧ利用端末を設置した席等を含む閲覧席
は53席あります。

3．։ؗؒ࣌

⑴宮代キャンパス本館
　平　日 9：00〜17：00
　༵日 休館（ただし、オープンキャンパス等の行事日は除く）
　（Ն休み・ౙ休み等期間）
　平　日 9：00〜16：00
　༵日 休館（ただし、オープンキャンパス等の行事日は除く）
※業務カウンターの対応時間及び館内各室の開室時間は、「図書館情報センター宮代本館
規程」第8条（業務時間及び開室時間）のとおりとなります。

⑵福島駅前キャンパスਤ書室
　平　日 9：00〜20：00
　༵日 9：00〜16：00
　（Ն休み・ౙ休み等期間）
　平　日 9：30〜18：00
　༵日 9：30〜14：00

4．貸しग़しαーϏス

　・図書資料の貸し出し １回22　週間（延長可能）
2週間　誌（バックナンバー） １回3ࡶ・　
　・視聴覚資料  原則として館内視聴

5．本学のࢿྉ

　・ଂ書約85,000（駅前図書室所ଂ約14,000）
　・学術ࡶ誌55種（駅前図書室39種）
　・視聴覚資料約4,800点
　

6．施設のҊ内

⑴インλーωットコーナー
　宮代キャンパス本館には10台（うちタブレットは3台）、福島駅前キャンパス図書室に
は5台（うちタブレットは2台）のパソコンが設置してあり、申込み制ですが、空いてい
ればいつでも利用できます。

料ར用コーナーࢿௌ覚ࢹ⑵
　宮代キャンパス本館には2席、福島駅前キャンパス図書室には１席の視聴覚資料視聴用
機器を設置しています。映૾資料のチェックや̙̫̙のؑ賞などご利用けます。

⑶そのଞ
　閲覧室や新聞コーナー、新着資料コーナー、論文・レポート作成コーナー、自由学習ルー
ム等もあります。みなさんのご来館ご利用をお待ちしています。
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Ωϟンύスの֓ཁ

福島学院大学

Ωϟンύス案内ਤ
Ωϟンύεٶ˓

体育館体育館

グラウンドグラウンド

音楽館音楽館

ジョージアハウスジョージアハウス

カーサ・フローラカーサ・フローラ

バリ風庭園バリ風庭園 図書館情報センター図書館情報センター

のぎく館のぎく館

水水
水水

±0±0

園庭園庭

ハウスグリンデルワルトハウスグリンデルワルト
本　館本　館

しらゆり館しらゆり館

クレフォートハウスクレフォートハウス
工芸棟工芸棟

食栄館食栄館

カーサ２０カーサ２０

カーサ２１カーサ２１

すみれ館すみれ館

ＰＰ

認定こども園認定こども園

Ω
Ỿ
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ス

の
֓
ཁ

‡ ຊ （ؗΧʔαɾϏΞンΧ）
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৯ӫ （ɾ࣮श౩ݧ࣮ؗ）
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福島駅前 
AXC 

阿武
隈

˓େֶへのΞΫηε 〈宮代キャンパスまでのަ通ؔػ〉
˕̧̟ར用の合
　東北本線「東福島駅」で下車し、東の方向（
上町方面）へ徒歩約10分「福島県教育センター」
を右折しますと、体育館の見える「千草門」に౸
着します。
˕Ѩٸ۾行ઢར用の合
　「福島学院前駅」で下車、徒歩30ඵで「八千草門」
に౸着します。
˕福島ަ通バスར用の合
　「福島駅前」からҏ達経由౻ా行、保原行など
を利用し（約20分）「福島学院前」で下車、ය
沿いに徒歩3分で「八千草門」に౸着します。
˕自家用車ར用の合
　国道13号線からは、「北װ線」を東の方向	国道
4号線方面
へ約2õ5LN、スーパー「いちい」手
前の交差点を左折し約200N直進、阿武隈急行線
ガード下をくぐり、左折すると間もなく本学「八千
草門」に౸着します。

〈福島駅前キャンパスまでのܦ࿏〉
　福島駅東口から徒歩約5分、国道13号線向かい
側に見えてくるのが、明るく重厚な外観の福島駅
前キャンパスです。

Ωϟϯύεٶ

ౡӺલΩϟϯύε
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ス

の
֓
ཁ
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ᾇɹ「ࢱ」ͱ「৺ཧ」の྆໘͔Βԉॿで͖ΔઐՈのཆ
　福祉心理学科が目指す福祉の専門家を育成するために、教育課程は「福祉」と「心理」
の2分野の専門性を྆࣠として「専門基礎科目」「心理関連科目」「社会福祉・精神保健福
祉関連科目」の3科目܈から構成されています。「福祉」と「心理」の2分野それぞれ30
単位以上履修することが卒業要件となっており、「福祉」と「心理」の྆面から心のケア
のできる人材を育てる教育課程となっています。
　現代はストレス社会、গ子超高齢社会等と指ఠされていますが、このような社会で生活
していくためには、「心の問題」とどう向き合っていくかが重要です。福祉心理学科では、
地域福祉の担い手として、෯広いニーズに対応できるとともに、深ࠁになりつつある「心
の問題」を理解し、「心のケア」のできる福祉の専門家を養成しようとしています。

ᾈɹڭཆڭҭのॆ࣮
　本学の学是であるʠ真心こそすべてのすべてʡの精神を持った人材を育成し、現代社会
のニーズに応えるため、福祉心理学科の教養教育には、大学生に求められる表現力、マナー、
異文化理解、地域ボランティア活動に重点を置いた特৭ある科目を用意しています。
①「本学の教育」では、建学の精神の高༲に努め、学生生活の充実を図るとともに、本学
創立者が掲げた「真心をもって行動し、社会に貢献できる人材」となることを目指します。
②「国ޠ表現」では、社会においてどのような場面でも必要になる表現力の向上のため、
その基礎となる字能力と対話能力を高めることを目標にしています。
ᶅ「生活教養」および「生活教養ᶘ」では、大学生としてあるいは社会人として必要なコ
ミュニケーションの基本となるマナーをしっかりと身につけるため、ケース・スタディ（事
例研究）を通して学びます。
ᶆ「国際理解論」「国際理解演習」では、国際的な視野に立って物事を考えることのでき
る人材育成の観点から、異文化への理解を深めることで、多様性を理解することを目標に
しています。
ᶇ「地域ボランティア活動」「地域振興活動」では、活動の中での人間関係の࿉ຏを通して、
基本的な対人コミュニケーション力、的確な判断力、問題解決に立ち向かう態度を育てま
す。

3．学शのՌΛ͛ڍるためのํ法

ᶃ͖Ί͍͔ࡉཤमࢦಋͱݸผ૬ஊ
　クラスアドバイザーの他に全学生に対して、個別面談担当教員を配置しています。
　個別面談担当教員が学生との個別面談を実施することによって、学生一人一人と向き合
い学生生活における様々な相談に応じる体制をとっています。
　また、資格取得に必要な学修や就職活動、国家試験受験対策などについて、クラスセミ
ナーや個別相談を通じて随時対応しています。
ᶄԋश・࣮शՊのॆ࣮
　資格取得に必要な科目はもちろんのこと、実社会においてଈઓ力として役立つ知識や能
力を身につけるため、授業は可能な限り体験・演習・実験の形態で進めていくようし
ています。演習等の科目においては、具体的な事例を通して理解を深めていきます。
ᶅήετεϐーΧーのটᡈ
　授業では、それぞれの授業内容に関連し、授業担当教員が学生にとって最も効果的で新
な話を提供できる、ゲストスピーカーを招聘する授業も行います。ゲストスピーカーは、
地域あるいは様々な職業現場で෯広く活躍している方々です。
ᶆө૾ٴͼϓϨθンςーシϣンπーϧར༻तۀ

福ࢱ学෦福ࢱ心ཧ学Պの教ҭ

1．ೖ学ऀडೖΕ、ڭҭ՝程ฤ・実施、ଔۀೝ定・学Ґत༩のํ

ᾇɹ入ֶऀड入れのํʢΞυϛοシϣン・ϙϦシーʣ
　福祉心理学科では、心理的対人援助活動に関心を持ち、社会福祉、精神保健福祉、臨床
心理、カウンセリング等の分野において広く地域社会にࠜざし、将来に渡って地域の発展
に寄与しようとする気֓を持つ人、現代社会に必要な知識と教養を身に付け、自らを高め
る努力をしようとする人を求めています。
　福祉心理学科においては、学修するための基本となる学力要素を、高等学校での学習を
通して教科毎に形成された知識や技能に求めています。この知識や技能を証明するものと
して、各学科に定める高等学校でのධ定平ۉを重視し、その中でも特に、人間関係構築の
基本であり、コミュニケーション能力の基礎となる国ޠ力を身につけていることを希望し
ています。
　別に定める学科による各選考方法の基本は、高等学校における学習成果を前提に、福祉
心理学科において新たな知識を֫得するための希望者本人の意欲や論理的思考能力を確認
することです。各選考に共通して設けられた面接では、学科への適性のほか、生徒会・部
活動や地域ボランティアなど課外活動の実績もධ価していきます。

ᾈɹڭҭ՝ఔฤ・࣮ࢪのํʢΧϦΩϡラϜ・ϙϦシーʣ
　教育課程のฤ成にあたっては、学部及び学科にかかる専門の学芸を教授するとともに、
෯広く深い教養及び総合的な判断力をഓい、豊かな人間性を涵養するように配慮していま
す。
　福祉心理学科の教養教育科目では、学生・社会人としての現代的教養観、ଈち表現力や
コミュニケーション能力・情報リテラシー、および生活教養などを重視した科目でฤ成し
ています。
　専門教育課程は、福祉と心理という学際的領域で、他者の心の௧みに共感でき、心の௧
みを抱える人々に積極的な援助活動を行うことができる人材を育成するために「専門基礎
科目」「心理関連科目」「社会福祉・精神保健福祉関連科目」の科目܈で構成し、「福祉」と「心
理」の分野から所定の単位を修得することを卒業要件とし、心のケアができる人材を育て
る教育課程をฤ成しています。
　教養教育・専門教育科目それぞれに、知識や技能、論理的思考力、文ষ・身体・感性等
に関する表現力、課題対処力、多様性の理解力や対人関係構築力の֫得など対応する教育
目標が設定されており、これら個々のධ価を合わせ、総合的な学修経験を通して学科教育、
人材育成の目的に౸達できるように各年次に配当してฤ成しています。
ɹ
ᾉɹଔۀೝ定・ֶҐत༩のํʢσΟϓϩϚ・ϙϦシーʣ
　福祉心理学科においては、心理的対人援助活動に関心を持ち、広く社会の福祉に貢献す
る人材の育成を目指す学科教育に基づき、教養教育科目及び専門教育科目において指定さ
れた科目を履修し、その他、学則に示された所定の要件を満たすことを基本としています。
　単位の修得にあたっては、各科目にそれぞれに対応する教育目標として、知識や技能、
論理的思考力、文ষ・身体・感性等に関する表現力、課題対処力、多様性の理解力や対人
関係構築力の֫得などが設定されており、これら個々のධ価を合わせ、総合的な学修経験
を通して修学したことを学科教育、人材育成の目的に適う者とし、かつ、学士の学位を授
与するにふさわしい人格識見と健全な精神を有していると福祉心理学科会議で判定された
学生について、学長が教授会の議を経て卒業を認定し、「学士（福祉心理学）」の学位を授
与します。

Ⅰ
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そして、科目ごとに、授業の方法（講義・演習・実習）、履修できる学年（１年次〜4年次）、
科目の種類（必修・選）、単位数（１単位・2単位・4単位等）が決められています。
　これらの科目の中から、どの科目を履修するのかを自分で決めていくのが大学でのシス
テムです。ただし、履修にはزつかの約ଋ事がありますので、しっかりと理解し、確認し
てください。
　自分で決めた科目（授業）を受けて、学期末の試験（ච記試験・レポート試験等）に合
格すると「単位」が認定されます。「単位」については、後で説明しますが、卒業や資格
取得への目安になる「数字」と考えてください。

ᾈɹཤमで͖Δֶ
　教育課程表の「標準履修年次」に１〜4までの数字がありますが、これはその授業を受
けることができる標準的な履修年次です。「１」の場合、「１年次に受けることが望ましい
授業」、「１・2」の場合、「１年次もしくは2年次に受けることが望ましい授業」という
ことです。下位学年が「標準履修年次」になっている科目は、上位学年になってからでも
履修することができますが、上位学年が「標準履修年次」になっている科目を下位学年の
者が履修することはできません。

ᾉɹՊのछྨ
　科目には「必修科目」と「選科目」の2種類があります。
　卒業までに必ず単位取得しなければならないのが「必修科目」であり、それ以外の科目
は「選科目」となっています。
　「必修科目」は福祉心理学科で学ぶ学生が、最低限単位を取得する必要のある科目であり、
卒業時にこれらの科目のうちひとつでも単位を取得できていなければ卒業ができません。
　「選科目」は原則として「受けてみたい」という科目を卒業に必要な単位数を満たす
範囲で自由に選ぶことができますが、興味ある授業だけを選するのではなく、「授業計画」
を参考にして、෯広い教養を学ぶために様々な分野の科目を選してください。
　また、資格取得のために必要な科目もありますので留意してください。
　授業科目は、教育課程表にまとめられています。この中から卒業、社会福祉士、精神保
健福祉士、認定心理士、公認心理師の指定科目を取得するために必要な科目と単位数を確
認して、履修する授業科目を決めていきます。

ᾊɹतۀの։ٴظߨͼ୯Ґ制
　学習時間は年間を前期（4月１日〜9月30日）と後期（10月１日〜3月31日）の2期に
分け、１期15週とします。授業科目によっては前後各１期で完݁する「半期科目」と、１
か年（通年）30週で完݁する「通年科目」があります。

①　単位とは学習時間を表したものであって、ある科目について所要の時間数を履修し、
その試験に合格したとき、あるいは授業科目担当者がその科目を履修したことを認定
した時に単位を取得したことになります。

②　単位の計算方法は「大学設置基準」に基づいて本学学則に定められています。各授
業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成
することを標準とし、授業方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間以外に必
要な学修を考慮して、次の基準により計算します。

　授業は、本学が長年推進してきた映૾教育を行い、またプレθンテーションツールを利
用し、分かりやすく効果的に行います。
ᶇσΟεΧοシϣンٴͼグϧーϓϫーΫΛ༻͍たतۀ
　一方的な講義ではなく、ディスカッションやグループワークの時間を授業に多く導入し
たアクティブラーニングを実施しています。
ᶈࢪઃֶݟ
　「相談援助演習ᶘ」「精神保健福祉援助演習（専門）」等の実践的な授業科目については、
福祉施設などを実際に訪問し、学生が目指す福祉の現場を見て学ぶ機会を設けています。
ᶉෟଐࢪઃεタοϑʢ݉ʣにΑΔࢦಋ
　大学院には心理臨床相談センターというメンタルケアに対応しているෟ属施設をซ設し
ています。ここで相談業務にあたっている医師、臨床心理士は福祉学部の教員です。常に
実践現場にいる教員が授業を担当することで、より実践的な授業が受けられます。
ᶊධ定ฏۉ・ຊֶಠࣗの(1"ʢグϨーυ・ϙインτ・ΞϕϨーδʣのॏࢹ
　厳格な成績ධ価の方法として本学独自の(PA制度を設け、各種表জや実習・卒業のた
めの基準のひとつに採用しています。(PAを学習成果の目安とし、4年間意欲的に学ぶ
ことができます。（P76〜P77の(PAについての説明を参照してください）

4．学生のྗඪ−生͖たࣝと実ફڭҭ

○本学の学是であるʠ真心こそすべてのすべてʡの精神にもとづき、福祉と心理を学ぶ本
学の学生としての「真心」と「専門職者意識」を高めるように努めましょう。

○卒業後の社会生活・職業生活を支える基൫をつくるために、専門的立場から、物事を多
角的に判断し、実践できるような教養を身につけましょう。

○対人援助に必要な知識と技能を身につけるように努めましょう。
○各種のボランティア活動を体験し、他者理解や対人援助について能動的に考え、自らの

福祉に関する興味関心を深めましょう。
○授業のなかで、実際に福祉・心理の現場で活躍されている方をゲストスピーカーとして

招聘します。教科書だけでは学ぶことの出来ない生きた知識をٵ収し、さらに積極的な
。勢で自分の問題意識を高めましょう࢟

○実習後には、事後指導の一環として、実習事後指導（実習反省会）を実施します。自分
が体験したことをまとめて人に伝えることは、さらなる気付きのきっかけとなります。
また、後輩の実習意欲をש起する役割も兼ねていますのでؤ張って取り組みましょう。

○大学開講科目で学ぶ基礎知識をさらに専門的な知識・技術として習得するために大学が
地域貢献として開催するセミナーなどへの参加に努めましょう。

○福祉・心理は人や社会と切り離しては考えられない学問です。常に地域社会の現状に関
心を持ち、将来、地域社会と連携して活躍できる専門家を目指して日々の授業や課題に
取り組みましょう。

教ҭ課ఔͱཤमのํ๏

ҭ՝程（カϦΩϡラϜ）ڭ．1

ᾇɹجຊతなํ͑ߟ
　福祉学部福祉心理学科で開講される授業は「教育課程表」（P92〜P95）のとおりです。
　教育課程（カリキュラム）は、「教養教育科目」と「専門教育科目」に分かれています。
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な点は、必ず教員に確認すること）
ᶅ　履修届の提出　　　　指定された日時までに必ず提出してください。
ᶆ　履修確認　　　　　　履修登録にミスがないか確認し、修正の必要があれば教務

課に提出します。
ᶇ　授業の出席　　　　　定められた授業時数の3分の2以上を出席しなければなり

ません。
5分の4以上の出席を義務付けている科目もありますの
で、注意してください。

ᶈ　期末試験　　　　　　【試験規程】参照
ᶉ　成績通知　　　　　　取得単位数の確認
ᶊ　単位取得

3．ཤमの制ݶ

　履修には制限のある場合があります。
⑴　（授業を行う学生数）学則第29条
⑵　（履修科目の制限）履修規程第22条
　実習に出るには、それぞれの学年で取るべき単位を落とさずに取っておくことが大切で
す。標準履修年次が１・2年次の科目はその学年で取っておきましょう。１・2年次の科
目を落としてしまうと、3・4年次に実習に向けて履修する科目に支障をきたします。
⑶　（履修科目の登録の上限）学則第34条
　修得しようとする一年間の単位数は、希望資格取得に必要な単位数や一人一人の能力に
よっても異なってきます。学生が各年次にわたり、授業科目を適切に履修するため、１年
間に登録できる履修単位の上限をおおむね50単位としています。オリエンテーション時に
履修の上限について説明・指導しますので注意して下さい。

のऔಘ֨ࢿ．4

　福祉心理学科において指定された単位を取得すると、次の資格が取得できます。

①社会福祉士国家試験受験資格
②精神保健福祉士国家試験受験資格
ᶅ社会福祉主事任用資格
ᶆ認定心理士

　なお、公認心理師国家試験受験資格は、「大学における必要な科目」を全て修得して卒
業し、さらに、大学院修士課程において「必要な科目」を全て修得してはじめて得られる
ものです。
　詳しくは、資格取得の方法（P79〜87）の説明をよく読んでください。

˔　講義および演習については、15時間から30時間の範囲で、本学が定める時間の
授業をもって１単位とします。

˔　実験・実習および実技については、30時間から45時間の範囲で、本学が定める
時間の授業をもって１単位とします。

˔　授業時間は2時間連続（正味90分）を「時限」としておりますので、各時限を
2時間として単位の計算をします。

˔　授業時間以外に必要な学修時間の計算方法は、講義2単位の場合90時間の学修
ྔが必要です。１回2時間（90分）で15回の授業では、2時間×15回ʹ30時間（90
時間の１ʗ3）の学修になります。90ʵ30ʹ60時間は授業外の学修時間（予習・
復習）となり、この場合60時間分の予習・復習等の学修が必要となります。

ᾌɹଔۀにඞཁな୯Ґ
　「単位数」は決められただけの数を取得していないと卒業できません。福祉心理学科の「卒
業に必要な単位数」は次のとおりです。

ᾍɹՊ͝ͱのतؒظۀ
　「教育課程表」の「授業期間」のཝに「通年科目」と「半期科目」があり、各科目ごと
に定められています。
　「通年科目」とは、１年間を通して授業を開講する科目で、原則として30回の授業です。
ただし、後期末試験を行う場合は31回となります。
　「半期科目」とは、前期か後期のどちらかに授業を開講する科目で、原則として15回の
授業です。ただし、期末試験を行う場合は16回となります。

2．ཤमのํ法ʲཤम規程ʳ

　学則第32条に「学生は履修する科目を選定し、履修届を提出するものとする」とあります。
　大学では高等学校と違い、自分で履修科目を選び履修届を提出しなければなりません。
　履修届の記入の方法、提出期日については、オリエンテーションで教務課より説明があ
りますので、しっかりと聞いてください。提出期限に遅れると履修が出来ません。また、
教員や教務課職員が早く出すよう一人一人に指示をしたりはしませんので、全て自分の責
任で届出を行うことになります。充分に注意してください。

ʻ単位取得までの一連の手続きʼ
①　必要書類の確認　　　履修届の用紙、学生ศ覧等の書類がオリエンテーションの

際に配布されます。
②　履修科目の選定　　　卒業必修科目、資格必修科目を確認してください。（不明

卒業に必要な単位数

教養教育
科 目

28単位
以上

必　　修 15単位

合計
124単位

以上

選必修 7単位（情報機器ૢ作ᶗ履修者は9単位）
選　　 6単位以上（情報機器ૢ作ᶗ履修者は4単位）

専門教育
科 目

96単位
以上

必　　修
心理系（P系） 6単位
福祉系（8系） 10単位
θミナール 4単位

選　　
76単位以上

（うち、P系科目24単位以上、8系科目20単位以
上を含む）
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ᾈɹ(1"ධՁのར༻
①進ڃ

学則第40条の2にあるように、3年次への進ڃに関して2年次末の(PAධ価が利用
されており、(PA65点未満もしくは取得単位数60単位未満の場合は3年次への進ڃ
を認めないことがあります。

②実習科目の履修制限
福島学院大学福祉学部履修規程第22条にあるように、実習科目の履修をするうえで、
(PAが70点に達している必要があります。

ᶅ卒業
心身ともに健康で豊かな「福祉社会」の実現のために、地域社会に貢献できる人材の
育成を目的とする本学においては、高い付加価を身に付けた質の高い卒業生を送り
だすために、厳格な卒業認定基準を設定します。
すなわち、各授業科目の取得単位はそれぞれ60点以上のධ価点を得れば認定され、必
修科目を含むそのྦྷ計単位数が124単位（教養教育科目28単位、専門教育科目96単位）
以上であれば卒業認定要件を満たすことができます。
本学ではさらに、学則第49条第１項第3号にあるように卒業年次末の(PAが70点以
上であることを卒業要件として、学生の質の確保を図ることとします。

ᶆ卒業年次で留年した場合
卒業要件が満たせず卒業年次で留年した場合は、下記のような学費໔除もしくは軽減
措置をとります（学則第62条）。

ア．再履修科目が20単位以内であり、(PAが68点以上の場合については、留年後
１年以内に限り授業料および教育充実費を໔除します。

イ．ア�に定める履修の期間を超えて留年となった場合は、所定の学費を適用します。
ただし、卒業に必ਢな科目が10単位以内で(PAが70点以上の場合は科目履習
生の学費を適用します。

ʲཤम規程ʳ̡ݧࢼ．3 規程ʳݧࢼ

　学習成績の判定の方法は中間試験、期末試験、レポート、調査、作品、実技、出席状況、
口಄試問等、担当の教員の定めた方法で行われます。試験には、他に追試験、再試験があ
ります。
　試験日程については、教務課の掲示板に掲示されます。学生に配布されたりすることは
ありませんので注意してください。

ᾇɹݧࢼのछྨ
①　定期試験（中間試験、期末試験等）

　授業期間の途中や、前期末・後期末に実施される試験です。
②　追試験

　履修規程第13条による事由により定期試験に出席できなかった場合は、速やかに教
務課に連絡し、その事由を証明する書類を添付して、追試験願を事前もしくは事後１
週間以内に提出すれば追試験を受けることができます。
　ただし、本人の不注意だった場合には、満点は80点とし１科目につき追試験料5千
円がかかります。（年度内3科目以内）

ᶅ　再試験【履修規程第14条】参照
　卒業学年に在籍し、履修規程第15条に定める再履修を行う場合、卒業年度内の再履
修が困難で、卒業もしくは国家試験受験資格、認定資格等取得に必ਢの科目が2科目
以内である場合は、再試験願を教務課に提出して、試験等の再試験を受けることがで
きます。再試験料は１科目5千円です。

Պཤम

1．तؒ࣌ۀ

　大学では１回の授業を１コマと数え、授業時間は１コマ90分です。

ʲౡӺલΩϟンύεʳ
　１時限目　9：40　〜　11：10 4時限目　15：20　〜　16：50
　2時限目　11：20　〜　12：50 5時限目　17：00　〜　18：30
　昼休み　　12：50　〜　13：40 6時限目　17：50　〜　19：20（大学院）
　3時限目　13：40　〜　15：10 7時限目　19：30　〜　21：00（大学院）
ʲٶΩϟンύεʳ
　１時限目　8：50　〜　10：20 3時限目　12：50　〜　14：20
　2時限目　10：30　〜　12：00 4時限目　14：30　〜　16：00
　昼休み　　12：00　〜　12：50 5時限目　16：10　〜　17：40

2．ධ　Ձ

　単位を取得するためには、履修した科目のධ価を受けなければなりません。
　成績ධ価は、100点を満点とし、60点以上を合格、59点以下は不合格となります。
　成績の段階は次の6段階です。成績通知書にはこのධ価が記載されます。

Ａ＋　90点以上　　Ａ　80〜89点　　Ｂ　70〜79点
Ｃç　60〜69点　　̙　50〜59点　　Ｆ　50点未満

ʲຊֶಠࣗの(1"ʢグϨーυ・ϙインτ・ΞϕϨーδʣr
　本学では、厳格な成績ධ価を実施することとしています。その方法として本学独自の
(PA（グレード・ポイント・アベレージ）制度を設けています。

ᾇɹຊֶの(1"ධՁํ๏
①授業科目はシラバスにより学習目標、成績ධ価基準を明示したうえで100点満点で成

績ධ価し、単位取得科目（60点以上）のධ価点（素点）に単位数を乗じた点数をその
科目のグレード・ポイントとします。

②入学以来の取得単位科目のグレード・ポイントをྦྷ計し、ྦྷ計した総取得単位数の１
単位あたりの平ۉ点を算出します。これを(PA（グレード・ポイント・アベレージ）
と呼びます。すなわち各科目のධ価点に単位数をかけたものの総点を総取得単位数で
割ったものです。

ᶅ(PAは、次項に詳しく示しますが、進ڃ・卒業・実習科目の履修に利用されます。
それ以外にも、各学年の学期末に算出された(PAが70点に満たない学生については、
個別に学科長並びに学生主任、クラスアドバイザー等が学習指導、生活指導を行い、
学力の向上の助言を行います。

ᶆCධ価（60点〜69点）の科目については再履修が認められ、ධ価点を向上させる機会
が与えられます。しかし、その再履修の݁果、点数が下がる、もしくは不合格になっ
た場合でも、再履修時のධ価が採用されますので注意してください。

Ⅲ
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事前希望調査に基づいて極端なภりを防ぐよう配属できるよう計画されています。１年次
より問題意識を持ち、3年次までに研究課題をߜり込んでいきましょう。
　4年次には各θミナールの研究領域に関わらず「研究発表会」にて研究成果の発表を行っ
ていきます。

औ得のํ๏֨ࢿ

　福祉心理学科では、福島学院大学福祉学部履修規程第20条「卒業後の公認心理師国家試
験受験資格取得」に定める通り、複数の国家試験受験資格を取得しようとする場合、最大
2種類までとしています。①社会福祉士と精神保健福祉士、②公認心理師と社会福祉士、
ᶅ公認心理師と精神保健福祉士の組み合わせで、資格取得に必要な科目の履修が可能です。

1．ࣾ会࢜ࢱ

ᾇɹࣾձ࢜ࢱͱは
　社会福祉士とは、ত和62年に制定された「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく国家
資格です。平成19年12月「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律」の改正に
より、現行のカリキュラムが施行されています。社会福祉士制度の施行から現在に至るま
での間に、介護保険制度の施行等による措置制度から契約制度への転換など、社会福祉士
を取り巻く状況は大きく変化しており、今後の社会福祉士に求められる役割としては、①
福祉課題を抱えた者からの相談に応じ、必要に応じてサービス利用を支援するなど、その
解決を自ら支援する役割、②利用者がその有する能力に応じて、尊厳を持った自立生活を
営むことができるよう、関係する様々な専門職や事業者、ボランティア等との連携を図り、
自ら解決することのできない課題については当該担当者へのڮ渡しを行い、総合的かつแ
括的に援助していく役割、ᶅ地域の福祉課題の把握や社会資ݯの調整・開発、ネットワー
クの形成を図るなど、地域福祉の増進に働きかける役割、これらを適切に果たしていくこ
とが求められています。
　社会福祉士の資格を取得するためには「国家試験」を受験しなければなりません。受験
資格を得るには法律でいくつかの規定がありますが、本学はそのうち「指定科目を修めて
卒業した者」の養成課程となっています。つまり、「大学で指定科目の中から条件を満た
すように単位を取得した場合に国家試験が受験できる」ということです。

ᾈɹࢦ定Պ
　社会福祉士法では「指定科目」として22科目を規定していますが、本学の開講科目は26
科目履修する必要があります。
　「˕」のついた2科目は本学では「必修科目」ですので、必ず履修しなければなりません。
　「○」のついた19科目は本学では「選科目」となっていますが、国家試験受験のため
の「指定科目」となっていますので必ず履修しなければなりません。
　「Ａ１」のついた3科目については、法令では「3科目のうち１科目を履修すること」
となっていますので、「Ａ１」のついた3科目の中から１科目以上を必ず履修しなければ
なりません。しかし、国家試験ではこれらの3科目全てについて試験科目として出題され
ますので、3科目全てを履修することが望まれます。
　「Ａ2」のついた科目について、法令では「3科目のうち１科目を履修する」となって
いますので、「Ａ2」のついた3科目の中から１科目以上を必ず履修しなければなりません。
しかし国家試験ではこれらの3科目全てについて試験科目として出題されますので、3科
目全てを履修することが望まれます。

ᾈɹݧࢼのํ๏ʲنݧࢼఔʳࢀর
①　ච記試験

　ච記試験は通常90分です。
　試験開始から20分以上の遅ࠁは認められません。20分経過すると退出が認められま
す。
　科目によって、教科書やノートを持ち込んでよいという指示がある場合もあります。
試験日程とともに持ち込みの可否も掲示されていますので、よく確認してください。

②レポート
　レポート用紙や形式は、担当教員からの指示に従い、指定期限内に指示された場所
に提出します。

ᶅその他の方法
　調査、作品、実技、口಄試問等、試験方法はさまざまです。

4．Պʮจষԋशʯ

　2年次の文ষ演習は指定者必修科目です。１年次に履修する国ޠ表現の成績がCධ価以
下だった者は必ず履修して下さい。この単位は、教養教育科目の選の単位に含みます。

5．Պʮ情報࡞ૢثػʯ

　情報機器ૢ作はᶗ〜ᶘまであり、入学時の能力検定により履修レベルを決定します。

　入学時の能力検定により履修レベルを決定します。2単位以上を必修としますが、ॳڃ
レベルの情報ૢ作機器ᶗの履修者は、中ڃレベルの情報ૢ作機器ᶘまで計4単位以上を必
修とします。

◦１年次にॳڃレベルである「情報機器ૢ作ᶗ」を指定された人
　「情報機器ૢ作ᶗ」を履修して2単位を取得した後、2年次に「情報機器ૢ作ᶘ」も
履修して2単位を取得してください。
　この4単位は教養教育科目の選必修科目の単位に入ります。

◦１年次に中ڃレベルの「情報機器ૢ作ᶘ」を指定された人
　「情報機器ૢ作ᶘ」の2単位を取得してください。

6．θϛφール

　「θミナール」は、福祉・心理に関する課題や問題点を自ら見出し、解決する方法を研
究する力の涵養を目的に、専門教育科目における卒業必修科目（4単位）として設定され
ています。履修学年は3年次、4年次と2カ年の継続履修で、2学年がともに学修にྭむ
科目となっています。「θミナール」の単位は各θミナールにおける研究成果として、研
究論文の提出が必ਢの条件となります。
　各θミナールの履修定員は学科定員の10ˋ程度とし、当該学年学生数をצ案したうえで、

Ⅳ

科目名 レベル 開講年次 単　位
情報機器ૢ作ᶗ ॳڃレベル １年 2単位
情報機器ૢ作ᶘ 中ڃレベル １・2年 2単位



80 81

学
Պ
ผ
学
生
ศ
ཡ

福
ࢱ
学
෦
福
ࢱ
心
ཧ
学
Պ

ᶄཤम制ݶ
̰．福島学院大学福祉学部履修規程第22条第１項のとおり、「相談援助実習」は、履修す

る前の年度末の時点で(PA70点以上でなければ履修することはできません。
̱�　「相談援助実習」を履修する前までに履修する必要のある科目が不合格となり、学科

会議で不適格とされた者は実習科目を履修することができないことがあります。
※3年次に「相談援助実習」の履修を希望する者が、2年次末までに単位を取得する必
要のある科目は次の10科目です。

①「人体の構造と機能及び疾病」　②「心理学֓論」　ᶅ「社会福祉原論」　
ᶆ「相談援助の基൫と専門職」　ᶇ「社会保障」　
ᶈ「高齢者に対する支援と介護保険制度」
ᶉ「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」　ᶊ「児ಐ・家庭福祉」
ᶋ「社会福祉援助技術論ᶗ」　ᶌ「相談援助演習ᶗ」

※4年次に「相談援助実習」の履修を希望する者が、3年次末までに単位を取得する必
要のある科目は上記10科目及び、次の4科目です。

①「社会福祉援助技術論ᶘ」　②「社会調査法」　ᶅ「保健医療サービス」
ᶆ「相談援助演習ᶘ」

̲．履修制限の解除
　履修規程第23条のとおり、第22条第１項によって履修制限を受けていた者が、その後
の学期末の時点で、次の要件を満たした場合には、次の学期以降に「相談援助実習」の
履修制限が解除されます。

１．(PAが70点以上になったとき
2．当該実習科目履修前に履修する必要のある科目の単位が合格となり、学科会議の

݁果、適格と判定されたとき
ɹɹᶅ「ҬϘランςΟΞ׆ಈ」͓Αͼ「Ҭৼ׆ڵಈ」のཤमに͍ͭͯ

　　実習事前準備のため、実習履修の前年度末までに、「地域ボランティア活動」または「地
域振興活動」のいずれか１科目を履修してください。

2．ਫ਼ਆ保健࢜ࢱ

ᾇɹਫ਼ਆอ݈࢜ࢱͱは
　平成9年（1997年）に制定された「精神保健福祉士法」に基づく国家資格です。精神保
健福祉士法が改正され、平成24年4月から新カリキュラムが施行されています。
　精神保健福祉士の仕事の内容は、精神障がい者の退院促進を支援し、精神障がい者が地
域でその人らしく生きるための生活課題に取り組み地域生活の維持・継続ができるよう相
談援助を行います。
　精神保健福祉士の資格を取得するためには「国家試験」を受験しなければなりません。
受験資格を得るためには法律でいくつかの規定がありますが、本学はそのうち「指定科目
を修めて卒業した者」の養成課程となっています。つまり、「大学で指定科目の中から条
件を満たすように単位を取得した場合に国家試験が受験できる」ということです。

ᾈɹࢦ定Պ
　精神保健福祉士法では「指定科目」として22科目を規定していますが、本学の開講科目
は24科目履修する必要があります。
　「˕」のついた3科目は本学では「必修科目」ですので、必ず履修しなければなりません。
　「○」のついた19科目は本学では「選科目」となっていますが、国家試験受験のための「指
定科目」となっていますので必ず履修しなければなりません。
　「Ａ１」のついた3科目については、法令では「3科目のうち１科目を履修すること」
となっていますので、「A１」のついた3科目の中から１科目以上を必ず履修しなければ
なりません。しかし、国家試験ではこれらの3科目全てについて試験科目として出題され

　本学開講科目一覧は次の通りです。

ᾉɹՊ「૬ஊԉॿ࣮शࢦಋ」「૬ஊԉॿ࣮श」
ᶃՊの༰
　「相談援助実習指導」では、年間45コマ（前期30コマ、後期15コマ）の授業を開講し、前期（実
習事前学習）は、実習の意義と目的を学び、実習施設の理解を深めるとともに、実習に向
けての「実習計画書」の作成を行います。後期（実習事後学習）は、「実習日誌」「実習全
体のまとめ」から実習を振り返り、実習報告書の作成と実習反省会での発表を行います。
この授業は4�5以上の出席を必要とします。
　「相談援助実習」は、社会福祉士の受験資格のため「180時間以上」の配属実習を学外（集
中）で行うものです。これまで学んできた社会福祉援助に関するྙ理、専門知識や専門技
術について自らの体験を通じて主体的に学び、社会福祉専門職として基本的な態度を学び
ます。

社会福祉士　指定科目表
法令指定科目 本学開講科目 分類 年次 単位

人体の構造と機能及び疾病 人体の構造と機能及び疾病 Ａ１ １ 4
心理学理論と心理的支援 心理学֓論 ˕Ａ１ １ 4
社会理論と社会システム 社会学 Ａ１ 2 2
現代社会と福祉 社会福祉原論 ˕ 2 4
社会調査の基礎 社会調査法 ○ 3 2
相談援助の基൫と専門職 相談援助の基൫と専門職 ○ １ 4

相談援助の理論と方法
社会福祉援助技術論ᶗ ○ 2 4
社会福祉援助技術論ᶘ ○ 3 4

地域福祉の理論と方法
地域福祉論 ○ 2 2
コミュニティーソーシャルワーク ○ 2 2

福祉行財政と福祉計画 福祉行財政と福祉計画 ○ 3 2
福祉サービスの組織と経営 社会福祉運営管理 ○ 3 2
社会保障 社会保障 ○ 2 4
高齢者に対する支援と
介護保険制度

高齢者に対する支援と
介護保険制度 ○ １ 4

障害者に対する支援と
障害者自立支援制度

障害者に対する支援と
障害者自立支援制度 ○ 2 2

児ಐや家庭に対する支援と
児ಐ・家庭福祉制度 児ಐ・家庭福祉 ○ 2 4

低所得者に対する支援と
生活保護制度

低所得者に対する支援と
生活保護制度 ○ 3 2

保健医療サービス 保健医療サービス ○ 3 2
就労支援サービス 就労支援 Ａ2 3 １
権利༴護と成年後見制度 権利༴護と成年後見制度 Ａ2 3 2
更生保護制度 更生保護制度 Ａ2 3 １

相談援助演習
相談援助演習ᶗ ○ 2 １
相談援助演習ᶘ ○ 3 2
相談援助演習ᶙ ○ 4 2

相談援助実習指導 相談援助実習指導 ○ 3・4 3
相談援助実習 相談援助実習 ○ 3・4 4
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業施設等での現場実習を行う必要があります。現場実習を通して精神保健福祉士の役割と
業務の理解や関連分野の専門職種との連携のあり方等を学びます。

ᶄཤम制ݶ
̰．福島学院大学福祉学部履修規程第22条第１項のとおり「精神保健福祉援助実習」は、

履修する前の年度末の時点で(PA70点以上でなければ履修することはできません。
̱．「精神保健福祉援助実習」を履修する前までに履修する必要のある科目の単位が不合

格となり、学科会議で不適格とされた者は実習科目を履修することができないことがあ
ります。

※3年次末（実習を履修する前年度末）までに単位取得する必要のある科目は次の12
科目です。

①「人体の構造と機能及び疾病」　②「心理学֓論」　ᶅ「社会福祉原論」　
ᶆ「社会保障」　ᶇ「精神疾ױとその治療」　ᶈ「精神保健学」　
ᶉ「精神保健福祉に関する制度とサービス」　ᶊ「精神障害者の生活支援システム」
ᶋ「精神保健福祉相談援助の基൫（基礎）」
ᶌ「精神保健福祉相談援助の基൫（専門）」　ᶍ「精神保健福祉援助演習（基礎）」
ᶎ「精神保健福祉援助演習（専門）」

̲．履修制限の解除
　履修規程第23条のとおり、第22条第１項によって履修制限を受けていた者が、その後
の学期末の時点で、次の要件を満たした場合には、次の学期以降に「精神保健福祉援助
実習」の履修制限が解除されます。

１．(PAが70点以上になったとき
2．当該実習科目履修前に履修する必要のある科目の単位が合格となり、学科会議の

݁果、適格と判定されたとき
ɹɹᶅ「ҬϘランςΟΞ׆ಈ」͓Αͼ「Ҭৼ׆ڵಈ」のཤमに͍ͭͯ

　　実習事前準備のため、実習履修の前年度末までに、「地域ボランティア活動」または「地
域振興活動」のいずれか１科目を履修してください。

3．ࣾ会ࢱओࣄ用֨ࢿ

ᾇɹࣾձࢱओࣄͱは
　「社会福祉主事」とは社会福祉法第19条に規定されている資格です。社会福祉主事は福
祉事務所で働く時に必要な資格であり、福祉事務所で「現業員」という仕事に就いたとき
に「社会福祉主事」と名乗れるというもので、このような資格を「任用資格」と呼んでい
ます。
　つまり卒業して地方公務員試験を受けて地方自治体職員に採用され、福祉事務所に配属
になったときにॳめて名乗れる資格といえます。
　しかし一般的に社会福祉の領域では、「社会福祉に関する業務を行うのに、最低限必要
な資格」と位置づけられています。卒業後に社会福祉施設などで働く者にとって、最低限
必要な資格といえるでしょう。

ᾈɹࢦ定Պ
　社会福祉法では指定科目を34科目規定しており、「指定科目を3科目以上履修した者」は、
その単位が認定されれば、卒業と同時に「社会福祉主事任用資格」が与えられます。
　本学では必修科目である「社会福祉原論」「心理学֓論」「精神疾ױとその治療」が指定
科目ですので、卒業と同時に「社会福祉主事任用資格」を有することになります。

※「社会福祉主事任用資格」は大学で付与する資格ではありません。資格を有すること
については、本学の卒業証明書と成績証明書の2点をもって証明できます。

ますので、3科目全てを履修することが望まれます。
　本学開講科目一覧は次の通りです。

ɹ

ᾉɹՊ「ਫ਼ਆอ݈ࢱԉॿ࣮शࢦಋ」「ਫ਼ਆอ݈ࢱԉॿ࣮श」
ᶃՊの༰
　「精神保健福祉援助実習指導」では、年間45コマの授業があります。前期の実習事前指
導30コマは、当事者への相談業務やリハビリテーション活動について必要な資質・能力・
技術などの専門的援助技術を学ぶとともに、専門職としての自覚に基づいた行動ができる
よう学習を行います。後期の実習事後指導15コマは、実習の振り返りを個別やグループで
行い、実習事後指導（実習反省会）で発表し、それらを報告書にまとめます。この授業は
4�5以上の出席を必要とします。
　「精神保健福祉援助実習」（210時間、27日以上）では、①90時間以上の医療保健福祉関
係機関での実習が法律上必修になっています。②また医療機関の他に必ず福祉サービス事

精神保健福祉士　指定科目表
指定科目等の名称 開講科目の名称 分類 年次 単位

人体の構造と機能及び疾病 人体の構造と機能及び疾病 Ａ１ １ 4
心理学理論と心理的支援 心理学֓論 ˕Ａ１ １ 4
社会理論と社会システム 社会学 Ａ１ 2 2
現代社会と福祉 社会福祉原論 ˕ 2 4

地域福祉の理論と方法
地域福祉論 ○ 2 2
コミュニティーソーシャルワーク ○ 2 2

社会保障 社会保障 ○ 2 4
低所得者に対する支援と
生活保護制度

低所得者に対する支援と
生活保護制度 ○ 3 2

福祉行財政と福祉計画 福祉行財政と福祉計画 ○ 3 2
保健医療サービス 保健医療サービス ○ 3 2
権利༴護と成年後見制度 権利༴護と成年後見制度 ○ 3 2
障害者に対する支援と
障害者自立支援制度

障害者に対する支援と
障害者自立支援制度 ○ 2 2

精神疾ױとその治療 精神疾ױとその治療 ˕ １ 4
精神保健の課題と支援 精神保健学 ○ １ 4
精神保健福祉相談援助の基൫

（基礎）
精神保健福祉相談援助の基൫

（基礎） ○ 2 2

精神保健福祉相談援助の基൫
（専門）

精神保健福祉相談援助の基൫
（専門） ○ 2 2

精神保健福祉の理論と相談援助
の展開

精神保健福祉の理論と相談援助
の展開ᶗ ○ 3 4

精神保健福祉の理論と相談援助
の展開ᶘ ○ 3 4

精神保健福祉に関する制度と
サービス

精神保健福祉に関する制度と
サービス ○ 2 4

精神障害者の生活支援システム 精神障害者の生活支援システム ○ 2 2
精神保健福祉援助演習（基礎） 精神保健福祉援助演習（基礎） ○ 2 １
精神保健福祉援助演習（専門） 精神保健福祉援助演習（専門） ○ 3 2
精神保健福祉援助実習指導 精神保健福祉援助実習指導 ○ 4 3
精神保健福祉援助実習 精神保健福祉援助実習 ○ 4 5
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（注１）  これら2科目は、A領域の෭次主題での申請とするため、開講単位数の半数が認
定単位数となる。

（注2）   基礎科目および選科目、その他の科目を合わせて、総単位36単位以上必要。

5．ެೝ৺ཧࢣ

⑴　ެೝ৺ཧࢣͱは
　公認心理師とは、平成29年（2017年）9月に施行された「公認心理師法（平成27年制定）」
に基づく国家資格です。心理学に関する専門知識及び技術をもって、保健医療、福祉、教
育その他の分野で、心理に関する支援を必要としている人の心理状態の観察と分ੳ、相談、
助言、指導その他の援助等を行う者であり、国家試験合格により公認心理師の名称を用い
て仕事を行うことができるようになります。
　公認心理師の資格を取得するためには、「大学で必要な科目をすべて修め、かつ、大学
院で必要な科目をすべて修めて課程を修了した者」が受験資格を得た上で、国家試験に合
格することが求められます。つまり、大学を卒業しただけでは公認心理師国家試験受験資
格を得ることはできない、ということです。
　大学卒業後、一定の実務経験（医療機関等において心理専門職として2年以上の援助実
績）でも国家試験受験資格を得ることはできますが、これから大学で学びを始める人にとっ
ては、大学で必要な科目を修め、その後、大学院で必要な科目を修めることが公認心理師
国家試験受験資格取得の早道といえるでしょう。
　本学には大学院も設置されており、公認心理師養成を行っております。福祉心理学科に

4．ೝ定৺ཧ࢜

ᾇɹೝ定৺ཧ࢜ͱは
　認定心理士（日本心理学会認定心理士）とは、心理学の専門家として仕事をするために
必要な、「最小限の標準的基礎学力と技能を修得している」と日本心理学会が認定した者
のことです。
　つまり、学会が認定している「認定資格」と呼ばれるもので、国家資格ではありません。
心理学を専門に学ぶ者が、心理学専攻者としてのアイデンティティを持ち、専門性を向上
していくために作られた制度です。
　認定心理士の資格を取得するためには、定められた指定科目を履修し、必要単位を修得
して、卒業（または卒業見込み）しなければなりません。この条件を満たしてॳめて、資
格認定の申請を行うことができます。
　申請後、資格認定委員会の৹査を経て認められた場合、「認定心理士」の資格を取得す
ることが出来ます。

ᾈɹࢦ定Պ
　認定心理士の資格を取得するには、日本心理学会が定める「指定科目」を履修し、36単
位以上修得することが必要です。「指定科目」は基礎科目と選科目に分かれています。
　基礎科目はさらにＡ・Ｂ・Ｃの3領域に分かれ、Ａは4単位以上、ＢとＣは合わせて8
単位以上、合計12単位以上修得する必要があります。
　また選科目は̙から̝までの5領域に分かれています。そのうち3領域以上から各4
単位以上修得し、合計16単位以上修得しなければなりません。その他、残りの8単位はＡ
〜̝の領域にある残りの科目から任意に選して履修することとなります。
　これらの「指定科目」を本学のカリキュラムにあてはめたのが次の表です。「認定心理士」
の資格を取得したい学生は、この表を参考に履修科目を決めてください。

認定心理士　指定科目表
領域 本学授業科目 単位 配当年次 履修方法

基
礎
科
目

Ａ
心理学֓論 2 １

A領域：4単位以上

B・C領域の合計：
　　　  8単位以上  

合計：12単位以上

臨床心理学֓論 １ （注１） １
感情・人格心理学 １ （注１） 2

B
心理学研究法 2 2
心理学౷計法 2 3

Ｃ

心理学実験 2 2
心理的アセスメントᶗ １ 3
心理的アセスメントᶘ １ 3
心理演習 １ 3

選
　

　
科
　
目

̙
知覚・認知心理学 2 2

%〜)まで の5領 域
のうち3領域以上で、
それぞれがগなくと
も4単位以上

合計：16単位以上

学習・言ޠ心理学 2 2
̚ 神経・生理心理学 2 2

Ｆ
発達心理学 2 １
発達臨床心理学 2 3
教育・学校心理学 2 3

̜

法・犯罪心理学࢘ 2 2
障害者（児）心理学 2 2
心理療法 2 2
健康・医療心理学 2 3
福祉心理学ᶘ 2 3

̝
社会・集団・家族心理学 2 2
産業・組織心理学 2 3
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おいても、法に規定されている「大学における必要な科目」をすべて開講し、公認心理師
を目指す学生に対して、大学院進学および資格取得の支援を行っています。

⑵　େֶに͓͚ΔඞཁなՊ
　公認心理師法では、「大学における必要な科目」として25科目を規定していますが、本
学の開講科目は27科目となっており、全ての科目を履修する必要があります（資格必修）。
　本学開講科目一覧は次の通りです。

⑶　Պ「৺ཧԋश」「৺ཧ࣮श」
ᶃՊの༰
　「心理演習」および「心理実習」は、福島学院大学福祉学部履修規程第22条第2項に規
定する通り、履修者の上限を30名としています。学生個別面談等を通して取得希望資格に
ついて教員と話し合い、その݁果に基づいて履修者が決定されます。
　「心理実習」は、「80時間以上」の学外実習および事前・事後指導によって構成されてい
ます。

　学外実習の実習施設については、「心理に関する支援の実態に対する理解を促す観点か
ら、主要な5分野（保健医療、福祉、教育、࢘法・犯罪、産業・労働）に関する施設の見
学を中心とした実習が必要」とされています。ただし、経過措置期間中は、医療機関（病
院又は診療所）での実習を必ਢとし、医療機関以外の施設での実習については適宜行うこ
とが認められているため、実習年度に実習先について説明します。
　事前・事後指導は、学外実習の前後に適宜実施します。

②ཤम制ݶ
B� 福島学院大学福祉学部履修規程第22条第2項のとおり、「心理実習」は、履修する前の

年度末の時点で(PA70点以上でなければ履修することはできません。
C� 「心理実習」を履修する前までに履修する必要のある26科目のうち１科目以上の単位が

未修得の者は、学科会議で不適格とされた場合、実習科目を履修することができない場
合があります。

D� 履修制限の解除
　福島学院大学福祉学部履修規程第23条のとおり、第22条第2項によって履修制限を受け

ていた者が、その後の学期末の時点で、次の要件を満たした場合には、次の学期以降に
「心理実習」の履修制限が解除されます。

１．(PAが70点以上になったとき
2．当該実習科目履修前に履修する必要のある科目の単位が合格となり、学科会議

の݁果、適格と判定されたとき

ᶅ「ҬϘランςΟΞ׆ಈ」「Ҭৼ׆ڵಈ」
　実習事前準備のため、実習履修の前年度末までに、「地域ボランティア活動」または「地
域振興活動」のいずれか１科目を履修してください。

公認心理師　大学における必要な科目表

公認心理師法に定められた
大学における必要な科目名称 開講科目の名称 配当年次 単位

公認心理師の職責 公認心理師の職責 3 2
心理学֓論 心理学֓論 １ 4
臨床心理学֓論 臨床心理学֓論 １ 2
心理学研究法 心理学研究法 2 2
心理学౷計法 心理学౷計法 3 2
心理学実験 心理学実験 2 2
知覚・認知心理学 知覚・認知心理学 2 2
学習・言ޠ心理学 学習・言ޠ心理学 2 2
感情・人格心理学 感情・人格心理学 2 2
神経・生理心理学 神経・生理心理学 2 2
社会・集団・家族心理学 社会・集団・家族心理学 2 2
発達心理学 発達心理学 １ 2
障害者・障害児心理学 障害者・障害児心理学 2 2

心理的アセスメント
心理的アセスメントᶗ 3 １
心理的アセスメントᶘ 3 １

心理学的支援法 心理学的支援法 2 2
健康・医療心理学 健康・医療心理学 3 2

福祉心理学
福祉心理学ᶗ １ 2
福祉心理学ᶘ 3 2

教育・学校心理学 教育・学校心理学 3 2
法・犯罪心理学࢘ 法・犯罪心理学࢘ 2 2
産業・組織心理学 産業・組織心理学 3 2
人体の構造と機能及び疾病 人体の構造と機能及び疾病 １ 4
精神疾ױとその治療 精神疾ױとその治療 １ 4
関係行政論 関係行政論 3 2
心理演習 心理演習 3 １
心理実習 心理実習 4 2
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Ҭࣾձʹ学Ϳମݧ教ҭ

1．地Ҭࣾ会に͢ݙߩるਓࡐのҭ

　「地域ボランティア活動」「地域振興活動」を開講し、地域社会に貢献できる人材を育成
します。
⑴　「地域ボランティア活動」では、学生の興味関心に基づいたボランティア活動を行い、

福祉の専門職として地域に関わる視点を構築します。
⑵　「地域振興活動」では県内・市内において実施される各種の地域イベントに参加し、

参加者および地域振興の担い手としての役割を体験的に実習します。

2．ΩϟϦア支援ࣨの࠲ߨͰʮ就活ྗʯΛཆ͏

　福島駅前キャンパス『キャリア支援室』では、学生のために独自の就業力向上プログラ
ムとして、「ビデオ活用による面接指導」「公務員試験対策」「職場見学会」を実施しています。

ͦのଞ

1．クラスηϛφー

　「クラスセミナー」とは、重要な連絡事項、履修指導、学習指導、資格説明等のオリエンテー
ション、就職対策セミナー、特別講演会などに使われる時間です。基本的に全ての連絡事
項は、掲示によって行われますが、特に説明を必要とするような重要な事項等はこの時間
に行われます。また、学科学友会を中心にして行われる行事や、検౼事項の協議等も行い
ます。必ず出席してください。

2．දজ制度

　本学では、本学独自の(PA制度の導入により卒業者のレベル向上を図ると同時に優ल
な成績を修めた学生には「学長表জ」を行い、学生全体の学習意欲の向上につなげます。
　「学長表জ」は、年次毎に前年度に履修し取得した授業科目の(PAおよび学外実習の成
績や学外活動等を参考とし、卒業時に原則として88点以上の学生を授与対象とします。（【学
長賞授与規程】参照）
　なお、成績優ल者には、学長賞以外にも学部長賞、学科長ݦ賞が授与されます。（【学部
長賞授与規程】【福祉心理学科長ݦ賞規程】参照）

Ⅴ

Ⅵ



90 91

学
Պ
ผ
学
生
ศ
ཡ

福
ࢱ
学
෦
福
ࢱ
心
ཧ
学
Պ

˙ ࢱ学෦ࢱ৺ཧ学ՊカϦΩϡラϜπϦーʦ2018年度ೖ学生用ʧ

福祉学部福祉心理学科の教育目標
社会福祉、精神保݈福祉、ྟচ心理、カンセϦンά等　　　　　　　　のにお͍ͯকདྷのઐ職とͯ͠のඞ要ͳ教育Λ͏ߦとともに、他ऀの心の௧ΈにײڞͰ͖、
心の௧ΈΛ๊͑るਓʑにੵۃ的ͳ援ॿ活動Λ͏ߦこと͕　　　　　　　　Ͱ͖るਓ材Λ育する（学則ୈ̒の̏…ୈ߲̍ ୈ ߸̍）

߲　目
ʦ̍ʧ　社会福祉࢜・精神保݈福祉ࠃ࢜家試験受験資格の取得、ެ認心理ࢣΛ目指す（大学院ਐ学）、
　　　認定心理࢜ਃ資格の取得

ʦ̎ʧ　…ରਓ援ॿ職とͯ͠·
Εる資࣭Λ修得

ʦ̏ʧ　学外実習とそのࣄ前・ࣄ
、࢜指導Λ通ͯ͠、社会福祉ޙ
精神保݈福祉࢜、ެ認心理ࢣΛ
目指すऀとͯ͠のٕज़・ଶΛ
修得

‐ ‐ ‐

科目໊

ઐ教育科目 教ཆ教育科目 ઐ教育科目（実習）

社会福祉ࠃ࢜家試験受験資格 精神保݈福祉ࠃ࢜家試験受験資格 ެ認心理ࢣにඞ要ͳ科目 認定心理࢜ਃ資格 本学ಠ自の科目

˞教ཆ教育科目શൠΛ通ͯ͠、ʮ
ࣝʯʮ理的ྗߟࢥʯʮจষදݱྗʯ
ʮ·͝こΖ、͍ࢥΓのൃྗݱʯ等
のྗΛにͭけ͍ͯくɻ

・前ࣄ
指導ޙࣄ

実習

‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ઐ科目 通科目ڞ ઐ科目

̐

૬ஊ援ॿԋ習Ⅲ θϛナール ૬ஊ援ॿ実習
指導
精神保݈福祉
援ॿ実習指導

૬ஊ援ॿ実習
精神保݈福祉援
ॿ実習
心理実習

̏

社会ௐࠪ法
社会福祉援ॿٕज़
Ⅱ
社会福祉運営理
就࿑支援
制ޢ生保ߋ
૬ஊ援ॿԋ習Ⅱ

福祉ࡒߦ政と福祉ܭը
ॴ得ऀにରする支援と
生活保ޢ制
保݈ҩྍサーϏス
制ݟޙとޢ利༴ݖ

精神保݈福祉の理と
૬ஊ援ॿのల։Ⅰ
精神保݈福祉の理と
૬ஊ援ॿのల։Ⅱ
精神保݈福祉援ॿԋ習（ઐ）

福祉心理学Ⅱ
教育・学校心理学
৫心理学・ۀ࢈
心理的アセスメントⅠ・Ⅱ
心理学౷ܭ法
心理ԋ習
ެ認心理ࢣの職
ҩྍ心理学・߁݈
関ߦ政

福祉心理学Ⅱ（ܝ࠶）
ൃୡྟচ心理学
教育・学校心理学（ܝ࠶）
（ܝ࠶）৫心理学・ۀ࢈
心理的アセスメントⅠ・
Ⅱ（ܝ࠶）
心理学౷ܭ法（ܝ࠶）
（ܝ࠶）ҩྍ心理学・߁݈

൜ߦࡑ動と心理
ԋ習
ҩྍ福祉
福祉ॅڥԋ習
θϛナール

生活教ཆⅡ ૬ஊ援ॿ実習指
導
（精神保݈福祉࢜
と8取得Λ目指
す学生）

૬ஊ援ॿ実習
（精神保݈福祉࢜
と8取得Λ目指
す学生）

̎

社会福祉援ॿٕज़
Ⅰ
童・家ఉ福祉ࣇ
૬ஊ援ॿԋ習Ⅰ

社会福祉ݪ
地域福祉
ίϛϡχςィーιーγャル
ϫーク
社会保ো
োऀにରする支援とো
自ཱ支援制ऀ

精神保݈福祉に関する制と
サーϏス
精神োऀの生活支援γスςϜ
精神保݈福祉૬ஊ援ॿの基൫
（基ૅ）
精神保݈福祉૬ஊ援ॿの基൫
（ઐ）
精神保݈福祉援ॿԋ習（基ૅ）

心理学ڀݚ法
情・ਓ格心理学ײ
֮・認心理学
心理学的支援法
心理学実験
社会・ूஂ・家心理学
োऀ・োࣇ心理学
心理学ࡑ法・൜࢘
学習・ޠݴ心理学
神ܦ・生理心理学

心理学ڀݚ法（ܝ࠶）
（ܝ࠶）情・ਓ格心理学ײ
 ・֮認心理学（ܝ࠶）
心理学実験（ܝ࠶）
社会・ूஂ・家心理
学（ܝ࠶）
োऀ・োࣇ心理学
（ܝ࠶）
（ܝ࠶）心理学ࡑ法・൜࢘
学習・ޠݴ心理学（ܝ࠶）
神ܦ・生理心理学（ܝ࠶）
心理ྍ法

福祉キャϦアڀݚ จষԋ習
法学
社会学（ܝ࠶）
ӳ会Ⅱ
தޠࠃ会Ⅱ
体育実ٕⅡ

̍

૬ஊ援ॿの基൫と
ઐ職
にରする支援ऀྸߴ
とհޢ保ݥ制

心理学概
ਓ体の構と機ٴͼ࣬
ප

精神࣬ױとその治ྍ
精神保݈学

心理学概（ܝ࠶）
福祉心理学Ⅰ
ൃୡ心理学
ྟচ心理学概
ਓ体の構と機ٴͼ࣬ප
（ܝ࠶）
精神࣬ױとその治 （ܝ࠶ྍ）

心理学概（ܝ࠶）
ൃୡ心理学（ܝ࠶）
ྟচ心理学概（ܝ࠶）

理ղԋ習ࡍࠃ
ίϛϡχέーγϣ
ンԋ習
ࢠ保݈Ⅰ・Ⅱ

本学の教育
ݱදޠࠃ
情報機ૢث作Ⅰ・Ⅱ
生活教ཆ
地域Ϙランςィア
活動
地域ৼڵ活動
Իָԋ習
ඒज़ԋ習

心理学概
（ܝ࠶）
ঁੑと保݈
育ࣇストϨス
৯生活と݈߁
ӳ会Ⅰ
தޠࠃ会Ⅰ
理ղࡍࠃ
体育実ٕⅠ
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教育
方針 本 学 の 教 育 講義 １ 2 ○ 15
ද
ݱ
ྗ

্



国 ޠ 表 現 講義�演習 １ 4 ○ 30
文 ষ 演 習 演習 2 １ ○ 15 指定者必修


ใ
ڭ
ཆ



情報機器ૢ作ᶗ 演習 １ 2
୯
Ґ
Ҏ
্

બ

ඞ
म　

2 ○ 30
備考A

情報機器ૢ作ᶘ 演習 １・2 2 ○ 30

ਓ
ؒ
ؔ




生 活 教 養 講義�演習 １ 2 ○ 15
生 活 教 養 ᶘ 講義�演習 3 2 ○ 15

地域ボランティア活動 実習 １・2
3・4 １

୯
Ґ
Ҏ
্

બ

ඞ
म　

１ 時間割外 45時間 認定 ※事前事後指導
10時間を含む

地 域 振 興 活 動 実習 １・2
3・4 １ 時間割外 45時間 認定 ※事前事後指導

10時間を含む

ਓ
จ
ࣾ
会
ٴ
ͼ
݈
߁
ڭ
ཆ



音 楽 演 習 演習 １ŋ2 2 ○ 30
美 術 演 習 演習 １ 2 ○ 30
心 理 学 ֓ 論 講義 １ 4 A A 基礎Ａ ○ ○ 30
法 学 講義 2 2 ○ 15
社 会 学 講義 2 2 A１ A１ ○ 15
女 性 と 保 健 講義 １ 2 ○ 15
育 児 ス ト レ ス 講義 １ 2 ○ 15
食 生 活 と 健 康 講義 １ 2 ○ 15

ࠃ
ࡍ
ཧ
ղ



英 会 話 ᶗ 演習 １ 2
Պ

4
୯
Ґ
Ҏ
্
ඞ
म

2 ○ 30

備考Ｂ
英 会 話 ᶘ 演習 2 2 ○ 30
中 国 ޠ 会 話 ᶗ 演習 １ 2 ○ 30
中 国 ޠ 会 話 ᶘ 演習 2 2 ○ 30
国 際 理 解 論 講義 １ 2 ○ 15
国 際 理 解 演 習 演習 １・2

3・4 2 時間割外 認定
ମ
ҭ



体 育 実 技 ᶗ 実習 １ １ ○ 23
体 育 実 技 ᶘ 実習 2 １ ○ 23

ઐ

ڭ
ҭ
Պ

ớ
ඞ
म
20
୯
Ґ
Λ
ؚ
Ί
96
୯
Ґ
Ҏ
্
ཤ
म
Ờ

ઐ

ج
ૅ
Պ

ớ
P
ܥ
ٴ
ͼ
8
ܥ
Պ

Ờ

福 祉 心 理 学 ᶗ P 講義 １ 2 ○ ʓ 15
福 祉 心 理 学 ᶘ P 講義 3 2 選̜ ○ ʓ 15
福祉キャリア研究 ̬ 演習 2 2 ○ 15 認定

コミュニケーション
演 習 P 演習 １ １ ○ 15

人 体 の 構 造 と
機 能 及 び 疾 病 ̬ 講義 １ 4 A１ A１ ○ ○ 30

精神疾ױとその治療 ̬ 講義 １ 4 ˕ ○ ○ 30

৺
ཧ
ؔ
࿈
Պ

ớ
P
ܥ
Պ

Ờ

発 達 心 理 学 P 講義 １ 2 選Ｆ ○ ○ 15
臨床心理学֓論 P 講義 １ 2 基礎Ａ ○ ○ 15
心 理 学 研 究 法 P 演習 2 2 基礎Ｂ ○ ○ 30
感情・人格心理学 P 講義 2 2 基礎Ａ ○ ○ 15
知覚・認知心理学 P 講義 2 2 選̙ ○ ○ 15
教育・学校心理学 P 講義 3 2 選Ｆ ○ ○ 15
発達臨床心理学 P 講義 3 2 選Ｆ ○ 15
産業・組織心理学 P 講義 3 2 選̝ ○ ○ 15

ฏ30年度ࢱ学෦ࢱ৺ཧ学Պ　ڭҭ՝程
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心理的アセスメントᶗ P 演習 3 １ 基礎Ｃ ○ ○ 15
心理的アセスメントᶘ P 演習 3 １ 基礎Ｃ ○ ʓ 15
心 理 学 ౷ 計 法 P 講義 3 2 基礎Ｂ ○ ʓ 15
心理学的支援法 P 講義 2 2 ○ ○ 15
心 理 演 習 P 演習 3 １ 基礎Ｃ ○ ○ 15
心 理 学 実 験 P 実習 2 2 基礎Ｃ ○ ○ 60時間 30

社 会・ 集 団・
家 族 心 理 学 P 講義 2 2 選̝ ○ ○ 15

障 害 者 ・
障 害 児 心 理 学 P 講義 2 2 選̜ ○ ○ 15

法・犯罪心理学࢘ P 講義 2 2 選̜ ○ ○ 15
犯罪行動と心理演習 P 演習 3 2 ○ 30
心 理 療 法 P 講義 2 2 選̜ ○ 15
公認心理師の職責 P 講義 3 2 ○ ○ 15
学習・言ޠ心理学 P 講義 2 2 選̙ ○ ○ 15
神経・生理心理学 P 講義 2 2 選̚ ○ ○ 15
健康・医療心理学 P 講義 3 2 選̜ ○ ○ 15
関 係 行 政 論 P 講義 3 2 ○ ○ 15
心 理 実 習 P 実習 4 2 ○ 時間割外 80時間以上

ࣾ
会

ࢱ
ɾ
ਫ਼
ਆ
อ
݈

ࢱ
ؔ
࿈
Պ

ớ
8
ܥ
Պ

Ờ

社 会 福 祉 原 論 ̬ 講義 2 4 ˕ ˕ ○ 30
医 療 福 祉 論 ̬ 講義 3 2 ○ 15
社 会 調 査 法 ̬ 講義 3 2 ˕ ○ 15

相 談 援 助 の
基 ൫ と 専 門 職 ̬ 講義 １ 4 ˕ ○ 30

社会福祉援助技術論ᶗ ̬ 講義 2 4 ˕ ○ 30
社会福祉援助技術論ᶘ ̬ 講義 3 4 ˕ ○ 30
地 域 福 祉 論 ̬ 講義 2 2 ˕ ˕ ○ 15

コ ミ ュ ニ テ ィ ー
ソーシャルワーク ̬ 講義 2 2 ˕ ˕ ○ 15

福祉行財政と福祉計画 ̬ 講義 3 2 ˕ ˕ ○ 15
社会福祉運営管理 ̬ 講義 3 2 ˕ ○ 15
社 会 保 障 ̬ 講義 2 4 ˕ ˕ ○ 30

高 齢 者 に 対 す る
支援と介護保険制度 ̬ 講義 １ 4 ˕ ○ 30

障害者に対する支援と
障害者自立支援制度 ̬ 講義 2 2 ˕ ˕ ○ 15

児ಐ・家庭福祉 ̬ 講義 2 4 ˕ ○ 30

低所得者に対する
支援と生活保護制度 ̬ 講義 3 2 ˕ ˕ ○ 15

保健医療サービス ̬ 講義 3 2 ˕ ˕ ○ 15
就 労 支 援 ̬ 講義 3 １ A2 8コマ 8

権 利 ༴ 護 と
成 年 後 見 制 度 ̬ 講義 3 2 A2 ˕ ○ 15

更 生 保 護 制 度 ̬ 講義 3 １ A2 8コマ 8
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ଔۀʹ必要ͳ୯Ґ

①　「科目区分」ཝの「P」は心理系科目、「8」は福祉系科目です。
②　「授業期間」ཝの「集中」は集中講義の意味です。
ᶅ　備考ཝの「備考A」について、入学時の能力検査により履修レベルを決定します。2

単位以上を必修としていますが、ॳڃレベルᶗの履修者は、中ڃレベルᶘまで計4単位
以上を必修とします。

ᶆ　備考ཝの「備考B」について、１年次に選ޠ学を１種類選します。同一言ޠのᶗ・
ᶘを、2年間で2科目履修することを基本としています。

ᶇ　ධ価ཝにおける「認定」の意味は、合・否判定をもって成績とするものであり、ධ点
は付かないので(PAには反映されません。

ᶈ　「精神保健福祉士」「社会福祉士」ཝの「˕」は必修科目ですので、必ず履修しなけ
ればなりません。「A１」と「A」（Aは本学では必修科目です）のついた3科目の中か
ら１科目以上、「A2」のついた3科目の中から１科目以上履修しなければなりません。
しかし、国家試験ではこれら6科目全てについて試験が実施されますので、全て履修す
ることが望まれます。

ᶉ　「公認心理師」を目指す場合は、「必要な科目」ཝに「○」のついたすべての科目（27
科目）の履修が必要です。

ᶊ　「認定心理士」指定科目ཝの基礎A〜C、選%〜)は、資格取得のために定められた
科目の領域を表しています。

　
　　詳細は、キャンパスライフの各資格の取得に関する説明を参照してください。
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相談援助演習ᶗ ̬ 演習 2 １ ˕ ○ 15
相談援助演習ᶘ ̬ 演習 3 2 ˕ ○ 30
相談援助演習ᶙ ̬ 演習 4 2 ˕ ○ 30
相談援助実習指導 ̬ 演習 3ŋ4 3 ˕ ○ 45
相 談 援 助 実 習 ̬ 実習 3ŋ4 4 ˕ 時間割外 180時間以上
精 神 保 健 学 ̬ 講義 １ 4 ˕ ○ 30

精 神 保 健 福 祉 に
関する制度とサービス ̬ 講義 2 4 ˕ ○ 30

精 神 障 害 者 の
生活支援システム ̬ 講義 2 2 ˕ ○ 15

精神保健福祉相談
援助の基൫（基礎） ̬ 講義 2 2 ˕ ○ 15

精神保健福祉相談
援助の基൫（専門）̬ 講義 2 2 ˕ ○ 15

精神保健福祉の理論と
相 談 援 助 の 展 開ᶗ ̬ 講義 3 4 ˕ ○ 30

精神保健福祉の理論と
相 談 援 助 の 展 開ᶘ ̬ 講義 3 4 ˕ ○ 30

精 神 保 健 福 祉
援助演習	基礎
 ̬ 演習 2 １ ˕ ○ 15

精 神 保 健 福 祉
援助演習（専門）̬ 演習 3 2 ˕ ○ 30

精 神 保 健 福 祉
援 助 実 習 指 導 ̬ 演習 4 3 ˕ ○ 45

精 神 保 健 福
祉 援 助 実 習 ̬ 実習 4 5 ˕ 時間割外 210時間

以上

 子 保 健 ᶗ ʵ 講義 １ 2 ○ 15
 子 保 健 ᶘ ʵ 講義 １ 2 ○ 15
福祉住環境演習 ̬ 演習 3 2 ○ 30

ڞ
௨
ઐ


Պ
 θ ミ ナ ー ル ʵ 演習 3・4 4 ○ 60 2年連続

4単位。

教養教育科目 28単位
以上

必修 15単位

合計
124単位

以上

選必修 7単位
（情報機器ૢ作ᶗ履修者は9単位）

選 6単位以上
（情報機器ૢ作ᶗ履修者は4単位）

専門教育科目 96単位
以上

必修
心理系（P系） 6単位
福祉系（8系） 10単位

θミナール 4単位

選
76単位以上

（うち、P系科目24単位以上、8系科
目20単位以上を含む。）
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̎ɽ学生ͷྗඪ

　福祉学部こども学科は、教育・福祉྆面にわたる発達支援、子育て支援を担う人材育成
を目指し、多様な保育ニーズに対応できる教養と専門的な知識・技術を持った人材を養成
することを目的とし将来的に༮ஓ園教諭、保育士、さらには保育教諭としての活躍を期待
しています。
　༮児教育・保育に関わる知識は、次ੈ代を育む社会の一員として皆さんに等しく求めら
れていくもので、໔許・資格の取得そのものを卒業時の必ਢ要件とはしていませんが、学
生のみなさんには本学科における学びの証として、卒業と同時に༮ஓ園教諭一種໔許状と
保育士資格を取得できるよう努力してください。

3．保ҭऀにٻめらΕるの

ɹ多様な保育ニーズに対応できる教養と専門的な知識・技術を持った保育者になるために
次の点が求められますので、よく理解して努力しましょう。
⑴　保育者は子どもをѪする強い信念が必要です。本学の学是「真心こそすべてのすべて」

に基づいた実さや思いやりを持つようにしましょう。
⑵　子どもに接する保育者にとって、明るく、豊かな人間性は必要不可欠です。子どもの

心にそって物事を考え対応できるようにしましょう。
⑶　ੈの中の新しい動きにも関心を持ち、෯広い知識を身につけ保育やその周辺領域の理

解を深めるため、日ごろから新聞などに親しみましょう。
⑷　コミュニケーション能力の優れた保育者を目指しましょう。保育者は子どもの思いを

大切にしながら、同྅や保護者とも良好な関係作りが必要です。
⑸　子ども自身の事ฑばかりでなく、保護者の要望や地域社会の要請など、現場では様々

な問題や課題が生じます。どのような場面でもゆとりを持って対応できる強くてしなや
かな「心」を持った保育者を目指しましょう。

⑹　保育現場は日進月歩でマンネリ化は許されません。常に探究心を持ち、授業などで疑
問に思ったことは積極的に質問したり調べたりしましょう。

⑺　自分の人間力を向上させるため進学も視野に入れましょう。

※「保育者」
　保育者（ほいくしΌ）とは、ೕ༮児、児ಐの教育・保育に直接かかわっている、保育士、

༮ஓ園教諭・保育教諭の総称として理解され、それぞれを示す言葉ではありません。

教ҭ課ఔͱཤमのํ๏

ҭ՝程（カϦΩϡラϜ）ڭ．1

ᾇɹجຊతなํ͑ߟ
　開講される授業は「教育課程表」（P118〜P121）のとおりです。
　教育課程（カリキュラム）は、「教養教育科目」と「専門教育科目」に分かれています。
そして科目ごとに、授業の方法（講義・演習・実習）、履修できる学年、科目の種類（必修・

福ࢱ学෦͜Ͳ学Պの教ҭ

1．ೖ学ऀडೖΕ、ڭҭ՝程のฤ・実施及びଔۀೝ定・学Ґत༩のํ

ᾇɹ入ֶऀड入れํʢΞυϛοシϣン・ϙϦシーʣ　
　こども学科では、教育・福祉྆面にわたる発達支援、子育て支援を担う専門領域におい
て、地域社会にࠜざし、将来に渡って保育および༮児教育の領域における指導者として地
域の発展に寄与しようとする気֓を持つ人、現代社会に必要な知識と教養を身に付け、自
らを高める努力をしようとする人を求めています。
　こども学科においては、学修するための基本となる学力要素を、高等学校での学習を通
して学科毎に形成された知識や技能に求めています。この知識や技能を証明するものとし
て、各学科に定める高等学校でのධ定平ۉを重視し、その中でも特に、人間関係構築の基
本であり、コミュニケーション能力の基礎となる国ޠ力を身につけていることを希望して
います。
　別に定める学科による各選考方法の基本は、高等学校における学習成果を前提に、こど
も学科において新たな知識を֫得するための希望者本人の意欲や論理的思考能力を確認す
ることです。各選考に共通して設けられた面接では、学科への適性のほか、生徒会・部活
動や地域ボランティアなど課外活動の実績もධ価していきます。

ᾈɹڭҭ՝ఔのฤ・࣮ࢪのํʢΧϦΩϡラϜ・ϙϦシーʣ
　教育課程のฤ成にあたっては、学部及び学科にかかる専門の学芸を教授するとともに、
෯広く深い教養及び総合的な判断力をഓい、豊かな人間性を涵養するように配慮していま
す。
　こども学科の教育課程は、教養教育科目と専門教育科目からなり、さらに各授業科目を
必修科目、選科目に分け、これを各年次に配当してฤ成しています。
　教養教育科目では、学生・社会人としての現代的教養観、ଈち表現力やコミュニケーショ
ン能力・情報リテラシー、および生活教養などを重視した科目でฤ成しています。
　専門教育課程のฤ成は、༮ஓ園教諭一種໔許状を取得しようとする者のために教育職員
໔許法および同法施行規則に規定する科目を置き、保育士の資格を取得しようとする者の
ために児ಐ福祉法および同法施行規則に規定する科目を置き、༮ஓ園教諭養成課程と保育
士養成課程を設置しています。また、༮ஓ園教諭一種໔許状と保育士資格方の取得によ
り認定こども園に勤務した場合は、保育教諭となることを可能としています。
　教養教育・専門教育科目それぞれに、知識や技能、論理的思考力、文ষ・身体・感性等
に関する表現力、課題対処力、多様性の理解力や対人関係構築力の֫得など対応する教育
目標が設定されており、これら個々のධ価を合わせ、総合的な学修経験を通して学科教育、
人材育成の目的に౸達できるよう各年次に配当してฤ成しています。

ᾉɹଔۀೝ定・ֶҐत༩のํʢσΟϓϩϚ・ϙϦシーʣ
　こども学科においては、教育・福祉྆面にわたる発達支援、子育て支援を担う専門職の
育成を目指す学科教育に基づき、教養教育科目及び専門教育科目において指定された科目
を履修し、その他、学則に示された所定の要件を満たすことを基本としています。
　単位の修得にあたっては、各科目にそれぞれに対応する教育目標として、知識や技能、
論理的思考力、文ষ・身体・感性等に関する表現力、課題対処力、多様性の理解力や対人
関係構築力の֫得などが設定されており、これら個々のධ価を合わせ、総合的な学修経験
を通して修学したことを学科教育、人材育成の目的に適う者とし、かつ、学士の学位を授
与するにふさわしい人格識見と健全な精神を有しているとこども学科会議で判定された学
生について、学長が教授会の議を経て卒業を認定し、「学士（こども学）」の学位を授与し

Ⅰ

Ⅱ
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ᾌɹଔۀにඞཁな୯Ґ
　　「単位」は決められただけの数を取得していないと卒業できません。
　こども学科の「卒業に必要な単位数」は次のとおりです。

ᾍɹՊ͝ͱのतؒظۀ
　授業期間は、「通年科目」と「半期科目」があり、科目ごとに定められています。
　「通年科目」とは、１年間を通じて授業を開講する科目で、原則として30回の授業です。
ただし、後期末試験を行う場合は31回となります。
　「半期科目」とは、前期か後期のどちらかに授業を開講する科目で、原則として15回の
授業です。ただし、期末試験を行う場合は16回となります。

2．ཤमのํ法

　教育課程表により、卒業に必要な科目と単位、資格・໔許状取得に必要な科目と単位と
を兼ね合わせて、その授業科目の授業計画と時間割表を参照して、履修する科目を決めま
す。そして別に配付される「履修届」に記入して、指定の期日までに必ず教務課に提出し
てください。大学では高等学校と違い、自分で履修科目を選び履修届を提出しなければな
りません。
　履修届の記入方法、提出期日等は、オリエンテーションで教務課から説明がありますの
で、しっかりと聞いてください。提出期限に遅れると履修することができません。
　また、教員や教務課員が早く出すよう一人ひとりに指示をしたりはしません。全て自分
の責任で届出を行い、履修確認を完了させるようにしてください。

3．ཤमの制ݶ

　履修には制限のある場合があります。
⑴　履修科目の制限　履修規程第26条

　実習に出るには、それぞれの学年で取るべき単位を落とさずに取っておくことが大
切です。１、2年の必修科目を落としてしまうと、3、4年次に実習に向けて履修す
る科目に支障をきたします。

⑵　履修科目登録の上限　学則第34条
　取得しようとする１年間の単位数は、資格・໔許状取得に必要な単位数や一人ひと
りの能力によっても異なってきます。学生が各年次にわたり授業科目を適切に履修す
るため、１年間に登録できる履修単位の上限をおおむね50単位としています。

4．໔ڐঢ়・֨ࢿのऔಘ

　こども学科において指定された単位を取得すると、次の໔許状・資格が取得できます。
　詳しくは、໔許状・資格取得の方法（P106〜P111）をよく読んでください。
　
　

選）、単位数が決められています。
　これらの科目の中から、どの科目を履修するのかを自分で決めていくのが大学でのシス
テムです。ただし、履修にはいくつかの約ଋ事がありますので、しっかりと理解し、確認
してください。
　自分で決めた科目（授業）を受講して、学期末の試験（ච記試験・レポート試験等）に
合格すると「単位」が認定されます。「単位」については、下記に取りあげていますが、
卒業や資格取得への目安になる「数」を示します。

ᾈɹཤमํ๏
　4年間で学ぶ全ての授業科目は、教育課程にまとめられています。この中から卒業、お
よび༮ஓ園教諭一種໔許状、保育士資格を取得するために必要な科目と単位数を確認して、
履修する科目を決めていきます。

ᾉɹՊのछྨ
　科目には「必修科目」「選必修科目」「選科目」に大別されます。
　卒業までに必ず取得しなければならないのが「必修科目」であり、どちらかを選して
必ず取得しなければならないのが「選必修科目」です。それ以外の科目が「選科目」
となっています。
　「必修科目」および「選必修科目」は皆さんが、取得する必要のある科目であり、こ
の科目が卒業時までに一つでも取得できていなければ、卒業することができません。

ᾊɹतۀの։ظߨ
　授業科目は、教育課程表にまとめられています。この中から卒業、༮ஓ園教諭一種໔許
状、保育士の指定科目を取得するために必要な科目と単位数を確認して、履修する授業科
目を決めていきます。

ᾋɹ୯Ґ制
　学修期間は年間を前期（4月１日〜9月30日）と後期（10月１日〜3月31日）の2期に
分け、１期15週とします。授業科目によっては前後各１期で完݁する「半期科目」と、１
か年（通年）30週で完݁する「通年科目」があります。

①　単位とは学修時間を表したものであって、ある科目について所要の時間数を履修し、
その試験に合格したとき、あるいは授業科目担当者がその科目を履修したことを認定
した時に単位を取得したことになります。

②　単位の計算方法は「大学設置基準」に基づいて本学学則に定められています。各授
業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成
することを標準とし、授業方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間以外に必
要な学修を考慮して、次の基準により計算します。

˔　講義および演習については、15時間から30時間の範囲で、本学が定める時間の
授業をもって１単位とします。

˔　実験・実習および実技については、30時間から45時間の範囲で、本学が定める
時間の授業をもって１単位とします。

˔　授業時間は2時間連続（正味90分）を「時限」としていますので、各時限を2
時間として単位の計算をします。

˔　授業時間以外に必要な学修時間の計算方法は、講義2単位の場合90時間の学修
ྔが必要です。１回2時間（90分）で15回の授業では、2時間×15回ʹ30時間（90

　時間の１ʗ3）の学修になります。90ʵ30ʹ60時間は授業外の学修時間（予習・
復習）となり、この場合60時間分の予習・復習等の学修が必要となります。

最低必要単位数
科目別 必修 選必修 選 卒業

教養教育科目 15単位 6単位 7単位 28単位以上
専門教育科目 47単位 2単位 47単位 96単位以上

合　計 124単位以上
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Ａ＋　（100〜90点）　　Ａ　（89〜80点）　　Ｂ　（79〜70点）
Ｃç　（69〜60点）　　ç̙　（59〜50点）　　Ｆ　（50点未満）

※(PAの向上のため、C以下のධ価点を得た授業科目については、「再履修願」によ
り再履修をすることができます。

　⑶　単位の認定は、必要な課程として定められた時数について、学外実習および実習指
導科目等、別に定める場合を除き、3分の2以上出席し、本学の行う試験その他によ
る成績৹査に合格したものに対して行います。

　　　学外実習および実習指導科目等別に定める科目の必要な出席時数は次のとおりで
す。

１．学外実習科目の事前・事後指導については5分の4以上。
2．学外実習については所定の全日数。ただし、実習中、病気、س引等やむを得ない

事情により欠席した場合で、実習期間の延長が可能な場合は当該欠席日数分を延長
して補充することができます。

3．ւ外実習または演習を行う場合は、当該実習または演習における所定の全プログ
ラム。ただし、体調不良もしくは病気・ոզ等で所定のプログラム（オプションプ
ログラムを除く。）に参加できなかった場合は、１プログラムごとに5点の減点と
して成績のධ価を行います。

成績ධ価への補足的対応措置
　成績ධ価の際、私ޠや欠席などに対して、以下の措置が取られ、成績ධ価点から減点さ
れます。また、教員が禁止した事項等によっても、減点されることもありますので注意が
必要です。補足的な措置として、以下のような例があげられます。

˓तۀ༰にؔのな͍ޠࢲɺतۀのྲྀれΛ્͢Δֶੜのޠࢲ
ɹ・ҙ̍ճに͖ͭ̍ݮ

※同一学生の注意3回以降は１回につき2点減点。そして、必要と判断した場合は履
修制限に関する細則に従い、退席指示、履修取ফなどの措置が取られます。

˓ࠁ・ૣୀ・ܽ੮
・遅ࠁ・早退１回につき１点減点
・欠席１回につき3点減点

※遅ࠁ・早退3回で１回の欠席となった場合は、その欠席分は減点されません。また、
次の場合の欠席等は減点の対象から除外されます。該当したときは、各授業担当教員
に事前、もしくは事後に「事由書」を文書（書式自由）で提出してください。

①学内外における本学所定の実習を実施する場合（認定こども園基本実習、保育実習、
༮ஓ園教育実習等）

②学校保健安全法の規定に基づく、学長による出席停止の指示に従う場合
ᶅࡋ判員制度によるࡋ判員に選任された場合
ᶆ就職試験（面接を含む）を受験する場合
ᶇ公共交通機関の遅延や運休による場合
ᶈ悪ఱީまたは事故等により、やむを得ない場合
ᶉ親族の不等やむを得ない場合

授業受講上の留意点
　授業を受講する際の留意点は「学生受講規程」に定められています。この規程の第2条

こども学科
⑴　༮ஓ園教諭一種໔許状
⑵　保育士資格
⑶　社会福祉主事任用資格

　　ˎ༮ஓ園教諭一種໔許状と保育士資格を取得することにより、保育教諭を名乗ること
　　ができます

Պཤम

1．तؒ࣌ۀ

　大学では１回の授業を１コマと数えます。そして、授業時間は１回90分で設定されてい
ます。

2．ධՁと୯Ґೝ定

　各科目の成績ධ価は以下のとおりです。その他に本学では、ධ価の公正化と厳格性を
確保するため、「素点」と「単位数」をもとに、本学独自(PA（(SBEF PPJOU AWFSBHF：
成績ධ定平ۉ点）を算出する方法を取っています。
　⑴　本学独自の(PA（以下単に(PAと表記）成績ධ価方法とは、

①　授業科目はシラバスにより学修目標、成績ධ価基準を明示したうえ100点満点で
成績ධ定し、単位取得科目（60点以上）のධ価点（素点）に単位数を乗じた点数を
その科目のグレード・ポイントとします。

②　入学以来の取得単位科目のグレード・ポイントをྦྷ計し、ྦྷ計した総取得単位数
の１単位あたりの平ۉ点を算出します。これを(PA（グレード・ポイント・アベレー
ジ）と呼びます。すなわち各科目のධ価点に単位数をかけたものの総点を総取得単
位数で割ったものです。

ᶅ　(PAは、事項に詳しく示しますが、進ڃ・卒業・実習科目の履修に利用されます。
それ以外にも、各学年の学期末に算出された(PAが70点に満たない学生について
は、個別に学科長並びに学生主任、クラスアドバイザー等が学修指導、生活指導を
行い、学力の向上の助言を行います。

ᶆCධ価（60点〜69点）の科目については再履修が認められ、ධ価点を向上させる機
会が与えられます。しかし、その再履修の݁果、点数が下がる、もしくは不合格に
なった場合でも、再履修時のධ価が採用されますので注意して下さい。

　⑵　成績ධ価は、100点を満点として、60点以上を合格、59点以下を不合格とします。
成績は6段階となっており、ධ価点ごとのグレードは次のとおりとなっています。

時　限 １ 2 3 4 5

時　間 8：50〜 10：30〜 12：50〜 14：30〜 16：10〜
10：20 12：00 14：20 16：00 17：40

Ⅲ
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4．Պʮ情報࡞ૢثػʯ

　入学時の能力検定により履修レベルを決定します。2単位以上を必修としますが、「情
報機器ૢ作ᶗ（ॳڃレベル）」の履修者は、「情報機器ૢ作ᶘ（中ڃレベル）」まで計4単
位以上を必修とします。

5．Պʮӳ会ʯ

　入学時の能力検定により履修レベルを決定します。
　英ޠ教育の履修については、以下のとおりです。

　◦　１年次に「英会話ᶗ（ベーシックレベル）」を指定された者
「英会話ᶗ（ベーシックレベル）」を履修して2単位を取得した後、2年次で「英会
話ᶘ（アドバンスレベル）」（2単位）も履修して合計4単位を取得してください。

　◦　１年次に「英会話ᶘ（アドバンスレベル）」を指定された者
「英会話ᶘ（アドバンスレベル）」の2単位を取得した後、2年次で「英書リーディ
ング」（2単位）も履修して合計4単位を取得してください。

6．θϛφール
　

　「θミナール」は、教育・保育に関する課題や問題点を自ら見出し、解決する方法を
研究する力の涵養を目的に、専門教育科目における卒業必修科目（4単位）として設定
されています。履修学年は3年次、4年次と2カ年の継続履修で、2学年が同じ空間で
学修にྭむこども学科の特徴的な科目となっています。
　「θミナール」の単位は各θミナールにおける研究成果として、研究論文の提出（研
究過程上に制作物が伴う場合は制作物を含みます）が必ਢの条件となります。
　各θミナールの履修定員は当該学年学生数の20ˋ〜25ˋとし、事前希望調査により極
端なภりを防ぐよう計画されています。こども学科の学生のみなさんは１年次より教育・
保育に関する問題意識を持ち、3年次履修時までに自分自身の研究課題をߜり込んでい
きましょう
　また、4年次には各θミナールの研究領域に関わらず「研究発表会」にて研究成果の
発表をおこなっていきます。１、2年生にとっては先輩方の研究݁果を聞くことにより、
より具体的な研究課題を見つける機会となるでしょう。

には、下記のようなマナーに反した受講態度は禁じられています。よく読んで授業に臨ん
でください。

○コート類、小物類（マフラー、子等）着用の教室入室、及び受講
○授業の進行をげるような私ޠ
○携帯電話等の送信や交信
○飲食や喫煙行動
○授業担当者の意欲を阻害するマナーの悪い居眠り
○授業に関係のない荷物（バッグ・紙ାなど）を机上に置くこと
○授業中の教室への無断入退室

ʲཤम規程ʳ̡ݧࢼ．3 規程ʳݧࢼ

　学修成績の判定の方法は中間試験、期末試験、レポート、調査、作品、実技、出席状況、
口಄試問等、担当の教員の定めた方法で行われます。試験には、他に追試験、再試験があ
ります。
　試験に関わる情報は、教務課の掲示板に掲示されます。学生に配付されたりすることは
ありませんので注意してください。

ᾇɹݧࢼのछྨ
①　定期試験（中間試験、期末試験等）

　授業期間の途中や、前期末・後期末に実施される試験です。
②　追試験

　履修規程第11条による事由により定期試験に出席できなかった場合は、速やかに教
務課に連絡し、その事由を証明する書類を添付して、追試験願を事前もしくは事後１
週間以内に提出すれば追試験を受けることができます。
　ただし、本人の不注意だった場合には、80点満点とし１科目につき追試験料5千円
がかかります。（年度内3科目以内）

ᶅ　再試験【履修規程第12条】参照
　卒業学年に在籍し、履修規程第13条に定める再履修を行う場合、卒業年度内の再履
修が困難で、卒業に必ਢの科目が2科目以内である場合は、再試験願を教務課に提出
して、試験等の再試験を受けることができます。再試験料は１科目につき5千円です。

ᾈɹݧࢼのํ๏ʲنݧࢼఔʳࢀর
①　ච記試験

　ච記試験は通常90分です。
　試験開始から20分以上の遅ࠁは認められません。20分経過すると退出が認められま
す。
　科目によって、教科書やノートを持ち込んで良いという指示がある場合もあります。
試験日程とともに持ち込みの可否も掲示されていますので、よく確認してください。

②レポート
　レポート用紙や形式は、担当教員からの指示に従い、指定期限内に指示された場所
に提出します。

ᶅその他の方法
　調査、作品、実技、口಄試問等、試験方法はさまざまです。

科目名 レベル 履修年次 単位数
英会話ᶗ ベーシックレベル １年 2単位
英会話ᶘ アドバンスレベル １・2年 2単位

英書リーディング ー 2年 2単位

科目名 レベル 履修年次 単位数
情報機器ૢ作ᶗ ॳڃレベル １年 2単位
情報機器ૢ作ᶘ 中ڃレベル １・2年 2単位

情報機器ૢ作ᶙA ー 3・4年 2単位
情報機器ૢ作ᶙB ー 3・4年 2単位
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̎ɽઐڭҭՊ
ᾇɹڭՊにؔ͢ΔՊ

ᾈɹڭ৬にؔ͢ΔՊ

໔ڐঢ়・֨ࢿऔ得のํ๏

1．༮ஓԂڭ་Ұछ໔ڐঢ়

ᾇɹ༮ஓԂڭ་一छ໔ڐঢ়ͱは
　༮ஓ園教諭一種໔許状は、教育職員໔許法、教育職員໔許法施行規則に基づく国家資格
です。この໔許状は、次の⑵に定められた科目を履修し、必要単位を修得して卒業するこ
とが条件です。

ᾈɹࢦ定Պ
　教育職員໔許法に基づく資格の取得に必要な科目を履修することによって、༮ஓ園教諭
一種໔許状を取得することができます。本学では、「༮ஓ園教諭一種໔許状資格取得に必
要な科目一覧」のとおり、必修科目として配当しています。
　必修科目については、「教養教育科目」5科目8単位、「専門教育科目」の教科に関する
科目5科目10単位、教職に関する科目18科目40単位、教科又は教職に関する科目１科目１
単位の単位を必ず履修しなければなりません。
　以上、༮ஓ園教諭一種໔許状を取得するためには、59単位取得することが必要となりま
す。

༮ஓԂڭ་一छ໔ڐঢ়֨ࢿऔಘにඞཁなՊ一ཡ

̍ɽڭཆڭҭՊ
ᾇɹڭཆڭҭՊ

※教育職員໔許法に基づく༮ஓ園教諭一種໔許状の指定科目の他に、「本学の教育」、「国
表現」、「会話演習」、「生活教養」、「英書リーディング」（「英会話ᶘ（アドバンスレベޠ
ル）」を履修した者）の5科目を必修科目としています。

໔許法施行規則に
定める科目区分 授業科目 履修年次 単位数 備　考

日本国憲法 日本国憲法 2 2

体育
体育講義 1 1
体育実技ᶗ 1 1

外国ޠコミュニ
ケーション

英会話ᶗ（ベーシックレベル） 1 2 レベルに応じ、いず
れか 2 単位必修
ただし、レベルᶗの
履修者はᶘまで必修英会話ᶘ（アドバンスレベル） 1・2 2

情報機器のૢ作
情報機器ૢ作ᶗ（ॳڃレベル） 1 2 レベルに応じ、いず

れか 2 単位必修
ただし、レベルᶗの
履修者はᶘまで必修情報機器ૢ作ᶘ（中ڃレベル） 1・2 2

合　計 12

ୈ
Ұ
ཝ

໔許施行規則に定める科目区分 授業科目 履修
年次 単位数

ୈ
ೋ
ཝ

教職の意義等に
関する科目

教職の意義及び教員の役割

保育者論 1 2
教員の職務内容
進路選に資する各種の機
会の提供等

ୈ
ࡾ
ཝ

教育の基礎理論
に関する科目

教育の理念並びに教育に関
する歴࢙及び思想 教育原理 2 2

༮児、児ಐ及び生徒の心身
の発達及び学習の過程

教育心理学 2 1
発達心理学 1 4

教育に関する社会的、制度
的又は経営的事項 教育行政 3 2

ୈ
࢛
ཝ

教育課程及び指
導法に関する科
目

教育課程の意義及びฤ成の
方法 保育・教育課程論 1 2

保育内容の指導法

保育内容総論 1 2
保育内容指導法　健康 3 2
保育内容指導法　人間関係 3 2
保育内容指導法　環境 2 2
保育内容指導法　言葉 2 2
保育内容指導法　表現ᶗ 2 2
保育内容指導法　表現ᶘ 3 2

教育の方法及び技術 教育方法及び技術 3 2

生徒指導、教育
相談及び進路指
導等に関する科
目

༮児理解の理論及び方法 ༮児理解の理論と方法 3 2

教育相談の理論及び方法 教育相談 3 2

ୈ
ޒ
ཝ

教育実習 ༮ஓ園教育実習
ˎ事前事後指導 1 単位を含む 3・4 5

ୈ

ཝ

教職実践演習 保育・༮ஓ園教職実践
演習 4 2

合　計 40

໔許法施行規則に
定める科目区分 授業科目 履修年次 単位数

国ޠ 国ޠ 3 2
算数 算数 3 2
生活 ー ー ー
音楽 音楽 １ 2
図画作 図画作 １ 2
体育 体育 2 2

合　計 10

Ⅳ
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※児ಐ福祉法に基づく、保育士資格の必修科目の他に、「英書リーディング」（１年次英
会話ᶘを履修した者）を必修科目としています。

ᾈɹઐڭҭՊ

ᾉɹڭՊຢはڭ৬にؔ͢ΔՊ

ᾊɹͦのଞ
　　こども学科では、教育職員໔許法に基づく༮ஓ園教諭一種໔許状の指定科目の他に、本

学独自の科目として「θミナール」を必修科目としています。

2．保ҭ֨ࢿ࢜

ᾇɹอҭ࢜ͱは
　保育士は、「児ಐ福祉法」に基づく国家資格です。その仕事の内容は、児ಐ福祉施設（保
育所、施設など）で児ಐの健全な育成をめざし保育にあたるとともに、ソーシャルワーク
の視点からカウンセリング能力や対話能力を身につけ、児ಐの保護者に対しても子育ての
支援を行うことです。この保育士資格の取得は、次の⑵に定められた指定科目を履修し、
必要単位を修得して卒業することが条件です。

ᾈɹࢦ定Պ
　児ಐ福祉法に基づく資格の取得に必要な指定科目を履修することによって、保育士資格
を取得することができます。本学では、「保育士資格取得に必要な科目一覧」のとおり、
必修科目、選必修科目を配当しています。
　必修科目については、「教養教育科目」9科目19単位以上、「専門教育科目」30科目61単
位を必ず履修しなければなりません。
　選必修科目については、「専門教育科目」15科目27単位の中から、いずれか9単位以
上履修しなければなりません。
　以上、保育士資格を取得するためには、必修および選必修科目合わせて、89単位以上
取得することが必要となります。

อҭ֨ࢿ࢜औಘにඞཁなՊ一ཡ

̍ɽඞमՊ
ᾇɹڭཆڭҭՊ

教科目 単位数 授業科目 履修年次 単位数 備　考

外国ޠ・体育以
外の科目 6 以上

本学の教育 1 2
国ޠ表現 1 4
会話演習 2 1
情報機器ૢ作ᶗ

（ॳڃレベル） 1 2 2単位以上必修
ᶗの履修者はᶘまで
計4単位必修情報機器ૢ作ᶘ

（中ڃレベル） 1・2 2

生活教養 1 4
国際理解論 1 2

外国ޠ 2 以上

英会話ᶗ
（ベーシックレベル） 1 2 2単位以上必修

ᶗの履修者はᶘまで
計4単位必修英会話ᶘ

（アドバンスレベル） 1・2 2

系列 教科目 最低修得
単位数 授業科目 履修

年次 単位数

保育の本質・目
的に関する科目

保育原理 2 保育原理 1 2
教育原理 2 教育原理 2 2
児ಐ家庭福祉 2 児ಐ家庭福祉 1 2
社会福祉 2 社会福祉 1 2
相談援助 1 相談援助 2 1
社会的養護 2 社会的養護 1 2
保育者論 2 保育者論 1 2

保育の対象の理
解に関する科目

保育の心理学ᶗ 2 発達心理学 1 4
保育の心理学ᶘ 1 教育心理学 2 1

保育の対象の理
解に関する科目

子どもの保健ᶗ 4 子どもの保健ᶗ 1 4
子どもの保健ᶘ 1 子どもの保健ᶘ 2 1
子どもの食と栄養 2 子どもの食と栄養 2 2
家庭支援論 2 家庭支援論 2 2

保育の内容・方
法に関する科目

保育課程論 2 保育・教育課程論 1 2
保育内容総論 1 保育内容総論 1 2

保育内容演習 5

保育内容指導法　健康 3 2
保育内容指導法　人間関係 3 2
保育内容指導法　環境 2 2
保育内容指導法　言葉 2 2
保育内容指導法　表現ᶗ 2 2

ೕ児保育 2 ೕ児保育 2 2
障害児保育 2 障害児保育 3 2
社会的養護内容 1 社会的養護内容 2 1
保育相談支援 1 保育相談支援 2 1

保育の表現技術 保育の表現技術 4
音楽 1 2
図画作 1 2
体育 2 2

保育実習
保育実習指導ᶗ 2 保育実習指導ᶗ 2・3 2
保育実習ᶗ 4 保育実習ᶗ 3 4

総合演習 保育実践演習 2 保育・༮ஓ園教職実践演習 4 2
合計 51 合計 61

໔許施行規則に定める科目区分 授業科目 履修年次 単位数
教科又は教職に関する科目 認定こども園基本実習 2 １

教科目 単位数 授業科目 履修年次 単位数 備　考

体　育
1 体育講義 1 1
1 体育実技ᶗ 1 1

合　計 10 以上 23
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ࣾձࢱओࣄ༻֨ࢿऔಘࢦ定Պに֘͢ΔຊֶઃஔՊ一ཡ
ʢಡସՊʣ

※「社会福祉主事任用資格」は大学で付与する資格ではありません。資格を有すること
については、本学の卒業証明書と成績証明書の2点をもって証明できます。

࣮शʢೝఆ͜ͲԂجຊ࣮श・༮ஓԂ教ҭ࣮श・อҭ࣮श・学ಐอҭ࣮शʣ

ᾇɹೝ定こͲもԂجຊ࣮श
　認定こども園基本実習は、༮ஓ園教諭一種໔許状・保育士資格取得のための必修科目で
す。
　福島学院大学認定こども園で１週間の基本実習を行います。認定こども園基本実習をま
とめると表１のようになります。

ද̍ɹ「ೝ定こͲもԂجຊ࣮श」࣮ࢪද

ʻ認定こども園基本実習の指導内容ʼ
１．保育者としてのѪ情と使命感を深め、自己の保育者としての能力や適性について自覚

する。
○　実習の心構え（保育者の心構え）　 ○　保育者の望ましい資質
○　༮児教育の考え方　　　　　　　　○　実習の反省と適性への自己ධ価

2．実習日誌、指導計画作成の仕方を学び、日案や部分的な指導案を理解する。
○　実習日誌の書き方　　○　週案と日案の関係、目標の立て方
○　環境構成の仕方

3．観察実習・技術演習等を通じて、指導法の基礎を体験的に理解する。
○　༮児への興味を引き出す保育方法　　　○　自由༡びにおける指導法
̋　音楽を通しての༮児とのかかわり方　　○　教材研究と教材教具の準備の仕方
○　一人ひとりの子どもの発達の特性に応じたかかわり方
○　基本的生活習׳の指導

4．実際に保育者と༮児のかかわりを通して༮児理解を深める。
○　༮児の行動の観察からの読み取り　　○　༮児とのかかわり方

̎ɽબඞमՊ
ᾇɹઐڭҭՊ

※「ピアノ演習」または「器楽演習」のうちいずれか2単位を必ず履修しなければなり
ません。さらに、実習科目から「保育実習ᶘ」・「保育実習指導ᶘ」、または「保育実習ᶙ」・

「保育実習指導ᶙ」のいずれか3単位は必ず履修しなければなりません。

ᾈɹͦのଞ
　　こども学科では、児ಐ福祉法に基づく保育士資格の必修科目の他に、「認定こども園基

本実習」と「θミナール」を必修科目としています。

3．ࣾ会ࢱओࣄ用֨ࢿ

ᾇɹࣾձࢱओࣄͱは
　「社会福祉主事」とは社会福祉法第19条に認定されている資格です。社会福祉主事は福
祉事務所で働く時に必要な資格であり、福祉事務所で「現業員」という仕事に就いたとき
に「社会福祉主事」と名乗れるというもので、このような資格を「任用資格」と呼んでい
ます。
　つまり卒業して地方公務員試験を受けて地方自治体職員に採用され、福祉事務所に配属
になったときにॳめて名乗れる資格といえます。
　しかし一般的に社会福祉の領域では、「社会福祉に関する業務を行うのに、最低限必要
な資格」と位置づけられています。卒業後に社会福祉施設などで働く者にとって、最低限
必要な資格といえるでしょう。

ᾈɹࢦ定Պ
　社会福祉法では指定科目を34科目規定しており、「指定科目を3科目以上履修した者」は、
その単位が認定されれば、卒業と同時に「社会福祉主事任用資格」を有することになります。
　こども学科の指定科目は、社会福祉主事任用資格取得指定科目に該当する本学設置科目
一覧のとおりです。

厚生労働大ਉの指定する科目 本学における読替科目
社会福祉֓論 社会福祉
社会福祉援助技術論 相談援助
児ಐ福祉論 児ಐ家庭福祉
保育理論 保育原理
地域福祉論 地域福祉論
教育学 教育原理

うち3科目 6科目のうち3科目以上

実習施設 学年 実施時期 日数 単位数 備考

　福島学院大学
　認定こども園
　（༮保連携型）

2
9月又は

2月
１週間 １単位

　༮ஓ園教諭一種໔許状・
　保育士資格取得希望者必修

系列 単位数 授業科目 履修
年次 単位数 備考

保育の本質・目的に関する科目

15 以上

地域福祉論 4 2

この中から 6
単位以上必修

保育の対象の理解に関
する科目

発達障害 4 2
子育て支援政策 4 2
臨床心理学 3 2

保育の内容・方法に関
する科目

カウンセリング֓論 3 2
カウンセリング演習 3 1
༮児理解の理論と方法 3 2

保育の表現技術

ピアノ演習（ॳڃレベル） 1 2
ピアノ演習（中ڃレベル） 1 2
ピアノ演習（上ڃレベル） 1 2
器楽演習 1 2

保育実習

1 保育実習指導ᶘ 3・4 1
ᶘ、ᶙいずれ
か3単位選
必修

2 保育実習ᶘ 4 2
1 保育実習指導ᶙ 3・4 1
2 保育実習ᶙ 4 2

合計 18以上 合計 27

Ⅴ
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○　༮児の発達を考慮した指導計画や指導方法への生かし方
5．༮児教育の実際についての体験的・総合的理解と、適切な勤務態度を身につける。

○　༮ஓ園の施設・設備とその活用　　○　༮ஓ園の教育計画
○　༮ஓ園教諭の職務内容　　　　　　○　保護者や地域との関連と接し方
○　勤務のマナー（勤務の在り方、服装と態度、職場内の人間関係等）

ද̏ɹh ༮ஓԂڭҭ࣮शʱでのඪ४తなࢦಋܭը

ᾉɹอҭ࣮श
ʦอҭ࣮शᶗʧ

　保育実習ᶗは保育士資格取得のための必修科目です。保育実習　指導ᶗの2単位の他、
保育所における実習2単位と、その他表4（Ａ）に掲げる保育所以外の施設における実習
2単位を履修します。
　実習実施の細目は下記のとおりです。

5．༮児教育の実際についての体験的・総合的理解を与え、適切な勤務態度を身につける。
○　施設・設備とその活用
○　園の１日・１年の生活
○　保育者の職務内容
○　勤務の基本マナー（勤務の在り方、服装と態度、ਗ਼と整理整の仕方等）

ᾈɹ༮ஓԂڭҭ࣮श
　༮ஓ園教育実習は、༮ஓ園教諭一種໔許状取得のための必修科目です。履修方法は学外
実習と実習に関する事前・事後指導（１単位）があり、単位数は5単位です。
　学外実習は4年次に༮ஓ園での本実習が4週間（4単位）です。教育実習をまとめると、
表2のようになります。

ද̎ɹ「༮ஓԂڭҭ࣮श」࣮ࢪද

　実習に関する事前・事後指導は、クラスセミナーでの実習指導や実習授業、実習反省会
等で行います。

༮ஓ園教育実習の目標
１．༮ஓ園についてその実態を知り理解を深める。
2．༮ஓ園教諭の職務や役割を体験的に理解し、責任感をש起する。
3．指導計画の役割について実際の保育にଈして理解する。
4．指導・援助について実践的に学ぶと共に、経験者の༮児教育に対する࢟勢や考え方に

触れる。
5．༮ஓ園教諭としての適切な勤務態度を身につける。
6．子どもの発達を現実にଈして理解すると共に、༮ஓ園教諭が担う役割について考える。
7．༮ஓ園教諭に求められる適性や態度、能力等について実感を持って考え、自己を見直

す。

ʻ༮ஓ園教育実習の指導内容ʼ
１．༮ஓ園教諭としてのѪ情と使命感を深め、自己の能力や適性について自覚する。

○　実習の心構え（༮ஓ園教諭の心構え）　○　༮児教育の考え方
○　༮ஓ園教諭の望ましい資質　　　　　　○　実習の反省と適性への自己ධ価

2．参加、部分実習、全日実習等を中心として、指導計画の作成と実施・ධ価等の関連の
理解と実践のための能力を高める。
○　日案や部分的な指導案の作成の仕方
○　実施݁果の反省・ධ価の仕方
○　反省・ධ価に基づく新たな計画のたて方

3．参加、部分実習、全日実習等を中心として、様々な指導方法を体験し、理解する。
○　指導案として計画された経験や活動の望ましい指導方法
○　༮児の動きにଈ応した力的な指導法
○　環境構成の仕方　　　○　生活指導の技術

4．༮児理解の方法について体験し、実際の指導の上で活用する能力を高める。
○　観察と記録のとり方
○　༮児の行動記録の集積とその活用
○　問題行動への対応の仕方

実習内容

ࣄ
લ

○実習園を訪問し、事前打ち合わせを十分に行う。
（園舎内外の見学、実習期間中の行事等について、出勤・退勤時間の
確認、服装、その他勤務上の注意点、部分実習や全日実習で準備する
もの等）

ୈ
̍
ि

○指導講話（園長や主任、実習担当者の講義）
（オリエンテーション：設立の沿革、教育目標、特৭ある教育内容、経営方針、
年齢・園児数・クラスฤ成、職員組織・構成、教育実習の心得等）

○見学（༮ஓ園の環境、園舎、その他の施設・設備の状況等）
○観察（クラスの༮児の活動、一日の生活の流れ、担任の保育の仕方等）
○参加（保育室の環境構成、援助の補助、教材・教具の準備、ਗ਼、保育室の整理・

整等）
○長期間の指導計画の説明（実例に基づいて指導）

ୈ
̎
ि

○観察・参加（第 1 週に同じ。次第に参加は多くなる）
○部分実習の指導案の作成（作成の仕方の指導）
○部分実習（できる限り 2 回以上）
○部分実習についての反省会（反省会や研究会の行い方の指導）
○園長講話（༮児教育や༮ஓ園教諭の在り方に関連する講義……体験談を中心に）

ୈ
̏
ि

○教育にティーチングアシスタントとして参加

ୈ
̐
ि

○観察・参加（第 2、3 週に同じ）
○日案の作成（その園の形式による作成の仕方の指導）
○全日実習（できる限り 2 日以上）
○全日実習についての反省会（保育の仕方の改ળについての指導）
○園長、主任、担任との話し合い（実習のまとめとධ価についての指導）

ࣄ
ޙ

○実習のまとめをする。
○実習園へ礼状を出す。（実習終了後、１週間以内が望ましい）
○実習園からධ価票が届く。（実習終了後、2週間程度）

実習施設 学年 実施時期 日数 単位数 備考

༮ஓ園 4 9月 4週間 5単位
　　༮ஓ園教諭一種໔許状
　　取得希望者必修
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保育実習ᶗの目標（保育所・児ಐ福祉施設）
１．保育所、児ಐ福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。
2．観察や子どもとのかかわりを通して子どもへの理解を深める。
。習の教科の内容を౿まえ、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶط．3
4．保育の計画、観察、記録及び自己ධ価等について具体的に理解する。
5．保育士の業務内容や職業ྙ理について具体的に学ぶ。

ʦอҭ࣮शᶘ・อҭ࣮शᶙʧ
　保育実習ᶘ、保育実習ᶙは、保育士資格取得の選必修科目です。したがって、資格を
取得するためには、保育実習のほかにどちらかを選し、履修しなければなりません。詳
細は表7の通りです。
　なお、保育実習指導ᶘ・ᶙ（各１単位）もどちらかを履修します。授業内容は授業計画
をご覧ください。

ද̓ɹ「อҭ࣮शᶘ」「อҭ࣮शᶙ」࣮جࢪ४・ظ࣌

✕　児ಐ厚生施設又は児ಐ発達支援センター、その他社会福祉関係諸法令の規定に基づ
き設置されている施設であって保育実習を行う施設として適当と認められるもの（保
育所は除く）

保育実習ᶘの目標（保育所）
１．保育所の役割や機能について具体的な実践を通して理解を深める。
2．子どもの観察や関わりの視点を明確にすることを通して保育の理解を深める。
習の教科や保育実習の経験を౿まえ、子どもの保育及び保護者支援について総合的ط．3

に学ぶ。
4．保育の計画、実践、観察、記録及び自己ධ価等について実際に取り組み、理解を深める。
5．保育士の業務内容や職業ྙ理について具体的な実践に݁びつけて理解する。
6．保育士としての自己の課題を明確化する。

保育実習ᶙの目標（児ಐ福祉施設）
１．児ಐ福祉施設等（保育所以外）の役割や機能について実践を通して、理解を深める。
2．家庭と地域の生活実態にふれて、児ಐ家庭福祉及び社会的養護に対する理解をもとに、

保護者支援、家庭支援のための知識、技術、判断力を養う。
3．保育士の業務内容や職業ྙ理について具体的な実践に݁びつけて理解する。
4．保育士としての自己の課題を明確化する。

ᾊɹֶಐอҭ࣮श
　学ಐ保育実習は、本学が指定する学ಐクラブにおいて実習を行います。学ಐ保育実習を
まとめると、表8の通りです。
　なお、事前指導は学ಐ保育の授業で、事後指導は実習終了後の実習反省会で行います。

ද̐ɹ「อҭ࣮शᶗ」࣮جࢪ४ʢͦの̍ʣ

※実習施設の種別は、次のとおりです。
✔　保育所、༮保連携型認定こども園又は児ಐ福祉法第6条の3第10項の小規模保育事

業（ただし、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」（平成26年厚生労働省
令第61号）第3ষ第2節に規定する小規模保育事業Ａ型及び同基準同ষ第3節に規定
する小規模保育B型に限る）एしくは同条第12項の授業所内保育事業であって同法第
34条の15第１項の事業及び同法同条第2項の認可を受けたもの（以下「小規模保育A・
B型及び事業所内保育事業」という。）及びೕ児院、子生活支援施設、障害児入所
支援施設、児ಐ発達支援センター（児ಐ発達支援及び医療型児ಐ発達支援を行うもの
に限る）、障害者支援施設、指定障害福祉サービス事業所（生活介護、自立܇࿅、就
労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る）、児ಐ養護施設、情ॹ障害児短期治
療施設、児ಐ自立支援施設、児ಐ相談所一時保護施設又は独立行政法人国立重度知的
障害者総合施設のぞみの園

　以上の実施基準を別表にまとめると次のようになります。

ද̑ɹ「อҭ࣮शᶗ」࣮جࢪ४ʢͦの̎ʣ

　表4、表5に示されているのが現行の実施基準です。本学ではこの基準を౿まえて、よ
り実習の効果をあげることを目的として、独自の方法で実施しています。
　保育実習ᶗの履修方法は、学外実習と学内での保育実習指導ᶗがあります。
　2年次には、実習の基礎を学ぶために福島学院大学認定こども園（༮保連携型）での基
本実習を１週間実施します。3年次には保育所と児ಐ福祉施設実習での実習をおおむね10
日間ずつ行います。実習の実施時期は、表6の通りです。

　学内での実習に関する事前・事後指導は、教育実習同様、１年次から3年次までの3年間、
クラスセミナーでの実習指導や実習の授業、実習反省会等に出席しなければなりません。

ද̒ɹ「อҭ࣮शᶗ」࣮ظ࣌ࢪ

実習施設 学年 実施時期 実習日数 備考
保育所 3 7月〜8月 おおむね10日間 保育所実習

児ಐ福祉施設（保育所を除く） 3 10月〜11月 おおむね10日間 児ಐ福祉施設実習

実習種別 実習施設 単位数 学年 実習日数 実習時期 備考

保育実習ᶘ 保育所 2単位 4 おおむね10日間 7月〜8月 どちらか
一科目を
履修する保育実習ᶙ （Ｂ） 2単位 4 おおむね10日間 7月〜8月

実習種別
履修方法

実習施設
単位数 おおむねの実習日数

保育実習ᶗ 4単位 20 日 （A）

実習種別
保育実習ᶗ

保育士資格取得希望者は必修

実習施設
実 習 日 数
単 位 数

保育所 おおむね 10 日間 2 単位
保育所を除く表 4

（Ａ）ཝに掲げる施設 おおむね 10 日間 2 単位
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ද̔ɹ「ֶಐอҭ࣮श」࣮ظ࣌ࢪ

学ಐ保育実習の目標
　学ಐクラブの役割や機能を具体的に理解することが目標であり、子どもとのかかわりを
通して学ಐ期の子どもの特徴を理解します。
　また、学ಐ保育の授業の内容を౿まえ、子どもの保育と教育および保護者への支援につ
いて総合的に学び、学習指導員の業務内容や職業ྙ理について理解します。
　学ಐ保育の計画、実践、記録、自己ධ価などについて実際に取り組み自己の課題を明確
にします。
　
शֶ࣮ݟઃࢪࢱಐࣇ　⑸
　一年次後期以降各授業への動機づけによる༮児教育・保育に関わる専門学科での学びの
意識高༲を目的とした教育行事として児ಐ福祉施設見学実習を実施します。

ද̕ɹ「ࣇಐࢪࢱઃֶ࣮ݟश」࣮ظ࣌ࢪ

⑹ɹ࣮शলձに͍ͭͯ
　本科では教育実習・保育実習における事前・事後指導の一環として、学外における全実
習終了後に「実習反省会」を開催します。
　この実習反省会は、教育実習・保育実習の授業回数に含められ、単位認定に関わるもの
なので、必ず出席しなければなりません。
ʻ実習反省会の目的ʼ
　実習反省会の目的は、１・2年次は実習事前学習の一環として実施するもので、実習内
容の理解と実習に対する意欲高༲を図ります。
　3・4年次は実習事後学習の一環として、実習の振り返りと保育者としての自覚深化を
目指します。

ᾍɹ࣮शのཤम制ݶ・ղআ
　教育実習・保育実習などについては、実習の履修制限があります。

※詳細については履修規程第15条（履修科目の制限）をご覧ください。
　なお、履修制限にかかっても、本人の努力次第で解除される場合もありますので、同規
程の第16条（履修制限の解除）もซせてご覧ください。

ͦのଞ

1．クラスηϛφー

　こども学科では、各学年ともにクラスセミナーを実施しています。その内容は、就職に
関する説明会や相談会、学力向上を目指す講座、さらに、現代社会に対応していくための
生活指導など、学生の皆さんにとって直接的に関わる重要な内容が数多く計画されており
ます。
　また、教員と学生一人ひとりとの直接的な話を重視するという観点から、クラスアドバ
イザー（クラス担当教員）による個人面談を年2回実施し、学習や生活相談などを受ける
機会を設けています。

मཱྀ行ݚ．2

　保育者をࢤす学生の皆さんが社会参加に必要な知識を、体験を通して修得するための機
会として設定されたのが研修旅行です。これは、教育課程による通常の授業を重視しなが
ら、しかもこれと有機的関連をもつよう厳選したものを計画しています。
　具体的には、保育施設や文化施設などの見学を実施しています。学生の皆さんは、この
機会を積極的に活用し社会的見聞を広めるようにしましょう。

3．学生支援ϓロάラϜ

　こども学科では、授業とは別に、次のような学生支援プログラムを計画し、希望者を対
象に実施しています。詳細については、クラスセミナー等にてご案内いたします。

○「新入生対象入学前オリエンテーション」、「学生・ご家族との個別面談会」、「学生と
クラスアドバイザーの個人面談」、「国ޠ力向上特別講座」、「コンピュータ特別講座」、

「ピアノレッスン特別講座」の開催
○大学院心理学研究科への進学支援

4．දজ制度

　本学では、(PA制度の導入により学生一人一人のレベル向上を図ると共に、学業成績
が特に優लで、人格に優れ他者の模範となるような学生を๙賞する各表জ制度を設けてい
ます。自ら研ᮎして修得する࢟勢に報い、学友と共に、एき日に努力することの尊さを認
め合う点からも異義あることと考えています。
　表জには、授業科目の成績の他、教育実習や保育実習など学外実習の成績、また学外活
動等を参考に学長賞、学部長賞、学科長ݦ賞が授与されます。

実習施設 学年 実施時期 日数 単位数

学ಐ保育実習 4 6月〜ཌ年１月
（合計80時間）

学ಐ保育が１日中行われるՆق集中の
場合は2週間

１
学生授業期間中の放課後の場合は、連日
又は週１〜2回（１日4時間）及び༵
日	8時間）で80時間分の日時数

Ⅵ

見学実習先 学年 実施時期 実習日数
児ಐ福祉施設および保育所 １ 9月 １日
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ฏ30年度　ࢱ学෦͜ど学Պ　ڭҭ՝程ද

科　　目 ୯
Ґ


त
ۀ
ܗ
ଶ

त
ۀ
ճ


履修年次
卒　業

༮ஓ園
教諭
一種

保育士
備　考１年次 2年次 3年次 4年次

分　　野 ༮
Ұอ 授業科目 લ

ظ
ޙ
ظ
લ
ظ
ޙ
ظ
લ
ظ
ޙ
ظ
લ
ظ
ޙ
ظ

ඞ
म

બ


ඞ
म

બ


ඞ
म

બ


ڭ
ཆ
ڭ
ҭ
Պ


教育方針 本学の教育 2 講義 15 ○ 2 2 2

表現力 
向上分野

国ޠ表現 4 講義 
演習 30 ○ ○ 4 4 4

会話演習 １ 演習 15 ○ １ １ １

情報教育 
分野

情報機器ૢ作ᶗ
（ॳڃレベル） 2 演習 30 ○ ○

2①
2

2①
2

2①
2

①入学時の能力検定によ
り履修レベルを決定する。
2単位以上必修とするが、
ॳڃレベルの履修者は、
中ڃレベルまで計4単位
以上を必修とする。

情報機器ૢ作ᶘ
（中ڃレベル） 2 演習 30 ○ ○ ○ ○ 2 2 2

情報機器ૢ作ᶙA 2 演習 30 ○ ○ ○ ○ 2 2 2

情報機器ૢ作ᶙB 2 演習 30 ○ ○ ○ ○ 2 2 2

人間関係 
分野

生活教養 4 講義 
演習 30 ○ ○ 4 4 4

生活と安全 2 講義 15 ○ 2 2 2

教養分野

音楽演習 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

美術演習 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

文学演習 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

食࠼演習 １ 演習 15 ○ １ １ １

日本国憲法 2 講義 15 ○ 2 2 2

女性と保健 2 講義 15 ○ 2 2 2

国際理解 
分野

英会話ᶗ
（ベーシックレベル） 2 演習 30 ○ ○

ᶄ
̎
Պ

̐
୯
Ґ
ඞ
म

2 ᶄ
̎
୯
Ґ
ඞ
म

2 ᶄ
̎
୯
Ґ
ඞ
म

2 ②入学時の能力検定に
より履修レベルを決定
する。ᶗの履修者はᶘ
までを、１年次ᶘの履
修者は、英書リーディ
ングまでの計4単位必
修とする。

英会話ᶘ
（アドバンスレベル） 2 演習 30 ○ ○ ○ ○ 2 2 2

英書リーディング 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2 2 2

中国ޠ会話ᶗ 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

中国ޠ会話ᶘ 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

国際理解論 2 講義 15 ○ 2 2 2

体育分野

体育講義 １ 講義 8 ○ １ １ １

体育実技ᶗ １ 実技 23 ○ ○ １ １ １

バレーボール、テニス、
バドミントン、ώップ
ホップˍジャズダンス、
ボディ・コンディショ
ニング

体育実技ᶘ １ 実技 23 ○ ○ １ １ １

バレーボール、テニス、
バドミントン、ώップ
ホップˍジャズダンス、
ボディ・コンディショ
ニング

小　　計
47 13 12 5 6 3 3 3 3 21 26 21 26 21 26
୯
Ґ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ


୯
Ґ

୯
Ґ

୯
Ґ

୯
Ґ

୯
Ґ

୯
Ґ

教員໔許に
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保育士資格
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履修年次
卒業

༮ஓ園
教諭
一種

保育士
備考１年次 2年次 3年次 4年次

༮
Ұอ授業科目 લ

ظ
ޙ
ظ
લ
ظ
ޙ
ظ
લ
ظ
ޙ
ظ
લ
ظ
ޙ
ظ
ඞ
म
બ

ඞ
म
બ

ඞ
म

બ


ઐ

ڭ
ҭ
Պ


ڭ
৬
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͢
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Պ


教職の意
義等に関
する科目

อ
ҭ
ͷ
ຊ
࣭
ɾ

త
ʹ
ؔ
͢
Δ
Պ


̋ ˕ 保育者論 2 講義 15 ○ 2 2 2

ڭ
ҭ
ͷ
ج
ૅ
ཧ

ʹ
ؔ
͢
Δ
Պ


̋ ˕ 教育原理 2 講義 15 ○ 2 2 2

˕ 保育原理 2 講義 15 ○ 2 2 2

˕ 社会的養護 2 講義 15 ○ 2 2 2

˕ 社会福祉 2 講義 15 ○ 2 2 2

˖ 地域福祉論 2 講義 15 ○ 2 2 2

˕ 相談援助 １ 演習 15 ○ １ １ １

˕ 児ಐ家庭福祉 2 講義 15 ○ 2 2 2

อ
ҭ
ͷ
ର

ͷ
ཧ
ղ
ʹ
ؔ
͢
Δ
Պ


̋ 教育行政 2 講義 15 ○ 2 2 2

̋ ˕ 教育心理学 １ 演習 15 ○ １ １ １

̋ ˕ 発達心理学 4 講義 30 ○ ○ 4 4 4

˖ 臨床心理学 2 講義 15 ○ 2 2 2

心理査定法 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

育児ストレス 2 講義 15 ○ 2 2 2

˖ 発達障害 2 講義 15 ○ 2 2 2

˖ カウンセリング
֓論 2 講義 15 ○ 2 2 2

˖ カウンセリング
演習 １ 演習 15 ○ １ １ １

˕ 子どもの保健ᶗ 4 講義 30 ○ ○ 4 4 4

˕ 子どもの保健ᶘ １ 演習 15 ○ ○ １ １ １

子保健ᶗ 2 講義 15 ○ 2 2 2

子保健ᶘ 2 講義 15 ○ 2 2 2

˕ 子どもの食と栄養 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

食物アレルギー
事例研究 １ 演習 15 ○ １ １ １

˕ 家庭支援論 2 講義 15 ○ 2 2 2

˖ 子育て支援政策 2 講義 15 ○ 2 2 2

ڭ
ҭ
՝
ఔ
ٴ
ͼ
ࢦ
ಋ
๏
ʹ
ؔ
͢
Δ
Պ


อ
ҭ
ͷ

༰
ɾ
ํ
๏
ʹ
ؔ
͢
Δ
Պ


̋ ˕ 保育・教育課程論 2 講義 15 ○ 2 2 2 オムニバス

̋ ˕ 保育内容総論 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

̋ ˕ 保育内容指導法
　健康 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

̋ ˕ 保育内容指導法
　人間関係 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

̋ ˕ 保育内容指導法
　環境 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

̋ ˕ 保育内容指導法
　言葉 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

̋ ˕ 保育内容指導法
　表現ᶗ 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

̋ 保育内容指導法
　表現ᶘ 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

̋ 教育方法及び技術 2 演習 15 ○ 2 2 2 オムニバス

˕ 社会的養護内容 １ 演習 15 ○ １ １ １

˕ 保育相談支援 １ 演習 15 ○ １ １ １

˕ ೕ児保育 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

˕ 障害児保育 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2
ੜ
ె
ࢦ
ಋ
ỏ
ڭ
ҭ
૬
ஊ

ٴ
ͼ
ਐ
࿏
ࢦ
ಋ

ʹ
ؔ

͢
Δ
Պ


○ ˖ ༮児理解の理論
と方法 2 講義 15 ○ 2 2 2

̋ 教育相談 2 講義 15 ○ 2 2 2 カウンセリングを含む

保護者対応事例
研究 １ 演習 15 ○ １ １ １
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備考１年次 2年次 3年次 4年次
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教職実践
演習 総合演習 ̋ ˕ 保育・༮ஓ園教職

実践演習 2 演習 15 ○ 2 2 2

　ڭ
ҭ　

　࣮
श

อ　
ҭ　

　࣮
श

認定こども園
基本実習 １ 実習 時間

割外 ○ ○ １ １ １

̋ ༮ஓ園教育実習 5 実習 時間
割外 ○ ○ ○ 5 5 5

事前・事後指導
１単位を含む
授業回数
3年後期：7回
4年前期：10回
4年後期：3回

˕ 保育実習指導ᶗ 2 演習 30 ○ ○ ○ ○ 2 2 2 保育実習指導
ᶗ授業回数
2年前期：2回
2年後期：8回
3年前期：15回
3年後期：5回

˕ 保育実習ᶗ 4 実習 時間
割外 ○ ○ 4 4 4

˗
保育実習指導ᶘ １ 演習 15 ○ ○ ○ １ １

3ᶅ
１ ᶅ

ỏᶆ
͍
ͣ
Ε
͔
̏
୯
Ґ
ඞ
म

保育実習指導
ᶘ授業回数
3年後期：5回
4年前期：8回
4年後期：2回保育実習ᶘ 2 実習 時間

割外 ○ 2 2 2

˗
保育実習指導ᶙ １ 演習 15 ○ ○ ○ １ １

3ᶆ
１ 保育実習指導

ᶙ授業回数
3年後期：5回
4年前期：8回
4年後期：2回保育実習ᶙ 2 実習 時間

割外 ○ 2 2 2

小　計
98 6 6 12 10 11 14 9 7 35 63 41 57 59 39
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˖ ピアノ演習　　
（ॳڃレベル） 2 演習 30 ○ ○

2ᶇ

2 2 2

ᶇこの内より
2単位必修

˖ ピアノ演習　　
（中ڃレベル） 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

˖ ピアノ演習　　
（上ڃレベル） 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

˖ 器楽演習 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

˔ 国ޠ 2 講義 15 ○ 2 2 2

˔ 算数 2 講義 15 ○ 2 2 2

˔ ˕ 音楽 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

˔ ˕ 図画作 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

˔ ˕ 体育 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

学ಐクラブ指導科目

学ಐ保育 2 講義 15 ○ 2 2 2

学ಐ保育実習 １ 実習 時間
割外 ○ ○ １ １ １

教育内容指導法
国ޠ 2 演習 15 ○ 2 2 2

教育内容指導法
算数 2 演習 15 ○ 2 2 2

教育内容指導法
音楽 2 演習 15 ○ 2 2 2

教育内容指導法
図画作 2 演習 15 ○ 2 2 2

教育内容指導法
体育 2 演習 15 ○ 2 2 2

本学独自の科目
園芸 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

創作ミュージカル 2 演習 30 ○ ○ 2 2 2

ඞཁ୯Ґ࠷

授業科目
卒　業 ༮ஓ園教諭一種 保育士

必修 選 必修 選 必修 選

教養教育科目

教育方針 2単位

7単位以上

2単位

7単位以上

2単位

7単位以上

表現力向
上分野 5単位 5単位 5単位

情報教育
分野 2単位 2単位 2単位

人間関係
分野 4単位 4単位 4単位

教養分野 ー 2単位 ー
国際理解
分野 6単位 4単位 6単位

体育分野 2単位 2単位 2単位
小　　計 21単位 7単位以上 21単位 7単位以上 21単位 7単位以上
合　　計 28単位以上 28単位以上 28単位以上

専門教育科目

教　　職 35単位

47単位以上

41単位
①教職に関す

る科目○印
40単位

②教科又は教
職に関する
科目１単位

41単位以上

71単位
（˕印61単位�
˖印より6単
位�˗ 印 よ り
3 単 位�１ 単
位）

21単位以上教　　科 8単位 10単位
（˔印）

学ಐ
クラブ
指導科目

ー ー ー

本学独自
の科目 6単位 4単位 4単位

小　　計 49単位 47単位以上 55単位 41単位以上 75単位 21単位以上
合　　計 96単位以上 96単位以上 96単位以上
総 合 計 124単位以上 124単位以上 124単位以上

教員໔許に
関する区分

保育士資格
に関する

区分

୯
Ґ


त
ۀ
ܗ
ଶ

त
ۀ
ճ


履修年次
卒業

༮ஓ園
教諭
一種

保育士
備考１年次 2年次 3年次 4年次

༮
Ұอ 授業科目 લ

ظ
ޙ
ظ
લ
ظ
ޙ
ظ
લ
ظ
ޙ
ظ
લ
ظ
ޙ
ظ
ඞ
म
બ

ඞ
म
બ

ඞ
म
બ


ઐ

ڭ
ҭ
Պ


本学独自の科目

バリダンスレッ
スンとバリ島༮
ஓ園交流

2 演習 時間
割外 ○ ○ ○ ○ 2 2 2

特別研究ᶗ １ 演習 15 ○ １ １ １

特別研究ᶘ １ 演習 15 ○ １ １ １

θミナール 4 演習 60 ○ ○ ○ ○ 4 4 4 2年間継続履修
（単位認定は4年次）

小　計
43 7 7 2 2 2 2 8 8 14 29 14 29 10 33
୯
Ґ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

୯
Ґ
୯
Ґ
୯
Ґ
୯
Ґ
୯
Ґ
୯
Ґ

総合計
188 26 25 19 18 16 19 20 18 70 118 76 112 90 98
୯
Ґ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

Պ

୯
Ґ
୯
Ґ
୯
Ґ
୯
Ґ
୯
Ґ
୯
Ґ
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学
Պ

˙ ࢱ学෦͜ど学ՊカϦΩϡラϜπϦー

福祉学部͜Ͳ学科の教育目標 教育・福祉྆໘にるൃୡ支援、ࢠ育ͯ支援Λ୲͏ઐ職Λ目指͠、　　　　　　　ೕ幼ظࣇΛத心とͨ͠保育おΑͼ幼ࣇ教育に関する教育ڀݚΛ͍ߦ、কདྷ的に保育教་、幼稚園教་ͳΒͼに
保育࢜とͯ͠指導的ׂΛ୲͏ことのͰ͖るਓ材Λཆ

߲　目 ʦ̍ʧ　ʮ幼稚園教་Ұछ免許状ʯとʮ保育࢜資格ʯの྆方Λࡏ学தに取得
ʦ̎ʧ　保育ऀとͯ͠·Εるॾ資࣭、すͳ
Θͪ、໌ ࿕、͍ࢥ、͞ਂྀࢥΓ、使໋ײ、
ڀݚ、ײҙཉ、ڠௐੑͳどΛ修得

ʦ̏ʧ　学内・学外実習とそのࣄ前・ޙࣄ指導Λ通ͯ͠、ࢠどものൃୡ্
のॾ課のѲࢠどもの生活ߦ動Λਖ਼͠くѲͯ͠、保育ऀにඞ要ͳ
ࣝ、ٕज़、ଶΛ修得

‐ ‐ ‐
科目໊ ઐ教育科目 教ཆ教育科目 ઐ教育科目（実習）

幼稚園
教་Ұछ 教職のҙٛʗ教育の基ૅ理

教育課程おΑͼ指導法ʗ
生ె指導・教育૬ஊٴͼਐ
࿏指導等

教職実ફ 教科に関する
科目

学童クラブ指導科目 本学ಠ自の科目

ॾ資ه্˞ （࣭໌࿕、͍ࢥ、͞ਂྀࢥ
Γ、使໋ײ、ڀݚ、ײҙཉ、ڠௐੑ等）
教ཆ教育科目શൠΛ通ͯ͠学ぶものͰ
͋る

教育実習
指導Λޙࣄ・前ࣄ）

ؚΉ）

教科ຢ教職
に関する科目

保育࢜ 保育の本࣭・目的 保育のରの理ղ 保育の内༰・方法 ૯߹ԋ習 保育のදݱ
ٕज़ 指導ޙࣄ・前ࣄ 保育実習

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 　　　　‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

̐

学童保育

学童保育実習

ൃୡো 教育内༰指導法　ޠࠃ 園ܳ

ࢠ保݈Ⅰ 教育内༰指導法　ࢉ 作ϛϡージカル

ࢠ保݈Ⅱ 教育内༰指導法　Իָ 特別ڀݚⅠ 情報機ૢث作Ⅲ"
（̏・̐ڞ通科目）

৯アϨルΪーྫࣄ
ڀݚ

教育内༰指導法
図ը作 特別ڀݚⅡ 情報機ૢث作Ⅲ#

（̏・̐ڞ通科目）
保育実習指導Ⅱ
（̏ʙ̐ܧଓ科目） 保育実習Ⅱ

地域福祉 ࡦ育ͯ支援政ࢠ 保ऀޢରԠڀݚྫࣄ 保育・幼稚園
教་実ફԋ習 教育内༰指導法　体育 θϛナール

（̏ʙ̐ܧଓ科目） தޠࠃ会Ⅱ 保育実習指導Ⅲ
（̏ʙ̐ܧଓ科目）

幼稚園教育実習
（̏ʙ̐ܧଓ科目） 保育実習Ⅲ

̏

保育内༰指導法　݈߁

教育ߦ政 保育内༰指導法　ਓ間関

ྟচ心理学 保育内༰指導法　දݱⅡ

心理ࠪ定法 教育方法ٴͼٕज़

育ࣇストϨス োࣇ保育 情報機ૢث作Ⅲ"
（̏・̐ڞ通科目）

保育実習指導Ⅰ
（̎ʙ̏ܧଓ科目）

カンセϦンά概 幼ࣇ理ղの理と方法 ޠ　ࠃ 情報機ૢث作Ⅲ̗
（̏・̐ڞ通科目）

保育実習指導Ⅱ
（̏ʙ̐ܧଓ科目）

カンセϦンάԋ習 教育૬ஊ 　ࢉ θϛナール
（̏ʙ̐ܧଓ科目） தޠࠃ会Ⅰ 保育実習指導Ⅲ

（̏ʙ̐ܧଓ科目）
幼稚園教育実習
（̏ʙ̐ܧଓ科目） 保育実習Ⅰ

̎

会ԋ習

保育内༰指導法　ڥ 情報機ૢث作Ⅱ（தڃϨϕル）
（ ・̍̎ڞ通科目）

保育内༰指導法　ݴ༿ ৯࠼ԋ習

教育心理学 保育内༰指導法　දݱⅠ 本ݑࠃ法

Ⅱݥどもの保ࢠ 社会的ཆޢ内༰ ӳ会Ⅱ（アυバンスϨϕル）
（ ・̍̎ڞ通科目）

教育ݪ理 どもの৯とӫཆࢠ 保育૬ஊ支援 ӳ書Ϧーディンά

૬ஊ援ॿ 家ఉ支援 ೕࣇ保育 体　育
バϦμンスϨοスン
とバϦ島幼稚園ަྲྀ
（ ・̍̎生ڞ通科目）

体育実ٕⅡ 保育実習指導Ⅰ
（̎ʙ̏ܧଓ科目）

認定こども園
基本実習

̍

本学の教育

ݱදޠࠃ จ学ԋ習

ϐアϊԋ習
（ॳڃϨϕル）

情報機ૢث作Ⅰ
（ॳڃϨϕル） ঁੑと保݈

保育ऀ ϐアϊԋ習
（தڃϨϕル）

情報機ૢث作Ⅱ
（தڃϨϕル）
（ ・̍̎ ڞ通科目）

ӳ会Ⅰ
（ϕーγοクϨϕル）

保育ݪ理 ϐアϊԋ習
（Ϩϕルڃ্） 生活教ཆ

ӳ会Ⅱ
（アυバンスϨϕル）
（ ・̍̎ڞ通科目）

社会的ཆޢ ԋ習ָث 生活と҆શ 理ղࡍࠃ

社会福祉 ൃୡ心理学 保育・教育課程 Ի　ָ Իָԋ習 体育講ٛ

童家ఉ福祉ࣇ どもの保݈Ⅰࢠ 保育内༰૯ 図ը作
バϦμンスϨοスン
とバϦ島幼稚園ަྲྀ
（ ・̍̎生ڞ通科目）

ඒज़ԋ習 体育実ٕⅠ
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をఆめるɻ
ʢڭһ৫ʣ
ୈ̕の̎　ຊֶはڭҭڀݚの࣮ࢪにあたり、

һのద切なׂ分୲のԼで、৫తڭ
な࿈ܞମ੍を֬อし、ڭҭڀݚにる
の所ࡏが໌֬になるようڭһ৫
をฤ੍するものとするɻ

ʢࣄہʣ
ୈø÷　ຊֶに、事ہをஔくɻ
ʢձ　ٞʣ
ୈøø　ຊֶに࣍の৹ٞؔػをஔくɻ
　　　̍ɽӡӦҕһ会
　　　̎ɽڭत会
　　　̏ɽֶՊओ会ٞ
　　　̐ɽֶՊ会ٞ
　　　̑ɽֶ生ࢦಋҕһ会
　　　̒ɽ自ݾݕɾධՁҕһ会
　　　̓ɽϑΝΧϧςΟɾσΟϕロοϓϝンτ

ҕһ会（ҎԼ̛̙ҕһ会というɻ）
　　　̔ɽελοϑɾσΟϕロοϓϝンτҕһ

会（ҎԼ̨̙ҕһ会というɻ）
　　　̕ɽそのଞඞཁなҕһ会
　　̎　ӡӦҕһ会は、ཧ事、ֶӃ、ֶ

ฒびに୲のཧ事およびそのଞඞཁな
Ӧཧ৬һをܦҭཧ৬һฒびにڭ
もってߏし、ཧ事もしくはৗཧ
事会のࢾにԠじ、大ֶӡӦのॏཁ事
߲を৹ٞするɻ

ڭ、त会は、ֶ、ֶ෦、ֶՊڭ　̏　　
तおよびඞཁなڭҭཧ৬һฒびにܦ
Ӧཧ৬һをもってߏし、ֶڭߍ
ҭ๏ୈĀúにଇり、ڭҭڀݚにؔす
る事߲を৹ٞし、ҙ見をड़るɻ

　　̐　ֶՊओ会ٞは、ཧ事、ֶӃ、
ֶおよびֶՊओҎ্のڭҭཧ৬
һおよびඞཁなܦӦཧ৬һでߏ
し、ֶՊӡӦ、ڭҭ՝ఔおよびڭҭӡ
Ӧ、ཧӡӦについてٞڠするととも
に、ཧ事、ֶӃ、ֶのࢾにԠ
答するɻ

　　̑　ֶՊ会ٞは、ֶՊઐڭһそのଞඞཁ
な৬һをもってߏし、ֶՊӡӦにつ
いてٞڠするɻ

　　̒　ֶ生ࢦಋҕһ会は、ӡӦҕһ会のٞを
ܦҭ৬һฒびにڭする໊ࢦてֶのܦ
Ӧཧ৬һをもってߏし、ֶ生生׆
にؔする事߲についてٞڠするɻ

　　̓　自ݾݕɾධՁҕһ会は、ӡӦҕһ会
のٞをܦてֶの໊ࢦするڭҭ৬һฒ
びにܦӦཧ৬һをもってߏし、自
ڠɾධՁにؔする事߲についてݕݾ
ٞするɻ

　　̔　̛̙ҕһ会は、ӡӦҕһ会のٞをܦて
ֶの໊ࢦするڭҭ৬һฒびにܦӦ
ཧ৬һをもってߏし、ϑΝΧϧςΟɾ
σΟϕロοϓϝンτにؔする事߲につ
いてٞڠするɻ

　　̕　̨̙ҕһ会は、ӡӦҕһ会のٞをܦて、
ֶの໊ࢦするܦӦཧ৬һฒびに　
し、ελοߏҭཧ৬һをもってڭ
ϑɾσΟϕロοϓϝンτにؔする事߲
についてٞڠするɻ

　　ø÷　ཧ事もしくはֶは、そのଞのඞཁ
なҕһ会を、దٓ、ӡӦҕһ会のٞを
てઃஔすることができるɻܦ

第4章　学年、学期および休業日
ʢֶ　ʣ
ୈøù　ֶは、݄̐̍に࢝·り、ཌ݄̏

úøに終わるɻ
ʢֶ　ظʣ
ୈøú　ֶを分けて࣍のೋֶظとするɻ
　　　　લظ　݄̐̍より݄̕ú÷·で
ø÷݄̍よりཌ݄̏úø·で　ظޙ　　　　
ʢۀٳʣ
ୈøû　ۀٳは࣍のとおりとするɻ
　　　̍ɽ༵
　　　̎ɽࠃຽのॕにؔする๏にఆめるٳ


　　　̏ɽ立ه೦　　݄̎øü
　　　̐ɽय़ۀٳظ　　　
　　　̑ɽՆۀٳظ　　　
　　　̒ɽౙۀٳظ　　　
　　̎　લ߲ୈ̎߸およびୈ̐߸からୈ̒߸の

についてはຖॳにఆめؒظۀٳ
るֶ事ఔによるものとするɻ

　　̏　तۀճ、および࣮शの֬อのた
め、ۀٳであってもतۀ、もしく
は࣮शとすることがあるɻ

の事ٸۓછの༧্、もしくはײ　̐　　
によりඞཁある場߹は、तۀであっ
てもྟ࣌にۀٳをઃけることがあ
るɻ

第5章　修業年限および在学年限
ʢमۀݶʣ
ୈøü　मۀݶは̐とするɻ
ʢֶࡏݶʣ
ୈøý　ֶ生は̔をえてֶࡏすることがで

きないɻ
　　　　ただし、ฤ入ֶ、స入ֶ、および࠶入

ֶしたֶ生は、そのऀのֶࡏすき
の̎ഒに૬するをえてֶࡏ
することができないɻ

　　̎　લ߲લஈのنఆにかかわらͣ、ຊֶが
ֶՊのվసなどをؚめ、ڭҭ՝ఔ
を変ߋする場߹は、ֶࡏݶをॖす
ることがあるɻ

　　　　ただし、ֶ生がվసޙのֶՊへの
Ҡ੶をྃঝした場߹はそのݶりでは
ないɻ

ʢظにΘたΔڭҭ՝ఔのཤमʣ
ୈøþ　ֶ生が、৬ۀを༗しているの事に

より、मۀݶをえてҰఆのؒظに
わたりܭըతにڭҭ՝ఔをཤमしଔۀ
することをرするࢫをਃし出たとき
は、そのܭըతなཤमをೝめることが
あるɻ

　　　　ただし、この場߹のֶࡏݶはલୈ
߲̍લஈにఆめる̔をݶとするɻ

　　̎　ֶ生は、ຊֶがֶՊのڭҭ՝ఔを変ߋ
する場߹は、この変ߋにԊってཤमす
るものとするɻ

福
ౡ
学
Ӄ
େ
学
学
ଇ

第1章　総則
ʢຊֶのతʣ
ୈ̍　ຊֶはڭҭجຊ๏、ֶ 、ҭ๏にଇりڭߍ

ֶӃ立ऀの信೦である ň真心こそす
てのすてŉ というֶݐのਫ਼ਆにج
づき、4JODFSJUZ（真心）と)PTQJUBM
JUZ（思いり）をڭҭのࠜຊにおき、
くࣝをतけるとともに、ਂくઐ
のֶܳをڭतڀݚし、త、ಓಙతお
よびԠ༻త力をల։させ、Ҭࣾ会
にੵۃతかつ࣮ફతにݙߩすることを
తとするɻ

　　̎　ຊֶはֶߍ๏人ౡֶӃをઃஔऀとし
て、そのدෟ行ҝୈ̐のنఆすると
ころにより、大ֶڭҭを行うɻ

ʢڭҭのཧ೦ʣ
ୈ̎� ຊֶは、ײとײಈを༩えత好ح心

をىשするतۀの࣮ࢪをࢦすとڞ
に、自らの人生をతに生きようと
するֶ生をडけ入れ、ࢧԉするɻ

　　̎　ຊֶが求め、そしてҭしようとする
人ؒ૾についてはผにఆめるɻ

ʢཧ೦のਪਐʣ
ୈ̏　ຊֶはୈ̍のతおよびୈ̎のڭ

ҭཧ೦のਪਐのために、ֶߍ๏人ౡ
ֶӃཧ事会のఆめるجຊํとඪの
にめるものとするɻݱ࣮

ʢࣗݾݕ・ධՁʣ
ୈ̐　ຊֶは、ڭҭڀݚਫ४の্をਤり、

ୈ̍のతをୡするため、ڭҭݚ
ɾݕについて、自らگಈのঢ়׆ڀ
ධՁを行うものとするɻ

　　̎　ຊֶはલ߲のાஔにՃえ、ڭҭڀݚ
の૯߹తなঢ়گについて、จ෦Պֶল
のྩでఆめるؒ͝ظとに、ೝ証ධՁ
によるධՁをडけるものとするɻؔػ

ʢใのެදʣ
ୈ̑　ຊֶは、ֶڭߍҭ๏ࢪ行نଇୈ���

の̎にఆめるڭҭ׆ڀݚಈのঢ়گ
をϗʔϜϖʔδでެදするとともに、
自ݾݕɾධՁ、およびೝ証ධՁの֓
ཁについて、ץ行物もしくはϗʔϜ
ϖʔδへのࡌܝ、そのଞのํ๏により、
దٓ、ใのެදを行うものとするɻ

第2章　組織
ʢֶ　෦ʣ
ୈ̒　ຊֶに、࣍のֶ෦およびֶՊをஔくɻ
　　　　　ֶࢱ෦
　　　　　　ࢱ心ཧֶՊ
　　　　　　こどもֶՊ
　　̎　લ߲のֶ生ఆһは࣍のとおりとするɻ
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　入ֶఆһ　ऩ༰ఆһ
　　ֶࢱ෦　　　　　　
　　　ࢱ心ཧֶՊ　　þ÷໊　　　ùÿ÷໊
　　　こどもֶՊ　　　û÷໊　　　øý÷໊

ʢେֶӃʣ
ୈ̒の̎　ຊֶに大ֶӃをஔくɻ
　　̎　大ֶӃにؔするنଇは、ผにこれをఆ

めるɻ
ʢڭҭత͓Αͼਓࡐҭのతʣ

ୈ̒の̏　ୈ̒にఆめるֶ֤Պのڭҭత
および人ࡐҭのతを࣍のとおりと
するɻ

　　　̍ɽࢱ心ཧֶՊにおいては、ࣾ 会ࢱ、
ਫ਼ਆอ݈ࢱ、ྟচ心ཧ、Χンη
Ϧンάの分においてক来のઐ
৬としてඞཁなڭҭを行うととも
に、ଞऀの心の௧みにײڞでき、心
の௧みを๊える人ʑにੵۃతなԉॿ
をҭࡐಈを行うことができる人׆
するɻ

　　　̎ɽこどもֶՊにおいては、ڭҭɾࢱ
྆໘にるൃୡࢧԉ、ࢠҭてࢧԉを
୲うઐ৬をࢦし、ೕ༮ظࣇをத
心としたอҭおよび༮ڭࣇҭにؔす
るڭҭڀݚを行い、ক来తにอҭڭ
་、༮ஓԂڭ་ならびにอҭ࢜とし
てࢦಋతׂを୲うことのできる人
をҭするɻࡐ

　　̎　લ߲についてはຊֶଇをϗʔϜϖʔδ
にࡌܝするほか、入ֶҊでެදす
るものとするɻ

ୈ̒の̐　ຊֶはલにఆめる人ࡐҭの
తを࣮ݱするため、ֶ生にରするΩϟ
ϦΞࢧԉを、तۀおよびब৬׆ಈࢧԉ
を通じてੵۃతに行うものとするɻ

ʢਤॻؗใηϯλʔʣ
ୈ̓　ຊֶにਤॻؗใηンλʔをஔくɻ
　　̎　ਤॻؗใηンλʔにؔするنఔは、

ผにこれをఆめるɻ
ʢଐࢪઃʣ
ୈ̔　ຊֶに心ཧྟচ૬ஊηンλʔをஔくɻ
　　̎　心ཧྟচ૬ஊηンλʔにؔするنఔ

は、ผにこれをఆめるɻ
ୈ̔の̎　ຊֶにϝンλϧϔϧεηンλʔ

	ετϨευοΫをؚΉ
をஔくɻ
　　̎　ϝンλϧϔϧεηンλʔにؔするنఔ

は、ผにこれをఆめるɻ
ୈ̔の̏　ຊֶにࢠҭてࢧԉηンλʔをஔ

くɻ
、ఔはنԉηンλʔにؔするࢧҭてࢠ　̎　　

ผにこれをఆめるɻ

第3章　職員組織
ʢ৬　һʣ
ୈ̕　ຊֶに࣍の৬һをஔくɻ
ҭཧ৬һڭ　⑴　　　
　　　　ֶ、෭ֶ、ֶ෦、ֶՊ、ֶ生

෦、ਤॻؗใηンλʔؗ、その
ଞඞཁな৬һ

ҭ৬һڭ　⑵　　　
ॿ手、そ、ڭॿ、ࢣߨ、तڭत、।ڭ　　　　

のଞඞཁな৬һ
　　　ᾉ　ܦӦཧ৬һ
　　　　事ہ、෦、՝、ࣨ、そのଞ

ඞཁな৬һ
　　　ᾊ　事৬һ、ڭ৬һ、ٕज़৬һおよ

びそのଞඞཁな৬һ
　　̎　ֶはཧ事会においてબされ、ཧ事

会のఆめるところによりߍをつかさ
どり、所ଐ৬һを౷ಜするɻ

　　̏　ຊֶのۀ৫にؔするنఔは、ผに
これをఆめるɻ

　　̐　ຊֶの৬੍にؔするنఔは、ผにこれ

福ౡ学Ӄେ学学ଇ
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श·たは࣮ٕのうちೋҎ্の࣮、ݧ
ํ๏のซ༻により行う場߹、その
み߹わせにԠじ、લೋ߸にنఆする
のؒ࣌४を考ྀしてຊֶがఆめるج
तۀをもって̍୯Ґとするɻ

　　̎　ୈùûୈ߲̏およびୈ߲̐にنఆする
ఆにかかنఆՊについてはલ߲のࢦ
わらͣ、ٛߨøüؒ࣌、ԋशú÷ؒ࣌、࣮ ɾݧ
࣮शおよび࣮ٕûüؒ࣌のतۀをもって
̍୯Ґとするɻ

ʢतۀՊʣ
ୈùþ　আ
ʢ֤तۀՊのतؒظۀʣ
ୈùÿ　֤तۀՊのतۀは、øüि·たはø÷ि

にわたるؒظを୯Ґとして行うものと
するɻ

　　　　ただし、ڭҭ্ಛผのඞཁがある場߹
は、これらのؒظよりいಛఆのؒظ
においてतۀを行うことがあるɻ

ʢतۀΛֶ͏ߦੜʣ
ୈùĀ　ಉ࣌にतۀを行うֶ生は、तۀのํ

๏およびࢪઃ、ઃඋそのଞのڭҭ্の
ॾ݅を考ྀして、ڭҭޮՌをे分あ
͛られるようなదな人とするɻ

ʢतۀのํ๏ʣ
ୈú÷　तۀのํ๏は、ٛߨ、ԋश、࣮ݧ、࣮

शもしくは࣮ٕのいͣれかにより、·
たはこれらのซ༻により行うものとす
るɻ

　　　　ただし、ୈùûୈ߲̏およびୈ߲̐に
ఆՊにおいてはซ༻を行ࢦఆするن
わないものとするɻ

　　̎　ຊֶは、จ෦Պֶ大ਉがఆめるところ
により、લ߲のतۀを、ଟ༷なϝσΟ
Ξをߴにར༻して、֘तۀを行う
Ҏ֎の場所でཤमさせることがࣨڭ
あるɻ

　　̏　ຊֶは、ୈ߲̍のतۀを、֎ࠃにおい
てཤमさせることがあるŇ

　　　　લ߲のنఆにより、ଟ༷なϝσΟΞを
ࣨڭを行うۀにར༻して、֘तߴ
Ҏ֎の場所でཤमさせる場߹につい
てもಉ༷とするɻ

ʢධՁج४の໌ࣔʣ
ୈú÷の̎　ຊֶは、ֶ生にରして、तۀのํ

๏ฒびに̍ؒのतۀのܭըをあらか
じめ໌ࣔするものとするɻなお、ୈùý
にఆめるतؒ࣌ۀҎ֎にඞཁなֶम
についてもదٓࡌهするものとするɻ

　　̎　ຊֶは、ֶशのՌにるධՁおよび
ଔۀのೝఆにあたり、ੑ؍٬およびݫ
֨ੑを֬อするため、ֶ生にରしてそ
のج४をあらかじめ໌ࣔするととも
に、֘ج४にしたがってద切に行う
ものとするɻ

　　̏　લೋ߲にఆめるֶ生への໌ࣔは、γϥ
όεによって行うとともに、࠷ॳのत
にઆ໌するものとするɻࡍのۀ

ʢڭҭ༰のվળのたΊの৫తなݚमʣ
ୈúø　ຊֶは、तۀの༰およびํ๏のվળ

をਤるための৫తなݚमおよびڀݚ
を࣮ࢪするものとするɻ

第8章　履修要件等
ʢཤमొʣ
ୈúù　ֶ生はཤमするՊをબఆし、ཤमಧ

をఏ出するものとするɻ
ʢཤमίʔεʣ
ୈúú�　আ
ʢཤमొ୯Ґの্ݶʣ
ୈúû　ֶ生が̍ؒに、ཤमՊとしてొ

することができる୯Ґについては、
֓ねü÷୯Ґとするɻ

　　̎　所ఆの୯Ґを優れたをもってमಘ
したֶ生については、લ߲にఆめる্
をえてཤमՊのొをೝめるもݶ
のとするɻ

ʢਐݶ੍ڃʣ
ୈúü�　আ
ʢซઃのظେֶ෦͓Αͼଞେֶ·たظେ
ֶに͓͚ΔतۀՊのཤमʣ
ୈúý　ຊֶにおいてڭҭ্༗ӹとೝめるとき

は、ֶ生に、ซઃのظ大ֶ෦（ઐ߈
ՊをؚΉɻҎԼこのにおいてಉじ）
および୯Ґڠޓఆక݁のଞの大ֶ·
たはظ大ֶのतۀՊのཤमをೝめ
ることがあるɻ

　　̎　લ߲によりཤमしたतۀՊについて
मಘした୯Ґを、ý÷୯Ґをえないൣ
ғでຊֶにおいてमಘしたものとみな
すことができるɻ

　　　　ただし、こどもֶՊにおいてอҭࢿ࢜
֨をऔಘしようとするऀが、ଞのࢦఆ
อҭ࢜ཆࢪઃにおいてཤमしたࢦఆ
Պについては、ú÷୯Ґ·でとするɻ

　　̏　લೋ߲のنఆは、ֶ生が֎ࠃの大ֶ·
たはظ大ֶにཹֶする場߹および֎
ڭ大ֶが行う通信ظの大ֶ·たはࠃ
ҭにおけるतۀをわがࠃにおいてཤम
する場߹について४༻するɻ

ʢେֶҎ֎のڭҭࢪઃに͓͚Δֶमʣ
ୈúþ　ຊֶにおいてڭҭ্༗ӹとೝめるとき

は、ֶ生が行うจ෦Պֶ大ਉがఆめる
Պのۀのֶमを、ຊֶにおけるत࣍
ཤमとみなして୯Ґを༩えることがあ
るɻ

　　　̍ɽߴઐֶߍの̐࣍、̑࣍のֶ
म

　　　̎ɽઐमֶߍઐ՝ఔのमֶ̎ݶҎ
্のものにおけるֶम

　　　̏ɽলிもしくはಠ立行๏人がઃஔす
る大ֶߍにおけるֶम

　　　̐ɽจ෦Պֶ大ਉのೝఆをडけてຊֶも
しくはଞの大ֶ·たはظ大ֶが行
うߨश·たはެ։࠲ߨにおけるֶम

　　　̑ɽจ෦Պֶ大ਉのҕによりຊֶもし
くはଞの大ֶ·たはظ大ֶが行う
ࣾ会ڭҭओ事ߨश、࢘ॻおよび࢘ॻ
ิのߨशにおけるֶम

　　　̒ɽจ෦Պֶ大ਉのೝఆをडけたٕ৹
ࠪの߹֨にるֶम

　　　̓ɽΞϝϦΧ߹ऺࠃのӦརをతとしな
い๏人であるΤσϡέʔγϣφϧɾ
ςεςΟンάɾαʔϏεがӳޠの
力をఆするために࣮ࢪするτϑ
ϧ、τʔΠοΫ、およびࠃ·たはҰ
ൠࣾஂ๏人もしくはҰൠஂࡒ๏人そ
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第6章　入学
ʢ入ֶのظ࣌ʣ
ୈøÿ　入ֶのظ࣌は、ֶの࢝めとするɻ
　　　　ただし、స入ֶおよび࠶入ֶについて

はֶظの࢝めとすることがあるɻ
ʢ入ֶ֨ࢿʣ
ୈøĀ　ຊֶに入ֶすることのできるऀは、࣍

の֤߸のҰに֘するものとするɻ
　　　̍ɽߴֶߍ·たはதڭҭֶߍをଔۀ

したऀ
　　　̎ɽ通ৗの՝ఔによるøùのֶڭߍҭを

मྃしたऀ（通ৗの՝ఔҎ֎の՝ఔ
によりこれに૬するֶڭߍҭをम
ྃしたऀをؚΉɻ）

　　　̏ɽ֎ࠃにおいて、ֶڭߍҭにおけるøù
の՝ఔをमྃしたऀ、ຢはこれに
४ͣるऀでจ෦Պֶ大ਉのࢦఆした
ऀ

　　　̐ɽจ෦Պֶ大ਉがߴֶߍの՝ఔとಉ
の՝ఔを༗するものとしてೝఆし
たڭ֎ࡏҭࢪઃの֘՝ఔをमྃし
たऀ

　　　̑ɽจ෦Պֶ大ਉがࢦఆするઐमֶߴߍ
՝ఔをमྃしたऀ

　　　̒ɽจ෦Պֶ大ਉのࢦఆしたऀ
　　　̓ɽจ෦Պֶ大ਉの行うߴֶߍଔۀఔ

ೝఆݧࢼに߹֨したऀ	نچఔに
よる大ֶ入ֶݕ֨ࢿఆに߹֨したऀ
をؚΉɻ


　　　̔ɽ૬のྸにୡし、ຊֶにおいて、
したऀとಉҎ্のۀをଔߍֶߴ
ֶ力があるとೝめたऀ

ʢ入ֶऀड入れのํʣ
ୈøĀの̎　ຊֶはୈ̎にఆめるڭҭཧ೦ฒ

びにୈ̒の̏にఆめるڭҭతおよ
び人ࡐҭのతにجづく入ֶऀडけ
入れについてのํをఆめ、ެදする
ものとするɻ

ʢ入ֶのग़ئʣ
ୈù÷　ຊֶに入ֶをࢤ願するऀは、所ఆの入

ֶ願ॻに入ֶݕఆྉをఴえてఏ出しな
ければならないɻఏ出のظ࣌、ํ๏、
ఏ出すきॻྨについてはผにఆめ
るɻ

ʢ入ֶऀのબߟʣ
ୈùø　લの入ֶࢤ願ऀについては、ผにఆ

めるところによりબ考を行うɻ
ʢ入ֶ手ଓ͓Αͼ入ֶڐՄʣ
ୈùù　લのબ考の݁Ռにجづき߹֨の通

をडけたऀは、所ఆのظ·でに、
ॻそのଞຊֶ所ఆのॻྨをఏ出する
とともに、所ఆのֶඅをೲしなけれ
ばならないɻ

　　̎　ֶは、લ߲の入ֶ手ଓをྃしたऀ
に入ֶをڐՄするɻ

ʢฤ入ֶʣ
ୈùú　ຊֶへのฤ入ֶをࢤ願するऀがあると

きは、બ考のうえ、૬࣍に入ֶを
Մすることがあるɻڐ

　　̎　ฤ入ֶにؔするنఔはผにこれをఆめ
るɻ

ʢస入ֶɺ࠶入ֶʣ
ୈùúの̎　ຊֶにస入ֶɾ࠶入ֶをࢤ願する

ऀがあるときは、બ考のうえ、入ֶを

Մすることがあるɻڐ
　　̎　స入ֶにؔするنఔはผにこれをఆめ

るɻ
入ֶにؔしては、ผにఆめる入ֶऀ࠶　̏　　

બ考نఔを४༻するɻ

第7章　教育課程および授業方法等
ʢڭҭ՝ఔฤ・࣮ࢪのํʣ
ୈùû　ຊֶは、ڭҭ՝ఔฤɾ࣮ࢪのํを

ఆめ、ެදするものとするɻ
ʢڭҭ՝ఔのฤʣ
ୈùûの̎　ຊֶは、ֶ෦およびֶՊのڭҭ্

のతをୡするためにඞཁなतۀՊ
を։ઃし、ମܥతにڭҭ՝ఔをฤ
するɻ

ҭ՝ఔのฤにあたっては、ֶ෦おڭ　̎　　
よびֶՊにるઐのֶܳをڭतする
とともに、෯くਂいڭཆおよび૯߹
తなஅ力をഓい、๛かな人ؒੑをᔻ
ཆするようྀするɻ

にؔするޠ人ཹֶ生にରしてຊࠃ֎　̏　　
Պを։ઃするɻ

	໔ؔ֨ࢿ・ڐՊの։ઃ

ୈùûの̏　ࣾ会࢜ࢱのࠃՈݧࢼड֨ࢿݧを

औಘしようとするऀのために、ࣾ会
の֨ࢿづくج๏に࢜ࢱޢびհٴ࢜ࢱ
औಘにඞཁなࢦఆՊをஔくɻ

　　̎　ਫ਼ਆอ݈࢜ࢱのࠃՈݧࢼड֨ࢿݧを
औಘしようとするऀのために、ਫ਼ਆอ
݈࢜ࢱ๏にجづく֨ࢿのऔಘにඞཁ
なࢦఆՊをஔくɻ

　　̏　ଔޙۀ、࣮ݧܦをܦて、·たは大ֶ
Ӄਐֶによりެೝ心ཧࢣのࠃՈݧࢼड
をऔಘしようとするऀのため֨ࢿݧ
に、จ෦Պֶলྩɾް生࿑ಇলྩでఆ
めるެೝ心ཧࢣとなるためにඞཁなՊ
をஔくɻ

　　̐　༮ஓԂڭ་Ұछ໔ڐঢ়をऔಘしようと
するऀのために、ڭҭ৬һ໔ڐ๏およ
びಉ๏ࢪ行نଇにنఆするՊをஔ
くɻ

　　̑　อҭ࢜の֨ࢿをऔಘしようとするऀの
ために、ࣇಐࢱ๏およびಉ๏ࢪ行ن
ଇにنఆするՊをஔくɻ

ʢڭҭ՝ఔʣ
ୈùü　ڭҭ՝ఔは֤तۀՊをڭཆڭҭՊ

、ઐڭҭՊ、ฒびにඞमՊ、
બՊに分け、ผදにఆめるɻ

ʢ୯　Ґʣ
ୈùý　֤तۀՊの୯Ґは、̍୯Ґのतۀ

Պをûüؒ࣌のֶमをඞཁとする༰
をもってߏすることをඪ४とし、त
ҭڭによるۀのํ๏にԠじ、֘तۀ
ޮՌ、तؒ࣌ۀҎ֎にඞཁなֶमを考
ྀして、࣍のج४によりࢉܭするもの
とするɻ

　　　̍ɽٛߨおよびԋशについては、øüؒ࣌
からú÷ؒ࣌のൣғで、ຊֶがఆめる
をもって̍୯Ґとするɻۀのतؒ࣌

　　　̎ɽ࣮ݧŋ࣮शおよび࣮ٕについては、
ú÷ؒ࣌からûüؒ࣌のൣғで、ຊֶが
ఆめるؒ࣌のतۀをもって̍୯Ґと
するɻ

　　　̏ɽҰのतۀについて、ٛߨ、ԋश、࣮
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ʢཹ　ֶʣ
ୈûü　֎ࠃの大ֶ·たはظ大ֶでֶमする

ことをࢤ願するऀは、願い出てֶの
Մをडけ、ཹֶすることができるɻڐ

　　̎　લ߲のڐՄをಘてཹֶしたؒظは、ୈ
øýにఆめるؒظֶࡏにؚめるものと
するɻ

ʢୀ　ֶʣ
ୈûý　ୀֶしようとするऀは、願い出てֶ

のڐՄをडけなければならないɻ
　　̎　લ߲のنఆにかかわらͣ、ռによる

場߹はୈüùにఆめるところによるŇ
	ୀֶॲ

ୈûýの̎　࣍の֤߸のҰに֘するऀは、ڭ

त会のٞをܦて、ֶがୀֶॲ分とす
るɻ

　　　̍ɽतۀྉそのଞのೲۚのೲ入をଵ
り、ಜଅしてもなおೲしないऀ

　　　̎ɽୈøýにఆめるֶࡏݶをえたऀ
　　　̏ɽୈûúୈ߲̎にఆめるֶٳݶを

えてなお෮ֶできないऀ
　　̎　ୀֶॲ分となったऀのطमಘ୯Ґはこ

れを༗ޮとするɻただし、લ߲ୈ̍߸
によるୀֶॲ分についてはೲۚの༗
るものとݶによるमಘ୯Ґにݶظޮ
するɻ

　　̏　ୀֶॲ分通にはୈ߲̍の߲֘を
してຊ人に通するものとするɻࡌه

ʢআ　੶ʣ
ୈûþ　࣍の֤߸のҰに֘するऀは、ڭत会

のٞをܦて、ֶがআ੶するɻ
　　　̍ɽֶࡏதにࢮしたऀ
　　　̎ɽ̒か݄Ҏ্にわたり行ํෆ໌のऀ

第10章　卒業認定および学位授与の要件
ʢଔۀೝఆج४ʣ
ୈûÿ　আ
ʢଔۀೝఆ・ֶҐत༩のํʣ
ୈûÿの̎　ຊֶは、ଔۀೝఆɾֶҐत༩のํ

をఆめ、ެදするものとするɻ
ʢଔۀೝఆ͓ΑͼֶҐत༩のཁ݅ʣ
ୈûĀ　ֶは、࣍のཁ݅のશてをຬたすֶ生

について、ڭत会のٞをܦてଔۀをೝ
ఆするɻ

　　　̍ɽຊֶに̐Ҏ্ֶࡏしたऀɻただし、
ฤ入ֶ、స入ֶ、࠶入ֶをڐՄされ
たऀについてはୈùúୈ߲̍および
ୈùúの̎にఆめるنఔによるもの
とするɻ

　　　̎ɽ所ఆのतۀՊについてඞम୯Ґを
ؚめ、࣍の୯Ґをमಘしたऀɻなお、
この୯Ґにはୈúýからୈúÿのن
ఆにجづくཤमによるमಘ୯Ґをؚ
Ήことができるものとするɻただし、
ୈùûの̏にఆめる໔ڐɾ֨ࢿをऔ
ಘする場߹は、ୈûøによりఆめる
ཤमنఔにنఆする୯Ґをमಘしな
ければならないɻ

　　　Պผ
ֶՊผ　　　

ҭՊڭཆڭ ઐڭҭՊ

ࢱ心ཧֶՊ ùÿ୯ҐҎ্ Āý୯ҐҎ্
こどもֶՊ ùÿ୯ҐҎ্ Āý୯ҐҎ্

　　　̏ɽୈúĀの̎ୈ߲̎にఆめるධఆ
ฏۉþ÷Ҏ্をऔಘしたऀ

　　　̐ɽୈ̒の̏にఆめるڭҭతと人ࡐ
ҭのతにదい、かつֶ࢜のֶҐ
をत༩するに;さわしい人֨ࣝ見と
݈શなਫ਼ਆを༗しているとֶՊ会ٞ
でఆされたऀ

　　　̑ɽ所ఆのֶඅをೲ入したऀ
　　̎　จ෦Պֶ大ਉのఆめるところにより、

ຊֶのֶ生として̏Ҏ্ֶࡏしたऀ
（これに४ͣるものとしてจ෦Պֶ大
ਉがఆめるऀをؚΉɻ）で、ຊֶがଔ
のཁ݅としてఆめる୯Ґを優लなۀ
でमಘしたとೝめる場߹のଔۀのऔ
ѻいは、લ߲のنఆにかかわらͣ、ผ
にఆめるɻ

ʢֶҐのत༩ʣ
ୈü÷　ֶは、લのنఆによりଔۀをೝఆ

したऀにରし、ֶ࢜のֶҐを࣍のとお
りत༩するɻ

　　ֶࢱ෦
　　　ࢱ心ཧֶՊ　ֶ࢜（ࢱ心ཧֶ）
　　　こどもֶՊ　　ֶ࢜（こどもֶ）

第11章　賞罰
ʢ๙　ʣ
ୈüø　ຊֶのֶ生にして、ଞのൣとなるऀ

は、ڭत会のٞをܦてֶがこれを๙
するɻ

　　̎　લ߲の๙は、࣍の֤߸のҰに֘す
るֶ生にରして行うɻ

　　　̍ɽֶۀが優लで、人֨に優れてい
るऀ

　　　̎ɽֶ֎࣮शにおいて、ಛにߴいධ
Ձをಘたऀ

　　　̏ɽֶ生の՝֎׆ಈもしくはֶの自ओ
ಈにおいてಛに優れた࣮をあ͛׆
たऀ

　　　̐ɽֶ֎׆ಈもしくはϘϥンςΟΞ׆ಈ
においてಛに優れた࣮をあ͛たऀ

　　　̑ɽそのଞֶ生のൣとなるݦஶな行ҝ
のあったऀ

　　̏　લ߲のఆめのଞ、ඞཁな事߲はผにఆ
めるɻ

　　̐　ֶ๙のଞ、ֶ෦、ֶՊදজに
ؔするنఔは、ผにこれをఆめるɻ

ʢ　ռʣ
ୈüù　ຊֶのֶ生にしてֶଇそのଞのنଇに

ҧし、·たはຊֶֶ生としてのຊ分
にする行ҝをしたऀは、ڭत会のٞ
をܦてֶがこれをռするɻ

　　̎　લ߲のռのछྨは、ୀֶ、ఀֶおよ
びᩅとするɻ

　　̏　લ߲のୀֶは࣍の֤߸のҰに֘する
ֶ生にରして行うɻ

　　　̍ɽ行ෆྑでվળの見込みがないとೝ
められるऀ

　　　̎ɽਖ਼なཧ༝がなくて出੮ৗでないऀ
　　　̏ɽຊֶのடংをཚしたऀ
　　　̐ɽֶ生としてのຊ分にஶしくしたऀ
　　　̑ɽετʔΧʔŊ ϋϥεϝンτの行ҝ

を行ったऀでվያにࢸらないऀ
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のଞのஂମで、̍ճҎ্શࠃతな
において৹ࠪが行われるものにن
るֶम

　　̎　લ߲により༩えることのできる୯Ґ
は、લୈ߲̎およびୈ߲̏によりຊ
ֶにおいてमಘしたものとみなす୯Ґ
と߹わせてý÷୯Ґをえないものと
するɻ

ʢ入ֶલのطमಘ୯Ґのೝఆʣ
ୈúÿ　ຊֶにおいてڭҭ্༗ӹとೝめるとき

は、ֶ生がຊֶに入ֶするલに大ֶ·
たはظ大ֶにおいてཤमしたतۀՊ
についてमಘした୯Ґ（Պཤमに
より　मಘした୯ҐをؚΉ）を、入ֶ
Պのཤमによۀのຊֶにおけるतޙ
りमಘしたものとみなして୯Ґを༩え
ることがあるɻ

　　̎　ຊֶにおいてڭҭ্༗ӹとೝめられる
ときは、ֶ生がຊֶに入ֶするલに
行ったલୈ߲̍にنఆするֶमを、
ຊֶにおけるतۀՊのཤमとみなし
て୯Ґを༩えることがあるɻ

　　̏　ୈúýからຊにより༩えることので
きる୯Ґは、ฤ入ֶ、స入ֶの場
߹をআき、ຊֶにおいてमಘした୯Ґ
Ҏ֎のものについてはŊ ߹わせてý÷୯
Ґをえないものとするɻ

　　　　ただし、こどもֶՊにおいてอҭࢿ࢜
֨をऔಘしようとするऀが、入ֶલに
ଞのࢦఆอҭ࢜ཆࢪઃにおいてཤम
したࢦఆՊについてはú÷୯Ґ·で、
·た、ࢦఆอҭ࢜ཆࢪઃҎ֎の大ֶ、
ظ大ֶでཤमしたຊֶのڭཆڭҭՊ
に૬するՊについてはú÷୯Ґ·
でとするɻ

ʢධՁ͓Αͼ୯Ґೝఆʣ
ୈúĀ　ຊֶはֶमのධՁํ๏を࣍のとお

りఆめるɻ
　　　̍ɽධՁは、ø÷÷をຬとし、ý÷

Ҏ্を߹֨、üĀҎԼをෆ߹֨と
するɻ

　　　　　ただし、ଔۀೝఆのためにはୈûĀ
ୈ߲̍ୈ̏߸にఆめるධఆฏۉ
Ҏ্をऔಘしなければならないɻ

　　　̎ɽ୯Ґのೝఆは、ඞཁな՝ఔとしてఆ
められた࣌について、ֶ֎࣮शお
よび࣮शࢦಋՊ、ผにఆめる場
߹をআき、̏分の̎Ҏ্出੮し、ຊ
ֶの行うݧࢼそのଞによる৹ࠪ
に߹֨したものにରして行うɻ

　　̎　のஈ֊は̒ஈ֊とし、ධ͝との
は࣍のとおりとするɻ

　　　　̖� （ø÷÷ʙĀ÷）、̖ （ÿĀʙÿ÷）、̗
（þĀʙþ÷）、̘（ýĀʙý÷）、

　　　　̙（üĀʙü÷）、̛（ü÷未ຬ）
　　　　ただし、तۀՊによっては୯Ґのೝ

ఆɾෆೝఆのみをࡌهすることがあるɻ
　　̏　৹ࠪにؔしてはୈûøによりఆめ

るཤमنఔ、およびผにఆめるنݧࢼ
ఔによるɻ

ʢධఆฏۉʣ
ୈúĀの̎　ຊֶは、ֶ生のڭҭڀݚの࣭త

্をਤるため、ධఆฏۉをࢉ出
するɻ

　　̎　ධఆฏۉとは、୯ҐऔಘՊの

ධՁ（素、ただしೝఆɾෆೝ
ఆのみをࡌهするՊ、およびୈúý
からୈúÿによるཤमՊをআくɻ）
に֤ʑその୯Ґを乗じた૯を૯
औಘ୯Ґでআしてࢉ出した̍୯Ґあ
たりのฏۉをいうɻ

　　̏　ධఆฏۉの্のために、̘Ҏ
ԼのධをಘたतۀՊについては、
ཤमすることができ࠶ཤम願により࠶
るɻ

　　　　ただし、̛のධをಘたऀのݧࢼ࠶の
औѻいについてはୈûøにجづきผに
ఆめるཤमنఔによるものとするɻ

ʢൃදʣ
ୈû÷　のൃදは࣍のํ๏によるɻ
　　　̍ɽൃදのظ࣌はֶ֤ظとし、

通ॻをもってֶ生、およびอޢ
ऀもしくはֶඅࢧหऀѼに通するɻ

　　　̎ɽ通ॻにはධ、素をදࣔす
るほか、ୈúĀの̎ୈ߲̎にఆめる
ධఆฏۉをࡌهするɻ

ʢਐݶ੍ڃʣ
ୈû÷の̎　ֶは、࣍のཁ݅のいͣれかに֘

するऀについて、ڭत会のٞをܦて
ୈ̏࣍へのਐڃをೝめないことがあ
るɻ

　　　̍ɽऔಘ୯Ґý÷୯Ґ未ຬのऀ
　　　̎ɽ̎࣍·でのධఆฏۉがýü

未ຬのऀ
ʢཤमنఔʣ
ୈûø　ຊষにఆめるほか、ඞཁな事߲はผに

ఆめるཤमنఔによるɻ

第9章　休学・転学・留学および退学
ʢٳ　ֶʣ
ୈûù　ප気そのଞの事༝により、̎ϲ݄Ҏ্

मֶすることができないऀは、願い出
てֶのڐՄをडけ、そのֶظもしく
はֶの終わり·でֶٳすることがで
きるɻ

　　̎　ֶは、ֶ生のප気、もしくはそのଞ
の事༝によりֶٳさせることがඞཁと
அした場߹は、ڭत会のٞをܦてඞ
ཁなֶٳؒظを໋ͣることがあるɻ

ʢؒظֶٳʣ
ୈûú　ؒظֶٳは̍Ҏとするɻただし、

ಛผのཧ༝がある場߹は、̍をݶ
としてؒظֶٳのԆをೝめることが
できるɻ

して̏をえるこࢉは、通ؒظֶٳ　̎　　
とができないɻ

ؒظֶࡏは、ୈøýୈ߲̍のؒظֶٳ　̏　　
にࢉ入するɻ

߹தにそのཧ༝が消໓した場ؒظֶٳ　̐　　
は、ֶのڐՄをಘて෮ֶすることが
できるɻ

　　　　ただし、ֶٳதにֶՊのڭҭ՝ఔの変
߹が行われた場もしくはվసߋ
は、その変ޙߋのֶՊのڭҭ՝ఔをద
༻することがあるɻ

ʢస　ֶʣ
ୈûû　ଞの大ֶへのస入ֶをࢤ願しようとす

るऀは、願い出てֶのڐՄをडけな
ければならないɻ
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ҎԼຊにおいてಉじ）、ฒびにޙ
分のશೲظޙ分もೲ入した場߹はظ
入ֹをฦؐするɻ

　　　̏ɽ入ֶの݄̑̍から݄̑·
でにୀֶڐՄをಘた場߹、ࢪઃઃඋ
අおよびલظ分ೲ入ֶඅのそれͧれ
ý÷ύʔηンτฒびにظޙ分もೲ入し
た場߹はظޙ分のશೲ入ֹをฦؐす
るɻ

　　　̐ɽ入ֶ݄̒̍Ҏ߱のୀֶऀにつ
いてはฦؐしないɻただし、લظޙ
のֶඅをશೲしたऀが݄̕·で
にୀֶڐՄをಘた場߹はظޙ分ֶඅ
をฦؐするɻ

　　̎　तۀྉೲ入࣌にऩするՈ会අにつ
いては、入会අをআき、લ߲に४じて
ฦؐするɻ

　　̏　ೲ入された࣮ݧɾ࣮शにؔするඅ༻に
ついてはݪଇとしてฦؐしないɻ

ʢֶٳதのֶඅʣ
ୈýø　ֶٳのڐՄをडけたऀは、ظֶ࣍Ҏ߱

のؒظֶٳதのֶඅを໔আするɻ
ʢଔۀཹ࣍࣌のֶඅʣ
ୈýù　ଔۀ࣍においてଔۀのೝఆがಘられ

ͣཹとなったऀのֶඅは࣍のとおり
とするɻ

　　　̍ɽୈûĀにఆめるଔۀೝఆཁ݅をຬた
せͣཹとなったऀのうち、ଔۀお
よび֨ࢿɾ໔ڐঢ়のऔಘにඞཁなཤ
म୯Ґがù÷୯ҐҎで、ධఆฏ
がýÿҎ্であるऀについてۉ
は、ཹ̍ޙҎにݶりतۀྉお
よびڭҭॆ࣮අを໔আするɻ

　　　̎ɽલ߸にఆめるཤमのؒظをえてཹ
となったऀは、所ఆのֶඅをೲ入
しなければならないɻ

　　　　　ただし、ଔۀおよび֨ࢿɾ໔ڐঢ়の
औಘにඞཁなཤम୯Ґがø÷୯ҐҎ
で、ධఆฏۉがþ÷Ҏ্の場
߹は、Պཤम生نఔにఆめるֶඅ
をద༻するɻ

ʢՊཤमੜのֶඅʣ
ୈýú　Պཤम生のֶඅについてはୈüúに

ఆめるՊཤम生نఔに、·た、ڀݚ
生のֶඅについてはୈüüにఆめるݚ
ఔによるものとするɻن生ڀ

　　̎　ซઃのظ大ֶおよび୯Ґڠޓఆక
݁のଞ大ֶ·たはظ大ֶのಛผௌߨ
ֶ生については、࣮ݧɾ࣮शおよびݚ
म旅行අ༻Ҏ֎のֶඅを໔আすݚɾڀ
るɻ

ʢֶඅऩの༛༧ʣ
ୈýû　ֶ生もしくはそのֶඅෛ୲ऀがࡁܦత

ཧ༝·たはጶࡂによってֶඅのೲが
ఆするنである場߹は、ୈüÿにࠔ
ֶඅののうち、तۀྉ、ڭҭॆ࣮අに
ついては、願い出によりऩを༛༧す
ることがあるɻ

　　̎　ֶඅऩ༛༧にؔするنఔは、ผにこ
れをఆめるɻ

第15章　公開講座
ʢެ։࠲ߨʣ
ୈýü　ຊֶは、దٓ、ެ։࠲ߨを։ઃするɻ
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　　　̒ɽ力の行ҝを行ったऀ
　　　̓ɽ൜ࡑ行ҝを行ったऀ
　　　̔ɽނҙ·たはաࣦによりࣷߍ、ઃඋ

に大きなଛを༩え、もしくはՐࡂ
にࢸらしめたऀ

　　　̕ɽҿञを強ཁし、૬手をॏಞにࢸらし
めたऀ

　　　ø÷ɽҿञӡసを行ない、ॏ大な人事ނ
·たは物ଛ事ނをىこしたऀ

　　　øøɽา行٤Ԏにより、通行人にՐইの
ই、もしくはҥ、所持にଛ
らないऀࢸを༩えたऀでվያに

第12章　科目履修生、特別聴講学生、
研究生、外国人留学生

ʢՊཤमੜʣ
ୈüú　ຊֶのֶ生Ҏ֎のऀで、ຊֶのҰ·た

はෳのतۀՊのཤमをرするऀ
がある࣌は、ຊֶのڭҭにಛにࢧোが
ないݶり、બ考のうえՊཤम生とし
て入ֶをڐՄすることがあるɻ

　　̎　Պཤम生にରするධՁおよび୯
Ґのೝఆについては、ୈúĀのنఆを
४༻するɻ

　　̏　Պཤम生にؔするنఔは、ผにこれ
をఆめるɻ

ʢௌߨੜʣ
ୈüúの̎　ຊֶのֶ生Ҏ֎のऀで、ຊֶのҰ

·たはෳのतۀՊのௌߨをرす
るऀがある࣌は、ຊֶのڭҭにಛにࢧ
োがないݶり、બ考のうえௌߨ生とし
て入ֶをڐՄすることがあるɻ

　　̎　ௌߨ生にରするධՁおよび୯Ґೝ
ఆは行わないɻ

　　̏　ௌߨ生にؔするنఔは、ผにこれをఆ
めるɻ

ʢಛผௌֶߨੜʣ
ୈüû　ଞの大ֶ·たはظ大ֶとのڠఆにج

づき、֘大ֶ·たはظ大ֶのֶ生
で、ຊֶにおけるतۀՊのཤमをر
するऀがある࣌は、ಛผௌֶߨ生と
してཤमをڐՄすることがあるɻ

　　̎　ಛผௌֶߨ生にؔするنఔは、ผにこ
れをఆめるɻ

ʢڀݚੜʣ
ୈüü�ຊֶにおいて、ಛఆのઐ事߲につい

てڀݚすることをࢤ願するऀがあると
きは、ຊֶのڭҭڀݚにࢧোのないݶ
り、બ考のうえڀݚ生として入ֶをڐ
Մすることがあるɻ

、願することのできるऀはࢤ生をڀݚ　̎　　
大ֶをଔۀしたऀ·たはこれとಉҎ
্のֶ力があるとೝめられたऀとす
るɻ

は̍とするɻただし、ಛผؒظڀݚ　̏　　
のཧ༝がある場߹は、そのؒظをߋ৽
することができるɻ

ఔは、ผにこれをఆن生にؔするڀݚ　̐　　
めるɻ

ʢ֎ࠃਓཹֶੜʣ
ୈüý　֎ࠃ人で、大ֶにおいてڭҭをडける

తをもって入ࠃし、ຊֶに入ֶする
ことをࢤ願するऀがあるときは、બ考
のうえ֎ࠃ人ཹֶ生として入ֶをڐՄ

することがあるɻ
ఔは、ผにこن人ཹֶ生にؔするࠃ֎　̎　　

れをఆめるɻ

第13章　専攻科および別科
ʢઐ߈Պ͓ΑͼผՊʣ
ୈüþ　ຊֶにはඞཁにԠじてઐ߈Պおよびผ

Պをஔくことができるɻ
　　̎　ઐ߈ՊおよびผՊにؔするنఔは、ผ

にこれをఆめるɻ

第14章　入学検定料、学費および
その他の費用

ʢ入ֶݕఆྉ・入ֶۚ・तۀྉʣ
ୈüÿ　ຊֶのֶඅは࣍のとおりとするɻ

　　　　入ֶݕఆྉ　　　　　̏ສԁ
　　　　入ֶۚ　　　　　　　øüສԁ
ઃઃඋඅ　　　　　ø÷ສԁࢪ　　　　
　　　　तۀྉ　　　　ֹ　þ÷ສԁ
ҭॆ࣮අ　　ֹ　ùÿສԁڭ　　　　

म旅行にݚɾڀݚɾ࣮शおよびݧ࣮　̎　　
ཁするඅ༻についてはผに࣮අをऩ
することがあるɻ

生のֶࡏおよびܨ生Ոとの࿈ֶࡏ　̏　　
རް生্のための৫であるՈ会
の入会ۚおよび会අについてはୈ߲̍
のतۀྉೲ入࣌にซせてೲ入しなけれ
ばならないɻ

　　̐　ୈøþにఆめるظཤमֶ生のֶඅに
ついてはཤमܭըؒظにԠじてผに　
ఆめるɻ

ʢೲ入ݶظʣ
ୈüĀ　ֶඅのೲ入ݶظは࣍のとおりとするɻ
　　　̍ɽ入ֶҰۚ࣌
　　　　　入ֶۚ、ࢪઃઃඋඅ　　　　　
　　　　　　߹֨通ޙのࢦఆする·で
　　　̎ɽೲۚ
　　　　　तۀྉ、ڭҭॆ࣮අ　　　　　
　　　　　　લظ分　݄̐ù÷·で
　　　　　　　　　　ただし、入ֶはલ

　　　　　݄̏úø·で
分　݄̕ú÷·でظޙ　　　　　　
　　̎　લ߲ୈ̎߸のೲۚはલظɾظޙ

Ұׅೲ入することができるɻ
　　̏　ֶඅは出੮の༗ແにかかわらͣ、これ

をೲ入しなければならないɻ
　　̐　લظ·たはظޙの్தにおいて෮ֶし

たऀのೲֹۚはผにఆめるɻ
ʢೲۚのฦؐʣ
ୈý÷　લのఆめによるೲ入ֶඅについて、

入ֶࣙୀもしくは入ֶޙୀֶڐՄをಘ
た場߹のฦؐについては࣍のとおりと
するɻ

　　　̍ɽ入ֶ手ଓきを行ったऀが、入ֶࣜの
લ·でにจॻで入ֶࣙୀをਃし出
た場߹は、入ֶۚҎ֎のೲ入ֶඅを
ฦؐするɻ

　　　̎ɽ入ֶࣜҎ݄߱̐·でにୀֶڐ
Մをಘた場߹、入ֶۚをআきࢪઃઃ
උඅおよびલظ分ೲ入ֶඅのそれͧ
れÿ÷ύʔηンτ（ઍԁ未ຬ切ࣺてɻ

　　̎　ެ։࠲ߨにؔするنఔは、ผにこれを
ఆめるɻ

附　則
このֶଇは、ฏøü݄̐̍からࢪ行するɻ

附　則
このֶଇはฏøĀ݄̐̍からࢪ行し、ฏ
øĀ入ֶ生からద༻するɻ

附　則
このֶଇはฏù÷݄̐̍からࢪ行し、ฏ
ù÷入ֶ生からద༻するɻ

附　則
このֶଇはฏùø݄̐̍からࢪ行し、ฏ
ùø入ֶ生からద༻するɻ

附　則
このֶଇはฏùøø÷݄̍からࢪ行するɻ

附　則
このֶଇはฏùù݄̐̍からࢪ行し、ฏ
ùù入ֶ生からద༻するɻ

附　則
　̍ɽຊֶଇはฏùú݄̐̍からࢪ行し、

ฏùú入ֶ生からద༻するɻ
　　　ただし、ୈûýの̎、およびୈûþにつ

いてはฏùúֶࡏ生からద༻するɻ
　̎ɽୈûĀୈ߲̎についてはฏùú݄̏̍

からࢪ行するɻ
　̏ɽୈ̒ୈ߲̎にنఆするֶ生ఆһのう

ち、ฏùúにおけるऩ༰ఆһはúĀ÷
໊とし、ฏùûはúÿ÷໊、ฏùü
はúþ÷໊とするɻ

附　則
　̍ɽこのֶଇはฏùû݄̐̍からࢪ行

し、ฏùû入ֶ生からద༻するɻ
　̎ɽୈ̒ୈ߲̎にنఆするֶ生ఆһのう

ち、ฏùûにおけるऩ༰ఆһはúþ÷
໊とし、ฏùüはúü÷໊、ฏùý
はúú÷໊とするɻ

附　則
　このֶଇはฏùü݄̐̍からࢪ行し、ฏ
　ùü入ֶ生からద༻するɻ

附　則
　このֶଇはฏùý݄̐̍からࢪ行し、ฏ
　ùý入ֶ生からద༻するɻ

附　則
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　̍ɽこのֶଇはฏùþ݄̐̍からࢪ行
し、ฏùþ入ֶ生からద༻するɻ

　̎ɽୈ̒ୈ߲̎にنఆするֶ生ఆһのう
ち、ࢱ心ཧֶՊにおけるฏùþの
ऩ༰ఆһはúø÷໊、ฏùÿはú÷÷໊、
ฏùĀはùĀ÷໊とするɻ

附　則
　このֶଇはฏùÿ݄̐̍からࢪ行し、ฏ
　ùÿ入ֶ生からద༻するɻ

附　則
　このֶଇはฏùĀ݄̐̍からࢪ行し、ฏ
　ùĀ入ֶ生からద༻するɻ

附　則
　̍ɽこのֶଇはฏú÷݄̐̍からࢪ行

し、ฏú÷入ֶ生からద༻するɻ
　̎ɽୈùûの̏ୈ߲̏にかかるՊのऔѻい

について、ฏùĀҎલに入ֶしଔۀ
したऀは、ެೝ心ཧࢣ๏ෟଇୈ̎ୈ̍
߲ୈ̏߸およびୈ̐߸にఆめるಛྫાஔ
がద༻されるɻ

福
ౡ
学
Ӄ
େ
学
学
ଇ

教　育　՝　ఔ　（ผ　表）

ֶࢱ෦　ࢱ৺ཧֶՊ

त　ۀ　Պ　
୯位

備　　　　　ߟ
ඞम બ

教
　
　
養
　
　
教
　
　
育
　
　
科
　
　
目

ҭํڭ
本学の教育 ̎ ΩϟϯύεϚφʔをؚΉ
ද্ྗݱ
表現ޠࠃ ４
จষԋश ̍ ఆ者ඞमࢦ
ใڭཆ 　
ใ࡞ૢثػᶗ ̎ 初ڃϨϕϧ
ใ࡞ૢثػᶘ ̎ 中ڃϨϕϧ
ਓؒؔ
生׆教養 ̎
生׆教養ᶘ ̎
ҬϘϥϯςΟΞ׆動 ̍
Ҭৼ׆ڵ動 ̍
ਓจࣾձٴͼ݈ڭ߁ཆ
Իָԋश ̎
ඒज़ԋश ̎
心理学֓ ４
๏学 ̎
社会学 ̎
ঁੑとอ݈ ̎
育ࣇετϨε ̎
৯生׆と݈߁ ̎
ཧղࡍࠃ
ӳ会ᶗ ̎
ӳ会ᶘ ̎
中ޠࠃ会ᶗ ̎
中ޠࠃ会ᶘ ̎
理ղࡍࠃ ̎
理ղԋशࡍࠃ ̎
ମҭ
ମ育࣮ٕᶗ ̍
ମ育࣮ٕᶘ ̍

専
門
教
育
科
目

ઐૅجՊ
ࢱ心理学ᶗ ̎
ࢱ心理学ᶘ ̎
ࢱΩϟϦΞڀݚ ̎
ίϛϡχέʔγϣϯԋश ̍
人ମの構とػٴͼ࣬ප ４
精神࣬ױとそのྍ࣏ ４
৺ཧؔ࿈Պ
発ୡ心理学 ̎
ྟচ心理学֓ ̎
心理学ڀݚ๏ ̎
・人֨心理学ײ ̎
֮・ೝ心理学 ̎
教育・学校心理学 ̎
発ୡྟচ心理学 ̎

入学時の力ݕఆによりཤम
Ϩϕϧを決ఆする。̎୯位Ҏ
্ඞमとするが、初ڃϨϕϧ
ᶗのཤम者は、中ڃϨϕϧᶘま
で４ܭ୯位Ҏ্をඞमとする。

学Պにおいて̎Պ４୯位ޠ
Ҏ্ඞमとする。
ᶗの୯位मಘ者にݶりᶘをཤम
できるものとする。

̍୯位Ҏ্ඞमとする。
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त　ۀ　Պ　 備　　　　　ߟ
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専

門

教

育

科

目

産ۀ・৫心理学 ̎
心理తΞηεϝϯτᶗ ̍
心理తΞηεϝϯτᶘ ̍
心理学౷ܭ๏ ̎
心理学తࢧԉ๏ ̎
心理ԋश ̍
心理学࣮ݧ ̎
社会・ूஂ・Ո心理学 ̎
ো者・োࣇ心理学 ̎
心理学ࡑ๏・൜࢘ ̎
൜ࡑ行動と心理ԋश ̎ 事ྫڀݚをؚΉ
心理ྍ๏ ̎
ެೝ心理ࢣの৬ ̎
学श・ޠݴ心理学 ̎
神ܦ・生理心理学 ̎
ҩྍ心理学・߁݈ ̎
関行 ̎
心理࣮श ̎
ࣾձࢱŋਫ਼ਆอ݈ؔࢱ࿈Պ
社会ݪࢱ ４
ҩྍࢱ ̎
社会ௐࠪ๏ ̎
૬ஊԉ助のج൫と専門৬ ４
社会ࢱԉ助ٕज़ᶗ ４
社会ࢱԉ助ٕज़ᶘ ４
Ҭࢱ ̎
ίϛϡχςΟʔιʔγϟϧϫʔΫ ̎
ࢱ行ࡒとܭࢱը ̎
社会ࢱӡӦ理 ̎
社会อো ４
੍ݥอޢԉとհࢧ者にରするྸߴ ４
ো者にରするࢧԉとো者自立ࢧԉ੍ ̎
ࢱಐ・Ո庭ࣇ ４
ॴಘ者にରするࢧԉと生׆อ੍ޢ ̎
อ݈ҩྍαʔϏε ̎
ब࿑ࢧԉ ̍
੍ݟޙと成年ޢར༴ݖ ̎
੍ޢ生อߋ ̍
૬ஊԉ助ԋशᶗ ̍
૬ஊԉ助ԋशᶘ ̎
૬ஊԉ助ԋशᶙ ̎
૬ஊԉ助࣮शࢦಋ ̏
૬ஊԉ助࣮श ４
精神อ݈学 ４
精神อ݈ࢱに関する੍とαʔϏε ４
精神ো者の生ࢧ׆ԉγεςϜ ̎
精神อ݈ࢱ૬ஊԉ助のج൫（ૅج） ̎
精神อ݈ࢱ૬ஊԉ助のج൫（専門） ̎
精神อ݈ࢱの理と૬ஊԉ助のల開ᶗ ４
精神อ݈ࢱの理と૬ஊԉ助のల開ᶘ ４

त　ۀ　Պ　 備　　　　　ߟ
ඞम બ

専
門
教
育
科
目

精神อ݈ࢱԉ助ԋश（ૅج） ̍
精神อ݈ࢱԉ助ԋश（専門） ̎
精神อ݈ࢱԉ助࣮शࢦಋ ̏
精神อ݈ࢱԉ助࣮श ̑
ࢠอ݈ᶗ ̎
ࢠอ݈ᶘ ̎
ڥॅࢱԋश ̎
௨ઐՊڞ
θϛφʔϧ ４
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त　ۀ　Պ　
୯位

備　　　　　ߟ
ඞम બ

専

門

教

育

科

目

ࡦԉࢧ育てࢠ ̎
อ育・教育՝ఔ ̎
อ育内༰૯ ̎
อ育内༰ࢦಋ๏　݈߁ ̎
อ育内༰ࢦಋ๏　人間関 ̎
อ育内༰ࢦಋ๏　ڥ ̎
อ育内༰ࢦಋ๏　ݴ༿ ̎
อ育内༰ࢦಋ๏　表現ᶗ ̎
อ育内༰ࢦಋ๏　表現ᶘ ̎
教育ํ๏ٴͼٕज़ ̎
社会త養ޢ内༰ ̍
อ育૬ஊࢧԉ ̍
ೕࣇอ育 ̎
োࣇอ育 ̎
༮ࣇ理ղの理とํ๏ ̎
教育૬ஊ ̎ ΧϯηϦϯάをؚΉ
อޢ者ରԠ事ྫڀݚ ̍
อ育・༮ஓ園教৬࣮ફԋश ̎
ೝఆこͲも園ج本࣮श ̍
༮ஓ園教育࣮श ̑ 事前・事ࢦޙಋ̍୯位をؚΉ
อ育࣮शࢦಋᶗ ̎
อ育࣮शᶗ ４
อ育࣮शࢦಋᶘ ̍
อ育࣮शᶘ ̎
อ育࣮शࢦಋᶙ ̍
อ育࣮शᶙ ̎
ϐΞϊԋश（初ڃϨϕϧ） ̎
ϐΞϊԋश（中ڃϨϕϧ） ̎
ϐΞϊԋश（্ڃϨϕϧ） ̎
ԋशָث ̎
ޠࠃ ̎
ࢉ ̎
Իָ ̎
ਤը࡞ ̎
ମ育 ̎
学ಐอ育 ̎
学ಐอ育࣮श ̍
教育内༰ࢦಋ๏　ޠࠃ ̎
教育内༰ࢦಋ๏　ࢉ ̎
教育内༰ࢦಋ๏　Իָ ̎
教育内༰ࢦಋ๏　ਤը࡞ ̎
教育内༰ࢦಋ๏　ମ育 ̎
園ܳ ̎
創࡞ϛϡʔδΧϧ ̎
όϦμϯεϨοεϯとόϦ島༮ஓ園ަྲྀ ̎
ಛผڀݚᶗ ̍
ಛผڀݚᶘ ̍
θϛφʔϧ ４

ֶࢱ෦　͜ͲֶՊ

त　ۀ　Պ　
୯位

備　　　　　ߟ
ඞम બ

教
　
　
養
　
　
教
　
　
育
　
　
科
　
　
目

ҭํڭ
本学の教育 ̎
ද্ྗݱ
表現ޠࠃ ４
会ԋश ̍
ใڭҭ 　
ใ࡞ૢثػᶗ（初ڃϨϕϧ） ̎
ใ࡞ૢثػᶘ（中ڃϨϕϧ） ̎
ใ࡞ૢثػᶙ̖ ̎
ใ࡞ૢثػᶙ̗ ̎
ਓؒؔ
生׆教養 ４
生׆と҆全 ̎
ཆڭ
Իָԋश ̎
ඒज़ԋश ̎
จ学ԋश ̎
৯࠼ԋश ̍
本ݑࠃ๏ ̎
ঁੑとอ݈ ̎
ཧղࡍࠃ
ӳ会ᶗ（ϕʔγοΫϨϕϧ） ̎
ӳ会ᶘ（ΞυόϯεϨϕϧ） ̎
ӳॻϦʔσΟϯά ̎
中ޠࠃ会ᶗ ̎
中ޠࠃ会ᶘ ̎
理ղࡍࠃ ̎
ମҭ
ମ育ٛߨ ̍
ମ育࣮ٕᶗ ̍
ମ育࣮ٕᶘ ̍

専

門

教

育

科

目

อ育者 ̎
教育ݪ理 ̎
อ育ݪ理 ̎
社会త養ޢ ̎
社会ࢱ ̎
Ҭࢱ ̎
૬ஊԉ助 ̍
ࢱಐՈ庭ࣇ ̎
教育行 ̎
教育心理学 ̍
発ୡ心理学 ４
ྟচ心理学 ̎
心理ࠪఆ๏ ̎
育ࣇετϨε ̎
発ୡো ̎
ΧϯηϦϯά֓ ̎
ΧϯηϦϯάԋश ̍
Ͳものอ݈ᶗࢠ ４
Ͳものอ݈ᶘࢠ ̍
ࢠอ݈ᶗ ̎
ࢠอ݈ᶘ ̎
Ͳもの৯とӫ養ࢠ ̎
৯ΞϨϧΪʔ事ྫڀݚ ̍
Ո庭ࢧԉ ̎

入学時の力ݕఆによりཤमϨϕϧを
決ఆする。̎୯位Ҏ্ඞमとするが、ᶗ
のཤम者はᶘまで４ܭ୯位ඞमとする。

入学時の力ݕఆによりཤमϨϕϧを
決ఆする。ᶗのཤम者はᶘまで、̍年࣍
ᶘのཤम者はӳॻϦʔσΟϯάまでの
。４୯位ඞमとするܭ

ཹֶੜ༻Պ

त　ۀ　Պ　
୯位

備　　　　　ߟ
ඞम બ

��ຊޠՊ
　��本ޠᶗ ̎
　��本ޠᶘ ̎

この内より̎୯位ඞम
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第1章　目的
ʢతʣ
ୈ̍　このنఔはֶଇୈûøのنఆにجづ

き、ֶࢱ෦ࢱ心ཧֶՊおよびこど
もֶՊにおけるཤमについてඞཁな事
߲をఆめることをతとするɻ（ཤम
ಧ）

第2章　履修および成績評価、
　　　　単位認定等
ʢཤमಧʣ
ୈ̎　ֶ生はֶଇୈúùにఆめるところにै

い、ֶ 、とにཤमするՊをબఆし͝ظ
ఆする·でにཤमಧをఏࢦ՝のڭ
出するものとするɻ

　　̎　ࢱ心ཧֶՊにおいては、心ཧܥՊ、
ܥࢱՊを֤ú÷୯ҐҎ্मಘするよ
うཤमՊをબఆするものとするɻ

ʢཤमऀの੍ݶʣ
ୈ̏　બՊにؔし、୲ڭһはֶՊの

ঝೝをಘて、डߨఆһをఆめ、もしく
はཤमऀを੍ݶすることができるɻ

　　̎　ཤमऀのܾఆは、そのझࢫによるެਖ਼
なํ๏によって୲ڭһがܾఆすると
ころによるɻ

ʢཤमՊのมߋʣ
ୈ̐　ಧけ出たཤमՊ（ֶ֎࣮शՊをআ

く）の変ߋは、̍ճのतۀが։࢝さ
れたから̎िؒҎであればཤम変
՝へఏ出し、ଞのՊへのڭಧをߋ
変ߋを行うことができるɻ

ʢཤमՊの์غʣ
ୈ̑　ಧけ出たཤमՊをֶ生が์غする場

߹は、所ఆの์غಧをڭ՝へఏ出す
るものとするɻ

　　̎　ཤमの์غは、֘तۀを։࢝した
から̎िؒҎにಧけ出るものとし、
そのޙはೝめないものとするɻただし、
ֶ֎࣮शのՊは࣮श࣮ؒظࢪの̎ि
ؒҎલにಧけ出るものとするɻ

ʢग़ܽ֬ೝ͓Αͼࠁ・ૣୀのऔѻ͍ʣ
ୈ̒　出ܽの֬ೝはݪଇとしてतۀの։࣌࢝

に行うものとし、ú÷分Ҏ্のࠁɾૣ
ୀはܽ੮とみなすɻただし、ú÷分Ҏ
のࠁɾૣୀは̏ճで̍ճのܽ੮とす
るɻ

のԆによる場߹はそؔػ通ަڞެ　　　　
のࢫ୲ڭһにਃࠂし、ڭһがਖ਼と
ೝめれば、ܽ੮ѻいもしくはݮとし
ないɻ

　　̎　त࣌ۀの出੮֬ೝのࡍにෆਖ਼行ҝ（
ฦ）もしくはこれに४ͣる行ҝがೝ
められた場߹には֘ෆਖ਼ऀのか
ら̍ճにつき̍をݮするɻ

　　̏　तۀՊについて、ඞཁな࣌として
ఆめられた࣌の̏分の̍をえる࣌
をܽ੮した場߹、֘Պにかかる
ධՁは行わͣ、ʮܽ֨ʯとするɻ

　　̐　ֶ֎で行うԋश、࣮शՊの出ܽ֬ೝ
は、֘Պ୲ڭһもしくは࣮֘
शؔػのఆめるところによるものとす
るɻ

　　̑　ֶ֎࣮शՊおよび࣮शࢦಋՊにつ

いてのඞཁ出੮࣌はຊنఔୈøøୈ
߲̍ୈ̍߸のఆめによるものとするɻ

ʢ৹ࠪのํ๏ʣ
ୈ̓　ֶଇୈúĀୈ߲̍ୈ̎߸にఆめるຊֶ

の行う৹ࠪのํ๏はதؒظ、ݧࢼ
ݧࢼ、Ϩϙʔτ、ௐࠪ、࡞、࣮ٕ、
出੮ঢ়ޱ、گ಄ࢼ（ҎԼݧࢼと
いう）୲ڭһのఆめるところによっ
て行うɻ

ʢݧࢼのؒظʣ
ୈ̔　ݧࢼは୲ڭһのतؒظۀதにదٓ

に行うほか、్ֶظதおよびֶظに
をઃけて行ݧࢼもしくはؒظݧࢼ
うɻ

ʢෆਖ਼ߦҝʣ
ୈ̕　ݧࢼにおいてنݧࢼఔୈ̏にఆめ

るෆਖ਼行ҝがあったとೝめられたֶ生
は֘ݧࢼՊのをྵとするɻ

（出੮֬ೝをؚΉ）においてೋݧࢼ　̎　　
Ҏ্のෆਖ਼行ҝがあったとೝめられ
たֶ生は、ֶଇୈüù（ռ）のنఆ
にجづきڭत会のٞをܦてֶがこれ
をռするɻ

　　　　ただし、نݧࢼఔୈ̏ୈ߲̍ୈ̑߸
にఆめるʮຊ人にସわってडݧを行っ
たऀおよびそれを行わせたऀʯについ
てはҰであってもռのରとす
るɻ

ʢධՁʣ
ୈø÷　ֶ生ののධՁはֶଇୈúĀ（

ධՁおよび୯Ґೝఆ）にఆめるところ
によるɻ

　　̎　ධՁはݧࢼの૯߹ධՁとするɻ
　　̏　%、'のධՁおよびܽ֨は通ॻ

にࡌهするが証໌ॻにはࡌهしないɻ
ʢ୯Ґೝఆ࣌のಛྫʣ
ୈøø　ֶଇୈúĀୈ߲̍ୈ̎߸にఆめるֶ֎

࣮शおよび࣮शࢦಋՊผにఆめる
Պのඞཁな出੮࣌は࣍のとおりと
するɻ

　　　̍ɽֶ֎࣮शՊの事લɾ事ࢦޙಋにつ
いては̑分の̐Ҏ্ɻ

　　　̎ɽֶ֎࣮शについては所ఆのશɻ
ただし、࣮शத、ප気、سҾΉ
をಘない事によりܽ੮した場߹
で、࣮शؒظのԆがՄな場߹は
֘ܽ੮分をԆしてิॆする
ことができるɻ

　　　̏ɽւ֎࣮श·たはԋशを行う場߹は、
࣮֘श·たはԋशにおける所ఆの
શϓロάϥϜɻただし、ମௐෆྑも
しくはප気ɾոզで所ఆのϓロ
άϥϜ（ΦϓγϣンϓロάϥϜを
আくɻ）�にࢀՃできなかった場߹は、
̍ϓロάϥϜ͝とに̑のݮとし
てのධՁを行うɻ

ʢฤ入ֶɺస入ֶɺ࠶入ֶऀの୯Ґೝఆʣ
ୈøù　ຊֶにฤ入ֶ、స入ֶ、࠶入ֶしたऀ

がຊֶ入ֶલにमಘしたतۀՊおよ
び୯Ґについて、入ֶ࣌にຊֶでཤम
したとೝめた場߹は、ຊֶのڭҭ՝ఔ
をཤमしたものとしてೝఆするɻ

　　̎　લ߲の入ֶ࣌にຊֶでཤमしたとೝめ
たतۀՊおよびその୯Ґはֶ੶
にはʮೝఆʯとࡌهし、ֶଇୈúĀの

福ౡ学Ӄେ学福祉学部ཤमنఔ
̎にఆめるධఆฏۉࢉ出のૅج
としないɻ

ʢݧࢼʣ
ୈøú　ֶ生が࣍の事༝によりఆݧࢼظに出੮

できなかった場߹は、かにそのࢫ
をڭ՝に࿈བྷし、その事༝を証໌す
るॻྨをఴし、ݧࢼ願を事લもし
くは事̍ޙिؒҎにఏ出してݧࢼ
をडけることができるɻ

　　　̍ɽප気（ҩࢣのஅॻ）
　　　̎ɽ事ނɾࡂ（事ނ証໌ॻ、ࡂ証໌ॻ）
　　　̏ɽެަڞ通ؔػのԆɾӡٳ（ަ通ػ

ؔのԆɾӡٳ証໌ॻ）
　　　̐ɽسҾ（̎·でにݶるɻอऀޢ·

たはՈの証໌ॻ）
　　　̑ɽ自·たはډ所のٸۓ事ଶ（อऀޢ

ຢはՈの証໌ॻ）
　　　̒ɽब৬ݧࢼ（डݧઌຢはΩϟϦΞࢧ

ԉࣨの証໌ॻ）
　　　̓ɽ݁ࠗ（ຊ人ຢは̎·でにݶるɻ

อऀޢຢはՈの証໌ॻ）
　　　̔ɽຊ人のෆҙとೝめられる場߹Ň た

だしŊ に̏ՊҎにݶるɻ
この場߹、ÿ÷をຬとし、̍Պ
につきݧࢼྉ̑ઍԁをऩするɻ

　　̎　ఆݧࢼظ։ޙ࢝ú÷分Ҏにֶ生がٸප
のため、डݧをܧଓすることがࠔな
ঢ়گにࢸった場߹は、ݧࢼಜһにਃ
し出てそのڐՄをಘ、さらにڭ՝
（ෆ࣌ࡏは՝һ）にそのঢ়گをઆ໌し
֬ೝをडけ、̍िؒҎにݧࢼಜһ
ならびにڭ՝のୀ出事༝にؔする
証໌ॻおよびݪଇとしてҩࢣのஅॻ
をఴのうえڭ՝にݧࢼ願をఏ出
し、ݧࢼをडݧすることができるɻ

のબ手߹ࢼຽମҭ大会ւ֎ԕࠃ　̏　　
として、ؔ 、Ճཁがありࢀよりؔػ
ՄしڐՃをࢀてֶがܦत会のٞをڭ
た場߹は、ڭ՝にݧࢼ願をఏ出し
ݧࢼをडݧすることができるɻ

ʢݧࢼ࠶ʣ
ୈøû　ଔֶۀにࡏ੶し、ୈøüにఆめる࠶

ཤमを行うऀについて、ଔۀの
ࠃもしくはۀであり、ଔࠔཤमが࠶
Ոݧࢼड֨ࢿݧ、ೝఆ֨ࢿऔಘにඞ
ਢのՊが̎ՊҎである場߹は、
ݧࢼ、՝にఏ出してڭ願をݧࢼ࠶
のݧࢼ࠶をडけることができるɻ

　　　　ただし、࣍の場߹はݧࢼ࠶をडݧする
ことができないɻ

　　　̍ɽݧࢼ（֘ՊҎ֎をؚΉ）にお
いてෆਖ਼行ҝがあったとೝめられる
ऀ

　　　̎ɽ֘Պの出੮がෆし、ܽ֨と
なったऀ

　　　̏ɽ֘Պのडߨଶが๕しくないと
୲ڭһがஅしたऀ

　　　̐ɽݧࢼ࠶をडけても֘Պの૯߹ධ
Ձで߹֨することがࠔであると୲
ڭһがஅしたऀ

　　　̑ɽ̛のධՁをಘたՊ
÷において߹֨したऀのはþݧࢼ࠶　̎　　

を্ݶとするɻ
ྉとして̍Պにつき̑ઍԁをݧࢼ࠶　̏　　

ऩするɻ

ʢ࠶ཤमʣ
ୈøü　ධՁの݁Ռෆ߹֨とఆされた

ऀ、ཤमを์غしたऀ、ܽ֨となった
ऀは、࠶ཤम願をڭ՝にఏ出し、୲
ڭһとٞڠしてڭ՝のࢦఆすると
ころのํ๏およびؒظにより࠶ཤमす
ることができるɻ

　　̎　લ߲のنఆにかかわらͣ、୯Ґのೝఆ
をडけた場߹でもධՁ̘ఆのՊ
については、࠶ཤम願をڭ՝にఏ
出して࠶ཤमすることができるɻ

ʢଞֶՊ͓Αͼظେֶ෦でのՊཤमʣ
ୈøý　ֶ生がଞのֶՊもしくはซઃのظ大

ֶ෦でतۀՊをཤमすることをر
する場߹は、所ఆのཤम願をఏ出しཤ
मすることができるɻ

　　　　この場߹のཤम୯Ґはֶଇୈúûにఆ
めるཤम୯Ґの্ݶにؚΉものとす
るɻ

ʢଞେֶでのՊཤमʣ
ୈøþ　ֶ生が、ଞ大ֶのतۀՊのཤमを

する場߹は、ֶଇୈüûのఆめるر
ところにより、ಛผௌֶߨ生としてཤ
मすることができるɻ

　　̎　લ߲のतۀՊをཤमする場߹は、ಛ
ผௌߨ願をఏ出しຊֶおよびཤमՊ
։ߨ大ֶのڐՄをडけるものとす
るɻ

　　　　なお、ຊֶとڠఆをక݁する大ֶの
ཤमྉはແྉとなるɻ

第3章　福祉心理学科国家試験
　　　　受験資格等取得課程の履修
ʢίʔεのઃஔ͓Αͼཤमఆһʣ
ୈøÿ　ࢱ心ཧֶՊにࣾ会ࢱɾਫ਼ਆอ݈

ίʔεをおくɻࢱ
　　̎　લ߲にنఆするίʔεのཤमఆһはþ÷

໊とするɻ
ʢࣾձ࢜ࢱ・ਫ਼ਆอ݈ࠃ࢜ࢱՈݧࢼडࢿݧ
֨औಘʣ
ୈøĀ　લにఆめるίʔεにおいて、ࣾ会

すرऔಘを֨ࢿݧのडݧࢼՈࠃ࢜ࢱ
るऀはผදୈ̍、ਫ਼ਆอ݈ࠃ࢜ࢱՈ
するऀはผرऔಘを֨ࢿݧのडݧࢼ
දୈ̎、·た྆ํのड֨ࢿݧऔಘをر
するऀはผදୈ̏にఆめるࢦఆՊ
をཤमして所ఆの୯Ґをमಘしなけれ
ばならないɻ

ʢଔޙۀのެೝ৺ཧࠃࢣՈݧࢼड֨ࢿݧऔಘʣ
ୈù÷　ଔޙۀ、࣮ݧܦをܦて、·たは大ֶ

Ӄਐֶによりެೝ心ཧࢣのࠃՈݧࢼड
するऀはผදୈ̐رのऔಘを֨ࢿݧ
にఆめるඞཁなՊをཤमするものと
するɻ

　　̎　લ߲によりඞཁなՊをཤमするऀ
が、લにఆめるࣾ会ࠃ࢜ࢱՈݧࢼ
ड֨ࢿݧおよびਫ਼ਆอ݈ࠃ࢜ࢱՈࢼ
、する場߹はرのऔಘを֨ࢿݧडݧ
いͣれかҰํのࠃՈݧࢼड֨ࢿݧのऔ
ಘのみೝめるものとするɻ

ʢೝఆ৺ཧ֨ࢿ࢜ʣ
ୈùø　ຊ心ཧֶ会ೝఆのೝఆ心ཧ֨ࢿࢣऔ

ಘをرするऀはผදୈ̑にఆめるࢦ
ఆՊをཤमし、୯Ґをमಘしなけれ
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ばならない。
　　２　前項により指定科目を履修し、必要な

単位を修得した場合は、本人が所定の
審査料をそえて日本心理学会に申請す
ることにより、認定資格を取得するこ
とができる。

（資格等取得に必要な学外実習の履修制限）
第22条　福祉心理学科における社会福祉士国家

試験受験資格にかかる相談援助実習、
および精神保健福祉士国家試験受験資
格にかかる精神保健福祉援助実習につ
いては、次のいずれかに該当する者は
当該実習科目の履修をすることができ
ない。

　　　１．当該科目を履修する前年度末の時点
でGPA70点未満の者

　　　２．当該科目履修前に履修する必要のあ
る学科所定の科目の単位が未修得の
者で、学科会議の審議の結果、実習
の履修を制限された者

　　２　第20条における公認心理師国家試験受
験資格取得のために必要な科目のう
ち、心理演習、および心理実習の履修
者の上限を30名とする。

　　　　なお、心理実習については、次のいず
れかに該当する者は当該科目を履修す
ることができない。

　　　１．当該科目を履修する前年度末の時点
でGPA70点未満の者

　　　２．当該科目履修前に履修する必要のあ
る26科目のうち１科目以上の単位が
未修得の者で、学科会議の審議の結
果、履修を制限された者

（履修制限の解除）
第23条　福祉心理学科において前条の規定によ

り履修制限を受けた者が、その後の学
期末において履修制限要件が解除さ
れ、学科会議で適格と判断された場合、
次学期から当該実習科目を履修するこ
とができる。

（希望留年）
第24条　学則第49条第１項の卒業要件を満たし

た者であっても、国家試験受験資格取
得のため留年を希望する場合は、教授
会の議を経て学長が留年することを認
めることがある。

第４章　こども学科免許状・
　　　　資格取得課程の履修
（幼稚園教諭一種免許状および保育士資格取得
の課程）
第25条　こども学科に学則第24条の3第4項の

規定に基づく科目を履修するために幼
稚園教諭一種免許状取得の課程、およ
び同条第5項の規定に基づく科目を履
修するための保育士資格取得の課程を
置く。

　　２　前項に定める課程において、幼稚園教
諭一種免許状の取得を希望する者は別
表第6、保育士の資格取得を希望する
者は別表第7、両方の免許・資格取得
を希望する者は別表第8に定める科目
を履修し、所定の単位を修得しなけれ
ばならない。

　　3　第１項に定める課程を履修して卒業
し、幼稚園教諭一種免許状および保育
士資格を取得した者は、幼保連携型認
定こども園において保育教諭と称する
ことができる。

（実習の履修制限）
第26条　前条に定める課程の授業科目の履修に

かかり、次の実習科目について条件を
満たさない場合は、学期の始めに履修
手続が完了し、施設見学実習、実習オ
リエンテーション等で既に履修の開始
がなされていた場合においても履修を
制限し、または単位の認定を行わない
ことがある。

　　　１．認定こども園基本実習（福島学院大
学認定こども園での実習）

　　　　イ　１年次までの履修科目のGPAが
70点未満の者

　　　　ロ　「認定こども園基本実習」前の課
題未提出の者

　　　２．幼稚園教育実習
　　　　イ　「認定こども園基本実習」が不合

格の者
　　　　ロ　事前・事後指導において5分の4

以上出席しない者で、こども学科
会議の審議の結果、不適格と判断
された者

　　　　ハ　3年次までの履修科目のGPAが
70点未満の者

　　　　二　「幼稚園教育実習」を行う時点で、
3年次までの教職免許取得に必須
の科目の単位を取得していない者
で、こども学科会議の審議の結果、
実習不可と判断された者

　　　　ホ　「幼稚園教育実習」を行う時点で、
専門教育科目「音楽」の単位、お
よび「ピアノ演習」または「器楽
演習」のいずれかの単位を取得し
ていない者

　　　　へ　実習を完遂するのに心身等の支障
があると、こども学科会議で判断
された者

　　　3．保育実習Ⅰ
　　　　イ　「認定こども園基本実習」が不合

格の者
　　　　ロ　「保育実習指導Ⅰ」において5分

の4以上出席しない者で、こども
学科会議の審議の結果、不適格と
判断された者

　　　　ハ　２年次までの履修科目のGPAが
70点未満の者

　　　　ニ　「保育実習Ⅰ」を行う時点で、保
育士養成課程「必修科目」の単位
を取得していない者で、こども学
科会議の審議の結果、実習不可と
判断された者

　　　　ホ　実習を完遂するのに心身等の支障
があると、こども学科会議で判断
された者

　　　4．保育実習Ⅱ，Ⅲ
　　　　イ　「保育実習Ⅰ」における保育所実

習、もしくは施設実習が不合格の
者

　　　　ロ　3年次までの履修科目のGPAが
70点未満の者

　　　　ハ　「保育実習指導Ⅱ又はⅢ」におい
て5分の4以上出席しない者で、
こども学科会議の審議の結果、不
適格と判断された者

　　　　二　実習を完遂するのに心身等の支障
があると、こども学科会議で判断
された者

　　　5．学童保育実習
　　　　イ　「学童保育」の授業を履修してい

ない者
　　　　ロ　「教育内容指導法国語」および「教

育内容指導法算数」を履修してい
ない者

　　　　ハ　「教育内容指導法音楽」「教育内容
指導法図画工作」「教育内容指導
法体育」のうち２科目以上を履修
していない者。（ただし、学童保
育実習を夏季休業中に実施した場
合は、事後履修することを義務付
ける。）

　　　　二　3年次までのGPAが70点未満の
者

（履修制限の解除）
第27条　こども学科において前条第１項第１

号、第２号、第3号、第4号および第
5号の規定により履修制限をうけた者
が、次に該当する場合は、当該実習科
目の履修制限を解除することができる

　　　１．前条第１項第１号の不適格要件が、
第２年次前期までにすべて解除され
たとき

　　　２．前条第１項第２号の不適格要件が、
第4年次前期までにすべて解除され
たとき

　　　3．前条第１項第3号の不適格要件が、
第3年次前期までにすべて解除され
たとき

　　　4．前条第１項第4号の不適格要件が、
第4年次前期までにすべて解除され
たとき

　　　5．前条第１項第5号の不適格要件が、
第4年次前期までにすべて解除され
たとき

　　２　前項の規定により履修制限が解除され
た場合の「幼稚園教育実習」「保育実
習Ⅰ」の実施については次のとおりと
する。

　　　１．前条第１項第２号の履修制限が解除
された場合、「幼稚園教育実習」は
第4年次後期に実習期間を分割して
適宜行うものとする。（原則として
授業実施期間中を除く）

　　　２．前条第１項第3号の履修制限が解除
された場合、「保育実習Ⅰ」は第3
年次後期に適宜行うものとする。（原
則として授業実施期間中を除く）

（同年度内の再実習制限）
第28条　こども学科における認定こども園基本

実習、教育実習にかかる幼稚園教育
実習、保育実習Ⅰにかかる保育所実
習および施設実習、保育実習Ⅱ、保
育実習Ⅲ、学童保育実習については
各々１実習とし、次のいずれかに該
当する場合、原則として当該年度内
の再実習は認めない。

　　　１．こども学科会議において、次に掲げ
る要件を審議の結果、不適格と判断
された者

　　　　イ　教育実習にかかる事前事後指導、
保育実習指導Ⅰ、保育実習指導Ⅱ
またはⅢにおける出席状況

　　　　ロ　学習への意欲
　　　　ハ　学業成績等
　　　２．実習の評価で２実習以上の不合格が

あるもの、または１実習について50
点未満の評価がある者

　　　3．実習先の評価に関し、学生もしくは
家族等が直接実習先に照会を行った
とき

第５章　補則
（改廃）
第29条　この規程の改廃は、教授会の議を経て

理事会が決定する。

附　　則
　　　１．この規程は平成30年4月１日から施

行する。
　　　　　ただし、第22条第２項（公認心理師

国家試験受験資格取得に必要な学外
実習の履修制限）については平成29
年度以前の入学生には適用せず、平
成30年度入学生から適用する。

　　　２．第20条第１項（公認心理師国家試験
受験資格取得に必要な科目）につい
て、平成29年度以前に入学した者は、
公認心理師法附則第２条第１項第3
号及び第4号による特例措置を適用
し、別に定める履修細則によるもの
とする。

　　　3．この規程の所管は教務課とする。
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当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ
̍ �人ମの構とػٴͼ࣬ප ٛߨ ４ ý÷

　（）̍ �心理学֓ ٛߨ ４ ý÷
̎ �社会学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ �社会ݪࢱ ٛߨ ４ ý÷
̏ �社会ௐࠪ๏ ٛߨ ̎ ３÷
̍ �૬ஊԉ助のج൫と専門৬ ٛߨ ４ ý÷
̎ �社会ࢱԉ助ٕज़ᶗ ٛߨ ４ ý÷
̏ �社会ࢱԉ助ٕज़ᶘ ٛߨ ４ ý÷
̎ �Ҭࢱ ٛߨ ̎ ３÷
̎ �ίϛϡχςΟʔιʔγϟϧϫʔΫ ٛߨ ̎ ３÷
̏ �ࢱ行ࡒとܭࢱը ٛߨ ̎ ３÷
̏ �社会ࢱӡӦ理 ٛߨ ̎ ３÷
̎ �社会อো ٛߨ ４ ý÷
̍ ੍ݥอޢԉとհࢧ者にରするྸߴ� ٛߨ ４ ý÷
̎ �ো者にରするࢧԉとো者自立ࢧԉ੍ ٛߨ ̎ ３÷
̎ ࢱಐ・Ո庭ࣇ� ٛߨ ４ ý÷
̏ �ॴಘ者にରするࢧԉと生׆อ੍ޢ ٛߨ ̎ ３÷
̏ �อ݈ҩྍαʔϏε ٛߨ ̎ ３÷
̏ �ब࿑ࢧԉ ٛߨ ̍ １５

　（）̏ ੍ݟޙと成年ޢར༴ݖ� ٛߨ ̎ ３÷
̏ ੍ޢ生อߋ� ٛߨ ̍ １５
̎ �૬ஊԉ助ԋशᶗ ԋश ̍ ３÷
̏ �૬ஊԉ助ԋशᶘ ԋश ̎ ý÷
４ �૬ஊԉ助ԋशᶙ ԋश ̎ ý÷
̏ŋ４ �૬ஊԉ助࣮शࢦಋ ԋश ̏ ９÷
̏ŋ４ �૬ஊԉ助࣮श ࣮श ４ ���

（）̏Պの͏ͪ、̍Պબඞम。

ผදୈ̎　ਫ਼ਆอ݈ࢦ�࢜ࢱఆՊʢฏú÷Ҏ߱ೖֶੜ༻ʣ

当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ
̍ �人ମの構とػٴͼ࣬ප ٛߨ ４ ý÷

　（）̍ �心理学֓ ٛߨ ４ ý÷
̎ �社会学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ �社会ݪࢱ ٛߨ ４ ý÷
̎ �Ҭࢱ ٛߨ ̎ ３÷
̎ �ίϛϡχςΟʔιʔγϟϧϫʔΫ ٛߨ ̎ ３÷
̏ �ࢱ行ࡒとܭࢱը ٛߨ ̎ ３÷
̎ �社会อো ٛߨ ４ ý÷
̏ �ॴಘ者にରするࢧԉと生׆อ੍ޢ ٛߨ ̎ ３÷
̏ �อ݈ҩྍαʔϏε ٛߨ ̎ ３÷
̏ ੍ݟޙと成年ޢར༴ݖ� ٛߨ ̎ ３÷
̎ �ো者にରするࢧԉとো者自立ࢧԉ੍ ٛߨ ̎ ３÷
̍ �精神࣬ױとそのྍ࣏ ٛߨ ４ ý÷
̍ �精神อ݈学 ٛߨ ４ ý÷
̎ �精神อ݈ࢱに関する੍とαʔϏε ٛߨ ４ ý÷
̎ �精神ো者の生ࢧ׆ԉγεςϜ ٛߨ ̎ ３÷
̎ �精神อ݈ࢱ૬ஊԉ助のج൫（ૅج） ٛߨ ̎ ３÷
̎ �精神อ݈ࢱ૬ஊԉ助のج൫（専門） ٛߨ ̎ ３÷
̏ �精神อ݈ࢱの理と૬ஊԉ助のల開ᶗ ٛߨ ４ ý÷
̏ �精神อ݈ࢱの理と૬ஊԉ助のల開ᶘ ٛߨ ４ ý÷
̎ �精神อ݈ࢱԉ助ԋश（ૅج） ԋश ̍ ３÷
̏ �精神อ݈ࢱԉ助ԋश（専門） ԋश ̎ ý÷
４ �精神อ݈ࢱԉ助࣮शࢦಋ ࣮श ̏ ９÷
４ �精神อ݈ࢱԉ助࣮श ࣮श ̑ ���

（）̏Պの͏ͪ、̍Պબඞम。

ผදୈ̏　ࣾձ࢜ࢱɾਫ਼ਆอ݈ࢦ�࢜ࢱఆՊʢฏú÷Ҏ߱ೖֶੜ༻ʣ

௨Պڞ
当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ
̍ 人ମの構とػٴͼ࣬ප ٛߨ ４ ý÷

　（）̍ 心理学֓ ٛߨ ４ ý÷
̎ 社会学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ 社会ݪࢱ ٛߨ ４ ý÷
̎ Ҭࢱ ٛߨ ̎ ３÷
̎ ίϛϡχςΟʔιʔγϟϧϫʔΫ ٛߨ ̎ ３÷
̏ ࢱ行ࡒとܭࢱը ٛߨ ̎ ３÷
̎ 社会อো ٛߨ ４ ý÷
̏ ॴಘ者にରするࢧԉと生׆อ੍ޢ ٛߨ ̎ ３÷
̏ อ݈ҩྍαʔϏε ٛߨ ̎ ３÷
̎ ো者にରするࢧԉとো者自立ࢧԉ੍ ٛߨ ̎ ３÷

社会ࢦ࢜ࢱఆՊ 精神อ݈ࢦ࢜ࢱఆՊ
当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ 当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ

̏ 社会ௐࠪ๏ ٛߨ ̎ ３÷ ̏ŋ４ ޙと成年ޢར༴ݖ
੍ݟ ٛߨ ̎ ３÷

̍ ૬ஊԉ助のج൫と
専門৬ ٛߨ ４ ý÷ ̍ 精神࣬ױとその　

ྍ࣏ ٛߨ ４ ý÷

̎ 社会ࢱԉ助ٕज़
ᶗ ٛߨ ４ ý÷ ̍ 精神อ݈学 ٛߨ ４ ý÷

̏ 社会ࢱԉ助ٕज़
ᶘ ٛߨ ４ ý÷ ̎ 精神อ݈ࢱに関す

る੍とαʔϏε ٛߨ ４ ý÷

̏ 社会ࢱӡӦ理 ٛߨ ̎ ３÷ ̎ 精神ো者の生׆
ԉγεςϜࢧ ٛߨ ̎ ３÷

̍ ࢧ者にରするྸߴ
ԉとհޢอ੍ݥ ٛߨ ４ ý÷ ̎ 精神อ݈ࢱ૬ஊ

ԉ助のج൫（ૅج）ٛߨ ̎ ３÷

̎ ࢱಐ・Ո庭ࣇ ٛߨ ４ ý÷ ̎ 精神อ݈ࢱ૬ஊ
ԉ助のج൫（専門）ٛߨ ̎ ３÷

̏ ब࿑ࢧԉ ٛߨ ̍ １５

（）

̏ 精神อ݈ࢱの理
と૬ஊԉ助のల開ᶗ ٛߨ ４ ý÷

̏ ޙと成年ޢར༴ݖ
੍ݟ ٛߨ ̎ ３÷ ̏ 精神อ݈ࢱの理

と૬ஊԉ助のల開ᶘ ٛߨ ４ ý÷

̏ ੍ޢ生อߋ ٛߨ ̍ １５ ̎ 精神อ݈ࢱԉ助
ԋश（ૅج） ԋश ̍ ３÷

̎ ૬ஊԉ助ԋशᶗ ԋश ̍ ３÷ ̏ 精神อ݈ࢱԉ助
ԋश（専門） ԋश ̎ ý÷

̏ ૬ஊԉ助ԋशᶘ ԋश ̎ ý÷ ４ 精神อ݈ࢱԉ助
࣮शࢦಋ ࣮श ̏ ９÷

４ ૬ஊԉ助ԋशᶙ ԋश ̎ ý÷ ４ 精神อ݈ࢱԉ助
࣮श ࣮श ̑ ù１÷

̏ŋ４ ૬ஊԉ助࣮शࢦಋ ԋश ̏ ９÷
̏ŋ４ ૬ஊԉ助࣮श ࣮श ４ １ÿ÷
（）̏Պの͏ͪ、̍Պબඞम。
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ผදୈ̑　ೝఆ৺ཧ࢜ೝఆ֨ࢿऔಘࢦ�ఆՊʢฏú÷Ҏ߱ೖֶੜ༻ʣ

Պૅج
（"ྖҬで４୯位Ҏ্、#・$ྖҬの߹ܭが̔୯位Ҏ্、߹１ܭù୯位Ҏ্）

当年࣍ ྖҬ तۀՊ ۠ ୯位
̍ " 心理学֓ ٛߨ ４
̍ " ྟচ心理学֓ ٛߨ （̍̍）
̎ " ・人֨心理学ײ ٛߨ （̍̍）
̎ # 心理学ڀݚ๏ ԋश ̎
̏ # 心理学౷ܭ๏ ٛߨ ̎
̎ $ 心理学࣮ݧ ࣮श ̎
̏ $ 心理తΞηεϝϯτᶗ ԋश ̍
̏ $ 心理తΞηεϝϯτᶘ ԋश ̍
̏ $ 心理ԋश ԋश ̍

બՊ
（%ʙ)の̏ྖҬҎ্で、それͧれがগなくとも４୯位Ҏ্、߹１ܭý୯
位Ҏ্）
当年࣍ ྖҬ तۀՊ ۠ ୯位
̎ % ֮・ೝ心理学 ٛߨ ̎
̎ % 学श・ޠݴ心理学 ٛߨ ̎
̎ & 神ܦ・生理心理学 ٛߨ ̎
̍ ' 発ୡ心理学 ٛߨ ̎
̏ ' 発ୡྟচ心理学 ٛߨ ̎
̏ ' 教育・学校心理学 ٛߨ ̎
̎ ( 心理学ࡑ๏・൜࢘ ٛߨ ̎
̎ ( ো者・োࣇ心理学 ٛߨ ̎
̎ ( 心理ྍ๏ ٛߨ ̎
̏ ( ҩྍ心理学・߁݈ ٛߨ ̎
̏ ( ࢱ心理学ᶘ ٛߨ ̎
̎ ) 社会・ूஂ・Ո心理学 ٛߨ ̎
̏ ) 産ۀ・৫心理学 ٛߨ ̎

（̍）これら̎Պは、"ྖҬの෭࣍ओでのਃとするため、
　　　��開ߨ୯位のがೝఆ୯位となる。
（̎）ૅجՊおよͼબՊ、そのଞのՊを߹Θͤて、
　　　��૯୯位３ý୯位Ҏ্ඞཁ。

ผදୈ̐　ެೝ৺ཧࢣ　େֶʹ͓͚ΔඞཁͳՊʢฏú÷Ҏ߱ೖֶੜ༻ʣ

当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ
̏ ެೝ心理ࢣの ٛߨ ̎ ３÷ 　
̍ 心理学֓ ٛߨ ４ ý÷
̍ ྟচ心理学֓ ٛߨ ̎ ３÷
̎ 心理学ڀݚ๏ ԋश ̎ ý÷
̏ 心理学౷ܭ๏ ٛߨ ̎ ３÷
̎ 心理学࣮ݧ ԋश ̎ ý÷
̎ ֮・ೝ心理学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ 学श・ޠݴ心理学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ ・人֨心理学ײ ٛߨ ̎ ３÷
̎ 神ܦ・生理心理学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ 社会・ूஂ・Ո心理学 ٛߨ ̎ ３÷
̍ 発ୡ心理学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ ো者・োࣇ心理学 ٛߨ ̎ ３÷
̏ 心理తΞηεϝϯτᶗ ԋश ̍ ３÷
̏ 心理తΞηεϝϯτᶘ ԋश ̍ ３÷
̎ 心理学తࢧԉ๏ ٛߨ ̎ ３÷
̏ ҩྍ心理学・߁݈ ٛߨ ̎ ３÷
̍ ࢱ心理学ᶗ ٛߨ ̎ ３÷
̏ ࢱ心理学ᶘ ٛߨ ̎ ３÷ 　
̏ 教育・学校心理学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ 心理学ࡑ๏・൜࢘ ٛߨ ̎ ３÷
̏ 産ۀ・৫心理学 ٛߨ ̎ ３÷
̍ 人ମの構とػٴͼ࣬ප ٛߨ ４ ý÷
̍ 精神࣬ױとそのྍ࣏ ٛߨ ４ ý÷

̏ 関行 ٛߨ ̎ ３÷

อ݈ҩྍ野、ࢱ野、
教育野、࢘๏・൜ࡑ
野、産ۀ・࿑ಇ野に関
のある๏、　੍を
ؚΉ

̏ 心理ԋश ԋश ̍ ３÷
４ 心理࣮श ࣮श ̎ ÿ÷
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ผදୈ̍　ࣾձࢦ�࢜ࢱఆՊʢฏùĀҎલೖֶੜ༻ʣ

当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ
̍ŋ̎ �ҩ学一ൠ ٛߨ ４ ý÷

　（）̍ �心理学 ٛߨ ４ ý÷
̏ŋ４ �社会学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ �社会ݪࢱ ٛߨ ４ ý÷
̏ �社会ௐࠪ๏ ٛߨ ̎ ３÷
̎ �૬ஊԉ助のج൫と専門৬ ٛߨ ４ ý÷
̏ �社会ࢱԉ助ٕज़ᶗ ٛߨ ４ ý÷
４ �社会ࢱԉ助ٕज़ᶘ ٛߨ ４ ý÷
̏ŋ４ �Ҭࢱ ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ �ίϛϡχςΟʔιʔγϟϧϫʔΫ ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ �ࢱ行ࡒとܭࢱը ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ �社会ࢱӡӦ理 ٛߨ ̎ ３÷
̎ �社会อো ٛߨ ４ ý÷
̍ŋ̎ ੍ݥอޢԉとհࢧ者にରするྸߴ� ٛߨ ４ ý÷
̎ �ো者にରするࢧԉとো者自立ࢧԉ੍ ٛߨ ̎ ３÷
̎ ࢱಐ・Ո庭ࣇ� ٛߨ ４ ý÷
̏ŋ４ �ॴಘ者にରするࢧԉと生׆อ੍ޢ ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ �อ݈ҩྍαʔϏε ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ �ब࿑ࢧԉ ٛߨ ̍ １５

　（）̏ŋ４ ੍ݟޙと成年ޢར༴ݖ� ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ ੍ޢ生อߋ� ٛߨ ̍ １５
̎ �૬ஊԉ助ԋशᶗ ԋश ̍ ３÷
̏ �૬ஊԉ助ԋशᶘ ԋश ̎ ý÷
４ �૬ஊԉ助ԋशᶙ ԋश ̎ ý÷
̏ŋ４ �૬ஊԉ助࣮शࢦಋ ԋश ̏ ９÷
̏ŋ４ �૬ஊԉ助࣮श ࣮श ４ ���

（）̏Պの͏ͪ、̍Պબඞम。

ผදୈ̎　ਫ਼ਆอ݈ࢦ�࢜ࢱఆՊʢฏùĀҎલೖֶੜ༻ʣ

当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ
̍ŋ̎ �ҩ学一ൠ ٛߨ ４ ý÷

　（）̍ �心理学 ٛߨ ４ ý÷
̏ŋ４ �社会学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ �社会ݪࢱ ٛߨ ４ ý÷
̏ŋ４ �Ҭࢱ ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ �ίϛϡχςΟʔιʔγϟϧϫʔΫ ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ �ࢱ行ࡒとܭࢱը ٛߨ ̎ ３÷
̎ �社会อো ٛߨ ４ ý÷
̏ŋ４ �ॴಘ者にରするࢧԉと生׆อ੍ޢ ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ �อ݈ҩྍαʔϏε ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ ੍ݟޙと成年ޢར༴ݖ� ٛߨ ̎ ３÷
̎ �ো者にରするࢧԉとো者自立ࢧԉ੍ ٛߨ ̎ ３÷
̍ŋ̎ �精神ҩ学 ٛߨ ４ ý÷
̍ŋ̎ �精神อ݈学 ٛߨ ４ ý÷
̎ �精神อ݈ࢱに関する੍とαʔϏε ٛߨ ４ ý÷
̎ �精神ো者の生ࢧ׆ԉγεςϜ ٛߨ ̎ ３÷
̎ �精神อ݈ࢱ૬ஊԉ助のج൫（ૅج） ٛߨ ̎ ３÷
̎ �精神อ݈ࢱ૬ஊԉ助のج൫（専門） ٛߨ ̎ ３÷
̏・４ �精神อ݈ࢱの理と૬ஊԉ助のల開ᶗ ٛߨ ４ ý÷
̏・４ �精神อ݈ࢱの理と૬ஊԉ助のల開ᶘ ٛߨ ４ ý÷
̎ �精神อ݈ࢱԉ助ԋश（ૅج） ԋश ̍ ３÷
̏ �精神อ݈ࢱԉ助ԋश（専門） ԋश ̎ ý÷
４ �精神อ݈ࢱԉ助࣮शࢦಋ ࣮श ̏ ９÷
４ �精神อ݈ࢱԉ助࣮श ࣮श ̑ ���

（）̏Պの͏ͪ、̍Պબඞम。

ผදୈ̏　ࣾձ࢜ࢱɾਫ਼ਆอ݈ࢦ�࢜ࢱఆՊʢฏùĀҎલೖֶੜ༻ʣ

௨Պڞ
当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ
̍ŋ̎ ҩ学一ൠ ٛߨ ４ ý÷

　（）̍ 心理学 ٛߨ ４ ý÷
̏ŋ４ 社会学 ٛߨ ̎ ３÷
̎ 社会ݪࢱ ٛߨ ４ ý÷
̏ŋ４ Ҭࢱ ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ ίϛϡχςΟʔιʔγϟϧϫʔΫ ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ ࢱ行ࡒとܭࢱը ٛߨ ̎ ３÷
̎ 社会อো ٛߨ ４ ý÷
̏ŋ４ ॴಘ者にରするࢧԉと生׆อ੍ޢ ٛߨ ̎ ３÷
̏ŋ４ อ݈ҩྍαʔϏε ٛߨ ̎ ３÷
̎ ো者にରするࢧԉとো者自立ࢧԉ੍ ٛߨ ̎ ３÷

社会ࢦ࢜ࢱఆՊ 精神อ݈ࢦ࢜ࢱఆՊ
当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ 当年࣍ तۀՊ ۠ ୯位 時間 備ߟ

̏ 社会ௐࠪ๏ ٛߨ ̎ ３÷ ̏ŋ４ ޙと成年ޢར༴ݖ
੍ݟ ٛߨ ̎ ３÷

̎ ૬ஊԉ助のج൫と
専門৬ ٛߨ ４ ý÷ ̍ŋ̎ 精神ҩ学 ٛߨ ４ ý÷

̏ 社会ࢱԉ助ٕज़
ᶗ ٛߨ ４ ý÷ ̍ŋ̎ 精神อ݈学 ٛߨ ４ ý÷

４ 社会ࢱԉ助ٕज़
ᶘ ٛߨ ４ ý÷ ̎ 精神อ݈ࢱに関す

る੍とαʔϏε ٛߨ ４ ý÷

̏ŋ４ 社会ࢱӡӦ理 ٛߨ ̎ ３÷ ̎ 精神ো者の生׆
ԉγεςϜࢧ ٛߨ ̎ ３÷

̍ŋ̎ ࢧ者にରするྸߴ
ԉとհޢอ੍ݥ ٛߨ ４ ý÷ ̎ 精神อ݈ࢱ૬ஊ

ԉ助のج൫（ૅج）ٛߨ ̎ ３÷

̎ ࢱಐ・Ո庭ࣇ ٛߨ ４ ý÷ ̎ 精神อ݈ࢱ૬ஊ
ԉ助のج൫（専門）ٛߨ ̎ ３÷

̏・４ ब࿑ࢧԉ ٛߨ ̍ １５

（）

̏・４ 精神อ݈ࢱの理
と૬ஊԉ助のల開ᶗ ٛߨ ４ ý÷

̏・４ ੍ݟޙと成年ޢར༴ݖ ٛߨ ̎ ３÷ ̏・４ 精神อ݈ࢱの理
と૬ஊԉ助のల開ᶘ ٛߨ ４ ý÷

̏ŋ４ ੍ޢ生อߋ ٛߨ ̍ １５ ̎ 精神อ݈ࢱԉ助
ԋश（ૅج） ԋश ̍ ３÷

̎ ૬ஊԉ助ԋशᶗ ԋश ̍ ３÷ ̏ 精神อ݈ࢱԉ助
ԋश（専門） ԋश ̎ ý÷

̏ ૬ஊԉ助ԋशᶘ ԋश ̎ ý÷ ４ 精神อ݈ࢱԉ助
࣮शࢦಋ ࣮श ̏ ９÷

４ ૬ஊԉ助ԋशᶙ ԋश ̎ ý÷ ４ 精神อ݈ࢱԉ助
࣮श ࣮श ̑ ���

̏ŋ４ ૬ஊԉ助࣮शࢦಋ ԋश ̏ ９÷
̏ŋ４ ૬ஊԉ助࣮श ࣮श ４ ���
（）̏Պの͏ͪ、̍Պબඞम。
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ผදୈ̑　ೝఆ৺ཧ࢜ೝఆ֨ࢿऔಘࢦ�ఆՊʢฏùĀҎલೖֶੜ༻ʣ

Պૅج
（"・$ྖҬでそれͧれ４୯位Ҏ্、#・$ྖ
Ҭの߹ܭが̔୯位Ҏ্、߹１ܭù୯位Ҏ্）
当年࣍ ྖҬ तۀՊ ۠ ୯位
̍ " 心理学 ٛߨ ４
̏・４ $ 心理学࣮ݧ ࣮श ̎
̏・４ # 心理学ڀݚ๏ ԋश ̎
̏・４ # 心理౷ܭ学 ٛߨ ̎
̏・４ $ 心理断๏࣮श ࣮श ̎

બඞमՊ
（%ʙ)֤ྖҬの͏ͪ、̏ ྖҬҎ্で、それͧれがগなくとも４୯位Ҏ্、߹１ܭý୯位Ҏ্）
当年࣍ ྖҬ तۀՊ ۠ ୯位 当年࣍ ྖҬ तۀՊ ۠ ୯位
̍ ' 発ୡ心理学 ٛߨ ４ ̎ ( ΧϯηϦϯά֓ ٛߨ ４
̎ ( ྟচ心理学 ٛߨ ４ ̏・４ ( ΧϯηϦϯάԋश ԋश ̎
̎ ' Ͳもの心理ࢠ ٛߨ ̎ ̏・４ ) 社会心理学 ٛߨ ４
̏・４ ) ৬の心理 ٛߨ ̎ ̏・４ ' ੨年の心理 ٛߨ ̎
̏・４ % ೝ心理学 ٛߨ ４ ̏・４ ( 人֨心理学 ٛߨ ４

（）"ʙ)の֤ྖҬから、さらに意のՊで̔୯位Ҏ্બ、߹３ܭý୯位Ҏ্ඞཁ

ผදୈ̒　༮ஓԂڭ་Ұ種໔ڐঢ়औಘՊ

Պ
۠ त　ۀ　Պ　 当年࣍

୯位 तۀ
ଶܗ 備　　　　　ߟ

ඞम બ

教
養
教
育
科
目

ใ࡞ૢثػᶗ（初ڃϨϕϧ） ̍ ̎ ̎ ԋश
ใ࡞ૢثػᶘ（中ڃϨϕϧ） ̍・̎ ̎ ԋश
本ݑࠃ๏ ̎ ̎ ٛߨ
ӳ会ᶗ（ϕʔγοΫϨϕϧ） ̍ ̎ ̎ ԋश
ӳ会ᶘ（ΞυόϯεϨϕϧ） ̍・̎ ̎ ԋश
ମ育ٛߨ ̍ ̍ ٛߨ
ମ育࣮ٕᶗ ̍ ̍ ࣮ٕ

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

อ育者 ̍ ̎ ٛߨ
教育ݪ理 ̎ ̎ ٛߨ
教育行 ̏ ̎ ٛߨ
教育心理学 ̎ ̍ ԋश
発ୡ心理学 ̍ ４ ٛߨ
อ育・教育՝ఔ ̍ ̎ ٛߨ
อ育内༰૯ ̍ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　݈߁ ̏ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　人間関 ̏ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　ڥ ̎ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　ݴ༿ ̎ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　表現ᶗ ̎ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　表現ᶘ ̏ ̎ ԋश
教育ํ๏ٴͼٕज़ ̏ ̎ ԋश
༮ࣇ理ղの理とํ๏ ̏ ̎ ٛߨ
教育૬ஊ ̏ ̎ ٛߨ
อ育・༮ஓ園教৬࣮ફԋश ４ ̎ ԋश
ೝఆこͲも園ج本࣮श ̎ ̍ ࣮श
༮ஓ園教育࣮श ̏・４ ̑ ࣮श 事前・事ࢦޙಋ̍୯位をؚΉ
ޠࠃ ̏ ̎ ٛߨ
ࢉ ̏ ̎ ٛߨ
Իָ ̍ ̎ ԋश
ਤը࡞ ̍ ̎ ԋश
ମ育 ̎ ̎ ԋश

ϨϕϧにԠじ、いͣれか̎୯位ඞम
たͩし、Ϩϕϧᶗのཤम者はᶘまで
ඞम

ϨϕϧにԠじ、いͣれか̎୯位ඞम
たͩし、Ϩϕϧᶗのཤम者はᶘまで
ඞम
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ผදୈ̓　อҭ֨ࢿ࢜औಘՊ

による教Պࣔࠂ 本学開設Պ
備　　ߟ系

列 教Պ तۀ
ଶܗ ୯位 にରԠして開設さࠨ

れている教Պ
तۀ
ଶܗ

୯　位　
ඞम બ ܭ

教
　
養
　
教
　
育
　
科
　
目

、ޠࠃ֎
ମ育Ҏ֎
のՊ ෆ ６Ҏ্

本学の教育 ٛߨ ̎ ̎

表現ޠࠃ ٛߨ
ԋश ４ ４

会ԋश ԋश ̍ ̍
ใ࡞ૢثػᶗ
（初ڃϨϕϧ） ԋश

̎

６

̎

̎୯位Ҏ্ඞम
ᶗのཤम者はᶘ
まで４ܭ୯位ඞ
म

ใ࡞ૢثػᶘ
（中ڃϨϕϧ） ԋश ̎

ใ࡞ૢثػᶙ̖ ԋश ̎
ใ࡞ૢثػᶙ̗ ԋश ̎

生׆教養 ٛߨ
ԋश ４ ４

Իָԋश ԋश ̎ ̎
ඒज़ԋश ԋश ̎ ̎
จ学ԋश ԋश ̎ ̎
理ղࡍࠃ ٛߨ ̎ ̎

ޠࠃ֎ ԋश ̎Ҏ্

ӳ会ᶗ
（ϕʔγοΫϨϕϧ） ԋश

̎ ̎
̎ ̎୯位Ҏ্ඞम

ᶗのཤम者はᶘ
まで４ܭ୯位ඞ
मӳ会ᶘ

（ΞυόϯεϨϕϧ） ԋश ̎

ମ　育
ٛߨ ̍ ମ育ٛߨ ٛߨ ̍ ̍
࣮ٕ ̍ ମ育࣮ٕᶗ ࣮ٕ ̍ ̍

ܭ　　߹ １÷୯位Ҏ্
ù１ １ù ３３

３３୯位

ผ表ୈ̍による教Պࣔࠂ 本学開設Պ
備
考系

列 教　Պ　 तۀ
ଶܗ

୯位


にରԠして開設ࠨ
されている教Պ

तۀ
ଶܗ

୯　位　
ඞम બ ܭ

保
育
の
本
質ŋ

目
的
に
関
す
る
科
目

อ育ݪ理 ٛߨ ̎ อ育ݪ理 ٛߨ ̎ 　 ̎
　

教育ݪ理 ٛߨ ̎ 教育ݪ理 ٛߨ ̎ 　 ̎ 　
ࢱಐՈ庭ࣇ ٛߨ ̎ ࢱಐՈ庭ࣇ ٛߨ ̎ 　 ̎ 　
社会ࢱ ٛߨ ̎ 社会ࢱ ٛߨ ̎ 　 ̎
૬ஊԉ助 ԋश ̍ ૬ஊԉ助 ԋश ̍ ̍ 　
社会త養ޢ ٛߨ ̎ 社会త養ޢ ٛߨ ̎ 　 ̎ 　
อ育者 ٛߨ ̎ อ育者 ٛߨ ̎ ̎ 　

保
育
の
対
象
の

理
解
に
関
す
る
科
目

อ育の心理学ᶗ ٛߨ ̎ 発ୡ心理学 ٛߨ ４ 　 ４ 　
อ育の心理学ᶘ ԋश ̍ 教育心理学 ԋश ̍ 　 ̍ 　
Ͳものอ݈ᶗࢠ ٛߨ ４ Ͳものอ݈ᶗࢠ ٛߨ ４ 　 ４ 　
Ͳものอ݈ᶘࢠ ԋश ̍ Ͳものอ݈ᶘࢠ ԋश ̍ 　 ̍ 　
Ͳもの৯とӫ養ࢠ ԋश ̎ Ͳもの৯とӫ養ࢠ ԋश ̎ 　 ̎ 　
Ո庭ࢧԉ ٛߨ ̎ Ո庭ࢧԉ ٛߨ ̎ 　 ̎ 　

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

อ育՝ఔ ٛߨ ̎ อ育 ŋ教育՝ఔ ٛߨ ̎ 　 ̎ 　
อ育内༰૯ ԋश ̍ อ育内༰૯ ԋश ̎ 　 ̎

อ育内༰ԋश ԋश ̑

อ育内༰ࢦಋ๏�݈߁ ԋश ̎ ̎
อ育内༰ࢦಋ๏
人間関 ԋश ̎ ̎

อ育内༰ࢦಋ๏ڥ� ԋश ̎ 　 ̎ 　
อ育内༰ࢦಋ๏ݴ�༿ ԋश ̎ 　 ̎ 　
อ育内༰ࢦಋ๏�表現 ԋश ̎ 　 ̎ 　

ೕࣇอ育 ԋश ̎ ೕࣇอ育 ԋश ̎ 　 ̎ 　
োࣇอ育 ԋश ̎ োࣇอ育 ԋश ̎ 　 ̎ 　
社会త養ޢ内༰ ԋश ̍ 社会త養ޢ内༰ ԋश ̍ 　 ̍ 　
อ育૬ஊࢧԉ ԋश ̍ อ育૬ஊࢧԉ ԋश ̍ ̍

保
育
の

表
現
技
術

อ育の表現ٕज़ ԋश ４

Իָ ԋश ̎ 　 ̎ 　

ਤը࡞ ԋश ̎ 　 ̎ 　

ମ育 ԋश ̎ 　 ̎ 　

保
育
実
習

อ育࣮शࢦಋᶗ ԋश ̎ อ育࣮शࢦಋᶗ ԋश ̎ 　 ̎ 　

อ育࣮शᶗ ࣮श ４ อ育࣮शᶗ ࣮श ４ 　 ４ 　

総
合

演
習 อ育࣮ફԋश ԋश ̎ อ育 ŋ༮ஓ園教৬

࣮ફԋश ԋश ̎ 　 ̎ 　

ܭ　　߹ ５１୯位Ҏ্ 　 �� ̌ �� 　
ý１୯位 　
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ผ表ୈ̎による教Պࣔࠂ 本学開設Պ
備ߟ

ྻܥ 教Պ तۀ
ଶܗ

୯位


にରԠして開設ࠨ
されている教Պ

तۀ
ଶܗ

୯　位　
ඞम બ ܭ

保
育
の
本
質
・

目
的
に
関
す
る
科
目

各
指
定
保
育
士
養
成
施
設
に
お
い
て
設
定

１５�
୯�
位�
Ҏ
্

Ҭࢱ ٛߨ

こ
の
中
か
ら
６
単
位
以
上
必
修

̎ ̎

発ୡো ٛߨ ̎ ̎

保
育
の
対
象
の

理
解
に
関
す
る
科
目

ࡦԉࢧ育てࢠ ٛߨ ̎ ̎

ྟচ心理学 ٛߨ ̎ ̎

保
育
の
内
容
・

方
法
に
関
す
る
科
目

ΧϯηϦϯά֓ ٛߨ ̎ ̎

ΧϯηϦϯάԋश ԋश ̍ ̍

༮ࣇ理ղの理とํ๏ ٛߨ ̎ ̎

保
育
の
表
現
技
術

ϐΞϊԋश
（初ڃϨϕϧ） ԋश ̎ ̎

ϐΞϊԋश
（中ڃϨϕϧ） ԋश ̎ ̎

ϐΞϊԋश
（Ϩϕϧڃ্） ԋश ̎ ̎

ԋशָث ԋश ̎ ̎

保
育
実
習

อ育࣮शࢦ
ಋᶘ ԋश ̍ อ育࣮शࢦಋᶘ ԋश ̍ ̍

　

อ育࣮शᶘ ࣮श ̎ อ育࣮शᶘ ࣮श ̎ ̎

อ育࣮शࢦ
ಋᶙ ԋश ̍ อ育࣮शࢦಋᶙ ԋश ̍ ̍

อ育࣮शᶙ ࣮श ̎ อ育࣮शᶙ ࣮श ̎ ̎

ܭ　　߹ １ÿ୯位Ҏ্
̕ １ÿ ùþ

ùþ୯位

Ⅱ
、
Ⅲ
い
ず
れ
か
３
単
位
必
修

อ育֨ࢿ࢜取ಘՊではないが、
学校ಠ自のՊとして開設され
ているՊ

本学開設Պ����
備　ࠨߟにରԠして開設�

されている教Պ
तۀ
ଶܗ

୯　位　
ඞम બ ܭ

育ࣇετϨε ٛߨ ̎ ̎
ࢠอ݈ᶗ ٛߨ ̎ ̎
৯ΞϨϧΪʔ事ྫڀݚ ԋश ̍ ̍
อޢ者ରԠ事ྫڀݚ ԋश ̍ ̍
学ಐอ育 ԋश ̎ ̎
学ಐอ育࣮श ࣮श ̍ ̍
園ܳ ԋश ̎ ̎
創࡞ϛϡʔδΧϧ ԋश ̎ ̎

ܭ　　߹ 　 １３ １３

教�Պ��の�छ�ผ 設ஔ
୯位

୯��位��
備　　　ߟ

ඞम બ ܭ

教養Պ １÷୯位
Ҏ্ ù１ １ù ３３

ผ表ୈ̍による教Պࣔࠂ ５１୯位
Ҏ্ ý１ ̌ ý１

ผ表ୈ̎による教Պࣔࠂ １ÿ୯位
Ҏ্ ̕ １ÿ ùþ

খ　　　ܭ ９１ ３÷ １ù１
อ育֨ࢿ࢜取ಘՊではないが、学校ಠ
自のՊとして開設されている教Պ ̌ １３ １３

ܭ　　　　߹ ９１ ４３ １３４

ଔۀにඞཁな୯位 þù ５ù １ù４
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別表第８　幼稚園教諭一種免許状・保育士資格取得科目

Պ
۠ त　ۀ　Պ　 当年࣍

୯位 तۀ
ଶܗ 備　　　　　ߟ

ඞम બ

教
　
養
　
教
　
育
　
科
　
目

本学の教育 ̍ ̎ ٛߨ

表現ޠࠃ ̍ ４ ٛߨ
ԋश

会ԋश ̎ ̍ ԋश
ใ࡞ૢثػᶗ（初ڃϨϕϧ） ̍ ̎ ̎ ԋश
ใ࡞ૢثػᶘ（中ڃϨϕϧ） ̍・̎ ̎ ԋश

生׆教養 ̍ ４ ٛߨ
ԋश

本ݑࠃ๏ ̎ ̎ ٛߨ
ӳ会ᶗ（ϕʔγοΫϨϕϧ） ̍ ̎ ̎ ԋश
ӳ会ᶘ（ΞυόϯεϨϕϧ） ̍・̎ ̎ ԋश
理ղࡍࠃ ̍ ̎ ٛߨ
ମ育ٛߨ ̍ ̍ ٛߨ
ମ育࣮ٕᶗ ̍ ̍ ࣮ٕ

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

อ育者 ̍ ̎ ٛߨ
教育ݪ理 ̎ ̎ ٛߨ
อ育ݪ理 ̍ ̎ ٛߨ
社会త養ޢ ̍ ̎ ٛߨ
社会ࢱ ̍ ̎ ٛߨ
૬ஊԉ助 ̎ ̍ ԋश
ࢱಐՈ庭ࣇ ̍ ̎ ٛߨ
教育行 ̏ ̎ ٛߨ
教育心理学 ̎ ̍ ԋश
発ୡ心理学 ̍ ４ ٛߨ
Ͳものอ݈ᶗࢠ ̍ ４ ٛߨ
Ͳものอ݈ᶘࢠ ̎ ̍ ԋश
Ͳもの৯とӫ養ࢠ ̎ ̎ ԋश
Ո庭ࢧԉ ̎ ̎ ٛߨ
อ育・教育՝ఔ ̍ ̎ ٛߨ
อ育内༰૯ ̍ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　݈߁ ̏ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　人間関 ̏ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　ڥ ̎ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　ݴ༿ ̎ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　表現ᶗ ̎ ̎ ԋश
อ育内༰ࢦಋ๏　表現ᶘ ̏ ̎ ԋश
教育ํ๏ٴͼٕज़ ̏ ̎ ԋश
社会త養ޢ内༰ ̎ ̍ ԋश
อ育૬ஊࢧԉ ̎ ̍ ԋश
ೕࣇอ育 ̎ ̎ ԋश
োࣇอ育 ̏ ̎ ԋश
༮ࣇ理ղの理とํ๏ ̏ ̎ ٛߨ
教育૬ஊ ̏ ̎ ٛߨ
อ育・༮ஓ園教৬࣮ફԋश ４ ̎ ԋश
ೝఆこͲも園ج本࣮श ̎ ̍ ࣮श
༮ஓ園教育࣮श ̏・４ ̑ ࣮श 事前・事ࢦޙಋ̍୯位をؚΉ
อ育࣮शࢦಋᶗ ̎・̏ ̎ ԋश
อ育࣮शᶗ ̏ ４ ࣮श
อ育࣮शࢦಋᶘ ̏・４ ̏ ̍ ԋश

いͣれか̏୯位ඞमอ育࣮शᶘ ４ ̎ ࣮श
อ育࣮शࢦಋᶙ ̏・４ ̏ ̍ ԋश
อ育࣮शᶙ ４ ̎ ࣮श

ϨϕϧにԠじ、いͣれか̎୯位ඞम
たͩし、Ϩϕϧᶗのཤम者はᶘまで
ඞम

ϨϕϧにԠじ、いͣれか̎୯位ඞम
たͩし、Ϩϕϧᶗのཤम者はᶘまで
ඞम

༮ஓԂڭ་Ұ種ɾอҭࢦ　࢜ఆՊ

Պ
۠ त　ۀ　Պ　 当年࣍

୯位 तۀ
ଶܗ 備　　　　　ߟ

ඞम બ

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

ޠࠃ ̏ ̎ ٛߨ
ࢉ ̏ ̎ ٛߨ
Իָ ̍ ̎ ԋश
ਤը࡞ ̍ ̎ ԋश
ମ育 ̎ ̎ ԋश
Ҭࢱ ４ ̎ ٛߨ
発ୡো ４ ̎ ٛߨ
ࡦԉࢧ育てࢠ ４ ̎ ٛߨ
ྟচ心理学 ̏ ̎ ٛߨ
ΧϯηϦϯά֓ ̏ ̎ ٛߨ
ΧϯηϦϯάԋश ̏ ̍ ԋश
ϐΞϊԋश（初ڃϨϕϧ） ̍ ̎ ԋश
ϐΞϊԋश（中ڃϨϕϧ） ̍ ̎ ԋश
ϐΞϊԋश（্ڃϨϕϧ） ̍ ̎ ԋश
ԋशָث ̍ ̎ ԋश

こ
の
中
か
ら
4
単
位
以
上
必
修
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学生受講規程
（目的）
第１条　この規程は、学生が本学の授業等の受

講にあたり留意すべき事項、及び授業
改善意見の提出に関する事項を定める
ことを目的とします。

（受講上の留意事項）
第２条　学生は授業・特別講義・講演等（授業

等と云う。）の受講について、次の事
項を行わないように留意しなければな
りません。

　　　１．コート類、小物類（マフラー、帽子
等）着用の教室入室及び受講

　　　　　ただし、冬場などで特に教室が寒冷
の際あるいは風邪等のためコート着
用の申出をし、授業担当教員の許可
を得た場合はその限りではありませ
ん

　　　２．授業等の流れと関係のない、もしく
は授業等の流れを妨害する私語

　　　３．携帯電話等通信機による送信もしく
は交信

　　　４．飲食行為
　　　　　ただし、学生生活規程第26条に定め

る許可された教室等の場合を除きま
す

　　　５．喫煙行為
　　　６．教授者の意欲を疎外するマナーの悪

い居眠り
　　　７．学習用品以外のバッグや紙袋等の荷

物を机上に載せておくこと
　　　８．授業中の教室の無断入退出
　　　９．その他、教員が禁止した事項
　　２　学生が前項に抵触した場合の成績評価

上の取扱については、担当教員のシラ
バスもしくは最初の授業時に提示する
評価方法書に定めるところによるもの
とします。　

（事前学習、事後学習）
第３条　学生は単位制の本旨に則り、授業等の

受講にあたっては、シラバスに記した
事前学習、事後学習、レポート作成及
び試験のための準備を行うものとしま
す。

（成績評価への補足的対応措置）
第４条　遅刻・早退・欠席については、各学科

のシラバスに記載のとおり、その回数
により、成績評価において減点の対象
とします。

　　　　ただし、次に該当する学生が、該当事
項について「事由書」(書式任意)を授
業担当教員に提出した場合は減点の対
象とはしません。

　　　１．学内外における本学所定の実習に参
加する場合　　　　　　　　　　　

　　　２．学校保健安全法の規定に基づく学長
による出席停止の指示に従う場合

　　　３．裁判員制度による裁判員に選任され
た場合

　　　４．就職試験を受験する場合
　　　５．公共交通機関の遅延や運休による場

合
　　　６．悪天候または事故等によりやむを得

ない場合
　　　７．親族の不幸等やむを得ない場合

（授業アンケートの実施）
第５条　本学は、授業アンケートを実施し、授

業科目についての学生の改善意見を求
めます。

　　２　授業アンケートは配布日から原則３日
以内（ただし、土、日、祝休日を除く）
に「授業アンケート回収ポスト」に投
函してください。

　　３　授業アンケートは、本学自己点検・評
価委員会で取りまとめ、全学授業改善
委員会に報告し、全学授業改善委員会
が実情を確認し、改善を実施します。

　　４　前項の過程の中で適宜、学生に状況や
改善する事項について広報することと
します。

（意見投書ポストの設置）
第６条　学生は次の事項について、改善を求め

る意見がある場合は所定の様式の意見
書の提出をすることができます。

　　　１．授業に関すること
　　　　①教員が差別的言動、ハラスメント的

言動を行ったと判断される場合
　　　　②学生間の差別的言動、ハラスメント

的言動を教員が放置していると判断
される場合

　　　　③特別な事由の明示がないままに、教
員が遅刻、もしくは規定の時刻前の
授業終了を２回以上継続した場合

　　　　④講義のみで、受講学生の質問や意見
発表の時間への配慮が欠けている授
業が２回以上継続した場合

　　　　⑤教科書を棒読みすることの多い授業
である場合

　　　　⑥学生の興味、関心に無頓着な授業で
ある場合

　　　　⑦私語等で授業の規律が乱されている
授業である場合

　　　　⑧シラバスにそった授業展開がなされ
ていない授業である場合

　　　　⑨他の授業科目と内容が類似ないし重
複が多いと思われる授業である場合

　　　　⑩前日までの予告なしに、当日休講と
なることの多い授業である場合

　　　２．授業等にかかる事務局の対応に関す
ること

　　　３．授業教室等の改善に関すること
　　２　前項の意見書は無記名で提出すること

ができます。ただし、学科名、学年は
記載するものとします。

　　３　意見書用紙は、宮代キャンパスは本館
３階教務課掲示板前、及び福島駅前
キャンパスは５階事務室前に配置する
「意見投書ポスト」の近くに置かれて
いるボックスに用意します。

　　４　意見書は専用ポストに投函するものと
します。

　　５　前項の意見書は原則として毎月末に回
収します。

（意見書の取扱）
第７条　本学は回収した意見書について、学長

室が内容に応じて、学科授業改善委員
会、教職員と学生間もしくは学生間に
おける差別とハラスメント防止委員会
に付議して検討します。

　　２　前項の結果、改善する場合は、無記名

意見である場合は原則として掲示物
で、記名意見である場合は本人または
掲示物で学生にお知らせします。

（学科学友会役員又はクラス委員を通じて意見
の提出）
第８条　学生は前条の投書に代えて、所属学科

の学科学友会役員又はクラス委員に事
情説明の上、学科授業改善委員会での
検討を求めることができます。

　　２　前項の委員会は学生代表の提議に基づ
いて検討・協議を行い、必要な改善に
繋げることとします。

　　３　協議の結果、もしくは改善方策につい
て申出の学生に、学生委員から報告す
るか、掲示によって報告します。

（成績評価）
第９条　学生は履修した授業科目の成績の評点

について疑問がある場合は、教務課も
しくは担当教員へ申し出ることができ
ます。

　　２　申出の該当科目担当の教員は文書を
もって申出の学生に送付します。

　　３　申出学生が当該文書につき納得できな
いと判断した場合は、所属学科の学科
学友会役員又はクラス委員に申し出
て、学科授業改善員会での審議を要請
することができます。

　　４　前項の審議の結果については委員長で
ある学科長もしくは学生代表の委員会
委員が申出学生に報告します。

附　　則
　　　　１．この規程は平成30年５月28日から

　　施行します。
　　　　２．この規程の所管は教務課としま

す。
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ʢతʣ
ୈ̍　このنఔは、ֶࢱ෦のֶ生のうち、

優लなऀにରしֶಛผֶۀֶ
ۚをत༩することについてఆめること
をతとするɻ

ʢत༩の࣮ࢪʣ
ୈ̎　ಛผֶۚはֶ生の̏࣍へのਐ࣌ڃ

にֶが行うɻ
　　　　ただし、ୈ̐ୈ̎߸による場߹は、

̐࣍へのਐ࣌ڃに行うものとするɻ
ʢत༩ऀのܾఆʣ
ୈ̏　ֶۚत༩ରऀのબ考はୈ̐のن

ఆに֘するֶ生について、ֶ෦の
্ਃにجづき、ֶがܾఆするɻ

　　　̎　લ߲のܾఆにあたってはֶはڭत
会にใࠂするものとするɻ

ʢत༩ରऀʣ
ୈ̐　त༩ରऀは࣍のとおりとするɻ
　　　̍ɽ̎࣍·での(1"が্Ґ̎Ґ·

でのऀɻ
　　　̎ɽ̏࣍·での(1"がಉ࣍生શ

һのதで、ୈ̎ҐҎにϥンΫΞο
ϓしたऀɻ

ʢදজのॏෳʣ
ୈ̑　ֶಛผֶۚत༩とࢱ心ཧֶՊ

のํに֘する場߹は、ֶಛݦ
ผֶۚत༩を優ઌし、ॏෳをආける
ものとするɻ

ʢत༩の༰ʣ
ୈ̒　ಛผֶۚは、ୈ̐にఆめるऀにର

して࣍の通りत༩するɻ
　　　̍ɽୈ̐ୈ̍߸にఆめるऀに、දজঢ়

とୈ̏ٴ࣍びୈ̐࣍のֶඅのう
ちڭҭॆ࣮අに૬するֹۚをୈ̏
ٴ࣍びୈ̐࣍の̎ؒ、֤ਐڃ
にֶۚとしてत༩するɻ࣌

　　　̎ɽୈ̐ୈ̎߸に֘するऀに、ୈ̐
࣍（ただし̍ؒにݶる）のֶඅ
のうちڭҭॆ࣮අに૬するֹۚを
ֶۚとしてत༩するɻ

附　　則
　　̍ɽこのنఔはฏù÷݄̐̍からࢪ行

するɻ
　　̎ɽこのنఔはฏù÷入ֶ生からద༻

するɻ

福ౡ学Ӄେ学学ಛผ
学ۚत༩نఔ ʢతʣ

ୈ̍　このنఔはֶଇୈüøにنఆするֶ
๙Ҏ֎にֶࢱ෦のֶ生のうち、ֶ
優लかつ行ળྑでଞのൣとなるۀ
ऀのදজについてఆめることをతと
するɻ

ʢදজの࣮ࢪʣ
ୈ̎　දজはଔ࣌ۀにֶの立会いのもとに、

ֶ෦がこれを行うɻ
ʢදজऀのબ͓ߟΑͼܾఆʣ
ୈ̏　දজऀのબ考はୈ̐のنఆに֘す

るֶ生について、ڭत会のٞをܦて、
ֶのঝೝのもとにֶ෦がܾఆするɻ

ʢදজऀબߟのج४ʣ
ୈ̐　બ考は࣍の֤߸のすてに֘するऀ

をରとして行うɻ
　　　̍ɽ行ળྑなऀ
　　　̎ɽֶۀがಛに優लなऀ
·、ଇとして(1"ÿüҎ্のऀݪ　　　　　

たは"ධՁúüՊҎ্で$ධՁのな
いऀ

　　　̏ɽֶ֎࣮शにおいてಛに優लなධՁを
ಘたऀのうち֤ʑ࣮श૯߹ධՁÿ÷
Ҏ্のऀ

　　　̐ɽ՝֎׆ಈ（ֶ༑会、Ϋϥϒ、Ϋϥε
ಈ）においてよくその৬もし׆
くは׆ಈを行したऀ

　　　̎ɽલ߲ୈ̎߸֘ऀのதで、(1"ÿÿ
Ҏ্のऀ、もしくはֶ֎׆ಈ（Ϙ
ϥンςΟΞ׆ಈをؚΉ）で࣮をあ
͛たऀ、·たは"ධՁû÷ՊҎ্を
औಘしたऀについてはそのଞの֤߸
に֘しない場߹でも、දজબ考ର
ऀにՃえるものとするɻ

ʢදজのํ๏ʣ
ୈ̑　දজはදজঢ়、هষ、ه೦によっ

て行うɻ

附　　則
このنఔはฏøü݄̐̍からࢪ行するɻ

学部त༩نఔ

ʢతʣ
ୈ̍　このنఔはֶଇୈüøにنఆするֶ

๙の࣮ࢪについてఆめることをత
とするɻ

ʢ๙の࣮ظ࣌ࢪʣ
ୈ̎　๙はଔ࣌ۀに行うɻ

ただし、ඞཁにԠじద࣌とすることが
あるɻ

ʢ๙ऀのબ͓ߟΑͼܾఆʣ
ୈ̏　๙ऀのબ考は、ୈ̐のنఆに֘

し、ֶՊがֶՊ会ٞのٞをܦてֶ෦
のྃղのもとにਪનするֶ生につい
て、ڭत会において৹ࠪし、ֶがܾ
ఆするɻ

ʢ๙ऀબߟのج४ʣ
ୈ̐　બ考はֶଇୈüøୈ߲̎の֤߸にԊ

い、࣍のج४の̎Ҏ্に֘するऀを
ରとして行うɻ

̍ɽֶۀが優लで人֨に優れている
ऀ
ධฏۉÿÿҎ্のऀ、·た
は̖ධՁがû÷ՊҎ্で̘ධՁがな
いऀ

̎ɽࢱ心ཧֶՊが։ઃするֶ֎࣮शに
おいて、Ā÷Ҏ্のධՁをಘたऀɻ
ただし、̎ՊҎ্のֶ֎࣮शをཤ
मした場߹は、そのฏۉがĀ÷Ҏ
্のධՁをಘたऀとする

̏ɽֶ生の՝֎׆ಈもしくはֶの自ओ
ಈにおいてಛに優れた࣮をあ͛׆
たऀ
ֶ༑会、ֶՊֶ༑会、Ϋϥϒの
ऀとしてຊֶのॆ࣮ɾൃలにつなが
るۀをあ͛たऀ

̐ɽֶ֎׆ಈもしくはϘϥンςΟΞ׆ಈ
において優れた࣮をあ͛たऀ

ᾇ　౦ɾؔ౦のํ·たはશࠃ
తنで行われたݖҖのあるలཡ
会、ίンΫʔϧ、ମҭ大会、ٕڝ
会において入（ॱҐのఆめの
ある場߹は̏ҐҎ）もしくはࠃ
తな大会にຊදとして出ࡍ
場、出లしたऀ

ᾈ　ࣾ会త׆ݙߩಈにおいてݦஶなۀ
をあ͛、ຊֶの໊༪のߴ༲にߩ
したऀݙ

̑ɽそのଞֶ生のൣとなるݦஶな行ҝ
のあったऀ
ળ行、人໋ٹॿ、ไత׆ಈ、ڀݚ
ൃද、ൃ໌ൃ見においてݦஶな行
ҝのあったऀ

ʢ๙のॏෳʣ
ୈ̑　ֶଇୈüøୈ߲̎の֤߸の̎Ҏ্にॏ

ෳして֘する場߹は、Ұつに·とめ
て๙し、·たֶとֶ෦、ֶ
Պについては、ֶを優ઌし、
ॏෳをආけて๙するものとするɻ

ʢ๙のํ๏ʣ
ୈ̒　๙は、๙ঢ়、هষ、ه೦によっ

て行うɻ

福ౡ学Ӄେ学学
त༩نఔ 附　則

　このنఔは、ฏùú݄̏̍からࢪ行し、
ฏùùଔۀ生からద༻するɻ
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ʢతʣ
ୈ̍　このنఔはֶଇୈüøにنఆするֶ

๙Ҏ֎で、ࢱ心ཧֶՊのֶ生につ
いて、ֶۀ優लかつ人֨に優れ、ଞの
ൣとなるऀのݦについてఆめるこ
とをతとするɻ

ʢݦの࣮ࢪʣ
ୈ̎　ݦは֤、ֶɾֶ෦の立会い

のもとに、ࢱ心ཧֶՊがこれを行
うɻ

ʢݦऀのબ͓ߟΑͼܾఆʣ
ୈ̏　ݦऀのબ考は、ୈ̐のنఆに֘

するֶ生について、ࢱ心ཧֶՊ会ٞ
で৹ٞし、ֶ෦ٴびֶのঝೝのも
とにࢱ心ཧֶՊがܾఆするɻ

ʢݦऀબߟのج४ʣ
ୈ̐　બ考は、࣍の֤߸の̍に֘するऀを

ରとして行うɻ
̍ɽֶۀが優लで、ୈ̍࣍の
(1"のධがÿÿҎ্のऀ

̎ɽࢱ心ཧֶՊが։ઃするผදにఆめ
るֶ֎࣮शにおいて、いͣれかĀ÷
Ҏ্のධՁをಘたऀɻただし、ࣇಐ
ࢱɾΧンηϦンάίʔεのʮอ
ҭ࣮शʯٴびʮࢪઃ࣮शʯについては、
̎ՊのฏۉがĀ÷Ҏ্をಘたऀ

̏ɽϘϥンςΟΞ׆ಈをؚΉࣾ会తݙߩ
ಈを行い、ࣾ会తධՁをडけ、も׆
しくはຊֶのධՁをߴめたとೝめら
れるऀ

̐ɽֶ̎࣍生Ҏ্で、(1"がલ
の࣌よりüõ÷Ҏ্্したऀ

ʢݦのํ๏ʣ
ୈ̑　ݦは、දজঢ়とਤॻΧʔυ（̑ઍ

ԁ）をもってݦऀにत༩するものと
するɻ

附　則
̍ɽこのنఔは、ฏùù݄̐̍からࢪ
行するɻただし、ୈ̑については、
ฏùø入ֶ生·でنچఔをద༻す
るɻ

̎ɽこのنఔはֶࢱ෦事ࣨの所とす
るɻ

ผද　ݦͷରͱͳΔֶ֎࣮श

福祉৺ཧ学科ݦنఔ

तۀՊ名
社会ࢱԉ助ٕज़現࣮श
૬ஊԉ助࣮श
精神อ݈࢜ࢱԉ助࣮श
อ育ॴ࣮श・ࢪ設࣮श
อ育ॴ࣮शᶘ
設࣮शᶘࢪ
ΧϯηϦϯά࣮श
̣̥̤࣮शᶗ
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ୈ̍　ౡֶӃ大ֶֶଇୈúĀおよびౡֶ
Ӄ大ֶظ大ֶ෦ֶଇୈûøୈ߲̎の
にؔしてはຊݧࢼづくֶ生のجఆにن
ఔのఆめるところによるɻن

ୈ̎　ݧࢼにࡍし、डऀݧはެਖ਼なଶでの
ͧみ࣍の事߲をकらなければならな
いɻ

　　̍　චݧࢼه
　　　ᾇ　ݧࢼはݧࢼಜһのࣔࢦにैわなけ

ればならないɻ
　　　ᾈ　ݧࢼ場にはఆ̑ࠁ分લ·でに入ࣨし

なければならないɻ
　　　ᾉ　ऀࠁの入ࣨはೝめないɻただし、

ݧࢼはऀࠁù÷分Ҏの࢝։ݧࢼ
ಜһがڐՄした場߹डݧすることが
できるɻ

　　　ᾊ　自分の্صຢはपғにはචه༻۩Ҏ
֎のܞଳをஔいてはならないɻච
ଳ（චശ、ԼෑをܞҎ֎の۩༺ه
ؚΉ）はҰׅしてصのதにஔかなけ
ればならないɻただし、ࣙॻあるい
はϊʔτ、༧め୲ڭһから持込
みをڐՄされた場߹およびԼෑの
༻をݧࢼಜһからڐՄされた場߹
はこのݶりでないɻ

　　　ᾋ　Ұ୴ୀ出したऀの࠶入ࣨはೝめな
いɻ

　　　ᾌ　डݧதはつねにֶ生証を্صにఏࣔ
しなければならないɻれた場߹は
、ಜһとಉ行してݧࢼޙ終ྃݧࢼ
՝の֬ೝをうけなければならなڭ
いɻ

　　　ᾍ　ʮ࢝めʯの߹ਤがある·ではを
見てはならないɻ

　　　ᾎ　答ҊにはඞֶͣՊ、ֶ、Ϋϥε、
ֶ੶൪߸、໊ࢯඞཁ事߲をه入す
ることɻ

　　　ᾏ　ݧࢼதは私ޠをしてはならないɻ
　　　ᾐ　ݧࢼதは物のିआをしてはならな

いɻ
　　　ᾑ　答Ҋ༻ࢴはඞͣఏ出しなければなら

ないɻ
　　　　　ఏ出しなかった場߹はそのݧࢼをྵ

とするɻ
　　̎　Ϩϙʔτ
　　　ᾇ　ࢦఆݶظにࣔࢦされた෦ॺにఏ出

しなければならないɻ
　　　ᾈ　Ϩϙʔτ༻ࢴは୲ڭһのࣔࢦした

ものを༻い、Պ໊、୲ڭһ໊ࢯ、
໊、ֶՊ、ֶ、Ϋϥε、ֶ੶൪
し、௲じてఏ出するهを໌໊ࢯ、߸
ものとするɻ

ୈ̏　ݧࢼに࣍のෆਖ਼行ҝあるいはそれにྨ
する行ҝがあったऀは、その答Ҋある
いは証拠物をऩするとともに֘ຊ
人をڭ՝にಉ行してඞཁなॲஔをと
るɻ

　　　ᾇ　ଞのडݧ生の答Ҋをނҙにのͧき見
し、ຢはॻきࣸししたऀ

　　　ᾈ　ࢴย、චص、۩༺هにあらかじめ
なしたॻき込みをར༻したऀ

　　　ᾉ　持込みのڐՄをうけないॻ੶（ࣙॻ、
๏શॻをؚΉ）ϊʔτをར༻し
たऀ

　　　ᾊ　答Ҋ༻ࢴをすりସえたऀおよびそれ

ఔنݧࢼ
をさせたऀ

　　　ᾋ　ຊ人にସわってडݧを行ったऀおよ
びそれを行わせたऀ

　　　ᾌ　ݧࢼ場において答Ҋを見せ、もしく
はޱ伝えし、ຢはෆਖ਼行ҝに༻さ
れることをりながらϝϞをି༩す
るの行ҝを行ったऀ

　　　ᾍ　そのଞෆਖ਼なํ๏を༻いてडݧを
行ったऀ、およびそれにڠ力したऀ

　　　ᾎ　ݧࢼಜһのࣔࢦຢはҙにैわな
かったऀ

ୈ̐　લにఆめるෆਖ਼行ҝを行ったऀに
は、ౡֶӃ大ֶཤमنఔୈ̒ୈ̏
߲、ୈ̓およびౡֶӃ大ֶظ大
ֶ෦ཤमنఔならびにอҭՊୈ̎෦ཤ
मنఔୈ̒ୈ߲̏、ୈ̒の̎にఆ
めるાஔをとるɻ

附　　則
　このنఔはฏù÷݄̐̍からࢪ行するɻ
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れた場所Ҏ֎でのҿ৯ɾ٤Ԏは行わ
ないことɻ

　　　̒ɽࣨڭにおいてՐ気は༻しないこ
とɻ

ʢҧॲʣ
ୈ̓　લにఆめる事߲を९कしなかった場

ې༺ࣨڭのޙおよび今ࢭېಈ׆、߹
のϖφϧςΟʔをՊすことがあࢭ
るɻ

附　　則
̍ɽຊنఔはฏùù݄̐̍からࢪ行するɻ
̎ɽຊنఔの所はڭ՝とするɻ

ʢతʣ
ୈ̍� このنఔは、ֶ生生ن׆ఔୈùùにج

づき、ౡӺલΩϟンύεのٴࣨڭび
そのଞのࢪઃの༻にؔしてඞཁ事߲
をఆめるɻ

ʢ༻ऀʣ
ୈ̎� ౡӺલΩϟンύεのࣨڭを༻で

きるऀはݪଇとして、ຊֶにࡏ੶して
いるਖ਼ֶن生およびՊཤम生をର
とするɻ

ʢڐ༺Մʣ
ୈ̏　։ؗؒ࣌におけるࣨڭ༻につい

ては、ӺલΩϟンύε事ࣨһにֶ生
証ఏࣔのうえਃし出を行い、ڐՄされ
たࣨڭをࢦఆされたؒ࣌で༻でき
るものとするɻ

　　̎　ֶ生のஂମ（Ϋϥϒ、ίʔε）でڭ
ࣨを༻する場߹は、ֶ生දऀが
の̓લ·でにౡӺલΩϟン༺
ύε事ࣨにʮࣨڭ༻願ʯをఏ出し、
事ࣨのڐՄをडけなければならな
いɻ
なお、Πϕンτで༻する場߹は、
̍ϲ݄લ·でにはౡӺલΩϟンύε
事ࣨに֓ཁをਃし出るものとするɻ

ʢؒ࣌༺ʣ
ୈ̐　ࣨڭを༻できるؒ࣌は࣍のとおり

とするɻただし、तۀおよび֤छ行事
にࢧোのない場߹であることをલఏ
とするɻ
ฏ　　̕ɿ÷÷ʙùøɿ÷÷
༵　̕ɿ÷÷ʙøþɿ÷÷

ʢٳの༻ʣ
ୈ̑　༵、ॕにࣨڭを༻とする場

߹は、ݪଇとしてֶ生のஂମでの༻
にݶるものとし、̓લ·でにʮࣨڭ
（һڭސ）ऀ༺願ʯを༺
のঝೝをಘたޙ、ౡӺલΩϟンύε
事ࣨにఏ出し、事౷ׅ෦のڐՄ
をಘなければならないɻ

（һڭސ）ऀ༺、தは༺　̎　　
の立会いをඞཁとするɻ

をඞཁとする場߹の։ݤでࣨڭ༺　̏　　
උ৬һかܯをݤ、についてはৣࢪɾݤ
ら༻ऀ（ސڭһ）がडけऔ
り行うɻ

　　̐　લ߲̏にかかわらͣ、༵、ॕに
ຊֶ行事もしくはࢪઃି༩により։ؗ
する場߹で、大ֶӃ生がจ࡞で
大ֶӃ生ࣨڀݚを༻するときは、ʮڭ
࣌願ʯをఏ出することなく։ؗ༺ࣨ
ؒにおいてその༻をೝめるɻただ
し、自ݾのもと༻するものとす
るɻ

　　̑　ຊֶがఆめたֶߍดについては、
はできないものとするɻ༺のࣨڭ

ʢ࣌༺ࣨڭのҙʣ
ୈ̒� の事߲を९क࣍するऀは༺をࣨڭ

しなければならないɻ
̍ɽࣨڭでඋྨを༻する場߹は、ڭ
、をしࠂでਃ࣌Մをಘるڐ༺ࣨ
をするこࠂ終ྃのใ༺はޙ༺
とɻ

̎ɽࣨڭのి౮およびΤΞίンを༻
した場߹は、ޙ༺ඞͣిݯを切る

福ౡӺલΩϟϯύεࣨڭن༺ఔ
ʢతʣ
ୈ̍　ຊֶにࡏ੶するֶ生のֶࡏதのֶඅ

ऩ༛༧についてはこのنఔのఆめると
ころによるɻ

ʢऩ༛༧のࣄ༝ʣ
ୈ̎　ऩ༛༧は࣍の֤߸のҰに֘し、ೲ

ݶظ·でにֶඅೲ入がࠔとೝめら
れる場߹とするɻ

　　　ᾇ　ֶඅෛ୲ऀのࢮ、もしくはظに
わたる࣬ප、そのଞのࡁܦతཧ༝

　　　ᾈ　Րࡂ、ਫのጶࡂ
ʢରֶੜʣ
ୈ̏　ऩ༛༧のରとなるֶ生はֶՊֶ

生、大ֶӃ生、ઐ߈Պֶ生とするɻ
ʢऩ༛༧のֶඅのൣғʣ
ୈ̐　ऩを༛༧するֶඅのൣғは࣍のඅ

とするɻ
ᾇ　तۀྉ
ᾈ　ڭҭॆ࣮අ

ʢਃʣ
ୈ̑　ֶඅऩの༛༧をडけようとするऀは

ผにఆめるֶඅԆೲ願のଞຊֶがఏ出
を求めるॻྨをڭ՝にఏ出し、ֶ
のڐՄをಘなければならないɻ

ʢ༛༧ݶظʣ
ୈ̒　༛༧の࠷終ݶظは、֘の݄̎ø÷

とするɻ
　　　　ただし、ݶظであってもೲ入Մの

場߹はかにೲ入しなければならな
いɻ

ʢೲʣ
ୈ̓　ֶඅऩ༛༧をೝめられたऀがرす

る場߹、ֶඅの分ೲをೝめることがあ
るɻ

ʢ༛༧のऔফʣ
ୈ̔　༛༧ڐՄؒظதֶۀがஶしくෆྑ

なとき、ຢはֶ生のຊ分にする行ҝ
があったときは、༛༧の֨ࢿをࣦうɻ

附　　則
　このنఔはฏùý݄̐̍からࢪ行するɻ

学අऩ༛༧نఔ
ʢతʣ
ୈ̍　このنఔは、ֶ生生ن׆ఆୈùùおよ

びୈùúのنఆにجづき、ࣨڭおよ
びମҭؗ、άϥンυ、ςχείʔτ
の༻にؔしてඞཁ事߲をఆめるɻ

ʢ༻ऀʣ
ୈ̎　ࣨڭを༻できるऀはݪଇとして࣍

のとおりとするɻ
　　　̍ɽຊֶֶ生
　　　̎ɽֶのΫϥε、Ϋϥϒ、άϧʔϓ
　　　̏ɽそのଞຊֶでೝめたஂମ
ʢڐ༺Մʣ
ୈ̏　༵、༵、ॕ、立ه೦·

たֶ生ؒظۀٳதをআく、िのޙޕ
をࣨڭಈで׆Ҏ߱、Ϋϥϒ࣌̑
༻する場߹、ֶ生දऀは༻̓લ
·でにڭ՝にࣨڭ༻願をఏ出し、
Ϳ場߹にٴҎ߱に࣌̓ޙޕ）՝ڭ
おいてはཧ՝）のڐՄをडけなけ
ればならないɻ

ʢؒ࣌༺ʣ
ୈ̐　ࣨڭのؒ࣌༺は̔࣌ü÷分からù÷࣌

ü÷分·でのؒでतۀにࢧোのないؒ࣌
ଳとするɻ

ʢٳٴͼۀٳதの༻ʣ
ୈ̑　༵、༵、ॕ、立ه೦お

よびؒظۀٳத（Նظɾౙظɾय़ظ）
でࣨڭを༻する場߹、̓લ·で
にʮࣨڭ༻願ʯを༻ऀ（ސ
՝にఏڭ、ޙһ）のঝೝをಘたڭ
出し、ڭ՝およびཧ՝のঝೝ
をܦて૯෦がڐՄするものとす
るɻただし、ֶߍดについては、
はできないものとするɻ༺のࣨڭ

（һڭސ）ऀ༺、தは༺　̎　　
の立会いをඞཁとするɻ

をඞཁとする場߹の։ݤでࣨڭ༺　̏　　
ৣɾৣࢪについては、༻ऀ（ސ
ڭһ）が行うものとするɻ

༺のࣨڭ、についてはดߍֶ　̐　　
はできないものとするɻ

ʢ༻্のҙ߲ࣄʣ
ୈ̒　ࣨڭを༻するऀは࣍の事߲を९क

しなければならないɻ
　　　̍ɽࣨڭにඋえけの"7ثػを༻す

る場߹、༻ऀ（ސڭһ）
立会のもと、ਖ਼しく༻し、ޙ༺
はిݯを切ることɻ

　　　̎ɽࣨڭのి౮ٴびΤΞίンを༻し
た場߹、ޙ༺はඞͣిݯを切るこ
とɻ

　　　̏ɽମҭؗおよびΧʔαɾϑロʔϥϦ
ϋʔαϧϧʔϜのߋҥࣨを༻する
場߹、ཧに心がけ、ݸ人所༗
物はすて持ちؼることɻ
์ஔしてある場߹はഇغのॲ分を
行うɻ

　　　̐ɽوॏはにつけるか、ମҭؗにお
いてはίΠンロοΧʔを༻するこ
とɻ
し、ຊ人のෆ༺ҥࣨをߋ、ࣨڭ
ҙによる事ނ౪などがىきた
場߹、ຊֶではҰ切のをෛいか
ねるのでे分にҙすることɻ

　　　̑ɽֶ生生ن׆ఔୈùþ、ùĀでఆめら

ఔن༺ࣨڭΩϟϯύεٶ
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　　　̕ɽମҭؗ（ࣨڀݚをআく）でのՐ気
の༻はҰ切行わないことɻ

　　　ø÷ɽوॏのཧはମҭؗにઃஔの
ロοΧʔを༻する、֤自が
を持って行うことɻ
ロοΧʔの༻心ಘについてはผに
ఆめるɻ

　　　øøɽମҭؗに入ؗおよび༻できるऀは
ຊֶֶ生、ڭ৬һ、そのଞຊֶがೝ
めたऀのみとし、それҎ֎のऀは入
ؗをࢭېするɻ

　　　øùɽतۀதのཤमऀҎ֎の入ؗをࢭېす
るɻ

　　　øúɽݫؒ࣌༺कのことɻ
ୈ̒　લのҙ事߲を९कしない場߹、ମ

ҭؗの༻をೝめないことがあるɻ

附　　則
　　̍　ຊࡉଇはฏøý݄̐̍からࢪ行す

るɻ
　　̎　ຊࡉଇのվഇはֶのঝೝのもとに事

ہが行うɻ

ʢతʣ
ୈ̍　このنఔは、の͗くؗのར༻およびӡ

༻についてඞཁな事߲をఆめることを
తとするɻ

ʢར༻ऀʣ
ୈ̎　の͗くؗをར༻できるऀは࣍のとおり

とするɻ
　　　̍ɽຊֶのڭ৬һおよびֶ生
　　　̎ɽຊֶのଔۀ生
　　　̏ɽೝఆこどもԂのڭ৬һ、Ԃࣇおよび

Ո
　　　̐ɽそのଞຊֶؔऀおよびຊֶがڐՄ

したऀ
ʢ։ؗؒ࣌ʣ
ୈ̏　の͗くؗの։ؗؒ࣌は࣍のとおりとす

るɻ
　　　̍ɽֶ生のतؒ࣌ۀத、݄༵から༵ۚ

·ではޕલ̔࣌から࣌̔ޙޕ·で
とするɻ

　　　̎ɽֶ生のतؒ࣌ۀத、༵において
はޕલ̔࣌から࣌̑ޙޕ·でとす
るɻ

　　̎　લ߲にかかわらͣ、तۀで༻する場
߹およびຊֶがڐՄした場߹はこのݶ
りではないɻ

ʢดؗؒ࣌ʣ
ୈ̐　の͗くؗのดؗは࣍のとおりとす

るɻ
　　　̍ɽ༵
　　　̎ɽࠃຽのॕにؔする๏によるٳ
　　　̏ɽຊֶの立ه೦（݄̎øü）
　　　̐ɽٳ࢝（øù݄ùĀからཌ̍

݄̏）およびՆقಛผٳՋ（݄̔
øûから݄̔øý）

　　　̑ɽそのଞຊֶがఆめる
　　̎　લ߲にかかわらͣ、तۀで༻する場

߹およびຊֶがڐՄした場߹はそのݶ
りではないɻ

　　̏　ֶ生のؒظۀٳதはดؗする場߹があ
るɻ

ʢ௨ৗར༻ʣ
ୈ̑　の͗くؗの٤৯ࣨは通ৗ࣍の場߹自༝

にར༻できるɻ
　　　̍ɽ৯事
　　　̎ɽ٤
　　　̏ɽஊ
　　　̐ɽಡॻ
　　　̑ɽษֶ
　　　̒ɽগ人のϛʔςΟンά
　　̎　̎֊ϋʔϞχʔϧʔϜは、ୈ̒にఆ

めるಛผར༻が行われている場߹をআ
きલ߲とಉ༷にར༻できるɻ

ʢಛผར༻ͱͦのڐՄʣ
ୈ̒　の͗くؗをલҎ֎の࣍の事༝により

ར༻しようとする場߹は、ࣨڭ༻願
い、ू会、࠵しڐՄ願いなどの所ఆの
手ଓきによりڐՄをಘるものとするɻ

ʢؗنʣ
ୈ̓　の͗くؗの༻ऀは࣍のことをकらな

ければならないɻ
　　　̍ɽࢪઃ、ઃඋ、උをԚଛしないよ

うཹҙすること
　　　̎ɽ৯事のޙかたづけをे分に行い、

ཧとਗ਼ܿのอ持にཹҙするこ
と

ͷ͗ؗ͘ར༻نఔ
ことɻ

̏ɽࣨڭ༻にい、ຊ人のෆҙによ
る事ނ౪がൃ生した場߹、ຊֶ
ではҰ切のをෛわないのでे分
ҙすることɻ

̐ɽֶ生生ن׆ఔୈùþ、ୈùĀにఆめ
られた場所Ҏ֎でのҿ৯ɾ٤Ԏはݫ
とするɻې

̑ɽࣨڭにおけるՐ気の༻はېݫと
するɻ

̒ɽޙ༺ࣨڭは、؆қなਗ਼を行うこ
とɻ

̓ɽୈ̑によるٳのࣨڭ༻に
い、そのଞのࢪઃ（ֶ生ஊࣨ݉٤
ࣨ、ロοΧʔࣨ、٤Ԏࣨ）を
༻する場߹は、ࣨڭ༻願ఏ出࣌に
༧めਃし出ることɻ

ʢҧॲʣ
ୈ̓　લを९कしなかった場߹、今ޙのڭ

のϖφϧςΟʔをՊすこࢭې༺ࣨ
とがあるɻ

ʢຊֶਖ਼ֶنੜҎ֎のࣨڭ༻ʣ
ୈ̔　ຊֶのֶ生（Պཤम生をؚΉ）Ҏ֎

のऀがࣨڭを༻する場߹について
は、ౡӺલΩϟンύεࢪઃି༩نఔ
によるものとするɻ

附　　則
　ຊنఔはฏùû݄̐̍からࢪ行するɻ

ʢతʣ
ୈ̍　このࡉଇは、ֶ生生ن׆ఔୈùùおよ

びࣨڭن༺ఔୈ̍のنఆにجづ
き、ֶ生のମҭؗ༻にؔしてඞཁ事
߲をఆめるɻ

ʢ௨ৗの༻ʣ
ୈ̎　तۀҎ֎に、Ϋϥε、άϧʔϓもしく

はӡಈΫϥϒがମҭؗを༻する場
߹、そのදऀは༻̓લ·でにあ
らかじめڭ՝に所ఆの༻願をఏ出
し、ڭ՝のڐՄをಘなければなら
ないɻ

ʢܧଓの༻ʣ
ୈ̏　Ϋϥϒがܧଓして༻する場߹に

は、ֶظの࢝めに所ఆの༻願にܭը
ॻをఴしてސڭһのঝೝҹをಘた
Մをಘなڐ՝にఏ出し、そのڭ、ޙ
ければならないɻ

ڭࣨڀݚ๏については、ମҭؗํ༺　̎　　
һ（ମҭؗཧऀɻҎԼମҭؗཧऀ
という）のࣔࢦにैわなければならな
いɻ

ʢดؗதの༻ʣ
ୈ̐　༵、༵、ॕ、·たۀٳظ

தでମҭؗดؗதに༻する場߹は、
ดؗ̓લ·でに所ఆの༻願にֶ生
ओ、ސڭһ、もしくはΫϥεΞυ
όΠβʔ（ҎԼ༻ऀという）
のঝೝҹをಘた、ޙཧ՝のڐՄを
ಘなければならないɻ

のないようສશނにっては、事༺　̎　　
をظするものとするɻ

༺、を行いৣࢪऀが։ৣɾ༺　̏　　
த立ち会うこととするɻؒ࣌

ʢ༻্のҙʣ
ୈ̑　ମҭؗを༻する場߹は、࣍の事߲を

कしなければならないɻݫ
　　　̍ɽېݫとするɻ
　　　̎ɽҜࢠ、৹はγʔτをෑいて༻

することɻ
　　　̏ɽΞンϓ、ϓϨΠϠʔの༻につい

ては、ମҭؗཧऀ（ෆࡏの場߹は
༺ऀ）にਃし出てਖ਼しく༺
し、ޙ༺はిݯを切ることɻମҭ
ؗཧऀおよび༻ऀෆࡏの場
߹は༻をೝめないɻ

　　　̐ɽମҭؗのి౮を༻する場߹は、ମ
ҭؗཧऀにਃし出て౮し、༻
は消౮することɻମҭؗཧऀෆޙ
ऀののも༺の場߹にはࡏ
と行うこととするɻ

　　　̑ɽϘʔϧ༻ث۩を༻する場߹に
は、ମҭؗཧऀにਃし出て༻し、
はきちんともとの場所に戻すޙ༺
ことɻମҭؗཧऀෆࡏの場߹には、
ऀののもと行うことと༺
するɻ

　　　̒ɽମҭؗޙ༺はඞͣਗ਼し、༻し
た༻۩はきちんともとの場所に戻
すことɻ

　　　̓ɽߋҥࣨのཧに心がけ、ݸ人所
༗物はすて持ちؼるようにするこ
とɻ

　　　̔ɽମҭؗ（ࣨڀݚをআく）でのҿ৯
٤Ԏはೝめないɻ

ମҭؗࡉ༺ଇ
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で
　　　̎ɽ༵はޕલ̔࣌ú÷分から࣌̍ޙޕ

·で
　　̎　લ߲にかかわらͣ、तۀで༻する場

߹、およびຊֶがڐՄした場߹はその
りではないɻݶ

　　̏　ֶ生のؒظۀٳظதは։ؗؒ࣌を
ॖする場߹があるɻ

ʢดؗʣ
ୈ̒　Χʔαɾϑロʔϥのดؗは࣍のとお

りとするɻ
　　　̍ɽ༵
　　　̎ɽࠃຽのॕにؔする๏にنఆする

ٳ
　　　̏ɽຊֶ立ه೦（݄̎øü）
　　　̐ɽٳ࢝Ջ（øù݄ùĀからཌ̍

݄̏）およびՆقಛผٳՋ（݄̔
øûから݄̔øý）

　　　̑ɽそのଞຊֶがఆめる
　　̎　લ߲にかかわらͣ、ຊֶがڐՄした場

߹はར༻することができるɻ
　　̏　ֶ生のؒظۀٳظதはؗٳとする場

߹があるɻ
ʢؗنʣ
ୈ̓　ར༻ऀは࣍のことをकらなければなら

ないɻ
　　　̍ɽؗはېԎとする
　　　̎ɽؗでの٤৯はผにఆめるࢦఆの場

所でおこなうものとしʮઍ葉ه೦�
ϗʔϧʯʮϦϋʔαϧϧʔϜʯʮ'$
ϝΠπʯٴび通࿏での٤৯はҰ切
するࢭې

　　　̏ɽؗにுりࢴをすることはҰ切ࢭې
する

　　　̐ɽؗでのࣔܝはڐՄをಘたうえ、ࢦ
ఆされたࣔܝελンυを༻するこ
と

ʢར༻ऀの͓ٛΑͼหঈʣ
ୈ̔　ར༻ऀはผにఆめるར༻心ಘを९क

し、ࢪઃઃඋをৗにྑ好なঢ়ଶにอつ
ようめなければならないɻ

　　̎　ར༻ऀのނҙおよびॏ大なաࣦにより
ઃઃඋをഁଛ·たはԚଛし、もしくࢪ
はฆࣦした場߹は、そのଛに૬す
るඅ༻をหঈしなければならないɻ

ʢར༻ࡉଇʣ
ୈ̕　このنఆにఆめるもののほか、ඞཁな

ଇについてはผにఆめるɻࡉ

附　　則
　　̍　このنఔはฏùþ݄̐̍からࢪ行

するɻ
　　̎　このنఔの所は૯՝とするɻ

շదなར༻をするためにҎԼのར༻心ಘを९क
してしてくださいɻ
　　̍ɽڭҭతおよびڐՄされたతҎ֎の

ར༻はࢭېし·すɻ
　　̎ɽར༻نఔにఆめるؒ࣌ɾڐ༺Մの

ར༻݅をकってくださいɻ
　　̏ɽ٤৯場所は࣍のとおりとし·すɻ
　　　ᾇ　ֶ生の٤৯はʮεϖΠン場ʯʮΞ

ンμϧγΞʯとし·す
　　　ᾈ　ڭ৬һの٤৯はʮΧϑΣɾマンαʔ

ϊʯをར༻してください
　　　ᾉ　ֶ֎ऀの٤৯はڭ৬һがಉ੮した場

߹にʮΧϑΣɾマンαʔϊʯをར༻
することができ·す

　　　ᾊ　ஂମでʮ'$ϝΠπʯをར༻する場߹、
Մをえて٤৯することができ·すڐ

　　　ᾋ　্هҎ֎の場所での٤৯はҰ切ࢭې
し·す

　　̐ɽར༻はਗ਼ܿ、を心ֻけ、ར༻ޙに
はݱঢ়に෮するようにしてくださいɻ

　　̑ɽʮϦϋʔαϧϧʔϜʯはېݫとなっ
ており·すので、্ཤき持ࢀのうえར
༻してくださいɻ

　　̒ɽؗにてڐՄなく࡞をおこない、·
たはઃඋඋをՃすることはࢭېし
·すɻ

　　̓ɽڐՄなくඋをҠಈしたりઃඋඋを
し·すɻࢭېすることは࡞ૢ

　　̔ɽଞのར༻ऀにྀし、نを·もり
となる言ಈは৻んでくださいɻ

　　̕ɽ֤ࢪઃをֶ生ஂମɾֶ ֎ஂମがར༻し、
߹する場༺をྨثػઃにଳするࢪ
は、୲ڭһ·たは༺ཧするڭ৬
һのࢦಋのもとに࣮ࢪしてくださいɻ

　　ø÷ɽ্ه心ಘおよびར༻نఆを९कせͣ、
·たཧ୲ڭ৬һのࣔࢦにैわない
場߹は、ؗよりୀڈを໋じることが
あり·すɻ

Χʔαɾϑϩʔϥར༻৺ಘ
　　　̏ɽଞの༻ऀのになる言ಈを৻Ή

こと
　　　̐ɽඋをみだりにҠಈしないことɻ

ΉをಘͣҠಈする場߹は、事લにຊ
ֶのڐՄをಘて行いඞͣ෮ݩするこ
と

　　　̑ɽؗでの٤Ԏはࢭېとする
　　　̒ɽそのଞຊֶのࣔࢦがあった場߹はそ

れを९कすること
ʢഛঈʣ
ୈ̔　ࢪઃを༻し、ࢪઃɾઃඋをഁଛ·た

はԚଛした場߹は、૬のՁをもっ
てหঈするかݪঢ়に෮さなければなら
ないɻ

附　　則
　　̍ɽこのنఔはฏùþ݄̐̍からࢪ行

するɻ
　　̎ɽこのنఔの所は૯՝とするɻ

ʢతʣ
ୈ̍　Χʔαɾϑロʔϥは、ຊֶのڭҭࢪઃ

として༗ޮに׆༻するとともに、ֶ生
およびڭ৬һのརް生ࢪઃとしてػ
させ、ซせてҬࣾ会とのަྲྀに
ಈのਐ׆するなどຊֶにおけるॾڙ
ల、্にد༩することをతとするɻ

ʢࢪઃʣ
ୈ̎　Χʔαɾϑロʔϥに࣍のࢪઃをஔくɻ
　　　̍ɽઍ葉ه೦ϗʔϧ
　　　̎ɽϦϋʔαϧϧʔϜ
　　　̏ɽूஂڅ৯࣮शࣨ
　　　̐ɽ'$ϝΠπ
　　　̑ɽεϖΠン場
　　　̒ɽΞンμϧγΞ
　　　̓ɽΧϑΣɾマンαʔϊ
　　　̔ɽϕωνΞンϧʔϜ
　　　̕ɽཧࣨ
ʢཧ͓Αͼڐ༺Մʣ
ୈ̏　શମのࢪઃཧについては૯՝がこ

れにあたり、༺ཧについてはࢪઃ
ຖに࣍の֤՝がこれにあたるɻ

　　　̍ɽʮઍ葉ه೦ϗʔϧʯʮϦϋʔαϧϧʔ
Ϝɾࣨ߇ʯʮ'$ϝΠπʯについては
՝がཧするڭ

　　　̎ɽʮूஂڅ৯࣮शࣨʯについては৯物
ӫཆՊがཧする

　　　̏ɽʮεϖΠン場ʯʮΞンμϧγΞʯに
ついてはֶ生՝がཧする

　　　̐ɽʮϕωνΞンϧʔϜʯʮΧϑΣɾマン
αʔϊʯʮཧࣨʯについては૯
՝がཧする

を優ઌとし、そۀにあたってはत༺　̎　　
のはڭ՝がおこなうɻ

　　̏　तۀҎ֎の༻については࣍のとおり
とするɻ

　　　̍ɽֶ生のஂମがʮઍ葉ه೦ϗʔϧʯʮϦ
ϋʔαϧϧʔϜʯʮ'$ϝΠπʯを
༻する場߹はࣨڭ༻願いによりڭ
՝、ʮεϖΠン場ʯʮΞンμϧγ
Ξʯを༻༻する場߹はֶ生՝の
Մをಘなければならないڐ

　　　̎ɽ֎෦ஂମがʮઍ葉ه೦ϗʔϧʯʮϦ
ϋʔαϧϧʔϜʯʮ'$ϝΠπʯʮε
ϖΠン場ʯを༻する場߹は、
ՄをಘڐՄ願いにより૯՝のڐ༺
なければならない

　　　̏ɽʮूஂڅ৯࣮शࣨʯʮΧϑΣɾマンαʔ
ϊʯʮϕωνΞンϧʔϜʯについては、
ຊֶがಛにڐՄした場߹をআき、ֶ
生、ֶ生ஂମٴび֎෦ஂମの༻は
Մしないڐ

ʢར༻ऀʣ
ୈ̐　Χʔαɾϑロʔϥをར༻できるऀは࣍

のとおりとするɻ
　　　̍ɽຊֶֶ生、ڭ৬һおよびܑ
　　　̎ɽຊֶのଔۀ生
　　　̏ɽຊֶೝఆこどもԂԂڭ、ࣇ৬һおよ

びܑ
　　　̐ɽそのଞຊֶؔऀおよびຊֶがڐՄ

したऀ
ʢ։ؗؒ࣌ʣ
ୈ̑　Χʔαɾϑロʔϥの։ؗؒ࣌は࣍のと

おりとするɻ
　　　̍ɽฏはޕલ̔࣌ú÷分から࣌̔ޙޕ·

Χʔαɾϑϩʔϥར༻نఔ
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̓ɽ̏֊自༝ֶशϧʔϜ
ø÷࣌からøü࣌·で

　　̎　લ߲の։ࣨؒ࣌֎にֶशしたいֶ生
は、ਤॻのି出しをडけて、の͗く
ؗ（ϋʔϞχʔϧʔϜ）、Χʔαϑ
ロʔϥؗ（ΞンμϧγΞ）、ຊؗΧʔ
αɾϏΞンΧ（όϦ෩ϥンδ）を
ར༻してֶशすることができるɻ

　　̏　ؗはֶ生のར༻ঢ়گにԠじ、ୈ߲̍
の։ࣨؒ࣌をదٓԆすることがあ
るɻ

　　̐　ؗはֶ生のՆظ、ౙظ、य़ظۀٳظ
ؒதの։ؗについては、։ࣨݸ所を
をॖするこؒ࣌ఆし、および։ࣨݶ
とがあるɻ

ʢؗٳʣ
ୈ̕　ؗٳを࣍のとおりとするɻ

̍ɽ༵（ただし、ΦʔϓンΩϟンύ
εの行事をআく）

̎ɽ༵ٴびࠃຽのٳ（ただし、ֶ
事ఔにおいてֶ生のतۀとなっ
ているをআく）

̏ɽֶ事ఔにおいてৼସٳにࢦఆし
たฏ

̐ɽֶ事ఔにおいてֶ生のؒظۀٳと
しているؒظのうち、ؗがֶの
ঝೝをಘてؗٳとする

ʢؗར༻・ିग़ར༻ʣ
ୈø÷　ຊ֤ؗࣨのར༻ํ๏は、࣍のとおりと

するɻ
̍ɽຊؗは、։Սࣜॻݿとなっており、
ॻݿへの出入りٴびଂॻのࡧݕӾཡ
は自༝にできるɻ

̎ɽຊֶがߪಡܖதのσʔλϕʔεに
ΞΫηεする場߹は、ۀΧン
λʔのύιίンຢは̎֊ө૾ࢹௌɾ
จϨϙʔτ࡞ίʔφʔのύιί
ン、もしくは̐֊Πンλʔωοτར
༻ίʔφʔのύιίンをར༻するも
のとするɻ

̏ɽౡݝ大ֶ所ଂଂॻのࡧݕを行う
場߹も、લ߸とಉ༷とするɻଂॻを
औりدせる場߹は、ۀΧンλʔ
で所ఆの手ଓきによりਃ込Ήものと
するɻ

̐ɽిࢠਤॻをࡧݕ·たはӾཡする場߹
は、ۀΧンλʔからλϒϨοτ
（̸̥̰̳）のି出しをडけてࡧݕɾ
Ӿཡができるɻ

̑ɽਤॻのି出しをडける場߹は、ۀ
Χンλʔで所ఆの手ଓきによりआ
り出すことができるɻି出しの
とは、ି出しのを入れて̎
̎िؒҎとするɻただし、̙ ̫̙、
ϏσΦ、̘̙ࢹௌ֮ࢿྉについて
は、ݪଇとしてؗར༻とするɻ

ʢෳࣸػのར༻ʣ
ୈøø　ຊؗにෳࣸػをઃஔし、ར༻ऀの༻に

のものはෳࣸする࣍、するɻただしڙ
ことができないɻ

̍ɽஶݖ࡞๏に৮するもの
̎ɽެংྑଏにするもの

ʢࣗಈൢചػのઃஔٴͼҿのࠐ࣋Έʣ
ୈøù　ຊؗ̏֊通࿏ೆଆεϖʔεに自ಈൢച

をઃஔするɻػ

　　̎　ҿ物は、̏֊の通࿏ઃஔιϑΝʔ、̏
֊自༝ֶशϧʔϜٴび̐֊大Ӿཡࣨ
でのみར༻でき、そのଞの֊でのҿ物
ར༻はෆՄとするɻ

ʢฆࣦɺഁଛɺԚଛʣ
ୈøú　ར༻தのਤॻ、ࢿྉ、ثػをฆࣦ、

ഁଛ、あるいはԚଛした場߹は、ݪଇ
として૬のՁをもってหঈするも
のとするɻ

　　̎　หঈのֹはؗのܾఆするところによ
るɻ

ʢར༻の੍ݶʣ
ୈøû　ࢿྉฦ٫のؒظԆ、ଞのར༻ऀに

をかける行ҝをするなど、ؗن
にஶしくҧしたऀについては、ؗ
が֘ऀのར༻をҰఆࢭఀؒظさせ
ることができるɻ

ʢӡӦҕһձʣ
ୈøü　ਤॻؗใηンλʔຊؗٴびӺલਤॻ

ࣨのӡӦํ、ਤॻのબఆํを৹
ٞするため、ਤॻؗใηンλʔӡӦ
ҕһ会をઃஔするɻ

　　̎　ਤॻؗใηンλʔӡӦҕһ会のنఔ
はผにఆめるɻ

附　　則
̍ɽこのنఔはฏùĀ݄̐̍からࢪ行す
るɻ

̎ɽこのنఔはۀ՝の所とするɻ

ʢ　　తʣ
ୈ̍　このنఔは、ຊ大ֶֶଇฒびにظ大

ֶ෦ֶଇୈ̓ୈ߲̎のنఆにجづ
き、ౡֶӃ大ֶਤॻؗใηンλʔ
Ωϟンύεຊؗ（ҎԼʮຊؗʯとٶ
いうɻ）のӡӦについて、ඞཁな事߲
をఆめることをతとするɻ

　　̎　ຊؗに所ࡏする̏֊の大ࢹௌ֮ࣨ、
Լ̍֊のελδΦの༻については
びٴࣨ࡞՝の所とし、̍֊の੍ڭ
̎֊の入ࢼใ՝分ࣨの༻は入ࢼ
ใ՝の所として֤ʑの՝のఆめると
ころにより༻できるɻ

ʢར ༻ ऀʣ
ୈ̎　ຊؗをར༻できるऀを࣍のとおりとす

るɻ
̍ɽຊֶֶ生
̎ɽຊֶڭ৬һ（ઐ、ಛ、݉ ）、һ、
ධٞһ、ಛผ৬һ、ݣ৬һ

̏ɽຊֶのՊཤम生、ௌߨ生、ಛผௌ
生ֶߨ

̐ɽຊֶෟଐೝఆこどもԂ৬һ
̑ɽ࣍のऀのうち、ຊؗのར༻ొをڐ
Մされたऀ

ᶃຊֶଔۀ生
ᶄଞ大ֶのڭ৬һٴびݝਤॻؗ৬
һ

ᶅෟଐೝఆこどもԂอٴऀޢびอऀޢ
にきఴわれたԂࣇ（ただし̏ࣇࡀ
Ҏ্）

ᶆҬॅຽでਤॻใηンλʔؗ
（ҎԼʮؗʯというɻ）がར༻ొ
をڐՄしたऀ

　　̎　ຊؗのར༻ऀは、ຊֶਤॻؗใηン
λʔӺલਤॻࣨもར༻できるɻ

　　̏　ֶ生ٴびڭ৬һは、ຊؗがՃ入する
ౡݝ大ֶਤॻؗ࿈བྷٞڠ会ӡӦの
ʮԣஅࡧݕγεςϜʯによる૬ିޓआ
をར༻できるɻ

ʢूॻํʣ
ୈ̏　ຊؗは、ઃஔֶՊのڭҭ՝ఔ（ڭཆڭ

ҭをؚΉ）にఴい、ਤॻをܭըతに
ऩूするとڞに、ֶ生、ڭ৬һのχʔ
ζにԠͣるऩूを行うものとするɻ

ʢຊؗ֎ར༻のਪਐʣ
ୈ̐　ֶ生にରし、ຊؗを׆༻するଞに、

ౡӺલΩϟンύεपล所ࡏのౡݝ立
ਤॻؗ、ౡࢢ立ਤॻؗ、ౡࢢ立こ
どもの夢をҭΉࢪઃʮこΉこΉʯこど
もϥΠϒϥϦʔ、ౡࢢ立ΞΫςΟϒ
γχΞηンλʔなどのެڞਤॻؗར༻
をਪするɻ

ʢਤॻࢿྉのऩूʣ
ୈ̑　ຊؗにऩूするਤॻのछྨを࣍のと

おりとするɻ
̍ɽਤॻ（ిࢠਤॻをؚΉ）
̎ɽσʔλϕʔε
̏ɽֶज़ࢽࡶ（ֶ会ࢽをؚΉɻなお、い
ͣれもిࢠ൛をؚΉ）

̐ɽҰൠڭཆࢽࡶ（ిࢠマΨδンをؚΉ）
̑ɽࢹௌ֮ࢿྉ（तࢿ༺ۀྉおよびؗ
ྉをࢿௌ༻өըɾΞχϝɾ音楽ࢹ
ؚΉɻなお、いͣれもిࢿࢠྉをؚ

Ή）
̒ɽ৽ฉ（ిࢠ൛をؚΉ）
̓ɽຊֶൃ行ه）ࢽ೦لڀݚ、ࢽཁ、大
ֶใ、Ո会ใ、ڭҭอҭू、そ
のଞൃ行物ɻなお、いͣれもిࢠ൛
をؚΉ）

̔ɽڭһڀݚ༻ਤॻ
̕ɽଞ大ֶからدଃされたץ行物（ి
൛をؚΉ）でؗがඞཁとஅしࢠ
たもの

ø÷ɽؗがఆめるനॻٴびެிのൃ行
物（ిࢠ൛をؚΉ）

೦ؗهびੁٴ、のֶ੶ॻྨߍઃஔچ　̎　　
のඒज़࡞ܳをอଘ、ཧするɻ

　　̏　ୈ߲̍の࢈ࢿཧٴび物ཧについ
ては、ผにఆめるਤॻࢿྉのௐୡٴ
びཧにؔするنఔによるものとす
るɻ

ʢి子ਤॻへのΞΫηεʣ
ୈ̒　લୈ߲̍ୈ̍߸にఆめるਤॻについ

て、ిࢠਤॻをӾཡする場߹は、ຊؗ
のି出しλϒϨοτ（̸̥̰̳）をར
༻して、࣍のਤॻをӾཡすることが
できるɻ

̍ɽిࢠਤॻのແྉར༻
会ਤॻؗσδλϧίϨΫࠃ立ࠃ
γϣン
青空จݿ

̎ɽిࢠਤॻの༗ྉར༻（ただしֶ生の
Ӿཡはແྉ）
楽ఱマΨδン
ΞマκンΩンυϧɾΞンϦϛςο
υ
（ҏᅳॻళل）̸͈̠̿̿̾̽

ʢσʔλϕʔεへのΞΫηεʣ
ୈ̓　ୈ̑ୈ߲̍ୈ̎߸からୈ̒߸·での

σʔλϕʔεٴびֶज़ࢽࡶ、Ұൠڭཆ
൛、そのଞөըɾΞࢠ৽ฉのి、ࢽࡶ
χϝɾ音楽のిࢿࢠྉのར༻につい
ては、࣍のσʔλϕʔεへΞΫηε
ができるɻ

̍ɽϝσΟΧϧΦンϥΠン
̎ɽ̸̸̸̘̽
̏ɽϤϛμεจॻؗ
̐ɽそのଞ

ʢۀٴؒ࣌ͼ։ࣨؒ࣌ʣ
ୈ̔　ۀΧンλʔのԠରٴؒ࣌び֤ؗ

ࣨの։ࣨؒ࣌を࣍のとおりとするɻ
̍ɽۀΧンλʔ
で·࣌からøþ࣌̕

̎ɽ̎֊ࢽࡶίʔφʔ、৽ฉίʔφʔ、
ө૾ࢹௌɾจϨϙʔτ࡞ίʔ
φʔ
で·࣌からøý࣌̕

̏ɽॻݿ（̍֊）
ú÷分·で࣌からøý࣌̕

̐ɽॻݿ（Լ̍֊）
、Χンλʔへのਃ込みによりۀ
ø÷࣌からøü࣌·で

̑ɽ̐֊大ӾཡࣨɾΠンλʔωοτར༻
ίʔφʔ
ø÷࣌からøü࣌·で

̒ɽ̑֊小Ӿཡࣨ
࣌ఆنΧンλʔへのਃ込みでۀ
ؒ（ただし࣌̕からøý࣌·でのؒ）

ਤॻؗใηϯλʔ
ఔنຊؗӡӦٶ
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̏ɽそのଞಛにࢦఆしたࢿྉ
ʢసିࢭېʣ
ୈ̕　ࢿྉはసିしてはならないɻ
ʢར༻にؔ͢ΔαʔϏεʣ
ୈø÷　Ӻલਤॻࣨは、ར༻ऀにରするαʔϏ

εとして࣍のことを行うɻ
̍ɽֶ生にରするӺલਤॻࣨのར༻にؔ
するࢦಋと૬ஊ

̎ɽӺલਤॻࣨのར༻にؔするใのఏ
ڙ

̏ɽࢿྉの所ࡏ、所ଂについてのௐࠪٴ
びαʔϏεのఏڙ

̐ɽจݙෳࣸɾ૬ିޓआについてのҊ
ڙびαʔϏεのఏٴ

̑ɽΠンλʔωοτར༻にؔするࢦಋ
̒ɽө૾ɾࢹௌ֮ࢿྉの׆༻にؔする
αʔϏε

̓ɽύιίンར༻にؔするใॲཧٕज़
のࢦಋ

̔ɽそのଞのϨϑΝϨンεαʔϏε
ʢෳࣸ・ෳࣸػのར༻ʣ
ୈøø　ࢿྉのෳࣸٴびෳࣸػのར༻は所ఆの

場所で行うことができるɻただし、࣍
のものはෳࣸすることができないɻ

̍ɽஶݖ࡞๏に৮するもの
̎ɽ࢘ॻがෆదとࢦఠするもの

　　̎　ෳࣸによりஶ্ݖ࡞のが生じた場
߹は、すて֘ෳࣸのਃ込ऀがその
をෛうものとするɻ

ʢ૬ޓར༻・Ҭ։์ʣ
ୈøù　ଞのਤॻؗのར༻については࣍のとお

りとするɻ
̍ɽଞ大ֶਤॻؗのར༻はౡݝ大ֶ
ਤॻؗؒ૬ޓར༻੍にଇり࣮ࢪす
るɻ

̎ɽଞؗࢿྉのจݙෳࣸのར༻により
ൃ生したܦඅはར༻ऀෛ୲とするɻ

　　̎　ֶ֎ऀのӺલਤॻࣨのར༻については
のとおりとするɻ࣍

̍ɽར༻ऀのൣғはຊنఔୈ̐のఆめ
るところによるɻ

̎ɽୈ̐̑ʙ̔のֶ֎ར༻ऀについて
は、分証໌ॻをఏࣔした্、ར༻
త、ར༻ؒظについてਃࠂし、
ར༻Χʔυがൃ行されてそのから
ར༻できるɻ

ʢؗنʣ
ୈøú　ར༻ऀは࣍のことをकらなければなら

ないɻ
̍ɽࢿྉٴびࢪઃઃඋを大切にすること
̎ɽ֤ίʔφʔのඋはҠಈしないこ
と

̏ɽࢿྉのӾཡٴびֶशɾڀݚҎ֎の
తのため自शࣨӾཡ੮をར༻しな
いことɻ

̐ɽؗでの٤৯はࢭېとし、ҿྉਫ
（ϖοτϘτϧにݶる）はՄとするɻ

ʢഛ　　ঈʣ
ୈøû　ར༻தのࢿྉɾثػをฆࣦ、ഁଛ、·

たはԚଛした場߹は、ؗのࣔࢦにै
い、これとಉҰのࢿྉɾثػもしくは
୲のՁをもってหঈし、·たはݪ
にෳさなければならないɻܕ

ʢേ　　ଇʣ
ୈøü　લのنఆにҧしたऀにରしては、

ୀؗを໋じ、·たはҰఆのؒظのར༻
を੍ݶ·たはఀࢭするɻ

ʢࢿྉのબఆʣ
ୈøý　ߪ入ࢿྉのબఆは࣍のछผにより、ຊ

ֶのڭҭٴび׆ڀݚಈにରする༗༻ੑ
にॆ分ཹҙして行うɻ

̍ɽֶ生༻としてֶ生のرによるϦΫ
Τετ

̎ɽֶ生༻としてڭ৬һによるਪન
̏ɽڭҭڀݚ༻としてڭһによるਪન
̐ɽਤॻࣨଂॻ༻として࢘ॻによるબఆ

　　̎　લ߲によってબఆされたࢿྉのߪ入ܾ
ఆは、༧ࢉɾऩूํɾࢿྉߏٴび
ॏෳを考ྀしてؗが行うɻ

ʢൃ・ొʣ
ୈøþ　ࢿྉのൃٴびొの手ଓきはٶ

Ωϟンύεຊؗにて行うɻ
　　̎　ొࡁみのਤॻࢿྉは྆Ωϟンύε

ؒԟ෮するఆظศにてӺલਤॻࣨにಧ
けるɻ

ʢཧ・อʣ
ୈøÿ　લのنఆによりొされたࢿྉは、

Ӻલਤॻࣨにおいてཧしอするɻ
ʢ　　ݕʣ
ୈøĀ　ࢿྉはݪଇとして̎に̍ճݕす

るɻただし、ٶΩϟンύεຊؗの
するɻࢪ༧ఆに߹わせて࣮ۀؒ

ʢআ੶・ຣফ・ഇغʣ
ୈù÷　ݻఆ࢈ࢿとしてのࢿྉで࣍にあ͛るも

のは、ֶのঝೝをಘて、所ఆの手ଓ
きによりআ੶するɻただし、আ੶ɾຣ
消するҝの手ଓٴびۀ࡞はٶΩϟン
ύεຊؗにて行うɻ

̍ɽෆྀの事ࡂ、ނ、そのଞにより໓
ࣦしたもの

̎ɽฆࣦࢿྉで̎に̍ճのݕにおい
て̐Ҏ্所ࡏෆ໌となったもの

̏ɽഁଛɾԚଛɾຎがਙだしくิम
ෆなもの

̐ɽࢿྉՁをࣦったもの
̑ɽそのଞؗがআ੶をదとみとめた
もの

ྉは、લ߲֤ࢿしない্ܭとして࢈ࢿఆݻ　̎
߸を४༻してొからຣ消ɾഇغす
るɻ

附　　則
̍ɽこのنఔはฏùĀ݄̐̍からࢪ行す
るɻ

̎ɽこのنఔはਤॻؗใηンλʔۀ՝の
所とするɻ

ʢ　　తʣ
ୈ̍　このنఔは、ౡֶӃ大ֶਤॻؗใ

ηンλʔӺલਤॻࣨ（ҎԼʮӺલਤॻ
ࣨʯという）についてඞཁな事߲をఆ
めるɻ

　　̎　Ӻલਤॻࣨは、ӺલΩϟンύεࡏ੶த
の大ֶӃ生ɾֶ෦生ɾ大生ٴびڭ৬
һར༻ऀがඞཁなࢿྉをऩ ɾूՃɾ
ཧし、ར༻ऀのษֶɾௐࠪڀݚฒび
にमཆにࢿすることをతとするɻ

ʢࢿྉのൣғʣ
ୈ̎　このنఔにおけるࢿྉとは࣍のものを

いうɻ
̍ɽਤॻ（ిࢠਤॻをؚΉ）
̎ɽσʔλɾϕʔε
̏ɽֶज़ࢽࡶ（ֶ会ࢽをؚΉɻなお、い
ͣれもిࢠ൛ֶज़ࢽࡶをؚΉ）

̐ɽҰൠڭཆࢽࡶ（ిࢠマΨδンをؚΉ）
̑ɽࢹௌ֮ࢿྉ（तࢿ༺ۀྉおよびؗ
ྉをࢿௌ༻өըɾΞχϝɾ音楽ࢹ
ؚΉɻなお、いͣれもిࢿࢠྉをؚ
Ή）

̒ɽ৽ฉ（ిࢠ൛をؚΉ）
̓ɽຊֶൃ行لڀݚཁץ行物
̔ɽॾ大ֶからのلཁدଃによるץ行
物

̕ɽ大ֶӃ生のम࢜จू
ø÷ɽそのଞのࢿྉ（ిࢠ൛をؚΉ）

ʢར ༻ ऀʣ
ୈ̏　Ӻલਤॻࣨをར༻できるऀは、࣍のと

おりとするɻ
̍ɽຊֶֶ生
̎ɽຊֶڭ৬һ（ઐ、ಛ、݉ ）、һɾ
ධٞһ、ಛผ৬һ、ݣ৬һ

̏ɽຊֶのՊཤम生、ௌߨ生、ಛผௌ
生ֶߨ

̐ɽຊֶෟଐೝఆこどもԂ৬һ
̑ɽ࣍のऀのうち、ຊֶਤॻؗのར༻ొ
をڐՄされたもの

ᶃຊֶଔۀ生
ᶄଞ大ֶのڭ৬һٴびݝਤॻؗ৬
һ

ᶅෟଐೝఆこどもԂอٴऀޢびอऀޢ
にきఴわれたԂࣇ（ただし̏ࡀҎ
্）

ᶆҬॅຽでਤॻؗใηンλʔؗ
（ҎԼʮؗʯという）がར༻ొ
をڐՄしたऀ

　　̎　Ӻલਤॻࣨのར༻ऀは、ਤॻؗใη
ンλʔٶΩϟンύεຊؗ（ҎԼʮٶ
Ωϟンύεຊؗʯという）もར༻で
きるɻ

　　̏　ֶ生ٴびڭ৬һは、ຊؗがՃ入する
ౡݝ大ֶਤॻؗのʮԣஅࡧݕγες
Ϝʯによる૬ିޓआをར༻できるɻ

ʢ։ؗؒ࣌ʣ
ୈ̐　Ӻલਤॻࣨの։ؗؒ࣌は࣍のとおりと

するɻ
ฏはޕલ࣌̕から࣌̔ޙޕ·でɻ
̍ɽ༵はޕલ࣌̕から࣌̐ޙޕ·
でɻ

̎ɽՆظɾౙٴظびय़ظのֶ生ؒظۀٳ
தは、ฏޕલ࣌̕ú÷分から̒ޙޕ

で·࣌
༵はޕલ࣌̕ú÷分から࣌̎ޙޕ
·でɻ

　　̎　ֶのঝೝをಘて、։ؗؒ࣌をԆ·
たはॖすることができるɻ

ʢٳ ؗ ʣ
ୈ̑　ؗٳは࣍のとおりとするɻ

̍ɽ༵ٴびࠃຽのٳ
ただし、ֶ事ఔにおいてֶ生のत
となっているをআくۀ

̎ɽֶ事ఔにおいてৼସٳにࢦఆし
たฏ

̏ɽֶ事ఔにおいてֶ生のؒظۀٳと
しているؒظのうち、ؗがֶの
ঝೝをಘてؗٳとする

　　̎　ؗはֶのڐՄをಘて、ඞཁにԠじ
てਵ࣌に։ؗٴびؗٳをఆめるこ
とができるɻ

ʢؗར༻ʣ
ୈ̒　ར༻ऀは、ਤॻɾࢽࡶのࢿྉについ

てはਤॻࣨで自༝にར༻することが
できるɻ

　　̎　Πンλʔωοτのར༻はਃ込੍であ
り、Χンλʔにてਃ込༻ࢴにه入の
্৬һにఏࣔし、ڐՄをಘてからنఆ
でར༻することができるɻؒ࣌

　　̏　ϊʔτύιίンの持ち込みٴび自शࣨ
でのΠンλʔωοτଓをؚΉར༻は
自༝にできるɻ

ʢؗ֎ར༻ʣ
ୈ̓　ਤॻɾࢽࡶࢿྉをؗ֎にି出する場

߹は、Χンλʔにてར༻ऀΧʔυを
ఏࣔし、所ఆの手ଓきをしてआりडけ
るものとするɻ

　　̎　ֶ生がಉ࣌にି出できるਤॻはݪଇと
して̎·でとし、ି出のؒظは̎ि
ؒҎとするɻ

ڐॻの࢘ಋをडけ、ಛにࢦһのڭಋࢦ　̏　　
Մをडけたֶ生は、ø÷·でを̍Χ݄
Ҏି出することができるɻ

　　̐　ି出தのਤॻは、ଞのར༻ऀが༧
していない場߹にݶり、ି出ؒظを̍
ճԆすることができるɻ

　　̑　Նظɾౙظɾय़ۀٳظதのି出のؒظ
は通ৗतۀ։࢝·でとするɻ

　　̒　ຊֶڭ৬һٴびೝఆこどもԂڭ৬һが
ି出できるؒظはݪଇとして、ਤॻに
ついては̍Χ݄、ө૾ɾࢹௌ֮ࢿྉに
ついては̍िؒをݶとするɻֶ֎ར
༻ऀはこれに४ͣるɻ

ٴ、߹৬ɾస৬の場ٳ৬һがୀ৬ɾڭ　̓　　
びֶ生がଔۀɾୀֶɾֶٳする場߹は、
ି出ࢿྉをちにฦ٫しなければなら
ないɻ

　　̔　લ߲によるฦ٫は事࣮ൃ生の݄の
·でฦ٫しない場߹、ୈøûにجづき
ଛഛঈのめをෛうɻ

ʢېଳग़ʣ
ୈ̔　࣍に͛ܝるࢿྉはିし出しすることが

できないɻ
̍ɽあらかじめିし出しをࢭېしている
ྉࢿ

̎ɽؗがؗ֎ଳ出をෆదとೝめたࢿ
ྉ

ਤॻؗใηϯλʔ
ӺલਤॻࣨӡӦنఔ
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　　̒　ଔۀ、ୀֶによりֶ生の分をࣦっ
たときは、ڭ՝にֶ生証をฦؐし
なければならないɻ

ʢ　　ʣ
ୈ̓　ֶ生のは、ֶ生としてのྑࣝによ

り、そのҐをอつものでなければな
らないɻ

　　̎　入ֶࣜ、ଔࣜۀ、そのଞຊֶでࢦఆす
るࣜయٴび行事出੮のࡍ、 ɾࠠάϨʔɾ
ٴ༺のεʔπに、உੑはωΫλΠணࠇ
びࠇのֵۺ、ঁੑはࠇのύンϓεをண
༻しなければならないɻ

　　̏　ֶ生はୈ߲̎にఆめるの場߹、所
ఆのمষをண༻しなければならないɻ

ɾ࣮शɾ࣮ٕ（ମҭをؚΉ）のतݧ࣮　̐　　
һのڭ୲ۀにおけるは、֤तۀ
によるものとするɻࣔࢦ

　　̑　通ֶٴびतۀのडߨにあっては、ཤɾ
ΰϜཤɾԼବのཤき物はこれをࢭې
するɻただしの場߹はΰϜཤを
আきそのݶりではないɻ

ʢ݈߁அʣ
ୈ̔　ֶ生は、ຊֶが行う݈߁அをडし

なければならないɻ
　　̎　ֶ生は、݈߁அの݁Ռについてຊֶ

が行うࣔࢦにैわなければならないɻ
ʢܽ　　੮ʣ
ୈ̕　ֶ生が࣬ප、̎Ҏのおよび

ऀۮのீܚもしくは事ނ、Ήを
ಘない事によりܽ੮するときは、そ
のࢫをかにڭ՝にಧけ出なけ
ればならないɻ

ʢ࣏ҙࣝͱफڭతૢのᔻཆʣ
ୈø÷　ֶ生は、݈શな࣏ҙࣝとܟけんなफ

తૢのᔻཆにつとめなければならڭ
ないɻ

ʢ׆ಈの੍ݶʣ
ୈøø　ֶ生もしくは、ֶ生৫ٴびஂମは、

ֶにおいてಛఆのౘをࢧ持し、·
たはこれにରするなどの࣏త׆
ಈ、ฒびにಛఆのफにภしたഉଞత
なफ׆ڭಈを行ってはならないɻ

ʢֶੜ৫ʣ
ୈøù　ֶ生の՝֎׆ಈをଅਐし、ֶ生生׆の

をਤるため、શһՃ入੍の৫と্
して、ֶࢱ෦ٴびظ大ֶ෦ୈҰ෦
にֶ༑会、ظ大ֶ෦ୈೋ෦にしらゆ
り会をஔくɻ

　　̎　લ߲の৫はຊֶڭҭํにԊい、ֶ
生ଟのҙࢤをଚॏして׆ಈするよう
めなければならないɻ

　　̏　ֶ生৫の会ଇについてはผにఆめ
るɻ

ʢஂମ׆ಈʣ
ୈøú　ֶ生がΫϥϒ、·たはそのଞのஂମ（Ҏ

Լஂମという）をઃ立しようとすると
きは、所ఆのֶ生ஂମઃ立願に、ن
および会һ໊をఴし、ֶ生՝に
ఏ出し、ֶのڐՄをडけなければな
らないɻ

　　̎　લ߲のஂମのઃ立にあたっては、໊̏
Ҏ্の会һをඞཁとし、かつຊֶのઐ
のڭ৬һのうちからސをఆめなけ
ればならないɻ

　　̏　ஂମは、ຖ݄̏·でに所ఆのֶ
生ஂମ׆ಈใࠂॻ、݄̐·でにֶ
生ஂମܧଓ願をֶ生՝をܦ༝してֶ
にఏ出しなければならないɻそのࡍ
ఏ出のないஂମはղࢄしたものとみな
すɻ

　　̐　ஂମはຖ݄̑·でに৽入生をؚ
Ή会һの໊をֶ生՝にఏ出しなけ
ればならないɻ

　　̑　ஂମがஂମのن、త、৫、その
ଞୈ߲̍にنఆするֶ生ஂମઃ立願の
、しようとするときはߋ事߲を変ࡌه
所ఆの変ߋ願をֶ生՝にఏ出し、ֶ
のڐՄをडけなければならないɻ

　　̒　ஂମがղࢄしようとするときは、所ఆ
のֶ生ஂମղࢄಧをֶ生՝をܦ༝し
てֶにఏ出しなければならないɻ

　　̓　ୈ߲̍にఆめるઃ立願をఏ出できるֶ
生ஂମとはٶΩϟンύε、ౡӺલ
Ωϟンύεのํ、もしくはいͣれか
で׆ಈするஂମとするɻ

ʢֶ֎ஂମへのՃ入ʣ
ୈøû　ֶ生もしくはஂମがֶ֎ஂମにՃ入

しようとするときは、あらかじめ所ఆ
のֶ֎ஂମՃ入願に、ஂମの場߹はୈ
øúୈ߲̎にنఆするސのॺ໊ೀҹ
をडけ、ֶ֘֎ஂମのن、会һ໊
、׆ಈܭըॻ、そのଞඞཁॻྨをఴ
えてֶ生՝にఏ出し、ֶのڐՄを
ಘなければならないɻ

ʢ׆ಈのఀࢭຢղࢄʣ
ୈøü　ஂମが࣍の֤߸のҰに֘するとき

は、ֶは֘ஂମの׆ಈのఀࢭຢは
ղࢄもしくはֶ֎ஂମՃ入のࢭېを໋
ͣることができるɻ
ᾇ　๏ྩ、ֶଇもしくはຊنఔ、その
ଞのنఔにҧした׆ಈを行った
とき

ᾈ　ஂମ׆ಈதに事ނがൃ生するなど
ஂମのӡӦがԁに行われなかっ
たとき

ᾉ　ஂମ会һがෆ事にؔし、それ
がஂମ׆ಈにີなؔ࿈のあった
とき

ᾊ　ظにわたってஂମ׆ಈが行われ
なかったとき

ᾋ　ஂମおよびその行ҝがຊֶのػ
をし、ຢはֶのடংをཚすお
それのあるとೝめたとき

ʢूձɺ͠࠵ʣ
ୈøý　ֶ生もしくはஂମがू会（ूஂ行ਐを

ؚΉɻҎԼಉじ）、࠵し（ֶにお
けるΫϥείンύをؚΉ）を։࠵する
ときは、あらかじめऀをఆめ、所
ఆのू会、࠵し願を、։࠵の̓લ
でに·（入にしないࢉにؒظはٳ）
ֶ生՝にఏ出し、ֶ生෦のڐՄを
डけなければならないɻ

　　̎　ֶ生もしくはஂମがू会および࠵し
により、ຊֶのݐ物、ࢪઃຢは物݅を
ࣨڭしようとするときは、༧め༺
Մをಘなければならないɻڐの༺

　　̏　લ߲̎においてڐՄをडけたֶ生もし
くはஂମは、ຊֶのࣔࢦにैうととも
にຊֶのڭҭڀݚにࢧোを生じさせ、

学ੜੜن׆ఔ

ʢ　　తʣ
　　̍ɽਤॻؗใηンλʔٶຊؗɾελδ

Φɾࣨ࡞੍ࡐڭの༻は、ڭһのतۀ
の४උतۀおよびֶ生の՝֎׆ಈな
どでの࣮܇࿅の場とすることをత
とするɻ

ʢελδΦの༻ʣ
　　̎ɽελδΦでのतۀのల։は、ελδΦ

にઃஔ（ϏσΦϓロδΣΫλʔをؚ
Ή）されているࡐػのൣғ（੍ࡐڭ
すࢪর໌ஔをؚΉ）において࣮ࣨ࡞
ることができるɻ

ʢ੍ࡐڭ作ࣨの༻ʣ
　　̏ɽڭһが自らによるतۀの४උɾ੍ࡐڭ

Մのڐใ෦のࢼについては、入࡞
もとに、ࣨ࡞੍ࡐڭઃஔࡐػを༻す
ることができるɻ

ʢतۀҎ֎のར༻ʣ
　　̐ɽֶ生による、ֶߍ行事ɾΫϥϒ׆ಈ

でのར༻についてはҰिؒલに入ࢼ
ใ՝とٞڠの্、所ఆの手ଓき（ࣨڭ
՝にڭ、入しه願にඞཁ事߲を༺
ఏ出）をして、入ࢼใ՝の立会いの
もとར༻することができるɻ

ʢอ　　શʣ
　　̑ɽ༻ऀは、ࡐػ༺のอશにつとめな

ければならないɻ
ʢηϯλʔ֎でのར༻ʣ
　　̒ɽतۀのੑ্࣭、ࡐػのηンλʔ֎での

ར༻のඞཁが生じた場߹、༻する
のҰिؒલ·でに入ࢼใ՝とٞڠの
্、入ࢼใ෦のڐՄをಘることと
し、ޙ༺はちにฦ٫しなければな
らないɻ

ʢ੍ࡐڭ作ࣨのऔΓѻ͍ʣ
　　̓ɽࣨ࡞੍ࡐڭは、ਫ਼ີかつߴػछがઃ

ஔされているので、্̏هをআき࣮श
としてのऔѻいをしないɻ（ࣨڭ）ࣨ
ैって、ֶ生のみのݸผຢはάϧʔϓ
で༻することはできないɻ

ʢಛผ༻ʣ
　　̔ɽ্هҎ֎でಛผ༻の場߹は、入ࢼ

ใ՝とٞڠをしなければならないɻ

ʢ　　తʣ
ୈ̍　このنఔは、ֶ生生׆にؔし、ౡֶ

Ӄ大ֶ大ֶӃɾֶࢱ෦ɾظ大ֶ෦
（ҎԼʮຊֶʯというɻ）のֶ生（ظ
ཤमֶ生ฒびにՊཤम生をؚΉɻҎ
Լʮֶ生ʯという）がकらなければな
らない事߲をఆめることをతとす
るɻ

　　̎　ֶ生はֶଇٴびॾنఔにԊって、ֶ生
としてのຊ分をकるようめるものと
するɻ

ʢҬݙߩʣ
ୈ̎　ຊֶはੵۃతなҬݙߩをࢦしてい

るɻ·ͣもって近ྡॅຽにෆշなײ
を༩えることのないよう、ֶ生はࣾ会
生׆のϧʔϧをकるようめなければ
ならないɻ

　　̎　ຊֶはҬのཁにԠじて、ຊֶのप
ลҬのฏԺなڥを֬อするため、
ֶ༑会とٞڠし、Ҭとඞཁなڠఆを
క݁し、もしくはඞཁなվળાஔをߨ
ͣることがあるɻ

ʢ  ॻʣ
ୈ̏　৽たにֶ生となるऀは入ֶ手ଓきのと

きに、所ఆのॻをڭ՝をܦ༝し
てֶにఏ出しなければならないɻ

ʢֶ੶߲ࣄࡌهのมߋʣ
ୈ̐　ֶ੶ࡌه事߲のうち、ຊ੶、อऀޢ、

໊、ॅ所に変ߋがあったときは、
ちにそのࢫを所ఆの変ߋಧにより、ڭ
՝にಧけ出なければならないɻ

อ証人（ݩֶࡏ、人ཹֶ生でࠃ֎　̎　　
ຊ人でຊにॅࡏするऀ）に変ߋがあ
る場߹もલ߲ಉ༷ڭ՝にಧけ出な
ければならないɻ

　　̏　ౡӺલΩϟンύεࡏ੶ֶ生のલ߲̎
の変ߋಧについては、ౡӺલΩϟン
ύε　事ࣨにఏ出するものとするɻ
ҎԼڭ՝への願ಧについてಉ༷と
するɻ

ʢֶੜΧʔυʣ
ୈ̑　ֶ生は所ఆのֶ生Χʔυにॅ所、Ո

ঢ়گຊ人の্にؔする事߲をه入
し、ຊ人のࣸ真をషして、ֶ生՝
にఏ出しなければならないɻ

　　̎　ֶ生Χʔυのࡌه事߲に変ߋがあった
ときは、ちにそのࢫをֶ生՝にಧ
け出なければならないɻ

　　̏　ౡӺલΩϟンύεࡏ੶ֶ生のલ߲̎
のಧについては、ౡӺલΩϟンύε
事ࣨにఏ出するものとするɻҎԼֶ
生՝、ֶ生෦、ֶへの願ಧにつ
いてಉ༷とするɻ

ʢֶ ੜ ূʣ
ୈ̒　ֶ生はֶ生証をৗにܞଳするととも

に、ຊֶؔऀの求があったときは、
これをఏࣔしなければならないɻ

　　̎　ֶ生証は、ଞ人にି༩し、ຢはৡし
てはならないɻ

　　̏　ֶ生証をܞଳしないऀについては、ڭ
ਤॻؗใηンλʔ、ຊ、ࣨڀݚ、ࣨ
することがあるɻࢭېを༺ઃのࢪֶ

　　̐　ֶ生証は、入ֶ࣌にަするɻ
　　̑　ֶ生証をฆࣦԚଛしたときは、ちに

をडけなけަ࠶՝にಧけ出てڭ

ਤॻؗใηϯλʔٶຊؗɾ
ελδΦɾࡉ༺ࣨ࡞੍ࡐڭଇ
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༻とする）
ᶄの͗くؗ֎Ϩετϥンٴびόʔ
ϕΩϡʔίʔφʔ

ᶅΧʔαϑロʔϥ（εϖΠン場、
ΞンμϧγΞ）

　ただしԼ̛̘ϝΠπはत࣌ۀ୲
ڭһがೝめた場߹、ຊֶが行事
（Ϋϥε会、Ϋϥϒ会をؚΉ）
でڐՄした場߹はҿ৯をՄとす
るɻ

ᶆάϥンυύʔΰϥܜٳ所
ᶇほっとれいす（ただし৯物ӫཆ
ֶՊの࣮शࢼ৯࣌をআく）

ᶈάϦンσϧίʔφʔ
ᶉຊؗ̍֊όϦ෩ֶ生ϥンδ（た
だしҿ物にݶる）

ᶊΧʔαùø　̛̍ロϏʔ（ただしҿ
物にݶる）

ᶋしらゆりؗ　ୈ̍、ୈ̎ԋशࣨ
　ただし、त࣌ۀ୲ڭһがೝめた
場߹、もしくはຊֶがڐՄした場
߹にݶるɻ

ᶌڭһのࣨڀݚ
　ただし、֘ڭһがೝめた場߹と
するɻ

ᶍそのଞྟ࣌తにֶ生෦がڐՄし
たࢪઃ

　　　̎ɽౡӺલΩϟϯύε
ᶃڭһのࣨڀݚ
　ただし、֘ڭһがೝめた場߹と
するɻ

ᶄ্གྷり場٤৯ίʔφʔ
ᶅ̒֊ֶ生ஊࣨ݉٤ࣨ（̚ý÷û）
ᶆ̒֊̒ࣨڭ（̚ý÷ü）
　ただし、ன৯ؒ࣌ܜٳにݶるɻ
ᶇ̒֊小ஊࣨ（̚ý÷þ）
ᶈ̑֊ڭһ߇ ɾࣨඇৗ߇ࢣߨۈ （ࣨ̚
ü÷ú）

ᶉ̑֊Ԡࣨ（̚ü÷ù）
ᶊ̑֊ηϛφʔϧʔϜ̘、̙（̚
ü÷þ、̚ü÷ÿ）

　ただし、୲ڭһがೝめた場߹で、
ҿ物ٴび՛ྨࢠにݶるɻ

ᶋ̏֊大ֶӃ生ࣨڀݚ（̚ú÷ú）
ᶌ̎֊ֶ生ஊࣨ（̚ùø÷）
ᶍ̎֊̍ࣨڭ（̚ù÷Ā）
　ただし、ன৯ؒ࣌ܜٳにݶるɻ
ᶎ̍֊ֶ生ϥンδ݉Πϕンτ༻
ΦʔϓンελδΦ（̚ø÷ù）٤
のみ

　ただし、ֶ生の行事でౡӺલ
Ωϟンύε事ࣨがೝめた場߹
はҿ৯をՄとするɻ

ᶏ̍֊ֶ生ஊࣨ（̚ø÷ø）
ᶐ֊٤ίʔφʔ
ᶑそのଞྟ࣌తにౡӺલΩϟンύ
ε事ࣨがڐՄしたࢪઃ

　　̎　ֶにおけるֶ生のҿ৯はલ߲にఆめ
る場所ٴび݅によるものとし、それ
Ҏ֎の場所（ࣨڭをؚΉ）でのҿ৯は、
ຊֶがಛผにڐՄした場߹をআきࢭې
するɻ

　　̏　લ߲̎のنఆにかかわらͣ、तۀதに
ֶ生が্݈߁のཧ༝から、ϖοτϘτ

ϧによりਫ分ิڅをඞཁとする場߹
は、事લに୲ڭһのڐՄをಘて、そ
のҿ物を持ち込Ήことができるɻただ
し、্صにஔかͣ、自分の持物のதに
ऩೲしなければならないɻ

ʢาߦҿ৯ʣ
ୈùþ　ֶٴびຊֶपลҬにおいてのา行

ҿ৯は、これをݪଇとしてࢭېするɻ
ʢ٤　　Ԏʣ
ୈùÿ　ֶにおけるֶ生の٤Ԏは、࣍のとお

りとするɻ
ᾇ　٤Ԏは、๏ఆྸにୡしたऀのみ
これをೝめるɻただし݈߁とੈؒ
のを౿·え、ېԎにめるも
のとするɻ

ᾈ　ֶでの٤Ԏは、ࢦఆ٤Ԏ所のみ
とするɻ

ᾉ　ֶの٤Ԏ所、ҙ事߲、ٴびҧ
した場߹のϖφϧςΟʔについ
てはผに　ఆめるࡉଇによるもの
とするɻ

ΩϟンύεपลҬでの࿏্٤Ԏٶ　̎　　
は自ॗするようめるものとするɻた
だし、Ѩٸ۾行ઢౡֶӃલӺ、̟
̧౦ౡӺ、ౡަ通όεౡֶӃલ
ఀཹ所、ٴび近のӺ·たはఀཹ所に
おける٤Ԏはࢭېするɻ

ΩϟンύεのपลҬ֎においてٶ　̏　　
も٤Ԏ所がࢦఆされている場߹をআ
き、ެڞతな場所、ࠞࡶした場所ฒび
にಓ࿏า行தの٤Ԏは、ඇ٤Ԏऀのݏ
Ԏݖにྀし、かつଞऀへのই行ҝ
となるੑݥةをࢭするため、ຊֶの
ํにجづき、これをࢭېするɻ·た
い֪のࣺ͛ての行ҝを行ってはٵ
ならないɻ

　　̐　ౡӺલΩϟンύεࡏ੶のֶ生につい
てはલ߲ಉ༷の事༝により、ຊֶのํ
にجづきத心֗ࢢの࿏্શҬにお
いて、࿏্٤Ԏをࢭېするɻ

ʢΰϛのഇغʣ
ୈùĀ　ֶ֎において、ΰϛശがઃஔされて

いる場所Ҏ֎での空き؈、空きശ、Ψ
Ϝのΰϛのغは、これをࢭېするɻ

　　̎　ΰϛശにՄ೩物、ෆ೩物の分ผදࣔ
がある場߹はそれにैってΰϛをഇغ
しなければならないɻ

　　̏　Ξύʔτऀॅډにおいては、Մ೩物（生
ΰϛをؚΉ）、ෆ೩物、ݯࢿ物の分
ผճऩにରԠするとڞに、ఆめられた
࣌にࢦఆの場所にൖ出するものとす
るɻ

ʢற ं ʣ
ୈú÷　ֶ生がٶΩϟンύεへ自Ո༻自ಈ

ं、όΠΫ、自సंのަ通手ஈを༻
いて通ֶする場߹はຊֶのֶ生༻றं
場、றྠ場をར༻することができるɻ
ただし、ຊֶのறं場に༨༟がない場
߹は近ྡのିறं場をར༻するものと
するɻ

　　̎　લ߲のଞ、自Ո༻自ಈं、όΠΫ、自
సं通ֶについてはผにఆめるنఔに
よるɻ

　　̏　ຊֶपลҬでの࿏্றं、ٴびଞࢪ
ઃへのແஅறंについてはこれをࢭې

もしくはຊֶそのଞのࢪઃઃඋ、ڥ
をଛなうことがないようにしなければ
ならないɻ

　　̐　ू会のऀ·たはࢀՃऀがֶଇもし
くはຊنఔ、そのଞのنఔにҧした
行ҝを行い、あるいはຊֶのࣔࢦにԠ
じないときは、ֶ 生෦は、そのू会、
を໋ͣࢄたはղ·ࢭېの࠵しの։࠵
ることがあるɻ

ʢࣔܝのڐՄʣ
ୈøþ　ֶ生もしくはஂମがจॻ、ϙελʔ、

立൘（ҎԼʮจॻʯという）を
しようとするときは、所ఆのจॻࣔܝ
ࣔܝ願をֶ生՝（ౡӺલΩϟン
ύεにおいては事ࣨ）にఏ出し、
そのڐՄをडけなければならないɻた
だしٶΩϟンύεのの͗くؗ̍֊ܝ
ࣔ൘ٴびౡӺલΩϟンύεԼ̍֊
のࣔܝ൘へのࣔܝはݪଇとしてڐՄを
ཁしないɻ

　　̎　લ߲のنఆにより、ֶ生՝（ౡӺ
લΩϟンύεにおいては事ࣨ）が
ঝೝࣔܝ、Մしたจॻにはڐをࣔܝ
ҹをԡҹしてަするɻ

　　̏　จॻには、֘จॻをࣔܝしよう
とするऀがஂମであるときは、ஂମ໊
およびࣔܝऀ、そのଞのऀである
ときはࣔܝऀの໊ࢯおよびそのऀ
が所ଐするֶՊ໊を໌هしなければな
らないɻ

　　̐　จॻのੇ๏はÿ÷ᶲʷøø÷ᶲ（̗શ
Մڐ大）Ҏとするɻただしಛผにࢴ
したものについてはこのݶりでないɻ

　　̑　จॻは、ผにࢦఆするֶ生ࣔܝ൘に
しなければならないɻただし、ಛࣔܝ
ผにڐՄしたものについてはこのݶり
でないɻ

　　̒　ಉҰのࣔܝ൘には、ಉҰのతのจॻ
を̎ຕҎ্ಉ࣌にࣔܝしてはならな
いɻ

はø÷Ҏとするɻただしؒظのࣔܝ　̓　　
ಛผにڐՄしたものについてはこのݶ
りでないɻ

աしたจॻは、֘ܦをؒظのࣔܝ　̔　　
จॻにるࣔܝऀがちにఫڈ
しなければならないɻ

　　̕　このنఔにҧしてࣔܝされたจॻ
は、ఫڈをࣔࢦし、もしくはຊֶでఫ
することがあるɻڈ

ʢग़൛ɺൢച͓Αͼدɺืۚʣ
ୈøÿ　ֶ生もしくはஂମが৽ฉ、ࢽࡶ、ύン

ϑϨοτ、そのଞのҹ物（౽ຊҹを
ؚΉ）をץ行し、あるいは物を
ൢചしようとするときは、そのҹ物、
物をあらかじめ所ఆの出൛、ൢച願
により、ֶ生՝にఏ出し、ֶ生෦
のڐՄをडけなければならないɻただ
しܰқなものについてはֶ生՝（
ౡӺલΩϟンύεにおいては事ࣨ
）がڐՄするɻ

　　̎　ۚのدをडけ、もしくはืۚを行
うときもલ߲とಉ༷とするɻ

ʢ֦ث༻ʣ
ୈøĀ　ֶ生ຢはஂମがֶにおいて֦声ثを

しようとするときは、所ఆの֦声༺

願をֶ生՝（ౡӺલΩϟン༺ث
ύεにおいては事ࣨ）にఏ出し、
そのڐՄをಘなければならないɻ

ʢ߹　　॓ʣ
ୈù÷　ֶ生もしくはஂମが߹॓を行う࣌は、

所ఆの߹॓願をֶ生՝にఏ出し、ֶ
生෦のڐՄをडけなければならな
いɻ

ʢର֎తग़ɺग़ԋɺͦのଞֶ֎׆ಈʣ
ୈùø　ֶ生もしくはஂମがର֎ࢼ߹、ֶ֎の

ެԋに出場もしくは出ԋするとき
は、所ఆのֶ֎׆ಈ願をֶ生՝にఏ
出し、ֶ生෦のڐՄをडけなければ
ならないɻ

　　̎　ֶ生もしくはஂମがຊֶの໊শを༻
して、ֶ֎で׆ಈຢはֶ֎ࣔܝを行
う場߹もલ߲ಉ༷とするɻ

ʢࣨڭ༻ʣ
ୈùù　ஂମが通ৗの׆ಈのためにࣨڭを༻

する場߹は、所ఆのࣨڭ༻願をڭ
՝（ౡӺલΩϟンύεにおいては
事ࣨ）にఏ出し、そのڐՄをडけ
なければならないɻただし、༵、
༵、ॕٴびֶ生ؒظۀٳதにڭ
ࣨを༻する場߹は、ٶΩϟンύε
にあってはڭ՝ٴび૯՝、
ౡӺલΩϟンύεにあってはౡӺલ
Ωϟンύε事ࣨのڐՄをಘなけれ
ばならないɻ

　　̎　ஂମがֶ֎ஂମとڞಉ༻、もしくは
ஂମ·たはֶ生がֶ֎ऀとڞಉ༻す
る場߹もલ߲ಉ༷の手ଓきとするɻ

ʢॾࢪઃの༻ʣ
ୈùú　ֶ生もしくはஂମが、ମҭࢪઃ、ް生

ઃをར༻しようとࢪઃ、そのଞのॾࢪ
するときは、֘ࢪઃのར༻にかかる
ఔのఆめるところにैわなければなن
らないɻ

　　̎　ֶ֎ஂମとڞಉ༻し、もしくはֶ֎
ऀに༻させる場߹もಉ༷とするɻ

ʢϩοΧʔの༻ʣ
ୈùû　ֶ生はିロοΧʔを༻することがで

きるɻただし、৯物ӫཆֶՊ生ٴび、
ౡӺલΩϟンύεֶ生は֤ʑઐ༻の
ロοΧʔを༻するものとするɻ

　　̎　ିロοΧʔの༻についてはผにఆめ
るҙ事߲をकらなければならないɻ

　　̏　৯物ӫཆֶՊ生ٴびౡӺલΩϟンύ
εֶ生がଔۀもしくはٳୀֶするとき
は、ロοΧʔのݤをฦؐしなければな
らないɻ

　　̐　ֶ生がݤをฆࣦしたときはݤऔସྉを
หঈしなければならないɻ

ʢوॏのཧʣ
ୈùü　ֶ生はوॏを自らཧしなければな

らないɻ
　　̎　ମҭؗӡಈ場を༻する場߹は、લ

ୈҰ߲にఆめるିロοΧʔもしくは
ମҭؗのݤきوॏロοΧʔを༻
することをݪଇとするɻ

ʢֶҿ৯ॴʣ
ୈùý　ֶにおけるֶ生のҿ৯できる場所は

のとおりとするɻ࣍
　　　̍ɽٶΩϟϯύε

ᶃの͗くؗ（ただし̎֊ֶ༑会ϛʔ
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උをԚଛ、ഁଛした、۩、ࣷߍ　̎　　
場߹は、そのఔにより෮ݩにཁする
࣮අをऩすることがあるɻ

ʢֶੜへのୡʣ
ୈúĀ　ֶ生へのৗの伝ୡ事߲はओとして所

ఆのࣔܝ൘にࣔܝして行うɻ·た、ซ
༻してిࢠϝʔϧでのҰ੪ૹ信を行う
場߹があるɻ

　　̎　ֶ生あてのిは、ٸۓの場߹をআき
औりつ͗しないɻ

ʢଞେֶͱの߹ಉ׆ಈʣ
ୈû÷　ֶ生のҬ׆ಈٴびΫϥϒ׆ಈそのଞ

において、ଞ大ֶֶ生ֶ֎ऀとຊֶ
での׆ಈを行い、あるいはֶࢪઃ
をར༻する場߹は、所ఆの߹ಉ׆ಈ願
をֶ生՝にఏ出し、ֶ生෦のڐՄ
をಘなければならないɻただし、ܰқ
なものについては、ֶ生՝（ౡӺ
લΩϟンύεにおいては事ࣨ）が
Մするɻڐ

ʢίʔνߨԋऀのটᡈʣ
ୈûø　ֶ生もしくはஂମが、ֶ֎からΫϥϒ

ίʔν、ߨԋऀをটᡈする場߹は、
̑લ（ٳはؒظにࢉ入しない）·
でに所ఆのটᡈ願をֶ生՝にఏ出
し、ֶ生෦のڐՄをಘなければなら
ないɻ

ʢΞϧόΠτʣ
ୈûù　ֶ生がΞϧόΠτを行う場߹は、ຊֶ

がհしたものをআき、所ఆのΞϧό
Πτಧをֶ生՝（ౡӺલΩϟンύ
εにおいては事ࣨ）にఏ出するも
のとするɻ

　　̎　ΞϧόΠτにؔするنఔはผにఆめ
るɻ

ʢࠩผٴͼϋϥεϝϯτʣ
ୈûú　ֶ生はՄなݶり、૬ޓの人ؒؔの

ਂԽԁԽにめるものとし、ࠩผ
తもしくはϋϥεϝンτ（ݏがらせ）
తな言ಈを行わないようにしなければ
ならないɻ

　　̎　ֶ生ؒにおけるࠩผとϋϥεϝンτに
ؔするنఔはผにఆめるɻ

ʢඇৗ࣌ࡂʣ
ୈûû　ֶにおいてඇৗࡂが生じた場߹に

は、ֶ生は自ݾのの҆શを֬อする
ことを優ઌし、ڭ৬һからࣔࢦがあっ
たࡍは、そのࣔࢦにԊってਝに行ಈ
し、ආ、ٸٹにあたるものとするɻ

附　則
　このنఔはฏùĀ݄̐̍よりࢪ行するɻ

するɻ
　　̐　ౡӺલΩϟンύεについてはઐ༻の

றं場がઃஔされていないので、自Ո
༻自ಈं、όΠΫ、自సंで通ֶす
る場߹は、֤自のでିறं場もし
くはެڞの自సंறྠ場をར༻するも
のとするɻなお、ຊֶӺલΩϟンύε
事ࣨでିறं場ٴびެڞの自సंற
ྠ場のใをఏڙするɻ

ʢੜ૽׆Իʣ
ୈúø　Ξύʔτऀॅډにおいてはྡࣨٴび̎

てҎ্の場߹は্Լ֊の෦をؚݐ֊
めて、ςϨϏ音ثػڹ、楽ث、ચ୕ػ、
τΠϨഉਫの生૽׆音ٴびಉࣨऀ·
たは来ࣨऀとのߴߕいし声で、ଞ
にをかけないようॆ分ҙするも
のとするɻ

　　̎　Ξύʔτにおけるϖοτの持込、ࣂ
ҭについては、ଞࣨへのとなるの
でこれをࢭېするɻただし、ϖοτ
の持込、ࣂҭをೝめているΞύʔτで
ある場߹をআくɻ

　　̏　ຊֶはҬॅຽからΫϨʔϜがあっ
た場߹には、ֶ֘生にֶ生՝から
ҙを行うとڞに、ֶ生ࢦಋҕһによる
८ճࢦಋを行うことがあるɻ

ʢҿ　　ञʣ
ୈúù　ֶにおけるҿञはこれをࢭېするɻ
　　̎　લ߲にかかわらͣ、ֶにおいて行わ

れるֶՊ、Ϋϥεの࠙会ૹผ会
の場߹で、ୈøýにఆめるʮू会ɾ࠵
し願ʯをఏ出し、ҿञをڐՄされた場
߹は、๏ఆྸにୡしたऀについてҿ
ञをೝめることがあるɻҿञをڐՄす
る場߹、øþɿú÷Ҏ߱の࠵しで、ٶΩϟ
ンύεにあっては、εϖΠン場およ
び̛̘ϝΠπ、ౡӺલΩϟンύεに
あっては、ֶ生ϥンδ݉Πϕンτ༻
ΦʔϓンελδΦにݶりೝめることと
するɻただし、ҿञをڐՄされた場߹
であってもઅあるҿञを心がけるも
のとし、ҿञをしたऀの自Ո༻自ಈ ɾं
όΠΫɾ自సंのؼ࣌༻をࢭېす
るɻ

　　̏　લ߲による場߹ٴびֶ֎のίンύに
おいてଞのֶ生にҿञを強ཁするこ
とはこれをͣېるɻ

ʢ௨৴ػの༻ʣ
ୈúú　तۀதにおいてはܞଳిɾεマʔτ

ϑΥン通信ػ（ҎԼ、通信ػとい
う）のిݯを切るか、もしくはཹक
ϞʔυຢはマφʔϞʔυに切りସえる
ものとし、डɾൃ信を行ってはならな
いɻただし、Ոとのٸۓ࿈བྷが༧
される場߹は、तۀ։࢝લにतۀ୲
ڭһのڐՄをಘた場߹にݶり、ݺ出
しがあり࣍ୈ、ࣨڭをҰ࣌ୀ出の্、
ަ信することができるɻ

ېの持ち込みをػの場߹は通信ݧࢼ　̎　　
するɻࢭ

　　̏　通信ػの༻にあたっては、ଞ人に
となる場所（ਤॻؗ、ઍ葉ϗʔϧ
など）についてはແ音Խするとともに、
とならない場所でडɾൃ信しなけ
ればならないɻ

　　̐　通信ػのॆిのためにຊֶのࢪઃを
するɻࢭېすることを༺

ʢࣗసं௨ֶʣ
ୈúû　ֶ生が自సंで通ֶする場߹は、ಛに

ಧ出をཁしないɻ
　　̎　றྠ場はٶΩϟンύεにおいてはα

ΠΫϧϋεとし、ౡӺલΩϟンύ
εに　おいては、ྡのԼもしくは
ౡӺपลのެڞறྠࢪઃをར༻する
ものとするɻそれҎ֎にறྠすること
をࢭېするɻ

　　̏　自సं通ֶにؔするنఔはผにఆめ
るɻ

ʢόΠΫ௨ֶʣ
ୈúü　ֶ生がόΠΫで通ֶする場߹は、ಛに

ಧ出をཁしないɻ
　　̎　றྠ場はٶΩϟンύεにおいてはα

ΠΫϧϋεとし、ౡӺલΩϟンύ
εにおいては、ྡのԼもしくは
ౡӺपลのެڞறྠࢪઃをར༻するも
のとするɻそれҎ֎にறྠすることを
するɻࢭې

ʢࣗಈं௨ֶʣ
ୈúý　ٶΩϟンύεにࡏ੶するֶ生が自Ո

༻自ಈंで通ֶする場߹は、所ఆの自
Ո༻自ಈं通ֶڐՄ願をֶ生՝にఏ
出し、そのڐՄをडけなければならな
いɻ

ېにறंすることをߏՄなくຊֶڐ　̎　　
するɻࢭ

Ωϟンύεにおける自Ո༻自ಈंٶ　̏　　
通ֶにؔするنఔはผにఆめるɻ

ʢֶੜの入ୀग़ࠁ࣌ʣ
ୈúþ　ֶ生のߏ入ٴߏびୀ出のݶࠁはݪଇ

として࣍のとおりとするɻ
　　　̍ɽٶΩϟϯύε

ᾇ　ฏはޕલ̓࣌ú÷分から̕ޙޕ
ú÷分·で࣌

ᾈ　༵はޕલ̓࣌ú÷分からޙޕ
Ҏ߱に࣌̍ޙޕでɻୀ出が·࣌̍
લதに૯ޕͿ場߹には、ٴ
՝डにಧ出ることにより、ޙޕ
をԆすることがでݶࠁで·࣌̑
きるɻただし、ֶߍ行事、ֶ෦ɾ
ֶՊ行事、ઐ߈Պ行事、ֶ༑会行
事で༻する場߹はಧ出をཁしな
いɻ

　　　̎ɽౡӺલΩϟϯύε
ᾇ　ฏはޕલ࣌̕から࣌̕ޙޕú÷
分·でɻ

ᾈ　༵はޕલ࣌̕から࣌̑ޙޕ
ú÷分·でとするɻ

　　̎　༵ٴびॕはߏへの立ち入りを
ೝめないɻただし、ຊֶの行事、तۀ
·たはެ։࠲ߨが行われる場߹、·た
はຊֶがಛにඞཁとೝめた場߹は、そ
のఆめたؒ࣌ଳのࢪઃར༻をೝめるも
のとするɻ

　　̏　य़ظ、Նظ、ౙۀٳظதの入ୀ出ࠁ࣌
についてはผにఆめるɻ

ʢڥඒԽɺઃඋอશʣ
ୈúÿ　ֶ生はֶのڥඒԽおよびઃඋอશ

にڠ力し、いたͣらにԚଛ、ഁଛする
ことなく、ৗにڥඋにめなけれ
ばならないɻ

ʢ　　తʣ
ୈ̍　ຊࡉଇは、ֶ生生ن׆ఔୈùÿにجづ

き、٤Ԏ所におけるҙ事߲ٴびҧ
ऀへのରԠについてఆめることをత
とするɻ

ʢ٤Ԏॴ͓Αͼؒ࣌ʣ
ୈ̎　ֶにおいて๏ఆྸにୡしたֶ生が

٤Ԏする場߹は、Լهの場所ٴびؒ࣌
においてೝめるものとし、それҎ֎の
場所での٤Ԏはࢭېするɻ

Ωϟϯύεٶ　　
ᶃ֎Ϩετϥン٤Ԏࢦఆ੮
લظ（݄̐̍ʙ݄̕ú÷）
で·࣌̒ޙޕú÷分から࣌લ̔ޕ
（ø÷݄̍ʙ݄̏úø）ظޙ
で·࣌̑ޙޕú÷分から࣌લ̔ޕ

ᶄΧʔαùøؔݰೆଆϕンν
で·࣌̓ޙޕú÷分から࣌લ̔ޕ

　　ౡӺલΩϟϯύε
̒֊ֶ生٤Ԏࣨ
ฏはޕલ࣌̕から࣌̔ޙޕ·で
༵はޕલ࣌̕から࣌̌ޙޕú÷分·
でɻただしޙޕのतۀが行われる場߹
は࣌̏ޙޕ·で

ʢ९क߲ࣄʣ
ୈ̏　٤Ԏ所においては、࣍の事߲を९कし

なければならないɻ
ᾇ　า行٤Ԏのࢭې
ᾈ　所ఆのփࡼのٴ༺びٵい֪の
ࣺ͛てࢭې

ᾉ　અある٤Ԏマφʔ
ᾊ　ਗ਼ܿな٤Ԏڥのҡ持
ᾋ　ٵい֪の消Ր֬ೝ

ʢҧऀへのાஔʣ
ୈ̐　ຊࡉଇにҧした場߹、ຊֶがҕୗす

るܯඋ৬һが、֘ҧֶ生のֶ੶ٴ
び໊ࢯを֬ೝし、ҙॻをަするɻ
ただし、ౡֶӃલӺもしくはத心ࢢ
֗のਗ਼ϘϥンςΟΞをࢤ願し、
ఆされた۠ըのਗ਼݁Ռについてࢦ
ʮྑʯとされたֶ生については、ҙ
ॻを̎ճはऔり消すことが出来るɻ

　　̎　ҙॻを通ࢉ（લ߲ただしॻきにより
औり消されたճ分をআくɻҎԼಉじ）
̏ަされたֶ生には、ֶ生՝が
ॏҙॻをަするɻݫ、び出しݺ

　　̏　ֶ生՝のݺび出しにԠじなかったֶ
生、ٴびҙॻを通̐ࢉަされた
ֶ生には、ֶ生෦がࠂ܇するɻ

　　̐　ֶ生෦のࠂ܇にैわなかったֶ生、
もしくは通̑ࢉҎ্ҙॻのަを
डけたֶ生は、ֶがڭत会のٞをܦ
てռにॲするɻ

附　　則
　ຊࡉଇはฏùĀ݄̐̍からࢪ行するɻ

٤Ԏʹؔ͢Δࡉଇ
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　　ೆୈ̍றं場
ؒ　ظ ྉ༺

　ؒ øü÷÷÷ԁ

　ظ þü÷÷ԁ

̍Χ݄ øü÷÷ԁ

　　̏　ظཤमֶ生の༻ྉについては、લ
߲のֹとするɻ

にషしてࢴ༺を所ఆのࢴྉは証༺　̐　　
ೲ入するものとするɻ

　　̑　Ұ୴ೲ入された༻ྉはղのਃし出
があったཌ݄からの分をׂ݄りでฦؐ
するɻ

ʢறं・றंڐՄূʣ
ୈ̒　自ಈं通ֶऀはࢦఆされたறं場にற

ंしなければならないɻ
行事そのଞຊֶの߹でறं場をߍֶ　̎　　

変ߋすることがあるɻその場߹はຊֶ
のࣔࢦにैわなければならないɻ

　　̏　றंڐՄ証の༗ޮݶظがա͗た場߹
は、றंڐՄ証をฦ٫しなければなら
ないɻ

ʢނࣄのิঈʣ
ୈ̓　றं場においての౪、ഁଛおよびֶ

֎の事ނによるଛについては、
ຊֶではそのิঈҰ切のをෛわな
いɻ

　　̎　ຊֶのࢪઃにଛを༩えた場߹はഛ
ঈするものとするɻ

ʢ҆શӡసのٛʣ
ୈ̔　自ಈं通ֶऀはಓ࿏ަ通๏をकり、ৗ

に҆શӡసをしなければならないɻ
ʢҧறंʣ
ୈ̕　ແڐՄறंそのଞຊنఔにҧしたऀ

についてはҙを行うɻただし̎ճҎ
্のҙにैわないऀはݫॏҙॲ分
とするɻ·た、ݺび出しにԠじないҧ
றंにରしてはंྠをロοΫするા
ஔをとることがあるɻ

ʢॴ　　ʣ
ୈø÷　このنఔのऔりѻいおよびࢦಋはֶ生

՝がこれにあたるものとするɻ
ʢͦ の ଞʣ
ୈøø　このنఔにఆめるもののほかには、ຊ

ֶのࢦఆするところによるɻ

附　　　則
　このنఔはฏùĀ݄̐̍からࢪ行するɻ

༺ΩϟϯύεࣗՈٶ
ࣗಈं௨学نఔʢతʣ

ୈ̍　このنఔはౡֶӃ大ֶのֶ生にٸな
出අ（ෆྀの事ނ、ૹۚのԆ、ප気
など）をඞཁとすることが生じた場߹
の、ٸٹなつな͗ۚࢿのିについて
ఆめることをతとするɻ

ʢି༧ࢉʣ
ୈ̎　ି༧ࢉはຖ༧ࢉに্ܭし、その

༧ࢉのൣғにおいてିを行うɻ
ʢିݶֹʣ
ୈ̏　ିֹۚのݶֹは、̍人ü÷ó÷÷÷ԁと

し、ແརଉとするɻ
ʢିؒظʣ
ୈ̐　ିؒظは、ݪଇとして̍ϲ݄をݶ

とするɻ
　　̎　ฦํࡁ๏は̍ճいとするɻただし、

ฦࠔࡁなಛผな事があるものとೝ
められる場߹には̑ϲ݄をݶとした
分ׂいをೝめることができるɻ

　　̏　લୈ߲̎のؒظはؒظֶࡏをえるこ
とはできないɻ

ʢି手ଓʣ
　ୈ̑　ିをرするऀはֶ生՝にਃし

出て所ఆの手ଓきを行うものとするɻ

附　　則
　このنఔはฏøý݄̐̍からࢪ行するɻ

ʢ　　తʣ
ୈ̍　このنఔはֶ生生ن׆ఔୈúýのنఆ

にجづき、ٶΩϟンύεにおけるֶ
生の自Ո༻自ಈं通ֶ（ҎԼ自ಈं通
ֶという）にؔし、ඞཁな事߲をఆめ
ることをతとするɻ

ʢఆ　　ٛʣ
ୈ̎　自ಈं通ֶとは、通ৗ自Ո༻自ಈंを

自らӡసし、ຊֶறं場をར༻して通
ֶすることをいうɻ

ʢҙอݥʣ
ୈ̏　自Ո༻自ಈं通ֶをڐՄする場߹は

༻ं྆に࣍のҙอݥがされていな
ければならないɻର人ແ੍ݶ、ର物
ú÷÷ສԁҎ্、人ইú÷÷÷ສԁҎ্ɻ
ただし、றं場ऩ༰をաする場
߹には、্هの݅をຬたしていても
自ಈं通ֶをೝめないことがあるɻ

ʢڐՄئʣ
ୈ̐　自ಈं通ֶڐՄ願は、ผにఆめる༷ࣜ

により、ֶ生՝にఏ出し、そのڐՄ
をಘなければならないɻ

のとおりとするɻ࣍、Մ願のडはڐ　̎　　
ᾇ　ؒฒびにલظར༻は、݄̐Ҏ߱
とするɻ

ᾈ　ظޙར༻のडは、݄̕とするɻ
ᾉ　றं場のऩ༰に༨༟がある場
߹、डはਵ࣌行い、̍Χ݄୯Ґの
Մ願もडけるɻڐ

のとおりとするɻ࣍はݶظՄの༗ޮڐ　̏　　
ᾇ　ؒฒびにલظར༻は、݄̐から
։࢝するものとし、その༗ޮݶظは、
ؒར༻については݄̎、લظར
༻については݄̕·でとするɻ

ᾈ　ظޙར༻については、ø÷݄から։
し、݄̎·でとするɻ࢝

ᾉ　̍Χ݄୯Ґのར༻は、ڐՄから
して̍Χ݄とするɻただし༗ޮࢉى
が݄̓もしくは݄̎を越えݶظ
る場߹は、その·でとするɻ

Մ証をަڐՄをडけたものにはறंڐ　̐　　
するɻறंのࡍはறंڐՄ証をμο
γϡϘʔυの見えるところにఏࣔしな
ければならないɻ

߹があった場ߋ事߲に変ࡌهՄのڐ　̑　　
は、かにಧけなければならないɻ

するもرに自Ո༻自ಈं通ֶを࣌ྟ　̒　　
のは、ྟ࣌றं場ڐՄ願をֶ生՝に
ఏ出し、そのڐՄをडけるものとするɻ

ʢறं༻ྉʣ
ୈ̑　લୈ߲̍により自ಈं通ֶڐՄをड

けたऀはறं場༻ྉを証ࢴにてֶ生
՝にೲ入しなければならないɻ

　　̎　લ߲の༻ྉは、࣍のදのとおりとす
るɻ

　　౦ୈ̎றं場
ؒ　ظ ྉ༺

　ؒ ù÷÷÷÷ԁ

　ظ ø÷÷÷÷ԁ

̍Χ݄ ù÷÷÷ԁ

学ੜੜିۚࢿٸٹ׆نఔ
ʢ　　తʣ
ୈ̍　このنఔはֶ生生ن׆ఔୈúûのنఆ

にجづき、ֶ生の自సं通ֶにؔし、
ඞཁな事߲をఆめることをతとす
るɻ

ʢఆ　　ٛʣ
ୈ̎　自సं通ֶとは自సंを自らӡసし、

通ֶすることをいうɻ
ʢ҆શӡసのٛʣ
ୈ̏　自సं通ֶऀはಓ࿏ަ通๏をकり、ৗ

に҆શӡసをしなければならないɻ
ʢறྠのࢦఆʣ
ୈ̐　自సं通ֶ生の自సंは、ٶΩϟン

ύεにおいてはαΠΫϧϋεの自
సंϥοΫにਖ਼しくறྠしなければな
らないɻౡӺલΩϟンύεにおいて
は、ྡのԼもしくはౡӺपลの
ઃにਖ਼しくறྠしなければࢪறྠڞެ
ならないɻ

ʢނࣄのิঈʣ
ୈ̑　றྠ場においての౪、ഁଛおよび事

については、ຊֶはิによるඃނ
ঈのҰ切のをෛわないɻ

ʢҧறྠʣ
ୈ̒　ୈ̐にنఆするறྠ場Ҏ֎にறྠす

るऀについてはҙを行うɻただし̎
ճҎ্のҙにैわないऀにはռॲ
分をՊすことがあるɻ

　　̎　ռのछྨは、ֶࢱ෦では大ֶֶଇ
ୈüùٴびظ大ֶ෦ではظ大ֶ෦
ֶଇୈüúにఆめるᩅとするɻ

ʢऔѻ͓Αͼࢦಋʣ
ୈ̓　このنఔにఆめる事߲のऔѻおよびࢦ

ಋはֶ生՝がこれにあたるものとす
るɻ

ʢͦのଞʣ
ୈ̔　このنఔにఆめのない事߲については

ຊֶのࢦఆするところによるɻ

附　　則
　このنఔはฏùĀ݄̐̍からࢪ行するɻ

ࣗసं௨学نఔ
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ใҕһ（ֶ֤Պਖ਼෭໊֤̍）
ް生ඒԽҕһ（ֶ֤Պਖ਼෭໊֤̍）

̏　Ϋϥεҕһ
Ϋϥεҕһ（֤Ϋϥεਖ਼෭໊֤̍）
ॻه（֤Ϋϥε໊̎）
会ܭ（֤Ϋϥε໊̎）
จԽҕһ（֤Ϋϥε໊̎）
ӡಈҕһ（֤Ϋϥε໊̎）
ใҕһ（֤Ϋϥε໊̎）
ް生ඒԽҕһ（֤Ϋϥε໊̎）

̐　会ࠪܭ
会ࠪܭ（໊̎）
ֶՊ会ࠪܭ（ֶ֤Պ໊̎）

̑　બڍཧҕһ
બڍཧҕһ（ਖ਼෭໊֤̍）
ֶՊબڍཧҕһ（ਖ਼෭໊֤̍）
બڍཧҕһֶ݉Պબڍཧҕһ
（֤Ϋϥε໊̎）

　　̎　ୈ߲̍ୈ̎߸からୈ̑߸のنఆに߆わ
らͣ、ֶ̍̍ΫϥεのֶՊにあって
はһٴびҕһを໊֤̍とすることが
できるɻ

ʢһのબʣ
ୈ̓　һのબは、࣍のとおりとするɻ

̍　ֶ༑会のһ、および会ࠪܭは、
会һのબڍによってબ出するɻただ
し会にܽһが生じた場߹、෭会
બڍのಘථॱҐにجづき、ҕһ૯会
のঝೝをಘて、෭会が会にब
するものとするɻ

̎　ֶՊֶ༑会һ、およびֶՊ会ܭ
ࠪは、ֶ֘Պ会һのબڍによって
બ出するɻただし、װ事にܽһが
生じた場߹、෭װ事બڍのಘථॱ
Ґにجづき、෭װ事がװ事にब
するものとするɻ

̏　બڍཧҕһは、֤Ϋϥεにおいて
໊̎をબ出し、બڍཧҕһはҕ
һのޓબとするɻֶՊબڍཧҕһ
は、ֶ֘ՊのબڍཧҕһをҎっ
てこれにॆて、ֶՊબڍཧҕһ
はҕһのޓબとするɻ

　　̎　લୈ߲̍ୈ̍߸ٴびୈ̎߸にఆめる
ほか、ୈ̒にنఆするֶ༑会һも
しくはֶՊһにܽһが生じた場߹
は、ֶ༑会һ会もしくはֶՊֶ༑会
һ会でޙをิॆબするものとす
るɻ

ʢһのʣ
ୈ̔　ֶ༑会һのは、࣍のとおりとす

るɻ
̍　会は、ຊ会をදし、会を૯ཧ
するɻ෭会は会をิࠤし、会
ෆࡏのときはそのを行するɻ

̎　ॻهはຊ会のॸを୲し、会ܭは
ຊ会の会ܭ事を୲するɻ

̏　จԽɾӡಈ෦は、ֶ֤Պ֘ҕһ
と࿈བྷ、ௐをਤり、શֶతなจ
Խɾεϙʔπ׆ಈのاը、ӡӦにあ
たるとともに、จԽܥɾମҭ֤ܥΫ
ϥϒのॆ࣮、্にめるɻ·た、
จԽ෦はจԽܥ、ӡಈ෦はମҭ
·の֤Ϋϥϒһの໊を݄̑ܥ
でにとり·とめ、ֶ༑会会にఏ出
するɻ

ใ෦はֶ֤Պ、֤Ϋϥεの֘　̐
ҕһとの࿈བྷ、ௐをਤり、ใ׆
ಈおよびଔۀΞϧόϜの࡞を୲
するɻ

̑　ް生ඒԽ෦はֶ֤Պ、֤Ϋϥεの
֘ҕһとの࿈བྷ、ௐをਤり、ֶ
のް生ඒԽを୲するɻɻ

ʢֶՊһのʣ
ୈ̕　ֶ֤Պһのは、࣍のとおりとす

るɻ
、事は、ֶ֘Պֶ༑会をදしװ　̍
会を૯ׅするɻ෭װ事はװ事
をิࠤし、װ事ෆࡏのときはその
を行するɻ

̎　ֶՊॻهはֶ֘Պのॸを୲
し、ֶՊ会ܭはֶ֘Պの会ܭ事
を୲するɻ

̏　֤ҕһは、ֶ༑会の୲෦なら
びに֤Ϋϥε֘ҕһとの࿈བྷ、ௐ
をਤりֶՊ୯Ґの֘׆ಈを୲
するɻ

事は、ֶ֘Պの֤Ϋϥεҕһװ　̐
と࿈བྷ、ௐをਤり、֤Ϋϥεҕ
һ໊をとり·とめ、݄̑·で
にֶ༑会会にఏ出するɻなお、֤
ֶՊֶ༑会һ໊はબޙڍø÷Ҏ
にֶ༑会会にఏ出するɻ

ʢΫϥεҕһのʣ
ୈø÷　Ϋϥεҕһのは࣍のとおりとす

るɻ
̍　ҕһは、Ϋϥεをදするɻ෭ҕ
һはҕһをิࠤし、ҕһෆࡏ
のときはそのを行するɻ

̎　ΫϥεॻهはΫϥεのॸを୲
し、Ϋϥε会ܭはΫϥεの会ܭ事
を୲するɻ

̏　そのଞのΫϥεҕһは֤ʑの୲ۀ
を行うɻ

ʢձ͓ࠪܭΑͼબڍཧҕһのʣ
ୈøø　会ࠪܭおよびબڍཧҕһのは

のとおりとするɻ࣍
̍　会ࠪܭはຊ会の会ܭをࠪし、ҕ
һ૯会にใࠂするɻֶՊ会ࠪܭは
ֶ֘Պの会ܭをࠪし、ֶՊ૯会
にใࠂするɻ

̎　બڍཧҕһは、ֶ༑会һ、会ܭ
ࠪのબڍをཧするとともに、
ֶ֘ՊのֶՊֶ༑会һ、ֶՊ会ܭ
ࠪのબڍもཧするɻ

ʢ֤һɺҕһの݉ʣ
ୈøù　֤һ、ҕһの݉、࠶のऔѻいは

のとおりとするɻ࣍
̍　会とװ事は݉することができ
ないɻ

̎　ΫϥεҕһとֶՊֶ༑会һとの݉
はֶ֤̍ΫϥεのֶՊにおいて
のみೝめるɻ

̏　Ϋϥεҕһとֶ༑会һは݉する
ことができないɻ

̐　ୈ̒ୈ̍߸からୈ̏߸およびୈ̒
ୈ̑߸にఆめるһ、ҕһ、なら
びにୈ̒ୈ̐߸にఆめる会ܭ
ࠪ、ֶՊ会ࠪܭはそれͧれ݉す
ることができないɻ

̑　һの࠶は、̍ճにݶりこれをೝ

学༑ձձଇ
ʢతʣ
ୈ̍　ຊنఔはֶ生生ن׆ఔୈûùୈ߲̎に

づきֶ生のΞϧόΠτについてఆめج
ることをతとするɻ

ʢݪଇʣ
ୈ̎　ΞϧόΠτを行う場߹はֶۀの͛に

ならないようにॆ分ҙしなければな
らないɻ

ʢ৬छ੍ݶʣ
ୈ̏　つ͗の৬छについてはΞϧόΠτを行

うことができないɻ
Λ͏ものݥة　̍　　　
ةそのଞ、ۀ࡞所ɾਫதで行うߴ　　　　　

ۀ物をѻうݥ
　　　̎　ਓମに༗なもの
　　　　　ༀɾܶༀの༗ༀ物のऔѻ、ߴ

（）Թதのۀ࡞
　　　̏　๏ྩにҧ͢Δもの
　　　　　Ӧར৬ۀѺટऀۀへのհѺટ、マ

ϧν๏、ωζϛߨ๏にؔする
もの、そのଞ๏ྩにҧするもの

　　　̐　ਓ໋にؔΘΔもの
　　　　　ແ֨ࢿのਫӭࢦಋһ、そのଞ໋にؔ

わることが༧されるۀ
くな͍もの͠·ҭతにڭ　̑　　　
　　　　　෩ଏӦۀ
　　　̒　ຊֶ͕·͠くな͍ͱஅ͠たもの
ʢݶ੍ؒ࣌ʣ
ୈ̐　ΞϧόΠτؒ࣌については通ࢉिù÷࣌

ؒをえてはならないɻ
　　　　ただし、ֶ生ۀٳதはそのݶりではな

いɻ
　　̎　ΞϧόΠτؒ࣌についてはޙޕø÷࣌Ҏ

߱のਂۀはこれをࢭېするɻ
人ཹֶ生についてはผにఆめるɻࠃ֎　̏　　
ʢҧॲʣ
ୈ̑　ຊنఔにҧしΞϧόΠτを行った場

߹はॱ࣍つ͗のાஔをとるɻ
　　　̍　આ　་
　　　̎　　ռ　
　　̎　ռのछྨは、ֶࢱ෦では大ֶֶଇ

ୈüùٴびظ大ֶ෦ではظ大ֶ෦
ֶଇୈüúにఆめるᩅ、ఀ ֶとするɻ

　　　　ただし、ಛにֶ生のຊ分にするもの
と思われるҧ๏なΞϧόΠτについて
はୀֶॲ分をՊすことがあるɻ

附　　則
　このنఔはฏøý݄̐̍からこれをࢪ行
するɻ

第1章　総則
ʢ໊শ͓Αͼࣄॴʣ
ୈ̍　ຊ会はౡֶӃ大ֶֶ༑会とশし、事

所をٶΩϟンύεにおくɻ
　　̎　ֶՊֶ༑会の事所については、ࢱ

心ཧֶՊֶ༑会、ใϏδωεֶՊֶ
༑会の事所をӺલΩϟンύεにஔ
き、そのଞのֶՊֶ༑会はٶΩϟン
ύεにஔくɻ

ʢ　　తʣ
ୈ̎　ຊ会はຊֶのڭҭํにଇり、ֶ生の

自ओత׆ಈによりڭཆをߴめ、૬ޓの
ກをਂめ、Ҏってֶ生生׆のॆ࣮
্をਤることをతとするɻ

ʢ׆　　ಈʣ
ୈ̏　ຊ会はલのతをୡするために、

ಈを行うɻ׆の࣍
̍　会һ૬ޓのڭཆならびにກにؔす
る׆ಈ

̎　会һの心の্にؔする׆ಈ
̏　ֶशڥのඒԽにؔする׆ಈ
̐　そのଞલのతୡにඞཁな׆ಈ

ʢձ　　һʣ
ୈ̐　ຊ会の会һは、ౡֶӃ大ֶ（ҎԼ大

ֶという）のֶࢱ෦およびظ大ֶ
෦（ただしอҭՊୈೋ෦をআく）にࡏ
ֶするશֶ生とするɻ

　　̎　ຊ会のސはֶ生෦を、·た、ֶՊ
ֶ༑会のސはֶ֘ՊのֶՊおよ
びֶ生ओをҎってこれにॆてるɻ

ʢ　　৫ʣ
ୈ̑　ຊ会の৫は࣍のとおりとするɻ
　　　　ࢱ心ཧֶՊֶ༑会
　　　　こどもֶՊֶ༑会
　　　　อҭֶՊֶ༑会
　　　　৯物ӫཆֶՊֶ༑会
　　　　ใϏδωεֶՊֶ༑会
ֶ
༑　　　Ϋϥϒ　　จԽܥ
会　　　　　　　　ମҭܥ

　　　　会ࠪܭʵֶՊ会ࠪܭ
　　　　બڍཧҕһ会ʵֶՊબڍཧҕһ会

第2章　員
ʢ　　һʣ
ୈ̒　ຊ会に࣍のһをஔくɻ

̍　 һ
会　（໊̍）
෭会（໊̎）
ॻ　ه（໊̎）
会　ܭ（໊̎）
จԽ෦（ਖ਼෭໊֤̍）
ӡಈ෦（ਖ਼෭໊֤̍）
ใ෦（ਖ਼෭໊֤̍）
ް生ඒԽ෦（ਖ਼෭໊֤̍）

̎　ֶՊһ
事（ֶ֤Պ໊̍）װ
෭װ事（ֶ֤Պ໊̎）
ֶՊॻه（ֶ֤Պ໊̎）
ֶՊ会ܭ（ֶ֤Պ໊̎）
จԽҕһ（ֶ֤Պਖ਼෭໊֤̍）
ӡಈҕһ（ֶ֤Պਖ਼෭໊֤̍）

ΞϧόΠτنఔ
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ଇᶄ　ଔۀΞϧόϜ࡞へのڠ力にؔす

ること
ᾊ　ް生ඒԽҕһ会
ᶃ　ࣷߍ֎のਗ਼にؔすること
ᶄ　ڥඋへのڠ力にؔすること

　　̐　ৗஔҕһ会は、ඞཁにより֘෦が
ঌूするɻ

ʢֶՊৗஔҕһձʣ
ୈù÷　ֶՊৗஔҕһ会は、ใ、ް生ඒԽの

̎ҕһ会とし、֘ҕһ（ਖ਼෭）お
よびΫϥεҕһをҎってߏするɻ

　　̎　ֶՊৗஔҕһ会は、ֶՊの֘׆ಈに
ؔする事߲の৹ٞならびに࣮ࢪにた
るɻ

　　̏　ֶՊৗஔҕһ会は、ඞཁにより֘ҕ
һがঌूするɻ

ʢΫϥεձʣ
ୈùø　Ϋϥε会は、ΫϥεのશһをҎってߏ

するɻ
　　̎　Ϋϥε会は、Ϋϥεのॾ׆ಈを行う֎、

֤会ٞにఏ出する事߲について৹ٞす
るɻ

　　̏　Ϋϥε会は、ୈ̒ୈ߲̏のҕһの֎、
Ϋϥεの׆ಈにඞཁなҕһをஔくこと
ができるɻ

ʢձٞのཱɺܾٞʣ
ୈùù　֤会ٞはߏһのաの出੮により

立するɻܾٞは出੮ऀのաのࢍ
൱によるɻただし、会ଇのվਖ਼につい
てはผにఆめるɻ

ʢ࣮ߦҕһձʣ
ୈùú　ຊ会のతをୡするため、ҕһ૯会

のٞをܦて、Ϋϥϒק༠会、大ֶࡇ、
ଔۀ४උの࣮行ҕһ会をઃஔするこ
とができるɻ

　　̎　࣮行ҕһは、֘׆ಈにඞཁなのҕ
һを֤Ϋϥεからબ出するɻ

　　̏　࣮行ҕһ会は、֘׆ಈの࣮ࢪを୲
するɻ

　　̐　࣮行ҕһは、෭会ຢはؔ෦が
これにたるɻ

ʢֶՊ࣮ߦҕһձʣ
ୈùû　ֶՊಠ自の׆ಈを࣮ࢪするため、ֶՊ

һ会のٞをܦて、ඞཁなֶՊ࣮行ҕ
һ会をઃஔすることができるɻ

　　̎　ֶՊ࣮行ҕһ会は、֘׆ಈにඞཁな
のҕһを֤Ϋϥεからબ出するɻ

　　̏　ֶՊ࣮行ҕһ会は、֘׆ಈの࣮ࢪを
୲するɻ

　　̐　ֶՊ࣮行ҕһは、װ事がֶՊһ
会のٞをܦて໊ࢦするものとするɻ

ʢબڍཧҕһձ・ֶՊબڍཧҕһձʣ
ୈùü　બڍཧҕһ会は、֤Ϋϥεからબ出

されたબڍཧҕһによってߏさ
れ、ୈ̓ୈ̍߸にఆめるબڍをཧ
するɻ

　　̎　ֶՊબڍཧҕһ会は、֤Ϋϥεから
બ出されたֶ֘Պのબڍཧҕһに
よってߏされ、ୈ̓ୈ̎߸にఆめ
るબڍをཧするɻ

　　̏　બڍにؔしてඞཁな事߲についてはผ
にఆめるɻ

第4章　ձܭ

ୈùý　ຊ会の׆ಈにؔするܦඅは、会අ、ิ
ॿۚ、دۚ、そのଞのऩ入をҎって
ॆてるɻ

　　̎　༧ࢉの分は、ݪଇとしてֶ༑会
ü÷ˋ、ֶՊֶ༑会ü÷ˋのൺとし、ֶ
Պֶ༑会においてはこのù÷ˋをۉ
分とし、りÿ÷ˋを所ଐ会һのൺ
によって分するɻ

　　̏　ຊ会の会ܭは݄̐からཌ݄̏·
でとするɻ

　　̐　ຊ会の会අは、ҕһ૯会においてܾఆ
するɻ

　　̑　そのଞ会ܭにؔしてඞཁな事߲につい
てはผにఆめるɻ

補　　則
　　̍　ຊ会ଇのվഇは、ҕһ૯会の出੮ऀの

̏分の̎Ҏ্のࢍにより、大ֶのঝ
ೝをडけたޙ行われるɻ

　　̎　会はҕһ૯会のٞをܦて、ຊ会ଇの
行にඞཁなࡉଇの੍ఆを行うことが
できるɻ

附　　則
　ຊ会ଇはฏùĀ݄̐̍からこれをࢪ行す
るɻ

めるものとするɻただし、Ϋϥεҕ
һはॏを͛ないものとするɻ

ʢ֤һɺҕһのظʣ
ୈøú　֤һ、ҕһのظは࣍のとおりとす

るɻ
ᾇ　ୈ̒ୈ̍߸からୈ̏߸·での
һ、ҕһおよび、ୈ̒ୈ̐߸にఆ
める会ࠪܭ、ֶՊ会ࠪܭのظ
は、̍Χとするɻ

ᾈ　ୈ̒ୈ̑߸にఆめるબڍཧҕһ
ֶ݉Պબڍཧҕһのظは̎Χ
とするɻ

　　̎　ֶ༑会һ、ֶՊֶ༑会һ、会ܭ
ࠪ、ֶՊ会ࠪܭのվબは、ݪଇとし
てøø݄とし、ਖ਼෭બڍཧҕһ、お
よびਖ਼෭ֶՊબڍཧҕһのվબ
（ҕһによるޓબ）は、ݪଇとして̐
݄とするɻظの։࢝はøù݄̍から
とするɻ

　　̏　Ϋϥεҕһのબはຖ݄̐࣍、બڍ
ཧҕһのΫϥεでのબは、ݪଇと
して入ֶ࣌とするɻ

第3章　ؔػ
ʢػ　　ؔʣ
ୈøû　ຊ会に࣍のؔػをஔくɻ

̍　ҕһ૯会
̎　ֶՊ૯会
̏　һ会
̐　ֶՊһ会
̑　ৗஔҕһ会
̒　ֶՊৗஔҕһ会
̓　Ϋϥε会
̔　બڍཧҕһ会
̕　ֶՊબڍཧҕһ会

ʢҕһ૯ձʣ
ୈøü　ҕһ૯会はຊ会のؔػܾٞߴ࠷であっ

て、ֶ༑会һ、および֤Ϋϥεのਖ਼
෭ΫϥεҕһをҎってߏするɻ

　　̎　ҕһ૯会は、ఆྫおよびྟ࣌のೋछと
し、ఆྫ૯会は、य़ق（݄̑）、およ
びळق（øø݄）の̎ճ会がこれをঌ
ूするɻ

ҕһ૯会は、会がඞཁとೝめた࣌ྟ　̏　　
とき、ຢはҕһの̏分の̍Ҏ্のཁ求
があったとき։࠵するɻ

　　̐　ҕһ૯会は࣍の事߲を৹ٞするɻ
ᾇ　ຊ会の事ܭۀըにؔする事߲
ᾈ　༧ࢉܾࢉにؔする事߲
ᾉ　会අにؔする事߲
ᾊ　会ଇ変ߋにؔする事߲
ᾋ　そのଞඞཁな事߲

ʢֶՊ૯ձʣ
ୈøý　ֶՊ૯会は、ֶ֘Պのܾٞؔػで

あって、ֶ֘Պのશ会һをҎってߏ
するɻ

　　̎　ֶՊ૯会は、ఆྫ会（ݪଇとして݄̐
およびø÷݄）ならびにྟ࣌会のೋछと
し、װ事がঌूするɻ

事がඞཁとೝめװ、Պ૯会はֶ࣌ྟ　̏　　
たとき、ຢは֘会һの̎分の̍Ҏ্
のཁ求があったとき։࠵するɻ

　　̐　ֶՊ૯会は࣍の事߲を৹ٞするɻ
ᾇ　ֶՊֶ༑会の事ܭۀըにؔする事߲

ᾈ　ֶՊֶ༑会の༧ࢉܾࢉにؔする事߲
ᾉ　ҕһ૯会にఏ出する事߲
ᾊ　そのଞඞཁな事߲

ʢ һ ձʣ
ୈøþ　һ会は、ຊ会のࣥ行ؔػであって、

ֶ༑会һならびにֶՊֶ༑会װ事
をҎってߏするɻ

　　̎　һ会は、ݪଇとしてຖ݄̍ճఆྫ会
を։くものとし、会がこれをঌूす
るɻ

　　̏　会がඞཁとೝめたとき、ຢは̏分の
̍Ҏ্のһのཁ求があったときྟ࣌
に։࠵するɻ

　　̐　һ会は࣍の事߲を৹ٞするɻ
ᾇ　ຊ会׆ಈにؔする事߲
ᾈ　ҕһ૯会にఏ出する事߲
ᾉ　༧ࢉ分にؔする事߲
ᾊ　Ϋϥϒのઃஔഇࢭにؔする事߲
ᾋ　会ଇ変ߋにؔする事߲
ᾌ　֤ؔػとの࿈བྷ事߲
ᾍ　そのଞඞཁとする事߲

ʢֶՊһձʣ
ୈøÿ　ֶՊһ会は、ֶ֘Պのࣥ行ؔػで

あり、ֶՊֶ༑会һをҎってߏす
るɻ

　　̎　ֶՊһ会は、ݪଇとしてຖ݄̍ճఆ
ྫ会ٞを։くものとし、װ事がこれ
をঌूするɻ

事がඞཁとೝめたとき、ຢはֶՊװ　̏　　
һ会̏分の̍Ҏ্のһのཁ求が
あったとき、ྟ࣌にֶՊһ会を։࠵
するɻ

　　̐　ֶՊһ会は࣍の事߲を৹ٞするɻ
ᾇ　ֶՊֶ༑会׆ಈにؔする事߲
ᾈ　ֶՊֶ༑会の༧ࢉܾࢉにؔする事߲
ᾉ　ҕһ૯会、ֶՊ૯会にఏ出する事߲
ᾊ　֤Ϋϥε会との࿈བྷ事߲
ᾋ　そのଞඞཁとする事߲

ʢৗஔһձʣ
ୈøĀ　ৗஔҕһ会は、จԽ、ӡಈ、ใ、ް

生ඒԽの̐ҕһ会とし、֘෦がҕ
һ会をঌूするɻ

　　̎　֤ৗஔҕһ会は、֘෦（ਖ਼෭）、
֘ҕһ（ਖ਼෭）をҎってߏするɻ
ただし、จԽ、ӡಈの֤ৗஔҕһ会に
ついてはจԽ෦、ӡಈ෦それͧれのΫ
ϥϒもߏҕһとするɻ

　　̏　ৗஔҕһ会で行うۀは࣍のとおりと
するɻ

ᾇ　จԽҕһ会
ᶃ　શֶత行事のاը、ӡӦにؔする
࿈བྷ、ௐ、ڠ力にؔすること

ᶄ　ݚम行事、ກ行事のاը、ӡӦ
にؔすること

ᶅ　จԽܥΫϥϒのઃஔ、ഇ׆、ࢭಈ
ଅਐにؔすること

ᾈ　ӡಈҕһ会
ᶃ　શֶత行事のاը、ӡӦにؔする
࿈བྷ、ௐ、ڠ力にؔすること

ᶄ　ݚम行事、ກ行事のاը、ӡӦ
にؔすること

ᶅ　ӡಈܥΫϥϒのઃஔ、ഇ׆、ࢭಈ
ଅਐにؔすること

ᾉ　ใҕһ会
ᶃ　ใにؔすること
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ୈ̍　ຊࡉଇは、ֶ༑会会ଇのิଇの̎にج
づき、これをఆめるɻ

ୈ̎　Ϋϥϒをઃ立しようとするときは、࣍
の事߲をࡌهしたʮֶ生ஂମઃ立願ʯ
をจԽ෦もしくはӡಈ෦をܦ༝し
て会にఏ出しなければならないɻ

̍　Ϋϥϒの໊শ、తおよびن
໊ࢯのސするر　̎
̏　༧ఆするΫϥϒの໊ࢯおよび෦һ
໊ࢯ

̐　Ϋϥϒの׆ಈܭը
ୈ̏　ΫϥϒઃஔのೝՄは、һ会のٞをܦ

て大ֶのঝೝをडけなければならな
いɻ

ୈ̐　Ϋϥϒのઃஔおよびଘଓには、ސ（ຊ
৬һ）໊̍と෦һ໊̏Ҏ্がなけڭֶ
ればならないɻ

ୈ̑　֤Ϋϥϒは、はじめにʮֶ生ஂମ
ଓ願ʯをจԽ෦ຢはӡಈ෦を通ܧ
じて会にఏ出し、大ֶのঝೝをಘな
ければならないɻ
ʮֶ生ஂମܧଓ願ʯには、࣍の事߲を
するものとするɻࡌه

̍　ΫϥϒސならびにΫϥϒの໊ࢯ
̎　෦һ໊（ֶ、Ϋϥε、໊ࢯ）
̏　લ׆ಈ֓گとຊ׆ಈܭը
̐　Ϋϥϒ׆ಈܾࢉॻ、ಉ༧ࢉॻ

ୈ̒　ސの変ن、ߋのվഇ、Ϋϥϒのഇ
があるときは、ちにߋそのଞの変ࢭ
そのࢫをจԽ෦もしくはӡಈ෦を
通じて、会にใࠂしなければならな
いɻ

ୈ̓　その׆ಈがຊ会のతにԊわないと
ೝめられるΫϥϒは、һ会のٞをܦ
て、大ֶのঝೝをडけ、ղࢄさせるこ
とがあるɻ

ୈ̔　会һの所ଐするΫϥϒは、̎ΫϥϒҎ
とするɻ

附　　則
　このࡉଇはฏùĀ݄̐̍からࢪ行するɻ

Ϋϥϒʹؔ͢Δࡉଇ

ʢతʣ
ୈ̍� このنఔは、ʮֶ生生ن׆ఔʯୈûú

ୈ߲̎のنఆにجづき、ֶ生ؒのࠩผ
とϋϥεϝンτ（ݏがらせ）のٴࢭ
びഉআのためのાஔ、ฒびにࠩผとϋ
ϥεϝンτにىҼするが生じた場
߹にద切にରԠするためのાஔにؔ
し、ඞཁな事߲をఆめることをతと
するɻ

ʢఆٛʣ
ୈ̎　ຊنఔにおいてࠩผとは、࣍の言ಈ

すものとするɻࢦಈを׆
　　　̍ɽੑࠩによるࠩผత言ಈ
　　　̎ɽஶしく߹ཧੑをܽくࠩผత言ಈ
　　　̏ɽഉଞతなάϧʔϓ·たはஂମ׆ಈ
　　　̐ɽମతなಛにରするࠩผత言ಈ
　　̎　ຊنఔにおいてϋϥεϝンτ（ݏがら

せ）とは、࣍の言ಈ׆ಈをࢦすもの
とするɻ

　　　̍ɽ૬手にਖ਼なཧ༝なく、ෆշײݏ
ѱײを๊かせる言ಈ

　　　̎ɽ૬手をਖ਼なཧ༝なく、தইᨱす
る言ಈϓϥΠόγʔを৵する言
ಈ

　　　̏ɽपғのऀにෆշײを༩えるମత
৮行ҝ、もしくはّྱతൣғをえ
る、あるいは信པؔのൣғをえ
るମత৮行ҝ

　　　̐ɽ૬手が໌֬にڋ൱するੑత言ಈ
　　　̑ɽ૬手をਖ਼なཧ༝なしにҖѹする言

ಈ
　　　̒ɽҰํのみにܴ߹し、ଞํをૄんじ、

もしくはނҙにແࢹする言ಈ
　　　̓ɽ生ڥ׆をѱԽさせるもしくは

言ಈ
　　　̔ɽίンύで·ないଞのऀにҿञ

を強ཁする言ಈ
　　　̕ɽετʔΧʔ行ҝ（ి、ϝʔϧ、ඌ

行もしくはࣥ፠なの行ҝをؚ
Ή）

　　　ø÷ɽମേを༩える行ҝ、もしくはڴഭత
な言ಈ

ʢຊֶのʣ
ୈ̏　ຊֶは、ࠩผとϋϥεϝンτにର

ॲするため、म্ֶのద切なાஔをߨ
ͣるとともに、ࠩผとϋϥεϝンτ
ಈを׆ൃܒのために、ֶ生にରするࢭ
行うものとするɻ

　　̎　ֶ生にରする׆ൃܒಈについてはదٓ
ֶ༑会との࿈ܞをਤるものとするɻ

ʢࠩผͱϋϥεϝϯτのରԠʣ
ୈ̐　ࠩผとϋϥεϝンτにରॲするた

めにຊֶにࠩผとϋϥεϝンτରࡦ
ҕһ会をஔくɻ

　　̎　ࠩผとϋϥεϝンτରࡦҕһ会につい
ては、ผにこれをఆめるɻ

ʢՃऀにର͢Δાஔʣ
ୈ̑� 　ຊֶはࠩผとϋϥεϝンτを行った

とஅされたऀにରして、ֶنఔに
রらしてݫਖ਼にରॲするɻ

ʢඃऀのࡁٹʣ
ୈ̒　ຊֶは、ֶにおいてൃ生したࠩผと

ϋϥεϝンτのඃऀにରして、

学ੜؒʹ͓͚Δࠩผͱ
ϋϥεϝϯτࢭʹؔ͢Δنఔୈ̍　ຊࡉଇは、ֶ༑会会ଇୈùüୈ߲̏に

に行うためにఆめをԁڍづき、બج
るɻ

ୈ̎　ֶ༑会会ଇୈ̒ୈ߲̍ୈ̍߸のһ
しࢪを࣮ڍࠪのબܭびୈ̐߸の会ٴ
たݪ、ޙଇとして̍िؒҎ্ܦաして
から、ୈ̎߸のֶՊһおよびୈ̐߸
のֶՊ会ࠪܭのબڍを行うものとす
るɻ

ୈ̏　બڍཧҕһ会（ୈ̒ୈ߲̍ୈ̎߸
のֶՊһおよびୈ̐߸のֶՊ会ܭ
ࠪのબڍにؔしてはֶՊબڍཧҕһ
会とಡみえるɻҎԼಉじ）は、બڍ
のøüલ·でにબڍにؔするॾ事߲
のެࣔを行わなければならないɻ

ୈ̐　һに立ީิしようとするऀは、શһ
̑人Ҏ্のਪનをಘて、બڍのø÷
લ·でにจॻで֤Ϋϥεબڍཧҕһ
を通してબڍཧҕһ会あてಧけ出な
ければならないɻ

ୈ̑　立ީิをࣙୀしようとするऀは、ड
ཧҕһ会あてਃし出なڍதにબؒظ
ければならないɻ

ୈ̒　立ީิऀのબڍӡಈは、ެのから
ථのલ·で行うことができるɻ

ୈ̓　立会ԋઆ会は、ථのલ·で行うも
のとするɻ

ୈ̔　ථはఆめられたؒظに、これを行
わなければならないɻ

ୈ̕　։ථはଈ։ථとするɻ
ୈø÷　һにܽһが生じたときは、会（ֶ

Պにあってはװ事）はֶ༑会һ会
（ֶՊにあってはֶՊֶ༑会һ会）
のٞをܦてิॆһを໋することが
できるɻิॆһのظはલऀの
ؒظとするɻ

ୈøø　બڍにਖ਼なཧ༝によりථでき
ない場߹、立ީิక切ޙථલ·
で、ෆऀࡏථすることができるɻ

　　̎　ථ༻ࢴは、֤Ϋϥεのબڍཧҕһ
を通してબڍཧҕһ会にఏ出するɻ

ୈøù　そのଞબڍにඞཁな事߲は、બڍཧ
ҕһ会（ֶՊにあってはֶՊબڍཧ
ҕһ会）がఆめるɻ

附　　則
　このࡉଇはฏùĀ݄̐̍からࢪ行するɻ

બڍʹؔ͢Δࡉଇ
　ద切なࡦࡁٹをとるものとするɻ
ʢنఔのվഇʣ
ୈ̓　このنఔのվഇは、ֶ生ࢦಋҕһ会ٴ

びڭत会のٞをܦて行うものとするɻ
　　̎　લ߲のվഇにあたってはֶ༑会のҙ見

をฉくものとするɻ

附　　則
　このنఔは、ฏøý݄̐̍よりࢪ行するɻ
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ʢझࢫʣ
ୈ̍　このنఔは、ʮֶ生ؒにおけるࠩผと

ϋϥεϝンτࢭにؔするنఔʯୈ̐
ୈ߲̎にఆめるࠩผとϋϥεϝンτ
ରࡦҕһ会にؔする事߲をఆめるɻ

ʢ一࣍త૭ޱʣ
ୈ̎� ࠩผとϋϥεϝンτにؔする૬ஊ·た

は苦ਃし立ては、信པできるڭһも
しくはֶ生՝һに行うことをݪଇとす
るɻ

　　̎　૬ஊをडけたऀはֶ生ؒにおけるࠩผ
とϋϥεϝンτରࡦҕһ会ҕһ（ֶ
生෦）にใࠂॻをఏ出しなければな
らないɻ

ʢରࡦҕһձʣ
ୈ̏　ֶ生ؒにおけるࠩผとϋϥεϝンτର

（ҕһ会ʯというࡦҎԼʮର）ҕһ会ࡦ
はֶ生෦をҕһとして、ֶ֤Պຖ
にڭһ໊̍、事ہ৬һから໊̍ٴび
ֶ༑会һから໊̎のҕһによってߏ
するɻ

ʢରࡦҕһձのʣ
ୈ̐　ରࡦҕһ会は、ֶ生にかかる࣍に͛ܝ

る事߲をऔりѻうɻ
　　　ᾇ　ࠩผとϋϥεϝンτࢭのためのܒ

ಈ׆ൃ
　　　ᾈ　ࠩผとϋϥεϝンτにؔするௐࠪ
　　　ᾉ　ࠩผとϋϥεϝンτൃ生事Ҋのݕ౼
ʢௐࠪҕһʣ
ୈ̑　ରࡦҕһ会は、ୈ̎の૬ஊ·たは苦

ਃし立てについて、ৄࡉなௐࠪを行
うඞཁがあるとஅした場߹は、
ௐࠪを行うか、ਃ立人が所ଐする֘
ֶՊにௐࠪをґཔすることができ
るɻ

　　̎　લ߲のௐࠪにはֶのڭһຢはֶ֎の
ઐՈをあてることができるɻ

ୈ̒　ௐࠪが終ྃし、ରࡦҕһ会でஅした
事߲については、ちにֶՊにใࠂ
し、ඞཁなાஔをとるものとするɻ

ʢ࠶ਃཱͯ͠ʣ
ୈ̓　૬ஊをडけたऀもしくはରऀは、લ

߲のાஔにҟٞがある場߹、ରࡦҕһ
会にରし֘事Ҋの࠶ௐࠪを求めるこ
とができるɻ

ʢकൿٛʣ
ୈ̔　૬ஊをडけたऀ、ରࡦҕһ会ҕһٴび

ௐࠪҕһฒびにこのنఔにجづいてࠩ
ผとϋϥεϝンτにؔする૬ஊ·たは
苦ਃし立てのใࠂをडけたऀは、૬
ஊ·たは苦ਃし立ての༰にؔして
りಘたใをଞに࿙らしてはならな
いɻ

ʢࡉଇのվഇʣ
ୈ̕　このࡉଇのվഇは、ରࡦҕһ会、ٴび

てֶが行うɻܦत会のٞをڭ

附　　則
　このࡉଇは、ฏøý݄̐̍よりࢪ行するɻ

学ੜؒʹ͓͚Δࠩผͱϋϥεϝϯτ
ࢭʹؔ͢Δنఔࡉଇ
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